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第１章 総論（国家的重要基盤を支え、社会課題を成長のエンジンに転換する科学技術・イノベーション） 
 
１．基本的考え方 

統合イノベーション戦略 2023（以下「統合戦略 2023」という。）は、2021 年３月 26 日に閣議決定された
第 6 期科学技術・イノベーション基本計画（以下「第６期基本計画」という。）の実行計画として位置付けら
れる３年目の年次戦略である。第６期基本計画は、我が国が目指す社会像である Society 5.01の実現に向けた
科学技術・イノベーション政策について、2030 年を見据えた 2025 年までの中長期的な方向性を示し、大目標
から中目標、さらにその達成を目指すプログラム群で構成されている。そして、達成状況を評価するため、そ
れぞれの目標に紐付く指標を掲げている。 

統合戦略 2023 には、第 6 期基本計画期間の中間年の年次戦略として、目標達成に向けて実効性のある取組 
を強力に推進するとともに、これまでの進捗状況を踏まえた取組の見直しや深化、さらには国内外における情
勢変化にも機動的に対応していくことが求められる。このため、統合戦略の年次戦略としての役割をより際立
たせるとともに、第 6 期基本計画期間中の効果的・効率的な政策推進モデルの確立や、次期基本計画の検討に
つなげることも視野に入れ、引き続き、恒常的な科学技術・イノベーション政策の質の向上を図っていく。 
 
（１）科学技術・イノベーションを取り巻く国内外の状況 

科学技術・イノベーションは、気候変動をはじめとする社会課題を成長のエンジンへと転換し、持続的な経
済成長を実現する原動力である。同時に、感染症や自然災害等の脅威に対し、国民の安全・安心を確保する観
点からも、国家の生命線となっている。ロシアによるウクライナ侵略の長期化は、とりわけ、エネルギー、食
料、サイバー空間等を取り巻く環境の厳しさを増大させ、サプライチェーンや社会インフラ強靱化の重要性を
一層高めている。さらには、各国がポストコロナへと舵を切る中での新たな国際連携構築の動きと相まって、
その影響は国内外の幅広い領域に及んでいる。今後の情勢の見通しの不透明感も増す中で、科学技術・イノベ
ーションへの期待は新たなフェーズへと進展している。あわせて、高度な生成ＡＩ、量子、フュージョンエネ
ルギー2をはじめとする先端技術は、従来の延長線上にはない急速な発展の兆しを見せている。こうした背景
から、米中間をはじめとする先端技術をめぐるし烈な国家間競争は一層激化しており、主要国における科学技
術・イノベーションへの投資は更なる拡大へと向かっている。加えて、国家間競争は、知と価値の創造の源泉
である人的資本の獲得そして育成へと射程が拡大している。 
 米国では、2022 年 10 月に国家安全保障戦略を策定し、安全保障の枠組みの中でも先端技術開発や人への投
資の強化が重要であることを表明している。具体的には、2022 年８月に成立した半導体・科学法に基づき、
半導体、次世代計算機、量子、ＡＩ、バイオ、次世代通信、クリーンエネルギーをはじめとする 21 世紀の基
盤技術の促進のための 2,800 億ドルを超える投資拡大や、人への投資を最もインパクトのある公共投資である
として、ＳＴＥＭ人材呼び込みのための優遇措置、そしてＳＴＥＭ教育やトレーニングへの強化により世界一
の人材供給国であり続けることなどを表明している。ＥＵでは、2021 年５月に産業戦略を改定した。コロナ
禍で顕在化した国際的なサプライチェーンの混乱等を教訓に、戦略上懸念されるＥＵ域外への依存に対する

                                                      
1 Society 5.0 とは、我が国が目指すべき社会像であり、第 5 期基本計画等において「サイバー空間とフィジカル空間を高度に融合させたシス
テムにより、経済発展と社会的課題の解決を両立する人間中心の社会」として提唱。 
第 6 期基本計画では「直面する脅威や先の見えない不確実な状況に対し、持続可能性と強靱性を備え、国民の安全と安心を確保するととも
に、一人ひとりが多様な幸せ（well-being）を実現できる社会」として具体化。 
2 近年海外では、核分裂と全く異なる核融合の特性を踏まえて「核融合」を「フュージョン」と呼んでおり、国家戦略を国外にも発信するこ
とも考慮し、本戦略では「核融合エネルギー」を「フュージョンエネルギー」と表現した。 



4 
 

対応が必要との基本認識を示したうえで、新たなＥＵとしての「開かれた戦略的自律性」の確保を打ち出して
いる。このような方針に基づき、2023 年４月に政治合意に至った欧州半導体法では、2030 年までに 430 億ユ
ーロを超える官民投資を実現し、世界の半導体生産におけるＥＵのシェアを 20%にすることを目指している。
英国では、ＤＡＲＰＡ型のハイリスク研究ファンディング機関として高等研究発明局（ＡＲＩＡ）を 2023 年
1 月に発足させ、先端研究への取組を抜本強化するとともに、世界トップレベルの人材を呼び込むための優遇
措置の強化を開始している。さらに中国では、「第 14 次５カ年計画」の下で研究開発費年７％以上増を目指す
中、2021 年は 14.2％増、2022 年は速報で 10.4％増を達成し、初めて 3 兆元に到達したとされている。 

ＡＩ分野では、米国 OpenAI 社が開発した対話型生成ＡＩ (自然言語の生成ＡＩ技術を活用した対話型ツー
ル)の ChatGPT が史上最速で 1 億人超の利用者数を獲得したとされ、世界が大規模に、高度な生成ＡＩによ
る社会変革の予感を目の当たりにしており、活用に向けた動きも広がっている。また、エネルギー分野におい
ては、米国国立研究所がレーザー核融合技術により初めて入力エネルギーを上回る出力エネルギーを発生さ
せることに成功するなど、し烈な国家間競争が牽引する新興技術の進展が大きな社会的なインパクトを生み
出す兆しを見せ始めている。 
 その一方で、我が国の研究力とイノベーション力の相対的な低下傾向に歯止めがかかっていない。例えば研
究力については、定量的に把握しやすい指標のみをもって一面的に判断すべきではないが、注目度の高い論文
数における我が国の順位は遂にトップ 10 からも陥落する状況となっており、人口当たりの博士号取得者数も
長期にわたり低迷している。このような背景から国際的な研究コミュニティにおける我が国の存在感の急速
な低下に繋がっているとの指摘がなされている。イノベーション力については、世界各国の競争力を分析する
レポートにおいて我が国の順位は長らく停滞している。 

この危機的状況を打開し、科学技術・イノベーション政策を強力に推進するため、政府としては、第 6 期基
本計画において、2021 年度から 5 年間の研究開発投資について、政府全体で約 30 兆円、官民で総額約 120 兆
円という、第 5 期までの基本計画を大きく上回る規模の目標を定めた。そして、「直面する脅威や先の見えな
い不確実な状況に対し、持続可能性と強靱性を備え、国民の安全と安心を確保するとともに、一人ひとりが多
様な幸せ（well-being）を実現できる社会」である Society 5.0 の実現を目指している。 

第６期基本計画期間中の科学技術関係予算は、2023年度当初予算までを含めると、合計約21.9兆円に達し、
着実に進捗しているが、し烈な国家間競争の中で更なる研究開発投資の拡大に取り組むことが求められてい
る。また、10兆円規模の大学ファンドや地域中核・特色ある研究大学支援、経済安全保障重要技術育成プログ
ラム、ＳＢＩＲ制度の抜本拡充など、第６期基本計画策定時には存在しなかった新規の事業・制度を活用でき
る土壌が整ってきている。加えて、戦略的イノベーション創造プログラム（以下「ＳＩＰ」という。）の推進
を通じて、大規模プロジェクトの成果が社会課題解決や社会実装につながる進捗が生まれている。各国がポス
トコロナへと舵を切り、新たな連携を構築する動きを見せる中、このような成果を確かな推進力として、引き
続き、先見性を持って、基礎研究や人材育成、社会実装等への投資を行うとともに、民間投資を誘発し、官民
が連携・協力して科学技術・イノベーションにより国家的重要課題に対応していかなければならない。 
 
（２）政権のアジェンダと科学技術・イノベーションの役割と期待 

新しい資本主義の実現に向けて「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画」においては、官民を挙
げて社会課題を解決することにより新たな市場創出や経済成長を実現することを基本的な思想として、人的
資本蓄積、先端技術開発、スタートアップ育成を大規模に実行していくこととしている。そのために、重点投
資分野として、成長と分配をともに高める「人への投資」、「科学技術・イノベーションへの投資」、「スタート
アップへの投資」などをその柱として掲げ、官の投資を呼び水として、官民投資の抜本強化を図り、大学ファ
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ンドによる国際卓越研究大学への支援や地域中核・特色ある研究大学への支援による研究力強化、量子、ＡＩ、
バイオをはじめとする先端科学技術分野への支援、「スタートアップ育成 5 か年計画」に基づくスタートアッ
プの徹底支援を行っていくとしている。また、新しい資本主義実現の前提として、エネルギーや食料を含めた
経済安全保障の強化を掲げており、外交・防衛のみならず、国民生活の安全・安心の確保を図ることを重要な
柱として位置付けている。 
 さらに、我が国では 2022 年 12 月に新たな国家安全保障戦略を策定し、その中で、我が国の安全保障に関
わる総合的な国力の主な要素のひとつとして技術力を位置付けている。また、科学技術とイノベーションの創
出は、経済的・社会的発展をもたらす源泉であると同時に、先端科学技術の加速度的な進展や用途による技術
の区別が困難となっている状況を背景として、技術力の適切な活用は、我が国の安全保障環境の改善に重要な
役割を果たすとされている。 
 新しい資本主義の実現に向けた理念やアジェンダは、持続的な経済成長と社会課題の解決なくして達成し
えないものであり、これらを両立する人間中心の社会である Society 5.0 の実現とも軌を一にするものである。
同時に、それに向けて第 6 期基本計画が示した『「総合知による社会変革」と「知・人への投資」の好循環』
という方向性は、科学技術・イノベーション政策における成長と分配の好循環を体現している。また、高度な
生成ＡＩ、量子、フュージョンエネルギーをはじめとする先端科学技術の進展が切り開く社会変革や未来の予
兆は Society 5.0 が描く社会像そのものである。さらに安全保障を取り巻く情勢を含め国内外の状況を踏まえ
ると、国民の安全・安心や well-being を満たす重要性やそのために科学技術・イノベーションが担う役割への
期待は飛躍的に増している。このような意味においても、我が国が目指す社会は Society 5.0 から揺らぐこと
はなく、むしろ一層の危機感とスピード感をもって、これを現実のものとしていかねばならない。今や、科学
技術・イノベーションが経済社会のあらゆる領域と密接に関わり合う時代にあって、更なる領域の広がりに対
しても科学技術・イノベーションの貢献を強化していくことは急務である。 

 
（３）情勢変化への対応と今後の取組の方向性 

我が国を取り巻く国際環境が厳しさを増し、先端技術が著しく進展をみせる中で、科学技術・イノベーショ
ンを要として国家的重要課題に戦略的に対応し、国際社会で存在感と貢献度を拡大していくことが一層重要
となっている。これを実現するためには、価値観を共有する同志国やパートナー国との協力・連携が不可欠で
ある。そして、このような国際協力・連携を礎として、全体を俯瞰した視点で技術動向を捉えつつ、我が国の
優位性や不可欠性を見極めながら先端科学技術を戦略的に推進し、我が国の未来を支える技術を育てていく
ことがますます重要となる。国家間競争が激化する中で、このような取組の原動力となる高度人材の獲得や育
成の強化と、その実現に向けて国際頭脳循環の形成や、イノベーションに挑戦する多様な人材を惹きつける環
境の醸成、そして、これを支える投資の活性化が欠かせない。 

また、昨今の安全・安心の確保を揺るがす予測不能な情勢変化や、先端技術の急速な進展、国家的重要課題
への対応の重要性の高まりを勘案すると、第６期基本計画策定以降の新規ファンディングの始動をはじめと
するこれまでの成果を確かな推進力としつつ、我が国の英知を結集し、社会課題や様々な情勢変化に機動的に
対応し得る、分野や組織を越えた新たな連携を形成していくことが求められる。 

統合戦略2023においては、このような情勢変化やこれまでの取組の進捗状況を踏まえつつ、次節で述べる政
策の「3つの基軸」を中心に据えて、取組の更なる強化とその具体化を進めていく。このような政策の具体化
は、第６期基本計画が掲げるSociety 5.0の実現に向けた戦略的なプロセスの具体化であり、これを共有するこ
とで、予見可能性を向上させながら組織・分野の垣根にとらわれず、産学官で力を結集して国家的重要課題に
対応していく。 
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２．科学技術・イノベーション政策の３つの基軸 
直近の国内外の情勢やこれまでの取組の進捗状況を踏まえ、特に早急に講ずべき重要な施策に焦点を合わせ

る観点から、科学技術・イノベーション政策を俯瞰すると、３つの基軸に大別できる。 
第１の基軸は、「先端科学技術の戦略的な推進」である。重要分野の国家戦略やシンクタンク機能を通じて、

我が国の技術の優位性ひいては不可欠性の確保も念頭に、研究開発を戦略的に推進し、我が国の未来を支える
技術を育て社会実装につなげる。 

量子分野をはじめとする重要技術の戦略強化やフュージョンエネルギー・イノベーション戦略の新たな策
定、生成ＡＩを契機とした対応強化、先端的な重要技術に関する調査分析を行うシンクタンクの起動・強化に
より、先端科学技術を要に社会課題の解決や経済安全保障の強化などを実現する戦略的な推進プロセスを見
定めた上で、ムーンショット型研究開発制度（以下「ＭＳ」という。）やＳＩＰ、経済安全保障重要技術育成
プログラム（Ｋプログラム）等の大規模プロジェクトの推進により、分野間の連動性を高めつつ社会ニーズと
技術シーズを結び付けながら、社会実装につながる取組を加速させる。 
 これら分野はもとより、社会のデジタル化や、グリーンイノベーション、半導体、バイオ、マテリアル、健
康・医療、宇宙、海洋、Beyond 5G（6G）をはじめとする重要分野への研究開発投資を中長期的視点で支援
し、官民が力を合わせて国家的重要課題への対応を進めることで、反転攻勢を本格化させる。さらに、国家安
全保障戦略を踏まえたマルチユース先端技術の貢献強化を進める。 
 第 2 の基軸は、「知の基盤（研究力）と人材育成の強化」である。研究力と人材育成を相乗的に強化し、科
学技術・イノベーションと価値創造の源泉となる「知」を持続的に創出する。 
 大学ファンドを通じた世界最高水準の研究大学の実現に向けた取組と、地域の中核大学や特定分野の強み
を持つ大学への支援強化による両輪で研究力の向上を図ることで、多様で卓越した知を生み出す基礎研究・学
術研究を振興するとともに、日本全国に面的・多層的な知の基盤を構築する。 

また、硬直的な文理の枠組みや分野間の垣根にとらわれず、創造的な研究をリードする博士等の多様な人材
の育成を強化するとともに活躍のキャリアパスを拡大していく。同時に、時代とともに移り変わる社会ニーズ
を捉え、学び続ける姿勢に応えるリカレント教育を促進するとともに、後述のグローバル・スタートアップ・
キャンパス構想の実現を通じて海外のトップ大学との連携やグローバルに活躍する多様な人材の輩出を図る
ことにより、大学等が生み出す知的資産を社会に還流させる。 
 さらに、我が国でのＧ7開催を契機として、価値観を共有する国々やパートナー国との連携強化や国際頭脳
循環形成、グローバルな学術ジャーナル問題への対応強化を図ることで、国際社会での存在感と貢献度の拡大
にもつなげていく。 
 そして、第３の基軸は、「イノベーション・エコシステムの形成」である。イノベーションの担い手として
スタートアップを前面に押し出し、科学技術・イノベーションがもたらす恩恵を国民や社会、地域に還元する。 
 「スタートアップ育成５か年計画」の下、我が国が世界をリードできる強みを持つディープテックをはじめ
としたスタートアップを政府一体で徹底支援するとともに、グローバル・スタートアップ・キャンパス構想や
拠点都市等の取組を推進することにより、都市や地域、大学、スタートアップが密接に連携しながら、経済の
活性化はもとより社会課題解決に挑戦するディープテックをはじめとしたスタートアップが次々と生まれ成
長するスタートアップ・エコシステムを創出する。また、デジタル田園都市国家構想と連動して地域の好事例
創出やその展開を拡大していく。さらに、ベンチャーキャピタル（ＶＣ）マーケットの発展に向けた取組に加
え、研究開発税制やＳＢＩＲ制度、研究成果の公共調達の促進等、政策ツールを総動員して成長志向の資金循
環を活性化するとともに、官民の研究開発投資の拡大に取り組む。 
 加えて、予測不能な情勢変化や、新興技術の急速な進展、国家的重要課題へ対応する基盤的な取組を強化す
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る。第６期基本計画策定後、10兆円規模の大学ファンドの創設を皮切りに、地域中核・特色ある研究大学支援
強化、経済安全保障重要技術育成プログラム、ＳＢＩＲ制度の抜本拡充といった進展があった。これらを強力
な推進力として効果的に活用していくためにも、科学技術・イノベーション政策の３つの基軸を支える公的研
究機関や資金配分機関を中核とした研究基盤や人材の充実に向けた新たな連携の構築を図ることで我が国の
英知の機動的な結集を可能とし、国家的重要課題への対応を強化していく。 
 以下では、第６期基本計画の策定から約２年が経過したことに鑑み、その間の注目すべき動向を踏まえなが
ら、これらの３つの基軸に即した重点施策を抽出する。さらに、第２章では、第６期基本計画の目次構成に沿
って整理した施策の実施状況・現状分析や今後の取組方針のほか、具体的な年次施策を列挙する。これらを統
合することにより、３つの基軸を核とした施策の重点化と、第６期基本計画の網羅的な推進を同時に図り、
Society 5.0の実現に向けた科学技術・イノベーション政策を強力に推進する。 
 
（１）先端科学技術の戦略的な推進 
① 重要技術の国家戦略の推進と国家的重要課題への対応 
（重要技術の国家戦略の強化） 
量子技術  

2020年１月に策定した「量子技術イノベーション戦略」に基づき、「量子技術イノベーション拠点」、「量子
技術による新産業創出協議会」が発足し、産業・イノベーション創出に向けた推進体制を整備した。また、量
子産業の国際競争の激化等、戦略策定以降の量子技術を取り巻く環境変化を踏まえ、2022年４月に「量子未来
社会ビジョン」を策定し、量子技術により目指すべき未来社会ビジョンと３つの目標（2030年に生産額50兆
円、国内利用者数1,000万人、量子ユニコーンベンチャー創出）を掲げている。2023年４月には、量子未来社
会ビジョンに掲げるビジョン・目標を実現するため、量子技術の実用化・産業化を進める上での主な課題を整
理し、基本的な対応方針や実行計画を示す「量子未来産業創出戦略」を策定した。 

今後、本戦略に基づき、ＳＩＰ等を活用した量子技術のユースケースづくり支援、量子技術の利用環境整備、
スタートアップ/ベンチャー企業・新事業創出支援/エコシステム形成等を進める。量子技術と基盤技術（ＡＩ
技術や従来計算基盤等）の融合を進めつつ、バイオ、マテリアルをはじめとした重要分野とも連携して、ユー
スケースの実証を進める。また、ＭＳをはじめとする研究開発プロジェクトについて引き続き充実を図り、産
業化・実用化の源泉となる先端技術基盤における我が国の優位性獲得を図る。さらに、これらの取組を支える
イノベーション基盤として、ユースケース創出やハードウェア・ソフトウェアの研究開発、デバイスや部素材
のサプライチェーン強化に向けた研究開発支援や国際標準化などのグローバルな産業界への総合的な支援拡
充や最先端の量子・古典ハイブリッド計算基盤の整備・提供、量子技術基盤の研究開発・産業支援などを担う
量子技術イノベーション拠点の機能を強化する。 
 
ＡＩ  

これまで「ＡＩ戦略 2022」や「人間中心のＡＩ社会原則」など、政府としてＡＩに対する基本戦略・理念
を明らかにしてきたが、生成ＡＩ3などの技術の変化や国際的な議論を踏まえて、幅広い知見を有する有識者
による「ＡＩ戦略会議」を新たに設置した。同会議は、様々な課題に関して、関係省庁による「ＡＩ戦略チー
ム」等と集中的な議論を行い、これまでの基本戦略・理念は維持しつつ、生成ＡＩの登場によって整理すべき

                                                      
3 画像を生成する拡散モデル（diffusion model）や自然言語を扱う大規模言語モデル(large language model;ＬＬＭ)などを指す。従来から識別
モデルに対して生成モデルという分類法があり、その生成の側面に注目した呼び方。 
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論点を「ＡＩに関する暫定的な論点整理」として 2023 年 5 月 26 日に取りまとめた。 
ＡＩの利用は大きな便益があると考えられる。生成ＡＩなどＡＩ技術の進歩によって、その便益はさらに大

きくなる可能性がある。Society 5.0 の実現に向けて、ＡＩは重要なツールの一つである。 
 一方で、ＡＩがどのようなデータをどのように処理しているのかがわからない、ＡＩが誤った回答をしてい
ないか、ＡＩとの対話によって機密情報が漏洩しないか、ＡＩが犯罪に悪用されないかなど、生成ＡＩの登場
によってＡＩに関するリスクへの懸念が高まっており、安全保障上のリスクも指摘されている。また、生成Ａ
Ｉは計算資源やデータの規模がその性能を左右する度合いが大きく、規模の競争によって大規模なＡＩがま
すます優位になっていく可能性や、ＡＩ関連製品・サービスの海外依存度が高いことによる供給途絶リスクを
懸念する声もある。 
 このため、ＡＩ戦略会議における論点整理を踏まえ、ＡＩに関する国際的な議論、多様なリスクへの対応を
進めるとともに、ＡＩの最適な利用、ＡＩ開発力の強化を図り、イノベーション、新規産業の創出、Society 5.0
の実現を目指す。 
 
国際的な議論とリスクへの対応 
• 2023年５月のＧ７首脳会合では、Ｇ７の価値に沿ったＡＩのガバナンスの必要性を確認するとともに、特

に生成ＡＩについては、「広島ＡＩプロセス」として担当閣僚のもとで速やかに議論し、本年中にＧ7首脳
に報告することとなった。我が国は今後も責任ある立場として、国際的な議論をリードしていく。 

• 生成ＡＩに対しては、そのリスクや対応の方向性を、ＡＩ開発者、サービス提供者、利用者ごとに整理し、
生成ＡＩに関する懸念やリスクに適切に対処する、いわば「ガードレール」が必要である。 

• このため、まず、ＡＩ開発者・サービス提供者に対して、既存の法令・ガイドラインの遵守を促す。また、
新技術が起こす問題に対しては新技術での対処も必要であり、例えばＡＩによる不適切な生成物を抑制す
るＡＩなどの新たな技術の開発・普及を検討する。 

• また、機密情報の漏洩や個人情報の不適正な利用、プライバシーに関するリスク、偽情報などが社会を不
安定化・混乱させるリスク、サイバー攻撃が巧妙化するリスク、著作権侵害のリスクなど、ＡＩに関する
多様なリスクに関して、「広島ＡＩプロセス」などのスケジュールも念頭に、国際的な議論の動向も踏ま
え、必要な対応を検討していく。 

• なお、教育現場における生成ＡＩの扱いに関しては、ＡＩの利用により教育効果の向上や教員の負担軽減
等の可能性がある反面、生成ＡＩが宿題や作文等に使われ適切な評価が損なわれる、生徒・児童の創造力
等が低下するなどの懸念があり、夏前にガイドラインを策定することを目指す。 

 
ＡＩの最適な利用 
• 生成ＡＩは、デジタル化を加速させ、我が国全体の生産性向上のみならず、様々な社会課題解決に資する

可能性がある。ＡＩ利用を加速するため、データ連携基盤の構築・人材育成・事業環境整備を進める。 
• 政府機関では、生成ＡＩの利用によって機密情報漏洩等のリスクがある一方で、様々な事務作業や事務手

続の効率化など、働き方改革や国民サービスの向上につながる可能性があり、生成ＡＩの利用を通じた行
政運営の効率化・行政サービスの質の向上に向けて、公開情報を用いた試験的な取組を進める。加えて、
ワークショップ、アイデアソンや概念検証を行う。 

• 幅広い世代が生成ＡＩの恩恵を享受できるよう、スキル・リテラシー教育を充実させる。 
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ＡＩ開発力の強化 
• 生成ＡＩによって世界の変革がもたらされようとしている中、速やかに生成ＡＩに関する基盤的な研究

力・開発力を国内に醸成することが重要である。 
• このため、民間の活力を十分に活用しつつ、生成ＡＩ開発におけるインフラとも言うべき、計算資源とデ

ータの整備・拡充を進める。 
• また、ＡＩが消費する莫大な電力が課題となっており、地方のデータセンターの活用を含め、再生可能エ

ネルギー等の電力を有効活用する方策を検討する。同時に、省エネ型半導体等の開発を促し、早期の社会
実装を目指す。 

• さらに、生成ＡＩの開発には、大量かつ良質なデータが必要であることから、著作権等に留意しつつ、公
的機関が保有するデータについて、我が国の企業や大学等に対し開発用にアクセス可能とする仕組みを構
築する。 

• なお、これらの取組に際しては、技術革新のスピードを踏まえ、市場原理を最大限尊重し、迅速、柔軟か
つ集約的にプレーヤーの取組を加速する。また、技術の公開を通じて新たな技術革新が生み出される可能
性を踏まえ、計算資源やデータのほか、オープンに利用可能な基盤技術等を提供する環境を整備し、世界
からトップ人材が集まり切磋琢磨できる研究・人材育成環境の構築や、AI Japan(人工知能研究開発ネッ
トワーク)の枠組みも活用した産学官の基盤開発力の強化を進めていく。 

• この分野では、世界的にも多くのスタートアップが設立されている。我が国においても、スタートアップ
政策を強力に推進し、適切なアクセラレーションや投資を促進する。 
 

政府の検討体制の強化 
• ＡＩに関する様々な課題に対応するため、有識者によるＡＩ戦略会議、関係省庁によるＡＩ戦略チームを

軸に、各省庁協力しながら政策を立案・推進していく。予想外の事態に対しても迅速かつ柔軟に対応して
いく。 

 
フュージョンエネルギー・イノベーション 

フュージョンエネルギーは次世代のクリーンエネルギーとして期待されており、近年、主要国では政府主導
でこの取組を推進し、またベンチャーに対する投資の拡大などが進んでいる。これまで日本ではＩＴＥＲ計画
等に参加をしていたが、ここで培われた技術を生かしつつ、産業化に向けた取組を加速していくことが必要で
ある。フュージョンエネルギーの産業化、研究開発の加速、推進体制の構築など新たな方策を検討するため、
統合イノベーション戦略推進会議の下に核融合戦略有識者会議を設置し、2023年４月にフュージョンエネル
ギー・イノベーション戦略を策定した。戦略を踏まえ、産学官の場となる核融合産業協議会（仮）の設立、ス
タートアップを含む民間企業や大学における研究開発の強化、独創的な新興技術の支援策の強化、安全規制に
係る同志国との議論を行い、関連技術の国際的な規格化の検討を進めることでフュージョンエネルギー開発
の環境を整えるなど、フュージョンインダストリーの育成、フュージョンテクノロジーの開発等を着実に進め
ていく。 
 
バイオテクノロジー  

バイオ分野は、持続可能な社会経済を実現するための重要技術分野であり、国際的な注目の高まりも踏まえ
て、我が国としても2019年に「バイオ戦略」を策定し、バイオテクノロジーを中核とした社会経済であるバイ
オエコノミーの実現に向けた政策を推進している。特に遺伝子技術を活用して微生物や動植物の細胞を用い
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て有用物質の生産等を行うバイオものづくりについては、2022年度に政府として大胆かつ重点的な投資に着
手したところであり、この投資を新たなバイオ産業の創出につなげるべく、戦略的な取組を進める。加えて、
新たな基盤技術として実用化の姿が見えつつある量子技術のバイオ分野の研究開発での応用を促し、「量子×
バイオ」による新たな異分野融合領域の創出に取り組む。具体的には以下の取組を推進する。 
• バイオものづくりについて、研究開発・人材育成を引き続き推進するとともに、これと一体的に事業者の

育成や既存産業のバイオ化、新産業の創出を通じた市場領域の拡大を加速させるための取組を進める。バ
イオ由来製品の初期需要の創出や製品コスト低減のための制度的な措置の検討を進め、2023年度中にバ
イオ由来製品の大規模生産・社会実装に向けた方針を取りまとめる。 

• バイオ分野は、数学・物理・化学などの他の基礎科学分野の成果を応用する側面があることから、異分野
融合による飛躍の可能性が比較的高い分野である。物理分野発の先端技術である量子技術の応用によるバ
イオ分野の飛躍を狙うことは、我が国のバイオ分野を、世界をリードする分野へと育てるために重要であ
る。バイオ分野での量子技術の応用は世界的にもまだ研究開発の黎明期であり、現時点でバイオ分野と量
子分野の異分野融合を積極的に図ることは国際的な技術的優位性を築くためにも有効である。バイオ分野
における量子技術の活用の具体的ビジョンを提示し、活用の具体的事例の創出・ノウハウの蓄積等を進め
るとともに、バイオ分野・量子分野の研究者間の連携を加速させる。 

 
マテリアル（材料科学） 

マテリアルは、我が国の産学の強みであり、新しい資本主義の成長戦略の鍵である「科学技術・イノベーシ
ョン」、「デジタル田園都市国家構想」、「カーボンニュートラル」、「経済安全保障」の全てに貢献する重要基盤
技術である。世界的なＥＳＧ、ＳＤＧｓへの意識の高まりや、新興国メーカーの参入による素材産業の競争激
化を踏まえ、我が国の強みに立脚したデータやＡＩを活用した研究開発の効率化・高速化・高度化が急務とな
っている。このため、2021年に策定した「マテリアル革新力強化戦略」を踏まえ、特に重点的に取り組むべき
テーマに基づき、以下の取組を強力に推進する。 
• マテリアル分野のデータ駆動型研究の推進に向け、良質なデータを取得可能な共用施設・設備の更なる整

備や、高品質なデータの蓄積と構造化・ＡＩ解析機能をも有したマテリアルＤＸプラットフォームの整備
とその活用による戦略的マテリアル研究開発を推進する。 

• 多種・多様なマテリアルデータや評価分析基盤をネットワーク化することにより、革新的事業構築に必要
なアプリケーション作成の基盤として活用できるプラットフォームを構築する。 

• マテリアル分野の競争力の源泉である製造プロセスについて、高信頼性ファインセラミックスや機能性化
学品等のデータ取得基盤技術等の開発・整備に取り組むとともに、プロセスデータベースの構築・活用を
進める。 

• 広範な領域で大きなインパクトが期待される量子技術をはじめとする重要分野との連携を強化すべく、量
子マテリアルデータの蓄積・活用を通じた量子技術開発への貢献や、マテリアル分野における量子コンピ
ュータ等を活用するユースケース実証などの取組を推進する。 
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（重要分野の戦略的対応の強化）4 
健康・医療  

「健康・医療戦略」及び「医療分野研究開発推進計画」に基づき、以下の取組を強力に推進する。 
• 日本発・世界初のアルツハイマー病の治療薬やバイオマーカー等を開発している強みを活かし、認知症の

治療法等の開発を推進し、抜本的な発症・進行抑制を目指す。このため、新たな脳科学に関する国家プロ
ジェクトを創設し、産学官の協働により、臨床と基礎の双方向性研究等や国際的なネットワークの体制の
強化により、新たな診断・治療法等の開発を活性化する。非アルツハイマー型も含む認知症に対して、未
知の機序や病態メカニズム等にも着目した創薬ターゲットの探索を推進する。その基盤となるハブを整備
し、革新的計測・イメージング技術や多次元・多階層のデータを統合する数理科学的な研究手法の構築を
推進する。 

• 難治性がん・希少がん、難病、脳神経疾患、自己免疫疾患等について、ゲノム創薬等の次世代創薬の推進
により革新的医薬品を迅速に届ける。このため、ゲノムデータ基盤やバイオバンクにおいて、マルチオミ
ックスの情報や臨床情報等を戦略的に収集、ＡＩ等の最新の解析手法を導入して利活用することにより、
創薬プロセス等を格段に加速させる。新たなモダリティに関する技術開発と疾患に応じた最適化により、
高機能バイオ・中分子等の次世代創薬を創出する。これらの推進にあたり、バイオバンク主導の産学リソ
ースを糾合した新たな共同研究の開発推進体制等を構築するとともに、バイオ創薬研究の共用基盤、電子
カルテデータ等の創薬への活用に向けた取組を進める。 

• 次の感染症有事に備え、国による国内開発ワクチンの開発体制を強化し、有事に備えた買上、備蓄等方策
の検討を行う。新興・再興感染症に対する治療薬等に関する研究開発を支援するとともに、感染症に関す
る治験・臨床研究ネットワークの構築を検討する。アジア・アフリカ等の感染症流行地における研究拠点
ネットワークを強化し、新興・再興感染症の世界的なサーベイランス体制を強化する。 

• 医療系スタートアップについて、大学等の拠点で、アーリーフェーズ向けに新たにアントレプレナー育成、
シードマネー供給等をはじめとする伴走支援をパッケージで行う。大阪・関西万博の機会を活用したビジ
ネスコンテスト・加速プログラムや公的な支援窓口による伴走支援の強化を実施する。スタートアップの
参入や市場拡大が期待されるプログラム医療機器の実用化を加速するため、独創的なシーズの創出を図り
つつ、 二段階薬事承認による保険償還を適用する方向で検討を行い、2023年度に結論を得る。ＰＭＤＡ
でのプログラム医療機器に関するニーズの増加を踏まえ、ＰＭＤＡの相談・審査体制を強化する。 

• 再生・細胞医療・遺伝子治療分野において、異分野融合による独創的な治療技術研究や製造基盤技術開発
等の更なる革新的な研究開発を行う。産業化に向けた課題を克服するため、ＰＭＤＡによる出張相談を開
始するとともに、治験・上市済の製品・技術に関する有効性証明や対象拡大、生産工程改善を支援する。
大阪・関西万博での国内外への情報発信を実施する。 

• 「全ゲノム解析等実行計画2022」（2022年９月策定）を着実に推進し、質の高い医療を届けるため、がん
や難病患者から得られる全ゲノムデータ等を搭載した質の高い情報基盤を構築し、民間企業やアカデミア
等へその利活用を促すことにより、新規治療法等の開発を目指す。解析結果等の速やかな日常診療への導
入や新たな個別化医療の実現も推進し、こうした取組の運用を担う事業実施組織の設置に向けた検討を進
める。 

 

                                                      
4 環境・エネルギー分野については、後段（地球規模課題の克服に向けた社会変革と非連続なイノベーションの推進）に記載。安全・安心分野

については、後段（レジリエントで安全・安心な社会の構築）及び第１章２（1）②に記載。 
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宇宙 
以下の取組を着実に推進する。 
• 欧米の宇宙開発機関が、シーズ研究を担う大学や民間事業者、また、商業化を図る民間事業者の技術開発

に向けて、資金供給機能を有していることを踏まえ、ＪＡＸＡの戦略的かつ弾力的な資金供給機能を強化
する。 

• いわゆるＧ空間社会を実現するため、他国のＧＰＳに頼らずより精緻な測位を可能とする準天頂衛星シス
テムについて、７機体制を着実に整備し、コスト縮減等を図りつつ 11 機体制に向けた検討・開発に着手
する。 

• 月面での持続的な有人探査を目指すアルテミス計画に参画し、有人与圧ローバの開発等を進め、2020 年
代後半の米国人以外で初となる日本人宇宙飛行士の月面着陸の実現を図る。 

• Ｈ３ロケット等の打上げ失敗に係る原因究明をしたうえで、国内外の衛星の打上げを実施できるよう、信
頼性を確保しつつ基幹ロケットの国際競争力強化に向けた取組を進める。 

• 防災・減災等に貢献するため、官民連携の下、多数の小型合成開口レーダー（ＳＡＲ）衛星が連携するコ
ンステレーションを 2025 年までに構築すべく、実証事業の推進をはじめ、次世代技術等の開発・実証を
推進する。 

• 次期静止気象衛星の整備を着実に進める。 
• Beyond5G 時代を見据え、非地上系ネットワーク（ＮＴＮ）、宇宙光通信、衛星量子暗号通信等の次世代

通信技術を社会実装できるよう開発・実証を推進する。 
• 宇宙天気予報の高度化・利用拡大を一層進めていく。 
• 宇宙光通信ネットワーク、衛星量子暗号通信等の次世代技術を社会実装できるよう開発・実証を推進する。 
• 衛星コンステレーションの各種衛星の活用により、ニア・リアルタイムでの情報収集能力を整備する。 
• 2030 年代以降を見据えた地球低軌道の民間の需要喚起のため、国際宇宙ステーション（ＩＳＳ）の利用

枠や装置の活用等による地球低軌道の利用環境の確保・整備を行う。 
• 宇宙輸送を巡る国際環境の激しい変化等を踏まえ、2040 年までを見据えた将来宇宙輸送システムに必要

なエンジン等の研究開発や設備整備を官民共創で進める。 
• 温室効果ガス・水循環観測技術衛星（ＧＯＳＡＴ－ＧＷ）の打上げを引き続き、2024 年度を目指して進

める。 
• 2025 年度までを目途に、衛星から地上への宇宙太陽光発電によるエネルギーの伝送技術の実証を行う。 
• 新たな宇宙輸送ビジネスや宇宙港の整備を早期に実現するため、海外の宇宙輸送技術の活用、有人サブオ

ービタル飛行等の実証・事業化や空港の宇宙港としての活用に必要となる法制度や安全基準の在り方につ
いて検討し、制度整備を進める。 

• 情報収集衛星の 10 機体制が目指す情報収集能力の向上を早期に達成するため、引き続き、衛星開発を行
う。 

• 世界初の大型デブリ除去を実現するため、2026 年度目途での打上げを目指して、大型デブリ除去技術の
実証用衛星の開発を加速化する。 

• 宇宙空間の安全かつ安定した利用の確保のための宇宙領域把握（ＳＤＡ）体制の確立に向けて、2026 年
度までの打上げを目指して、ＳＤＡ衛星の製造を行う。 

• 世界初の火星圏からのサンプル採取の実現のため、2023年４月の「火星衛星探査計画に関する日本国政府
とアメリカ合衆国政府との間の交換公文」を踏まえ、2024年度目途での火星衛星探査機の打上げ等火星衛
星探査計画を進める。 
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海洋  
「海洋基本計画」5に基づき、以下の取組を強力に推進する。 
• 総合的な海洋の安全保障に向けて、経済安全保障や、海洋状況把握（ＭＤＡ）の能力強化、海域で発生す

る自然災害の防災・減災に資する取組を推進する。経済安全保障に資する取組としては、レアアース泥、
メタンハイドレート及び海底熱水鉱床等の国産海洋資源開発の推進や、自律型無人探査機（ＡＵＶ）、船
舶向け通信衛星システム（衛星ＶＤＥＳ）、先端センシング技術、高精度航法技術等の先端的な重要技術
の育成に取り組む。特に、国産海洋資源開発については、ＳＩＰ第２期の「革新的深海資源調査技術」 に
おいて、海洋資源調査技術の開発・実証の取組としてレアアース泥回収技術の開発を進めるとともに、深
海域での異機種ＡＵＶ4機による隊列制御の技術実証とシミュレーションによるＡＵＶ10機運用技術の
確立に成功し、ＡＵＶ等の一層の高機能化を推進してきた。2023年度から実施するＳＩＰ第３期の「海洋
安全保障プラットフォームの構築」においては、レアアース生産技術の開発、及びＡＵＶ協調群制御技術
や広域モニタリングシステムの研究開発等を含む海洋ロボティクス調査技術の開発を進めるとともに、海
洋環境影響評価技術の開発や海洋玄武岩ＣＣＳ基礎調査研究を実施する。さらに、ＡＵＶについては、大
深度対応ＡＵＶや海空無人機等の新規技術を開発するとともに、官民が連携して社会実装に向けた戦略を
策定する。ＭＤＡの能力強化に資する取組としては、海のデータの官民での共有・活用に向け、洋上風力
発電の適地選定に向けたデータの整備や、海洋状況表示システム「海しる」における商業利用可能なＡＰ
Ｉ等の新たな機能強化等に取り組む。海域で発生する自然災害の防災・減災に資する取組としては、ゆっ
くりすべり（スロースリップ）やプレート間固着状況把握のための海底地殻変動観測も含めた海域・海底
観測網の充実・強化等に取り組む。 

• 持続可能な海洋の構築に向けて、カーボンニュートラルの実現や海洋環境の保全・再生・維持に資する取
組を推進する。カーボンニュートラルに資する取組としては、洋上風力発電等の海洋由来エネルギーに関
する技術開発や、カーボンニュートラルポート（ＣＮＰ）の形成、ゼロエミッション船の開発、二酸化炭
素の回収・貯留（ＣＣＳ）に係る技術開発・実証等に取り組む。海洋環境の保全・再生・維持に資する取
組としては、海洋プラスチックごみに関する調査研究や、気候変動予測の高度化等に必要な北極・南極を
含めた全球観測の実施、海洋分野の市民参加型研究による総合知の創出、「海洋のデジタルツイン」の構
築、海洋生態系の理解等に資する研究の推進等に取り組む。特に、北極・南極を含めた全球観測の実施に
ついては、北極域研究船の着実な建造や、国際研究プラットフォームとしての運用・検討に取り組むとと
もに、南極域の観測・研究を着実に実施する。 

• 海洋科学技術の振興に向けて、無人探査機（ＡＵＶ、ＲＯＶ等）等の基盤技術の開発や、海洋調査船、有
人探査船、試験水槽、スーパーコンピュータ等の研究プラットフォームの整備・運用を図るとともに、海
洋科学技術に関する人材育成に取り組む。 

 
食料・農林水産業  

我が国の農業は、低迷する食料自給率のみならず、食料生産のための資材である化学肥料の原料のほとんど
を海外に依存していることや、農業従事者の急速な減少・高齢化の進展などの諸問題を抱えている。これらの
問題が既存の施策の組合せだけで解決できないことは明らかであり、農業・食料イノベーションへの取組が必
要である。このため、2021年５月に策定した「みどりの食料システム戦略」に基づき、食料・農林水産業にお
ける生産力向上と持続性を両立した食料システムの確立を目指すとともに、食料安全保障の強化に向け、国内

                                                      
5 第４期海洋基本計画は 2023 年 4 月 28 日閣議決定 
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の農業労働力不足を見据えたスマート生産システムの構築、化学肥料等の海外依存脱却に資する技術開発等
を推進する。また、ＡＩや量子技術をはじめとする先端科学技術の農学分野での活用や融合を推進するなど、
様々な角度から農業・食料イノベーションに向けた方策を検討し、2023年度中に具体化する。 
 
（サイバー空間とフィジカル空間の融合による新たな価値の創出） 

ＡＩ等を含む先端技術と多様かつ大量のデータを利活用したデジタルツインの構築等によるデジタル社会
の形成は、Society 5.0実現のための根幹をなす。デジタル社会の形成に向けては、政府の司令塔として2021年
９月にデジタル庁が設置され、「デジタル社会の実現に向けた重点計画6」の下、デジタル庁を中心とした関係
府省の連携により、ベース・レジストリの整備、教育・医療・防災等の準公共分野におけるデジタル化、信頼
のあるデータ流通の基盤となるトラストの確保等、データ利活用環境の構築を推進しているほか、デジタル社
会の形成を促進する観点から、2024年6月までを目途にアナログ規制の一掃に向けて取組を進めている。経済
産業省では、サイバー空間とフィジカル空間の融合による新たな価値の創出に伴うサイバーセキュリティ確
保を目的として、2019年4月に「サイバー・フィジカル・セキュリティ対策フレームワーク（ＣＰＳＦ）」を策
定している。また、デジタルツインに関しては、関係する技術開発のほか、分野ごとにその構築を進めている。 

一方で、基盤モデルに基づくＡＩ製品・サービスの性能が急速に向上するとともに一般の人々にも普及しつ
つあり、まさに社会基盤となりつつある。基盤モデルに基づくＡＩ製品・サービスにおいては、これまで以上
にデータの規模がその性能を左右する度合いが大きくなってきており、我が国に関するデータが少ないこと
により、我が国に関連することでＡＩの性能が劣り、国民生活や産業競争力に影響する恐れもある。また、デ
ジタルツインに関しては、その活用が期待される防災等の分野において、取組の拡大の余地が大きい。 

したがって、データの更なる充実やデジタルツインの構築向けて取組を強化するとともに、引き続き、デジ
タル庁を中心に、政府や関係機関が一丸となって、デジタル社会の構築に取り組む。 
 
データの更なる充実と国際的なデータ流通の促進 

「デジタル社会の実現に向けた重点計画」に基づき、引き続きベース・レジストリの整備や準公共分野にお
けるデジタル化、信頼のあるデータ流通の基盤となるトラストの確保等を行うほか、Ｇ7デジタル・技術大臣
会合において合意された国際的な枠組みの下で、信頼性のある自由なデータ流通（ＤＦＦＴ）の更なる推進を
行う。また、我が国に関連する学習データの更なる充実に向けて、政府関係機関が保有している公共データの
提供とそのためのルール等の整備、日本語データの整備・提供等を進める。 
 
デジタルツインの構築 

大規模な自然災害に対する被害予測や対応の最適化等に向けた防災デジタルツインの構築、先進的なインフ
ラメンテナンスの実現等に向けたデジタルツインの構築など、デジタルツインの活用が期待される分野にお
いて関係府省庁連携による取組を推進する。 
 
データやＡＩの活用に適した次世代社会インフラの開発整備 

デジタル社会を支える戦略的基盤技術である半導体について「半導体・デジタル産業戦略」の改定を実施し、
半導体産業基盤の確保等に向けた取組を加速するとともに、半導体産業を支える研究開発人材の持続的輩出
に向けてアカデミアの中核となる拠点の形成を図る。「デジタル田園都市国家インフラ整備計画」（2022年３

                                                      
6 2022年６月７日閣議決定  
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月策定、2023年４月改訂）に基づき、データの流通や高度なＡＩの活用等を支える５Ｇや光ファイバ等の整備
や情報通信インフラの高度化を推進するとともに、超低消費電力化や通信カバレッジ拡張等を我が国発の技
術で実現すべく、オール光ネットワークや非地上系通信等のBeyond 5G（6G）の研究開発を推進し、今後５年
程度で関連技術を確立するとともに、2025年以降順次の社会実装・海外展開を目指す。加えて、2023年度中
に「デジタルライフライン全国総合整備計画」を策定し、ハード、ソフト、ルールといったデジタル技術の社
会実装を支える基盤の整備を推進する。 
 
（地球規模課題の克服に向けた社会変革と非連続なイノベーションの推進） 

カーボンニュートラルを宣言する国・地域が増加し、世界的に、グリーントランスフォーメーション（ＧＸ）
に向けた長期的かつ大規模な投資競争が激化する中、ロシアによるウクライナ侵略により、我が国のエネルギ
ー安全保障上の課題が再認識される事態となり、2022年5月には、岸田総理から、今後10年間に150兆円超の
投資を実現するため、新たな政策イニシアティブの具体化に向けた指示が出された。これを受け、ＧＸ実行会
議等での議論等も踏まえ、日本が強みを有する脱炭素技術分野を最大限生かし、ＧＸを通じた脱炭素、エネル
ギー安定供給、経済成長の３を同時に実現するため、パブリックコメント等の手続きも経て、2023年2月に「Ｇ
Ｘ実現に向けた基本方針～今後10年を見据えたロードマップ～」（以下「ＧＸ実現に向けた基本方針」という。）
7が閣議決定された。この基本方針に基づき、「成長志向型カーボンプライシング構想」の早期具体化及び実行
に向けて、必要となる法制上の措置を盛り込んだ「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律
（ＧＸ推進法）」が2023年５月12日に成立した。 

また、生物多様性保全に関しては、生物多様性条約ＣＯＰ15において採択された、新たな生物多様性に関す
る世界目標である「昆明・モントリオール生物多様性枠組」も踏まえ、「生物多様性国家戦略2023-2030」が
2023年３月に閣議決定された。 

このような状況も踏まえ、気候変動問題への対応、多様なエネルギー源の活用、「炭素中立」・「自然再興」・
「循環経済」の同時達成による持続可能な新たな成長を実現するための施策を推進する。 
 
気候変動問題への対応 

「ＧＸ実現に向けた基本方針」に盛り込まれた施策を着実に実現・実行していく。革新的な技術の研究開発
から社会実装までの継続的支援を行うグリーンイノベーション基金については、2022年度補正予算・2023年
度当初予算における拡充分等を活用して、既存プロジェクトへの取組の追加や新規プロジェクトの組成に取
り組む。また、日本のアカデミアが強みを持つ重要技術領域を対象として大学等における統合的な研究開発を
行うため創設された革新的ＧＸ技術創出事業（ＧｔeＸ）により、社会実装を見据えた産業界との連携や、海
外連携も行いながら、革新的ＧＸ技術創出に向けた大学等の基盤研究開発と将来技術を支える人材育成を推
進する。 

環境エネルギー分野の技術開発における国際協力の推進も重要であり、引き続き国際社会と協働しつつ、関
連する研究拠点の機能を強化し、国内外の人材や知の交流の活性化を今後も図るとともに、日米気候パートナ
ーシップ及び日ＥＵグリーン・アライアンスの下、エネルギー移行やグリーン成長のためのイノベーションに
関する技術開発協力等も進める。 

そのほか、引き続きみどりの食料システム戦略や「環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負

                                                      
7「2050 年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」（2020 年 12 月 25 日成長戦略会議で公表）及び「革新的環境イノベーション戦
略」（2020 年 1 月 21 日統合イノベーション戦略推進会議決定）のフォローアップを踏まえて、2023 年 2 月 10 日に閣議決定。 
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荷低減事業活動の促進等に関する法律（令和４年法律第37号）（以下「みどりの食料システム法」という。）」
等に位置付けられる食料・農林水産業の生産力向上と持続性の両立を実現するための技術開発関連施策を推
進する。 

また、気候変動問題への対応を推進するために、「データ統合・解析システム（ＤＩＡＳ）」などの気候予測
データと土地利用等の各種データを組み合わせて統合解析する基盤の構築を推進する。 
 
多様なエネルギー源の活用 

前述の「ＧＸ実現に向けた基本方針」は、気候変動対策についての国際公約及び我が国の産業競争力強化・
経済成長の実現に向けた取組等を取りまとめたものである。ＧＸは、エネルギー、全産業、ひいては経済社会
の大変革を実行するものであり、本基本方針では、化石燃料への過度な依存からの脱却を目指し、徹底した省
エネルギーに加え、再生可能エネルギーの最大限活用や安全性が確保された原子力の活用など、脱炭素効果の
高い電源への転換を推進すること、今後10年間で150兆円超のＧＸ関連投資を実現するため、「成長志向型カ
ーボンプライシング構想」の下、「ＧＸ経済移行債」を活用した大胆な先行投資支援、カーボンプライシング
によるＧＸ投資先行インセンティブ、新たな金融手法の活用といった措置を講ずること等を示した。 

「ＧＸ実現に向けた基本方針」及び「エネルギー基本計画」等を踏まえ、エネルギーに関するイノベーショ
ン、技術開発にも取り組む。具体的には、多様なエネルギー源の活用のため、省エネルギー、再生可能エネル
ギー、原子力、フュージョンエネルギー等に関する必要な研究開発や実証、国際協力を進める。その際、省エ
ネルギーについては、更なる省エネポテンシャルの開拓に向け、分野横断的に革新的な省エネルギー技術の開
発・実用化・実証を行うとともに、ＺＥＨ8・ＺＥＢ9の実証や、サプライチェーン全体の輸送効率化に向けた
実証を行う。再生可能エネルギーについては、最大限の導入に向けて、次世代型太陽電池の開発や、浮体式洋
上風力等に関する要素技術の開発等をグリーンイノベーション基金も活用しつつ推進する。実用段階にある
脱炭素化の選択肢である原子力については、「ＧＸ実現に向けた基本方針」に加えて「原子力利用に関する基
本的考え方」10に基づき、カーボンニュートラルをはじめとする原子力を取り巻く内外の情勢等を踏まえ、安
全性の一層の向上に加え、再生可能エネルギーとの共存や水素製造、熱利用といった多様なニーズに応えるイ
ノベーションを促進する観点から、新たな安全メカニズムを組み込んだ次世代革新炉の開発も含め、着実に研
究開発・人材育成を推進する。 
 
「炭素中立」・「自然再興」・「循環経済」の同時達成による持続可能な新たな成長の実現 

「炭素中立」・「自然再興」・「循環経済」の同時達成を実現すべく、統合的な取組を通じてストックとしての
良質な環境資本を形成し、地域循環共生圏の実現を目指す。このことにより、持続可能な新たな成長を実現し、
将来にわたる質の高い生活の確保を目指す。 

                                                      
8 ＺＥＨ（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）：20％以上の省エネルギーを図った上で、再生可能エネルギー等の導入により、エネルギー消
費量を更に削減した住宅について、その削減量に応じて、①『ＺＥＨ』（100％以上削減）、②Nearly ZEH（75%以上 100％未満削減）、③ZEH 
Oriented（再生可能エネルギー導入なし）と定義している。 
9 ＺＥＢ（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）：50％以上の省エネルギーを図った上で、再生可能エネルギー等の導入により、エネルギー消費
量を更に削減した建築物について、その削減量に応じて、①『ＺＥＢ』（100％以上削減）、②Nearly ZEB（75％以上 100％未満削減）、③ZEB 
Ready（再生可能エネルギー導入なし）と定義しており、また、30～40％以上の省エネルギーを図り、かつ、省エネルギー効果が期待されて
いるものの、建築物省エネ法に基づく省エネルギー計算プログラムにおいて現時点で評価されていない技術を導入している建築物のうち 1 万
m2 以上を④ZEB Oriented と定義している。 
10 2023 年 2 月 20 日に原子力委員会にて改定。同月に政府として尊重する旨を閣議決定。 
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気候変動の影響は既に顕著なレベルに達しており、近年、熱中症死亡者数は年間1,000人を超える年が頻発
するなど、人の命と健康を守る取組として地球の健康は人の健康と一体であり、脱炭素の推進は待ったなしの
課題である。適応策の一環として、熱中症対策をこれまで以上に推進するとともに、具体的な脱炭素の取組と
して、地域課題の解決にも貢献する脱炭素先行地域の創出や、脱炭素の基盤となる重点対策の全国実施、ＺＥ
Ｈ・ＺＥＢの更なる普及や省エネ改修、「新しい豊かな暮らし」を提案する国民運動等を通じ、産業・社会の
構造転換と面的な需要創出を推進する。 

自然再興については、2023年3月に策定した「生物多様性国家戦略2023-2030」を踏まえ、生物多様性の損
失と気候危機への統合的対応を進める。生物多様性条約ＣＯＰ15で合意された「30by30目標」11の達成に向け、
保護地域の拡張と質向上、保護地域以外で生物多様性保全に資する地域（ＯＥＣＭ）に関する民間取組等の促
進、生態系を活用した防災・減災（Ｅｃo－ＤＲＲ）等の自然を活用した解決策（ＮｂＳ）、良好な環境の創出
等を推進する。また、自然資本を持続的に利用するネイチャーポジティブ経済への移行を進める。 

また、気候変動と生物多様性の損失の２つの危機に対応するためには、ライフサイクル全体での二酸化炭素
排出や新たな資源採取による生物多様性の減少を抑制し、循環経済へ移行することが不可欠である。環境省で
は、2050年カーボンニュートラルを見据えて目指すべき循環経済の方向性や、素材や製品など分野ごとの2030
年に向けた施策の方向性を「循環経済工程表」として2022年9月に取りまとめた。経済産業省では、国内の資
源循環システムの自律化・強靱化と国際市場獲得に向けて、技術とルールのイノベーションを促進する観点か
ら総合的な政策パッケージとして、「成長志向型の資源自律経済戦略」を2023年３月に策定した。この工程表
や戦略も踏まえて、製造業など動脈産業と廃棄物処理業など静脈産業が連携した動静脈一体の資源循環を実
現すべく、プラスチック・金属資源・再エネ関連製品（太陽光パネル・蓄電池等）のリサイクル推進、バイオ
プラスチックや持続可能な航空燃料（ＳＡＦ）の製造実証等を推進する。 
 
（レジリエントで安全・安心な社会の構築） 
自然災害等への対応 

巨大地震のリスク（南海トラフ巨大地震・津波、首都直下地震等）や、気候変動の影響による風水害の頻発
化・激甚化及び我が国の人手不足の進行と防災力の低下が課題となっている。これらに対しては、観測・予測
能力の向上や効率的な情報共有・発信、ＤＸによる迅速かつ効果的な対応の実施という観点からの対応が必要
である。2022年度まで実施していたＳＩＰ第２期における「国家レジリエンス（防災・減災）の強化」では、
衛星による観測、線状降水帯・スーパー台風の予測、自治体への情報共有（ＳＩＰ4Ｄの連接）と意思決定支
援（ＣＰＳ4Ｄ、ＩＤＲ4Ｍ、防災チャットボット開発等）を進めてきた。本課題で開発された線状降水帯の自
動検出技術は、2021年６月から気象庁による運用が開始された「顕著な大雨に関する気象情報」に実装されて
いる。また、情報共有基盤であるＳＩＰ4Ｄの都道府県災害情報システムとの連接や、ＩＤＲ4Ｍや防災チャッ
トボットの都道府県等への導入が進められている。例えば、防災チャットボットについては、2022年度末で76
自治体に導入されている。国土強靱化の取組のポイントの１つである気候変動の影響への対応やＡＩ戦略
2022における戦略目標の一つとして示されている「差し迫った危機への対処」に向けて、逃げ遅れゼロ、迅速
かつ適切な救助・物資支援、災害に強い自治体・企業・街づくりを推進していくこととなっている。 

2023年度から実施されるＳＩＰ第３期における「スマート防災ネットワークの構築」においては、より迅速
かつ詳細な災害情報の収集に向けた小型ＳＡＲ衛星等をはじめとする多種多様なセンシングデータやデータ
統合基盤、防災ＩｏＴの開発、気候変動の影響も踏まえた災害の激甚化を想定したリスク予測のための被災予

                                                      
11 2030 年までに陸と海の 30％以上を健全な生態系として効果的に保全しようとする目標のこと。 
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測シミュレーション技術等により効果的な災害対応の実施を可能とするデジタルツインの構築や情報提供基
盤の開発に取り組むこととしている。これらの取組においては、「スマートインフラマネジメントシステムの
構築」などのＳＩＰ第3期の他課題との連携も検討していく。 

加えて、我が国でこれまで培われた防災の知見を活用し、防災先進国として、レジリエンスの概念を標準化
することで迅速な回復能力を向上させるため国際標準化（ＩＳＯ化）や、防災研究の全体俯瞰に基づく効率的・
効果的な研究開発投資及び社会実装にも取り組む。 

さらに、東日本大震災によって引き起こされた原子力災害に見舞われた福島が抱える中長期かつ困難な課題
は、日本や世界にも共通する課題である。これを科学技術・イノベーションにより解決することで、我が国の
産業競争力の引き上げ、持続可能な新たな地域社会モデルの実現を目指す2023年４月に設立された福島国際
研究教育機構について、研究開発や産業化、人材育成の取組が加速するよう支援に取り組む。また、福島浜通
り地域をスタートアップ創出の先進地とすべく、引き続き実証の場の拡充などの実証環境の整備を図るとと
もに呼び込みを強化していく。 
 
インフラ分野の強靱化 

インフラ老朽化の加速と地方自治体等の財源・人手不足による都市・地方のインフラの荒廃、巨大地震等自
然災害のリスクといった課題に対し、効率的なインフラメンテナンス等を通じ、強靱な国土づくりを進めるた
め、公共工事における先端技術の実装を進めるとともに、各管理者におけるインフラデータのデジタル化・３
Ｄ化を順次実施し、それらを利活用するためのルール及びプラットフォームの整備を進めている。 
• 官民研究開発投資拡大プログラム（ＰＲＩＳＭ）では、革新的建設・インフラ維持管理技術／革新的防災・

減災技術領域において、橋梁等のインフラに関する５年ごとの定期点検結果のデータベース化、点検・更
新技術の開発、ＩＣＴ施工技術の開発、国土交通データプラットフォームの構築等に取り組んできた。今
後、先端技術の現場試行を踏まえ、試行技術集の公表や、全国的な試行のための要領策定、各種基準改定
を順次進めていく。また、2023年度からは後継の「研究開発とSociety 5.0との橋渡しプログラム（以下「Ｂ
ＲＩＤＧＥ」という。）」等を活用しながら、革新技術による業務プロセスの転換等に取り組んでいく。 

• インフラ維持管理における技術開発として、点検レベルを維持・向上しつつ省力化を図り、持続可能なイ
ンフラメンテナンスを実現するため、ドローン・衛星等により取得した画像等のＡＩによる解析を活用し
たインフラ施設維持管理の取組を推進している。2023年度には、汎用性の高いドローンの現場実装に向け
た現場実証を実施する。 

• また、国土交通データプラットフォーム整備については、 国・自治体・民間が保有する国土・経済活動・
自然現象に関するデータとの連携を図っている。更なるデータ連携を推進するとともに、データの利活用 
拡大に向けて、ユースケースの作成やユーザビリティ・検索機能の向上に取り組む。 

2023年から実施されるＳＩＰ第３期における「スマートインフラマネジメントシステムの構築」において
は、我が国の膨大なインフラ構造物・建築物の老朽化が進む中で、デジタル技術により、設計から施工、点検、
補修まで一体的な管理を行い、持続可能で魅力的・強靱な国土・都市・地域づくりを推進するシステムを構築
し、効率的なインフラマネジメントを実現するための技術開発・研究開発に取り組む。特にSociety 5.0の中核
となる“デジタルツインの構築”を開発のコアとして考え、その他、革新的な建設生産プロセスの構築、先進的
なインフラメンテナンスサイクルの構築、地方自治体等のヒューマンリソースの戦略的活用、スマートインフ
ラによる魅力的な国土・都市・地域づくりの技術開発を進めていく。 
 
 



19 
 

（エビデンスシステム（e-CSTI）の活用による分析機能強化） 
2020年３月のe-CSTI利用開始以降、客観的な証拠に基づく政策立案（ＥＢＰＭ）及び法人運営（EBMgt）

に向けたデータ収集・分析を進めるとともに、関係府省や国立大学・研究開発法人等への分析結果及び分析機
能の共有を推進してきた。効果的・効率的な研究開発を推進するため、これまでの資金配分の状況と、国内外
の研究動向、我が国の強み・弱み等に関する客観的なデータに基づき、重要な科学技術領域に関する分析を実
施することが重要である。このため、最新の国内外の論文や特許、オープンな企業情報等を活用し、我が国の
研究開発の動向を多面的かつ包括的に把握できるツールを開発する。さらに、開発したツールを活用した試行
的な分析を実施し、専門家の参加の下、分析ツールの評価を行う。また、予算等の研究インプットとアウトプ
ットの関係性を性別・分野別等の様々な研究者の属性で分析できるツールを開発し、関係府省・機関へ共有す
るとともに、第６期基本計画と科学技術関係予算の対応付けや関連する指標の動向の可視化、国立大学等の研
究設備・機器の共用状況や技術職員の状況等に関する調査・分析を実施し、ＥＢＰＭ・EBMgtを強力に推進す
る。 
 
② 安全・安心の確保に向けた先端科学技術の貢献 
（経済安全保障強化に向けた先端科学技術の推進をはじめとする安全・安心に関する取組の推進（Kプログラ
ムの推進、シンクタンク機能整備）） 

近年、科学技術・イノベーションが激化する国家間の覇権争いの中核を占めている中、安全・安心な社会の
構築の観点から、昨今の情勢変化によるリスクの拡大も含め攻撃が多様化・高度化するサイバー空間における
セキュリティの確保、新たな生物学的な脅威への対応、宇宙・海洋分野等の安全・安心への脅威への対応、ま
た、これらの領域を横断するリスク・脅威・危機への対応としても先端技術への期待が極めて高まっている。 

これらの様々な脅威等に対し、国及び国民の安全・安心を確保するには、先端技術の利活用が極めて重要で
あり、国内外で様々な取組が行われている。また、技術力の適切な活用は、我が国の安全保障環境の改善に重
要な役割を果たすものであり、我が国が長年にわたり培ってきた官民の高い技術力を、従来の考え方にとらわ
れず、安全保障分野に積極的に活用していくことが必要である。我が国においては、科学技術の多義性を踏ま
えつつ、総合的な安全保障の基盤となる科学技術力を強化する観点から、これまで、脅威等に対応する技術を
「知る」、技術を「育てる」、育てた技術を社会実装し「生かす」、技術の流出を防ぎ「守る」ための様々な取
組を行ってきたところである。引き続き、主な緊急を要する諸課題について、必要な取組を進める。 

「知る」については、安全・安心に関する科学技術の調査分析を行うシンクタンクについて、経済安全保障
推進法12に基づく調査研究の受託を可能とすることも見据えて、2023年度以降、本格的なシンクタンク設立準
備を進めるとともに、2021年度及び2022年度の試行事業の成果を承継し、シンクタンクに引き継ぐため継続
的な調査・分析等を実施する。 

「育てる」、「生かす」については、技術が多義性を有することを踏まえて民生利用や公的利用への幅広い活
用を目指し、シンクタンクの成果等も活用しながら重要技術の実用化に向けた強力な支援を行う「経済安全保
障重要技術育成プログラム」（Ｋプログラム）を着実に実施する。特に2022年度第二次補正で措置された予算
を最大限活用する観点から検討を進め、次の研究開発ビジョンの策定を行い、新たに支援対象とするべき技術
を示す。また、関係省庁と連携し、政府で決定した研究開発ビジョンで示される支援対象とするべき技術につ
いて順次研究課題の公募・採択等の作業を進め、指定基金協議会を通じた官民の伴走支援の実施を含め着実に
研究開発を推進するとともに、本プログラムによる継続的かつ強力な支援の実現を目指す。 

                                                      
12 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律（令和４年法律第 43 号） 
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「守る」については、研究活動の国際化・オープン化に伴う新たなリスクに対し、大学や研究機関における
研究の健全性・公正性（研究インテグリティ）の自律的確保に向けた取組を行う。また、適切な技術流出対策
のため、投資審査等の体制強化、留学生・外国人研究者等の受入れ審査強化、大学・研究機関・企業等におけ
る機微な技術情報管理の強化、政府研究開発事業における安全保障貿易管理の要件化等の各種取組を推進す
る。 

経済安全保障推進法の下で、官民技術協力、特許出願の非公開、サプライチェーンの強靱化に関する施策を
着実に実施していくとともに、関係府省による経済安全保障の推進体制、情報の収集・分析等に必要な体制等
を強化する。 
 
（国家安全保障戦略を踏まえた先端科学技術の安全保障分野での積極的な活用） 

国家安全保障戦略を踏まえ、安全保障の対象・分野が多岐にわたる中、我が国の官民の高い技術力を幅広く
かつ積極的に安全保障に活用するために、安全保障に活用可能な官民の技術力を向上させ、研究開発等に関す
る資金及び情報を政府横断的に活用するための体制を強化する。この体制・枠組みの下、防衛省の意見を踏ま
えた研究開発ニーズと関係府省が有する技術シーズを合致させ、様々な活用の可能性がある先端技術を見出
しつつ、防衛イノベーションにつなげる取組を強化する。 
 
③ 社会課題解決を加速する研究開発や社会実装の強化 
（ＳＩＰ第３期とＢＲＩＤＧＥの一体的運用） 

ＳＩＰは、ＣＳＴＩの司令塔機能を生かし、府省横断的な研究開発に取り組むプログラムである。2022 年
度のＳＩＰ第１期 11 課題の追跡評価では、エネルギーキャリア、自動走行システムなどの各課題で社会実装
に向けた進捗が見られた。ＳＩＰ第２期においても、自動運転、光・量子、防災・減災、ＡＩホスピタル等、
の 12 課題について、終了後も課題関係者が関係府省や産業界と連携して社会実装に向けた取組を進めること
としている。2023 年度からのＳＩＰ第３期は、第２期の成果も活用し、更なる展開を目指す防災ネットワー
ク、海洋安全保障などに加え、包摂的コミュニティ、働き方・学び方などの新たな視点からの課題を加えた 14
課題について、社会実装に向けて、関係省庁の取組と連携しながらプログラムを立ち上げる。社会実装に向け
て、総合知の活用の観点も踏まえつつ、第１期及び第２期から得られた改善点も反映し、技術開発のみならず、
事業、制度、社会的受容性、人材の５つの視点からの成熟度レベル（ＸＲＬ）の考え方を導入し、社会情勢の
変化や研究開発の進捗を踏まえ、アジャイルにプログラムを運用する。ＸＲＬ等の社会実装に向けた仕組みに
ついて、プログラムの運用状況を踏まえ、アップデートするとともに、関係省庁のプロジェクトや民間での取
組に展開する。さらに、ＰＲＩＳＭを見直したＢＲＩＤＧＥを 2023 年度から立ち上げ、ＣＳＴＩの司令塔機
能を生かし、各省庁施策のイノベーション化に向けた重点課題を設定し、ＤＸ化などの政策転換やスタートア
ップ事業創出などの各省庁の取組を加速する。なお、重点課題は、統合イノベーション戦略等の政策ニーズに
基づき、ＣＳＴＩガバニングボードにおいて、毎年度定める。 
 
（ムーンショット型研究開発制度の推進） 

ＭＳについては、新たに開始した気象、こころの目標に関する研究開発を着実に推進するとともに、2022年
度の環境及び農業関連の目標に引き続き、2023年度はサイバネティック・アバター、ＡＩロボット、量子、健
康・医療の目標に関し、3年目の外部評価に基づきステージゲートを実施し、プロジェクトの方向性の見直し
を行う。目標達成に向けて、有望課題の絞り込みや人材確保、国際連携強化等を行いつつ、研究開始から最大
10年間の研究開発に向けて引き続き充実を進める。加えて、総合知を生かして研究開発を一層効果的に推進す
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るための分野横断的な支援（ＥＬＳＩ対応／数理科学等）の充実や、欧米等との国際連携の強化を行うととも
に、国内外への研究成果のアウトリーチ・広報活動や、目標達成に向けた社会実装の担い手となる産業界との
連携の充実も図る。 
 
（国際標準化の強化） 
 企業や産業の発展を左右する重要な要素として、国際標準戦略の重要性に対する認識が世界的にますます
高まり、国際標準形成の主導権を巡って、諸外国でグローバル企業の活動や政府の産業政策の動きが活発化し
ている。こうした諸外国における取組が進展する中、科学技術・イノベーションの社会実装を推進・強化する
ためにも、我が国における国際標準の戦略的な形成・活用について、より一層、産学官の意識を高め、その能
力を向上させるよう、取組を推進する必要がある。科学技術・イノベーション政策等の重要分野における政府
の研究開発事業において、社会実装と国際競争力強化を確保するため、社会実装戦略、国際競争戦略、国際標
準戦略の明確な提示と、その達成に向けた取組への企業経営層のコミットメントを求める事業運営やフォロ
ーアップ等の仕組みを、2022 年度に対象とした研究開発事業での取組状況を踏まえ、横展開を図る。さらに、
経済安全保障の観点も踏まえ、我が国全体としての総合的な標準戦略を 2023 年度末までに取りまとめ、標準
開発の加速化、政府研究開発における国際標準化の取組、標準化・認証に係る支援機能等を産学官で強化する
ことにより、我が国における標準の戦略的な活用の取組が一層強化・促進され、自律的に発展するようなエコ
システムの形成等を図る。 
 
（総合知を活用する機能の強化） 

第６期基本計画のポイントの一つは総合知の活用である。総合知とは、多様な「知」が集い新たな価値を創
出する「知の活力」を生み出すことである。科学技術・イノベーションによる社会課題の解決やSociety 5.0の
実現などの社会改革には、自然科学だけでなく人文・社会科学も含む総合知の活用が重要な役割を果たす。総
合知の活用を促すため、2022年３月、総合知の基本的な考え方やその活用を戦略的に推進する方策を「中間と
りまとめ」として公表した。これを踏まえ、2022年度からは、ウェビナー、ワークショップ等による総合知キ
ャラバンと総合知ポータルサイトでの情報発信を開始し、総合知についての発信と活用事例の収集や、推進方
策の改善・強化に向けた情報収集等を進めてきた。 

今後は、これまで収集された総合知の活用事例等に関する情報を生かし、2023年度から開始されるＳＩＰ第
３期など、社会課題の解決や社会変革を志向する施策等における総合知の活用を促す。また、総合知に係る指
標については、2022年度に行った予備的な検討の結果を踏まえ、2023年度より継続的な「認知度（理解度）調
査」等を開始するとともに、より具体的な指標の在り方について検討を進める。 

 
（２）知の基盤（研究力）と人材育成の強化 
① 10兆円規模の大学ファンドと地域中核・特色ある研究大学の振興による研究基盤の強化と大学改革 
（大学ファンドを通じた世界最高水準の研究大学の実現） 

我が国の大学においては、機能拡張を推進する中で、大学が国際的な切磋琢磨を通じて研究力を向上させる
という緊張感を持ち、世界トップクラスの研究者の獲得はもとより、次代を担う自立した若手研究者を育成し、
活躍できるようにするための大胆な資源配分、研究時間を十分に確保するための研究者の負担軽減、大学の有
する知的資源の価値化等に取り組んでいくことが求められている。また、このような取組と併せて機動的な先
行投資を可能とすることなどの観点から、大学独自基金の造成に向けた財源の継続的な確保・活用等の取組も
求められ、これらの取組を一体的に進めることができる研究大学を、早急に実現することが必要である。 
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そのため、国際的に卓越した研究の展開及び経済社会に変化をもたらす研究成果の活用が相当程度見込まれ
る大学を国際卓越研究大学として認定し、当該大学が作成する体制強化計画に対して、2024 年度以降、10 兆
円規模の大学ファンドの運用益による助成を目指し、国際卓越研究大学の選定など必要な手続を引き続き進
める。大学ファンドの運用益による助成により、国際卓越研究大学における研究環境の充実、優秀な人材の獲
得を促し、知的価値創造の好循環を形成するとともに、国際卓越研究大学が我が国の学術研究ネットワークを
牽引することで、世界最高水準の研究大学の実現を図る。 

 
（地域中核・特色ある研究大学振興） 

我が国の研究力の抜本的向上のためには、世界最高水準の研究大学の実現だけでなく、意欲ある多様な大学
が、それぞれの強みや特色を十分に発揮し、地域の経済社会の発展や国内外における課題の解決に資し、また
特色ある研究の多様な国際展開を図っていくことが重要である。10 兆円規模の大学ファンドとの両輪として、
2022 年２月に「地域中核・特色ある研究大学総合振興パッケージ」を策定し、2023 年２月には更なる支援の
拡充に向けた「量的拡大」と、目指すべき大学像の明確化や各府省の事業間の連携強化など「質的拡充」を図
るべく当該パッケージの改定を行った。 

本パッケージの考え方に基づき、2022 年度第二次補正予算において新たに造成された 2,000 億円規模の基
金等による「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業」等の推進や、「学際領域展開ハブ形成プログラム」
等の円滑な実施や、「共創の場形成支援プログラム（ＣＯＩ－ＮＥＸＴ）」を通じた産学官連携拠点の着実な構
築、「世界トップレベル研究拠点プログラム（ＷＰＩ）」による世界トップレベルの研究水準を誇る国際研究拠
点形成の計画的・継続的な推進などにソフト・ハード一体となって取り組む。これらソフト・ハード両面から
の取組等を通じて、意欲ある大学が、戦略的な経営の展開により自身の強みや特色を存分に発揮した多様な研
究力の展開や人材育成等に取り組むことを促す。このことにより当該大学が、人文・社会科学も含むあらゆる
知見を総合的に活用した社会との協働により、我が国及び地域社会の成長の駆動力として、地域課題やグロー
バル課題の解決や、社会変革を牽引する存在となることを促す。 
 
② 創造的で多様な人材の育成/教育の充実と活躍促進 
（博士号取得者の社会での活躍の促進） 

修士課程修了者の進学率の減少（18.7％（1981年）→16.7％（2000年）→9.9％（2022年））、若手研究者の
不安定な雇用、研究者の研究時間の減少等、若手をはじめとした研究者の置かれている環境の改善のため、「研
究力強化・若手研究者支援総合パッケージ」及び第６期基本計画に基づき、対策とフォローアップを進めてい
る。若手研究者の不安定な雇用の改善のため、博士号取得者のキャリアパスの多様化に取り組む。 

若手研究者がアカデミアのみならず、産業界等の広い領域で活躍するキャリアパスの展望を描くことができ
るよう、2021年度から開始した長期有給インターンシップを引き続き実施する。あわせて、実施中の企業と大
学による優秀な若手研究者の発掘（マッチング）の仕組みも活用しつつ、若手研究者とスタートアップを含む
企業との接点増加に取り組む。国家公務員における博士号取得者の更なる活用に向け、引き続き、各府省等に
おける採用状況等の調査を実施するとともに、各府省等における博士号取得者の活用の現状や諸外国の国家
公務員における博士号取得者の活用状況等を踏まえ、一層の取組を推進する。 
 
（博士後期課程学生への支援） 

博士課程進学後の経済的見通し及びキャリアパスが不透明であることが、修士課程から博士後期課程への進
学率の減少の大きな原因であると考えられていることから、第６期基本計画においては生活費相当額を受給
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する学生数を従来の３倍に増加させることを目標とし、次世代研究者挑戦的研究プログラム、大学フェローシ
ップ創設事業等により、約9,000人規模の支援（全体で従来の２倍以上の支援規模）を実施している。これら
の経済的支援及びキャリアパス支援を着実に進める。 
 
（女性研究者の活躍促進） 

研究及び研究環境の多様性向上の観点からも、ジェンダーギャップ解消等を通じた女性研究者の活躍の加速
が必要である。しかしながら、大学本務教員に占める女性の割合は、年々増加しているものの、現状でも３割
を下回り（26.7%（2022年度））、大学教員のうち教授等（学長、副学長、教授）に占める割合も依然２割に届
かない状況（18.7%（2022年度））である。 

このため、引き続き、出産・育児等のライフイベントと研究を両立できる環境の整備や女性研究者の活躍促
進等、研究環境のダイバーシティ実現に向けた大学等の取組を支援する。さらに、公的研究費の若手研究者向
け支援事業の公募要領上の年齢制限等においてライフイベントの期間を考慮する取組、女子中高生の理工系
への進路選択を促進する取組、競争的研究費制度における男女共同参画や男女の研究者が共に働き続けやす
い研究環境の整備の推進等の取組の強化を図るなど、第６期基本計画や「第５次男女共同参画基本計画」に基
づき、指導的立場も含めた女性研究者の更なる活躍の促進に取り組む。 

 
（若手研究者の雇用環境の改善） 

我が国の研究力向上のためには、若手を中心とした優秀な研究者を確保し、腰を据えて研究に打ち込める環
境が重要である。このためには、研究者としての安定した雇用が求められるが、現実には、大学本務教員全体
に占める40歳未満の割合は約２割まで減少（29.5％（2001年度）→22.1％（2019年度））し、40歳未満国立大
学教員の任期付き割合も約７割近くまで上昇（38.7％（2007年度）→68.8％（2022年度））している。 

このため、始めとした研究者の研究環境の改善が急務である。国立大学に対する予算による支援の面では、
中長期的な人事計画の策定や外部資金の人件費への活用等を含めた人事給与マネジメント改革の実施状況を
評価し、国立大学法人運営費交付金の配分に反映する取組を継続する。また、自由で挑戦的・融合的な構想に
リスクを恐れず挑戦し続ける独立前後の多様な研究者を対象に、最長10年間の安定した研究資金と研究に専
念できる環境の確保を一体的に支援する創発的研究支援事業について、研究環境改善事例の横展開や、研究を
ＲＡとして支える博士課程学生等への安定的な支援等による研究の加速を行いつつ、定常化を進めるととも
に、科学研究費助成事業（以下「科研費」という。）等の研究費事業とあわせて、研究者のキャリアに応じ、
将来の飛躍につながるよう支援する。 
 
（研究に打ち込める研究環境の実現（研究時間確保）） 

我が国の大学に所属する研究者について、全業務時間に対する研究時間の割合の減少が指摘されている。こ
れは、研究力の低下はもとより、職業としての研究者の魅力の低下にもつながり得る問題である。研究者が研
究に専念できる時間を十分に確保することができるよう、研究設備・機器の共用、研究データの管理・利活用
の推進、ＵＲＡやＰＭ等の研究マネジメント人材、支援職員の活用促進などを盛り込んだ「研究時間の質・量
の向上に関するガイドライン」を策定した。同ガイドラインを「地域中核・特色ある研究大学総合振興パッケ
ージ」や創発的研究支援事業と連動させ、パッケージ関連事業の推進を通じて大学のおける具体的な研究時間
の確保の取組強化につなげることで、大学の取組・行動変容を促し、我が国全体の研究時間確保に向けた取組
の活性化に努める。また、研究者の申請疲れ・評価疲れの指摘を踏まえ、競争的研究費・研究プロジェクトへ
の申請・評価の適正な在り方の検討を進めるほか、若手への重点支援に加え、幅広い研究者に対して、研究の
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進捗に応じた研究費の柔軟な使用により研究の質を抜本的に高める科研費の基金化などの制度改革を進める。 
 
（「Society 5.0の実現に向けた教育・人材育成に関する政策パッケージ」に基づく施策の推進） 

ＣＳＴＩの下に、中央教育審議会、産業構造審議会の委員の参画を得て、教育・人材育成ワーキンググルー
プを設置し、①子供の特性を重視した学びの「時間」と「空間」の多様化、②探究・ＳＴＥＡＭ教育を社会全
体で支えるエコシステムの確立、③文理分断からの脱却・理数系の学びに関するジェンダーギャップの解消と
いう３本の政策からなる「Society 5.0の実現に向けた教育・人材育成に関する政策パッケージ」を2022年６月
に策定した。本パッケージにおいては、今後５年程度を見据え、関係府省が取り組むべき施策のロードマップ
を定めており、これに基づき施策を推進している。施策の推進にあたっては、教育の観点のみならず、イノベ
ーションの観点からも実践・実証に取り組む。また、実践・実証の結果を随時政策にフィードバックし、ＣＳ
ＴＩ等において専門的に議論し、アジャイルに施策を深化させながら、本ロードマップの進捗についてのフォ
ローアップを実施する。 

 
（探究・ＳＴＥＡＭ・アントレプレナーシップ教育の抜本的強化） 

初等中等教育段階における探究・ＳＴＥＡＭ・アントレプレナーシップ教育の強化を図るため、「Society 5.0
の実現に向けた教育・人材育成に関する政策パッケージ」を踏まえ、高等専門学校を小中学生のＳＴＥＡＭ教
育の拠点とすることや、大学等でのハイレベルな探究に触れる機会の場の提供、高校普通科改革、全国の科学
館や「対話・協働の場」を活用したＳＴＥＡＭ教育の地域展開等を引き続き進める。また、2023年度より、高
校段階からの海外留学を社会全体で後押しする官民協働の下での取組の発展的促進、ＳＳＨ指定校と域内の
学校や大学等との連携を促進するコーディネーターの配置の支援及び成果の普及、特異な才能のある児童生
徒の理解のための周知や研修と、その支援に関する実証研究による実践事例の蓄積及び共有、成長分野への大
学・高等専門学校の学部再編等の支援に取り組む。さらに、2023年度の公募分から、競争的研究費を獲得した
研究者等が、子供たちに研究活動の成果をアウトリーチ活動する費用を直接経費から支出可能とし、インセン
ティブを付与する取組を進める。加えて、2024年度当初の運用開始を目指し、探究・ＳＴＥＡＭ・アントレプ
レナーシップ教育を支える企業や大学、研究機関と学校・子供をつなぐプラットフォームの構築を進める。 

 
（理数系の学びに対するジェンダーギャップの解消） 

研究の多様性の向上や、潜在的な知の担い手を育むことのみならず、一人ひとりの多様な幸せ（well-being）
の実現を目指す上では、女性研究者の活躍促進に加え、子供の主体的な進路選択を促し、女子の理系離れを解
消することが重要である。そこで、保護者や学校、社会による理数系の学びや性別役割分担に係るジェンダー
バイアスの排除に向けて、「Society 5.0の実現に向けた教育・人材育成に関する政策パッケージ」を踏まえつ
つ、女子中高生の理工系への進学を促進する取組を引き続き実施する。 

また、2023年度から、産業界と一体となった社会的ムーブメントの醸成のための情報発信やイベントの開
催、理数系等の学びを生かして活躍しているロールモデルの提示、女性が理系を選択しない要因の大規模調査
及び要因分析、競争的研究費を獲得した研究者等が行うアウトリーチ活動を推進する取組を実施する。 

 
（リカレント教育の充実）  

仕事関連の成人学習への参加率が高い国ほど、時間当たりの労働生産性が高くなる傾向にあり、リカレント
教育は産業構造変革の原動力にもなり得る可能性を秘めている。学び直し、学び続けることが報われる仕組み
を社会全体で構築することで、社会経済構造の変化に対応するとともに、希望する者が多様で質の高いリカレ
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ント教育を受けられる環境を実現するため、個人の学び直しが適切に評価されるよう、学修歴や必要とされる
能力・学びの可視化、企業における学び直しの評価等を進める。さらに、官民連携でリスキリングと成長分野
への投資を推進し、構造的賃上げと成長力の強化を図るため、「物価高克服・経済再生実現のための総合経済
対策（2022 年 10月28日閣議決定）」において、人への投資の支援パッケージを５年間で１兆円に拡充し、ス
キルアップと成長分野への労働移動を同時に強力に推進することを決定した。 

これを踏まえ、この施策パッケージに含まれている人材開発支援助成金の新たなメニューの活用等により、
学ぶ意欲がある人への支援の充実や環境整備を進めるとともに、企業における高度な専門性を有する人材の
育成支援やリカレント教育の教育効果や社会への影響を評価する手法の開発等を行う。 
 
③ 価値観を共有する同志国やパートナー国との連携 
（科学技術外交の戦略的な推進） 

科学技術は、国家間競争の中核に位置付けられる一方で、気候変動、パンデミック等のグローバルアジェン
ダの解決に当たり、国際的な科学技術協力が求められてもいる。我が国と価値観を同じくするＧ7においては、
信頼に基づき、可能な限り開かれ、必要な限り安全な国際協力を支える原則のために協働することが確認され
ている。このような中、我が国は、経済構造の自律性の向上、技術の優位性ひいては不可欠性の確保も念頭に、
科学技術における国際連携をどのように進めていくべきかが問われている。昨今の地政学的変化を踏まえれ
ば、国際的な協調と競争の視点をより強く意識しながら、国全体としての戦略的な科学技術外交の展開を支え
る基盤の強化が課題である。 

そのため、外務大臣科学技術顧問や「科学技術外交推進会議」等と関係府省・機関等との間での連携を強化
し、主要国在外公館の科学技術担当の情報収集・発信体制の強化及びにその活用を通じた連携も含め、戦略的
な科学技術外交を推進する。さらに、国際機関への拠出等を通じて社会課題解決に資する日本の科学技術・イ
ノベーションの知見の活用及び普及・展開を図るとともに、国際機関における議論の動向を注視し、我が国と
して必要な議論に戦略的に参画する。 

2023年５月に、我が国は、Ｇ７議長国として、Ｇ７仙台科学技術大臣会合を開催し、大臣コミュニケを取り
まとめた。この成果を踏まえ、引き続き、科学技術によるグローバルな課題解決への貢献に取り組む。特に、
研究データインフラの相互運用性の向上、研究評価とインセンティブの付与、学術論文等に係るオープンサイ
エンスの取組、研究セキュリティ・インテグリティのベストプラクティス文書等の普及、G7をはじめとする
パートナーとの国際頭脳循環の推進等について、日本が積極的に貢献する。また、ＡＳＥＡＮ等をはじめとし
た政策上重要な国との協力の拡充を図るなど、アジア地域での連携の視点も踏まえつつ外交的視点から新興
国や開発途上国との国際頭脳循環の推進にも取り組む。国内での研究活動の国際化・オープン化に伴う新たな
リスクに対する研究の健全性・公正性（研究インテグリティ）の自律的確保促進に向けては、政府としての対
応方針（2021年４月統合イノベーション戦略推進会議）を踏まえ、今後、国際的に調和しつつ、より実効性あ
るものとするためアカデミアと政府の連携を強化するとともに、研究者、大学・研究機関等、研究資金配分機
関等で進められている取組状況を調査し、更に必要とされる措置を検討する。 
 
（学術論文等のオープンアクセス化の推進） 
 公的資金によって生み出された論文や研究データ等の研究成果は国民に広く還元されるべきものであるが、
その流通はグローバルな学術出版社等（学術プラットフォーマー）の市場支配の下に置かれ、購読料や論文の
オープンアクセス掲載公開料（ＡＰＣ: Article Processing Charge）の高騰が進んでいる。この高騰は学術雑誌
の購読や論文の出版という学術研究の根幹に係る大学、研究者等の費用負担を増大させ、研究コミュニティの
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自律性を損なうなどの悪影響をもたらす可能性がある。我が国の競争力を高めるために、研究者が自らの研究
成果を自由にかつ広く公開・共有することができ、国民が広くその知的資産にアクセスできる環境の構築が必
要である。このため、公的資金による論文、研究データ等の研究成果を新たな科学技術・イノベーションの創
出や社会課題の解決につなげるべく、プレプリントなどの新たな形態を含めた多様な知へのアクセスを担保
する取組を推進する。  
 また、本年５月に日本で開催された G７広島サミット及びＧ７仙台科学技術大臣会合を踏まえ、我が国の競
争的研究費制度における 2025 年度新規公募分 13からの学術論文等の即時オープンアクセスの実現に向けた国
の方針を策定する。具体的には、学術プラットフォーマーに対する交渉力を強化するため、国としての方針に
基づく大学等を主体とする交渉体制の構築を支援する。さらに、論文、研究データ、プレプリント等の研究成
果を管理・利活用するための研究ＤＸプラットフォーム 14の充実や、研究者や研究コミュニティの研究成果発
信力の強化を行う。これらの取組を通して、開かれた研究成果へのアクセスを実現するため、G７等の我が国
と価値観を共有する国・地域・国際機関等との連携等を進める。また、研究評価における定量的指標への過度
な依存を見直し、オープンサイエンス推進のための現状と課題を把握・分析しつつ、新たな評価及びインセン
ティブ付与のためのシステムの確立と移行を目指す 15。 
 
（公的資金による研究データの管理・利活用の推進） 

「公的資金による研究データの管理・利活用に関する基本的な考え方」（令和3年4月27日統合イノベーショ
ン戦略推進会議決定）において、公的資金による研究データに関する概要情報（メタデータ）を中核的な基盤
である研究データ基盤システム（NII Research Data Cloud）上で検索可能とし、オープン・アンド・クローズ
戦略に基づく研究データの管理・利活用を推進するビジョンを示した。ここでは、公募型の研究資金の全ての
新規公募分についてメタデータ付与を行う仕組みを2023年度までに導入するとともに、大学等の研究開発を
行う機関においてデータポリシーの策定と機関リポジトリへの研究データの収載等を進めることとしている。
この実現に向け、ＭＳにおける先進的データマネジメントの更なる加速と得られた知見やユースケースの展
開、大学における支援体制の整備、Ｇ7等の国際連携等を推進する。 

また、2022年度に開始された「ＡＩ等の活用を推進する研究データエコシステム構築事業」において、引き
続き各分野・機関の研究データをつなぐ全国的な研究データ基盤の高度化や、研究機関・研究者に対する研究
データ基盤の利活用に向けた普及・広報活動を推進する。 
 
（研究ＤＸを支えるインフラ整備や研究施設・設備の共用化とデータ駆動型研究の推進） 

研究ＤＸの実現に向けて、ＡＩ・データ駆動型研究を推進するため、ＳＩＮＥＴ（超高速・大容量のネット
ワーク基盤）、計算資源、ストレージ等の研究デジタルインフラの高度化を推進する。スパコン等の計算資源
については、「富岳」を効率的かつ着実に運用しつつ、学術界・産業界における幅広い活用を促進するととも
に、次世代計算資源についてポスト「富岳」を見据えた次世代計算基盤に関する要素技術研究等を産学連携に

                                                      
13 学術論文を主たる成果とする競争的研究費制度を対象とするものとして、学術論文等の即時オープンアクセスの実現に向けた国の方針で定

める。 
14 研究データ基盤システム（NII Research Data Cloud）、その他のプレプリント、論文等の研究成果を管理・利活用をするためのプラットフォ

ームの総体を指す。 
15 「新しい時代を見据えた研究開発評価の論点―よりよい研究活動の推進のために―」（2021 年８月 25 日 文部科学省 科学技術・学術審議

会 研究計画・評価分科会（第 77 回）資料２（https://www.mext.go.jp/content/20210823-mxt_chousei02-000017422_2.pdf）、総合科学技
術・イノベーション会議 評価専門調査会「科学技術・イノベーション基本計画の進捗確認における見解（令和 5 年 3 月 28 日）」
（https://www8.cao.go.jp/cstp/tyousakai/hyouka/kenkai.pdf）等を参照。 



27 
 

より深化させる。これに加え、「NanoTerasu」の運用開始や既存の特定先端大型研究施設の着実な運用・老朽
化対策の実施とともに、技術革新の進展等に対応した施設の高度化等を推進する。 

また、これらを活用して、マテリアル分野の研究データの戦略的な収集・共有・活用に関する取組を加速す
るとともに、ライフサイエンス、気候変動、海洋、防災・減災など、人文社会分野等も含めた他分野に同様の
取組を展開する。研究設備・機器の共有に関しては、2022 年３月策定の「研究設備・機器の共用推進に向け
たガイドライン」のフォローアップを行うとともに、「研究設備・機器に関する政策検討に向けた調査」に基
づき、国立大学における研究設備・機器の更新時期・ニーズ、共用等による財源確保等の状況を分析し、国に
よる支援の在り方について検討を行う。 
 
（国際頭脳循環の加速） 

我が国が卓越性の高い研究を生み出すためには、我が国が国際的な人材流動の環の中に位置付けられること
が必要である。そのために必要な国際研究ネットワーク強化のために、「世界トップレベル研究拠点プログラ
ム（ＷＰＩ）」等の計画的・継続的な魅力ある国際頭脳循環のハブ拠点形成や、科研費「国際先導研究」によ
る国際共同研究等を引き続き推進する。今後は、新たにトップダウン型国際頭脳循環を推進するため、海外の
トップレベルの研究者の下での、我が国の研究者の研さん・経験の機会を増やし、次世代の優秀な研究者の育
成を図るべく、高い科学技術水準を有する欧米等先進国を対象に、国が戦略的に設定する分野・領域における
国際共同研究を支援し、日本人研究者の国際科学トップサークルへの参入を促進する。 
 
（３）イノベーション・エコシステムの形成 
① スタートアップ徹底支援（スタートアップ育成５か年計画の推進） 
（世界に伍するスタートアップ・エコシステムの形成） 

大学等で生み出される優れた技術や能力を有する若者のポテンシャルを開放して、新たな産業や社会変革に
つながるイノベーションを次々と起こしていくためには、世界に伍するスタートアップ・エコシステムの形成
が不可欠である。特に、イノベーションの源泉となる大学等を中核とし、質の高い基礎研究から生まれた新し
い技術（ディープテック）を活用し、創造性に富んだ人材が起業という道に躊躇なく飛び込み、スタートアッ
プの創出と大規模な成長を実現することは、イノベーション・エコシステムの形成の観点から重要である。政
府としては、2022年11月に「スタートアップ育成５か年計画」を策定し、５年後の2027年度にスタートアッ
プへの投資額を10倍を超える規模（10兆円規模）とする目標を掲げるなどスタートアップへ強力な支援を行
っていく。イノベーションの源泉となる大学等を中核とするイノベーション・エコシステムを形成し、ディー
プテック分野を中心とする大規模なスタートアップを創出するため、強化されたＳＢＩＲ制度の活用やグロ
ーバル・スタートアップ・キャンパス構想の具体化、ディープテック・スタートアップ支援事業を通じたディ
ープテック分野のスタートアップの事業化・社会実装への支援強化や公共調達の拡大、起業家層の拡大、成長
志向の資金循環形成、さらには大学の知財ガバナンスの向上を進める。 
 
（ＳＢＩＲ制度の推進と政府調達の活用） 

ＳＢＩＲ制度については、2021年４月、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律（平成20年法
律第63号）に根拠規定を移管し、内閣府を司令塔に、イノベーションの創出に主眼を置いて府省横断の取組を
段階的に選抜しながら連続的支援を強化する新たな制度に改めた。2021年度以降、具体的な運用ルールを定め
るとともに、プログラムマネージャーによる伴走支援の下、政策ニーズや政府調達ニーズに基づく研究開発課
題を設定し、概念実証や研究開発等（フェーズ１、２）を着実に実施している。また、2023年度から運用ルー
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ルにおいて技術実証等を支援するフェーズ３を追加し、抜本拡充したところであり、「スタートアップ育成５
か年計画」を踏まえ、本事業の活用により、スタートアップの有する先端技術の早期の社会実装を強力に推進
していく。 

加えて、スタートアップを育成する際、政府調達の活用が重要である。スタートアップの参加を容易にする
観点から、入札参加資格など政府調達手続等を見直すとともに、政府調達において、ＳＢＩＲ制度における研
究開発成果の調達手法と同様の仕組みでの随意契約を、高度な新技術を持ったJ-Startup選定企業等との間でも
可能とすることを検討する。 
 
（大学の知財ガバナンスの向上） 

大学が創出した知財の社会実装機会の最大化及び資金の好循環を達成しようとする場合に必要と考えられ
る、共同研究成果に係る知財の権利帰属と実施権限の在り方やライセンス対価としてのスタートアップの新
株予約権の活用等について示すものとして、「大学知財ガバナンスガイドライン」16を2023年3月に策定した。
これを、国際卓越研究大学制度との連携や、地域中核・特色ある研究大学強化促進事業との連携等を通じ、全
国の対象大学に浸透させ、大学の知財ガバナンスを向上させるための取組を行う。 
 
（起業に必要な人材等の基盤強化） 
 成長の原動力となるスタートアップを創出する起業家・従業員へのインセンティブ付与としてストックオ
プション制度の必要な見直し等に取り組むとともに、５年間1,000人派遣プログラムの確実な推進、メンター
による若手人材育成の取組の拡大、「Society 5.0の実現に向けた教育・人材育成に関する政策パッケージ」も
踏まえた、初等中等教育段階における探究・ＳＴＥＡＭ・アントレプレナーシップ教育の抜本強化や、希望す
る全ての大学生等に対して、質の高いアントレプレナーシップ教育を受ける機会の提供に取り組む。 

また、経営人材等を発掘・育成し、大学等の優れた技術シーズ等とマッチングする取組を支援するとともに 、
事業会社等の技術の活用によるイノベーションの活性化やディープテック分野のスタートアップの創出に向
けて、事業会社等の優れた技術を有する人材によるカーブアウトを促進するなどの取組を行う。 
 
② グローバル・スタートアップ・キャンパス構想をはじめとする都市や地方、大学、スタートアップの連携強化 
（グローバル・スタートアップ・キャンパス構想の推進） 

質の高い基礎研究から生まれた新しい技術（ディープテック）の潜在力を、世界を席巻し得るビジネスにシ
ームレスにつなげていくため、政府として、ディープテック分野の研究機能とインキュベーション機能を兼ね
備えたグローバル・スタートアップ・キャンパス（ＧＳＵＣ）を整備する構想が、その実現に向け本格的に始
動した。本構想のフラッグシップとなる拠点を東京 17に創設することを目指し、有識者の意見等も踏まえつ
つ、連携に向けたマサチューセッツ工科大学（ＭＩＴ）など海外のトップ大学との調整や施設の検討など構想
の具体化を進める。また、ＧＳＵＣの創設に先立って関連する国際共同研究を実施するなど、ＧＳＵＣ構想の
効果の最大化に向けた取組を一体的に進めるとともに、ＧＳＵＣ構想の実現により国内大学の研究開発を活
性化し変革を促す。フラッグシップ拠点の創設に当たっては、関係自治体におけるスタートアップ施策と連携
して相乗効果を生み出すとともに、外国人材にとって魅力あるものとなるよう、生活環境を含め一体的な街づ

                                                      
16 大学知財ガバナンスガイドライン：（「産学官連携による共同研究強化のためのガイドライン」の附属資料としての位置づけで 2023 年 3 月
に策定・公表。なお、国際卓越研究大学制度では、「産学官連携による共同研究強化のためのガイドライン」等を踏まえた体制等の整備を要件
としている。 
17 渋谷区と目黒区に所在する国有地（防衛装備庁艦艇装備研究所に隣接する防衛研究所等跡地及び公安調査庁研修所跡地）を想定。 
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くりを目指す。また、本フラッグシップ拠点を中核として、各地方のエコシステムとも連携することで、世界
標準のビジネスを日本全体で生み出していくエコシステムの形成を促進する。 

 
（都市や大学等のインキュベーション機能の強化） 
 我が国のスタートアップ・エコシステム拠点都市や類似の観点を含む取組では、地方を中心に、成長資金の
不足や、人材・情報、グローバル展開を支援するメニューの不足等の課題が存在しており、スタートアップの
グローバル展開を加速するため、グローバルアクセラレーションプログラムの充実を図るとともに、自治体や
大学等が連携してスタートアップ・エコシステムの機能を強化する取組を推進する。また、拠点都市を中心に、
国際市場への展開可能性を検証するギャップファンドプログラム等により大学等の研究成果の事業化を支援
する。さらに、世界から優れた起業家等を呼び込むため、スタートアップビザ制度に関し、国から認定を受け
たＶＣ、インキュベータ、アクセラレータ等の民間組織も、スタートアップビザの確認手続を行えるようにす
るとともに、最長在留期間の延長を図る。 
 
③ 成長志向の資金循環形成と研究開発投資の拡大 
（成長志向の資金循環形成） 

エンジェル投資家等の個人や年金・保険等の長期運用資金、過去最高を更新する企業の内部留保・現預金等、
我が国が有する成長資金供給のポテンシャルを十分に発揮させるため、スタートアップへの長期投資に循環
する流れを構築し、社会にイノベーションを創出するとともに、生み出した社会・経済的価値が成功した起業
家等のエンジェル投資等として更なる投資に向かう好循環を生み出していくことが必要である。そのため、機
関投資家においてＶＣ投資が促進されるようなＶＣファンド等における公正価値評価の導入や当該評価に係
る監査実務の共有等の環境整備の推進、呼び水としての公的資金による国内リスクマネーへの出資機能の強
化、我が国と海外ＶＣとの関係強化に取り組むほか、オープンイノベーション促進税制やエンジェル税制等に
ついて引き続き広報・周知等をはじめ活用促進に取り組み、スタートアップ・エコシステムの強化を図る。 

さらに、国内外の優れた人材獲得の観点からストックオプション制度の必要な見直し、諸外国で導入されて
いる非上場株式の取引を目的とした市場等の創設に向けた環境整備、国内外のＶＣとの協調を通じたディー
プテック分野のスタートアップへの研究開発支援を含めたプレシード、シード、アーリー段階のファンディン
グ強化等に取り組みつつ、革新的な技術の社会実装を後押しする観点から事業開発への支援の検討を行う。ま
た、非上場株式の取引活性化に向けた環境整備や投資事業有限責任組合（ＬＰＳ）について暗号資産・トーク
ンの投資対象追加や海外投資比率の要件緩和等の検討を行う。 
 
（資金循環の活性化による研究開発投資の拡大） 

諸外国において科学技術・イノベーションに対する投資が大幅に伸びている中、我が国が、諸外国とのし烈
な国家間競争を勝ち抜くためには、大胆な規模の政府研究開発投資を確保し、これを呼び水としつつ官民の研
究開発投資を拡大していくことが重要である。政府としては、2023年１月の第211回国会での総理施政方針の
中で、「半導体、量子、ＡＩ、次世代通信技術、さらには、バイオ、宇宙、海洋、戦略分野への研究開発投資
を支援する」ことを表明している。 

第６期基本計画期間中においては、政府の研究開発投資約30兆円、官民の研究開発投資約120兆円の投資目
標の達成に向けて、2023年度当初予算までを含めると、政府の科学技術関係予算は合計約21.9兆円に達し、着
実に進捗しているが、し烈な国家間競争の中で更なる研究開発投資の拡大に取り組み、国際的な研究開発競争
をリードする。あわせて、研究開発税制やＳＢＩＲ制度、政府事業等のイノベーション化、研究成果の公共調



30 
 

達の促進等の政策ツールを総動員し、民間投資の誘発を図るための必要な措置を講じていく。 
加えて、知的財産の創出等を促し我が国のイノベーション拠点としての立地競争力を強化する観点から、民

間企業による知的財産の創出等に向けた研究開発投資を促すための税制を含めた施策の在り方について、引
き続き検討を進める。 
 
④ デジタル田園都市国家構想の加速  

スマートシティは、2022年12月に策定された「デジタル田園都市国家構想総合戦略」において、スーパーシ
ティやデジタル田園健康特区をはじめとする取組と併せてモデル地域ビジョンとして位置付けられており、
地域の資源を生かした多様な取組の好事例を創出し、地方に提示することなどにより、地方の自主的な取組を
一層促し、その展開を図っていく必要がある。現在、スマートシティ事業は、実証から実装の段階へと進みつ
つあり、スマートシティ官民連携プラットフォームの活動を通じた情報発信に加え、2021年度から合同審査会
による事業選定等を行い関係府省のスマートシティ事業の一体的実施を進めるなど、地域の官民による実装
に向けた取組を府省連携により支援しているところである。 

全国各地でデジタルの力を活用し様々な課題に取り組むためのデジタル基盤としてのスマートシティサー
ビスの幅広い活用に向けたロードマップの策定、ロードマップの取組を裏付ける官民による施策・取組の具体
化、持続的な活動のための課題検討、推進拠点づくり・人材育成等に関して重点的に取り組む。また、2023年
２月に改定された「地域中核・特色ある研究大学総合振興パッケージ」を踏まえ、それらの大学を核とした産
学官連携やオープンイノベーションを促進するとともに、スマートシティ、スタートアップ・エコシステム拠
点都市、地域バイオコミュニティなどの座組を活用し、デジタル田園都市国家構想の実現に貢献する。 
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３．科学技術・イノベーション政策の3つの基軸を支える取組 
統合戦略2023においては、前節で具体的に述べた科学技術・イノベーション政策の「3つの基軸」を中心に

据えて取組の更なる強化と一体的な展開を図るとともに、予測不能な情勢変化に機動的に対応しつつ、これま
での成果を「３つの基軸」を支える確かな推進力としていくためにも、基盤的な取組の強化に着手する。 

先端科学技術の急加速やし烈な国家間競争、我が国を取り巻く国際環境の厳しさを踏まえると、科学技術・
イノベーションにより解決することが求められる国家的重要課題については、政府の大規模投資も活用しつ
つ、大学や企業、公的研究機関の技術や設備・人材などのリソースをつなげ、技術を早期に社会実装していく
必要がある。 
 このため、国立研究開発法人をコアとし、大学や企業、他の国立研究開発法人の優れた人材などの資源を集
結させる体制の構築や、研究環境の整備に向けて必要となる措置について検討を行う。また、厳しい人材獲得
競争の中でも当該国立研究開発法人に優秀な研究者やマネジメント人材（ＰＭ含む）が集結するための柔軟な
給与設定を奨励することや資金配分機関の関連業務の効果的・効率的な推進について検討し、2023年度内に具
体化していくこととする。 
 このような基盤的な取組の強化は、科学技術・イノベーションが生み出す恩恵を社会に届ける第３の基軸で
あるイノベーション・エコシステムの強化に資することにもほかならない。スタートアップを前面に押し出し
たイノベーション・エコシステムの形成はもとより、前述の我が国の英知を結集する取組をはじめ、今後も新
たな産学官の連携やエコシステム形成の強化に向けた検討を推進していく。 
 また、Society 5.0の実現に向けては、科学技術・イノベーション政策を効果的・効率的に推進するためには、
引き続き、国内外における情勢変化を含む最新動向と取組の妥当性を継続的に把握・分析し、その結果を反映
することで、政策を機動的に見直し、実行していくことが重要である。そのために、エビデンスシステム（e-
CSTI）による分析の活用や、評価専門調査会における進捗状況の把握・評価を着実に進めていく。 

さらに、第６期基本計画の中間年に差し掛かることから、次年度以降の第６期基本計画のレビューに向けた
準備に着手することも求められる。ここまで述べてきたように、先端科学技術の急速な進展や、我が国を取り
巻く国際環境の一層の厳しさにより、Society 5.0の実現の重要性とそのための科学技術・イノベーションが担
う役割への期待は飛躍的に増しており、まさに新たなフェーズに突入したといえる。そういった前提条件の変
化や、時代に即した要請に対応していくため、さらには、取組の進捗に伴い更なる政策の深化を図るため、次
期基本計画の検討も射程に入れながら中長期的な対応に向けて検討すべき課題が顕在化している。例えば、目
まぐるしく変化する中での先端科学技術動向の分析、個別分野・技術に留まらない俯瞰的な視点での我が国の
優位性や不可欠性の見極め、重要分野の国家戦略とＳＩＰやＭＳをはじめとする大型プロジェクト間の連動、
国家間競争が激化する中での高度人材の獲得・育成の強化、内外の動向を踏まえた成長志向の評価手法の取り
込みなど、科学技術・イノベーション政策における新たな課題を見極め、挑戦していくことで、イノベーショ
ン・エコシステムの更なる強化につなげていくことが求められる。 
 このような統合戦略2023の取組を推進し、『「総合知による社会変革」と「知・人への投資」の好循環』とい
う第６期基本計画で示した科学技術・イノベーション政策の方向性を推し進めるとともに、厳しさを増す国際
環境の中で、我が国の産学官の英知を結集して、科学技術・イノベーションを要に国家的重要課題の達成に挑
戦し、国際社会への存在感と貢献度の拡大を図ることで、Society 5.0の実現に向けた歩みを力強く進めていく。 
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第２章 Society 5.0の実現に向けた科学技術・イノベーション政策 
 
１．国民の安全と安心を確保する持続可能で強靱な社会への変革 
【大目標】 
・ 我が国の社会を再設計し、地球規模課題の解決を世界に先駆けて達成し、国民の安全・安心を確保する

ことで、国民一人ひとりが多様な幸せを得られるようにする 
 
【現状データ】（参考指標） 

・ The Sustainable Development Goals Report：ＳＤＧｓ達成度・スコア 79.6（2022年）、 
SDG Global rank 19位（2022年）18 

・ より良い暮らし指標（Better Life Index）：家計所得 29,300.22ＵＳＤ／人（2017年）、 
家計資産 185,655.56 ＵＳＤ／人（2016年）、Ｓ80／Ｓ20所得比率 6.22（2018年）19 

・ 健康寿命：男性 72.68歳（2019年）、女性 75.38歳（2019年）20 
・ ＧＤＰ：実質ＧＤＰ 525.79兆円（2020年）、実質ＧＤＰ成長率 －4.5%（前年度比）（2020年）21 
・ 国際競争力：ＩＭＤ世界競争力ランキング 34位／64か国（2022年）22 

 
（１）サイバー空間とフィジカル空間の融合による新たな価値の創出 
【あるべき姿とその実現に向けた方向性】 

Society 5.0の実現に向け、サイバー空間とフィジカル空間を融合し、新たな価値を創出することが可能と
なるよう、質の高い多種多様なデータによるデジタルツインをサイバー空間に構築し、それを基にＡＩを積
極的に用いながらフィジカル空間を変化させ、その結果をサイバー空間へ再現するという、常に変化し続け
るダイナミックな好循環を生み出す社会へと変革することを目指す。 

このため、デジタル社会を実現する司令塔と国家戦略の下、必要な規制の見直しを図りつつ、この新たな
社会システム基盤を構築、徹底的に活用し、グローバルな課題と国内のシステム改革に挑むことで、国民の
安全と安心を確保する持続可能で強靱な社会を実現する。また、戦略からインフラや人材に至る全体的なア
ーキテクチャに基づく合理的なサイバー空間の構築と、その活用を前提としたフィジカル空間における業
務改革や産業構造の不断の変革が必要である。 

このような社会を支えるのは、人材と社会インフラである。「数理・データサイエンス・ＡＩ」に関する
素養を備え、社会のあらゆる分野で活躍する人材を大量に育成する。また、全国津々浦々まで次世代のイン
フラが整備された環境において、データやＡＩを活用する技術を実装する。これらを通じて、いつでも、ど
こでも、誰でも、データやＡＩを活用し、これまで実現できなかったようなサービスを次々と創出できる基
盤を構築する。 

また、行政機関が「データホルダー・プラットフォーム」としての役割を担い、ベース・レジストリの整
備や、行政サービスに関連したデータの標準化と民間への開放を進めるとともに、教育、医療、防災等の分
野に関しては、国が整備する安全・安心で信頼できるデータプラットフォームを官・民が一体となって活用

                                                      
18 Sustainable Development Solutions Network「Sustainable Development Report 2022」（2022年６月公表） 
19 OECD Better Life Index 
20 内閣府「令和4年版 高齢社会白書」（2022年６月公表） 
21 内閣府経済社会総合研究所「国民経済計算（GDP統計）」 
22 IMD World Competitiveness Ranking 2022 



33 
 

することで、あらゆるモノやサービスに関する多種多様なデータを基にしたデジタルツインをサイバー空
間に構築する。 

さらに、信頼性のあるデータ流通環境の整備、セキュリティやプライバシーの確保、公正なルール等の整
備を図ることで、企業によるデータの相互提供・活用、様々な分野で開発・提供される国民の利便性と安全
な暮らしを支える利便性の高いサービスを活性化するとともに、データやＡＩの社会実装に伴う負の面や
倫理的課題等にも対応し、多様な人々の社会参画が促され、国内外の社会の発展が加速する。 

こうした変化に呼応し、あらゆる分野のあらゆる業務でデータ活用を前提とした業務変革・デジタル化の
徹底が進み、産業構造の変革と国際産業競争力が向上し、データ活用に関する国民の社会受容、企業の協調
意識が高まり、国境を越えてデータの活用がより一層進むといった好循環が生まれる。 

このような社会を実現することで、持続可能で安全・安心な社会の構築や、様々な社会課題の解決に向け
た取組を支援するとともに、世界に先駆けてSociety 5.0を実現する我が国の姿を世界へ発信する。 
 
【目標】 
・ 「データ戦略」を完遂し、サイバー空間とフィジカル空間とがダイナミックな好循環を生み出す社会へ

と変革させ、いつでも、どこでも、誰でも、安心してデータやＡＩを活用して新たな価値を創出できる
ようになる。 

 
【科学技術・イノベーション政策において目指す主要な数値目標】（主要指標） 
・ スタートアップや研究者を含めた誰もが、分野間でデータを連携・接続できる環境を整備 

防災：全都道府県 
スマートシティ：100程度の地方公共団体・地域（スタートアップ・エコシステム拠点都市を含む） 

 
【現状データ】（参考指標） 
・ 行政サービス関連データのオープン化状況（オープンデータ種類）：22,222件23 
・ ＤＸに取り組む企業の割合：事業会社 56.9%、ＩＴ企業 51.9%（2022年）24  
・ ＩＣＴ市場規模：名目国内総生産額25 51.0兆円（2020年）26 
・ ＩＭＤデジタル競争力ランキング：29位／63か国中（2022年）27 
・ 分野間データ連携基盤で検索可能なカタログセット数：161,467件28 
・ 上記カタログセットを提供するサイト数：学術データ 748サイト、公共系オープンデータ 47サイト29 
・ 研究データ基盤システム上で検索可能な研究データの公開メタデータ30：529,622件（2023年３月時点） 

                                                      
23 Data.go.jpより。2023年４月17日時点。 
24 ＩＰＡ「デジタル時代のスキル変革等に関する調査（2022年度）」 
25 総務省の集計手法の変更により、2020 年より国内生産額から国内総生産額へと変更。 
26 総務省「令和４年版 情報通信白書」（2022年７月公表） 
27 IMD World Digital Competitiveness Ranking 2022 
28 2022年8月時点 
29 2022年8月時点 
30 第２章２.(２)において、公的資金により得られた研究データについて、2023年度までに体系的なメタデータの付与を進め、同年度以降、研

究データ基盤システム上でこれらのメタデータを検索可能な体制を構築することとされている。 
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・ 通信網の整備状況31：５Ｇ基盤展開率32 43.7%（2022年３月末時点）、光ファイバ未整備世帯数 16万世帯 

（2022年３月末時点） 
・ Society 5.0 の認知度、サービスへの期待・不安：認知度 26.8%（2022 年）33 
・ 数理・データサイエンス・ＡＩ教育プログラム認定制度の認定教育プログラム数：リテラシーレベル 217

件、応用基礎レベル 68 件 34 
・ 情報通信分野の研究開発費：27,655 億円（2021 年度）35  
 
① サイバー空間を構築するための戦略、組織 

基本計画における具体的な取組 実施状況・現状分析 今後の取組方針 

○「デジタル社会の実現に向けた改革の
基本方針」の下、デジタル社会の形成
に関する司令塔として、強力な総合調
整機能（勧告権等）を有するとともに、
企画立案や、国、地方公共団体、準公
共部門等の情報システム 36の統括・監
理を行い、重要なシステムについては
自ら整備するデジタル庁を、2021 年
中に発足させる。【ＩＴ37】 

・2021 年 9 月 1 日、デジタル庁設置法
に基づき、内閣にデジタル庁を設置。 

― 

〇デジタル社会の形成を促進する観点
からの規制の見直しを図る。【ＩＴ、
規制、関係府省】 

・アナログ規制の点検・見直しについて
は、 2024 年６月までの２年間を目途
として、前倒しして実施。 

・「７項目のアナログ規制」、「ＦＤ等の
記録媒体を指定する規制」等に関する
法令については、2022 年 12 月のデジ
タル臨時行政調査会において、該当す
る約１万条項全ての見直し方針及び
見直しに向けた工程表が確定。また、
通知・通達等についても、点検対象の
リストアップが終了。デジタル技術を
効果的に活用するための規制の見直
しを推進するために必要な法律上の
措置を講じる、デジタル規制改革推進
の一括法案を第 211 回国会に提出。 

・2022 年 12 月末に確定したアナログ規
制約 1 万条項（目視:2,927、実地監
査:74、定期検査・点検:1,034、常駐・
専任 :1,062、書面掲示 :772、対面講
習:217、往訪閲覧・縦覧:1,446、ＦＤ等
記録媒体:2,095、その他規制:42）に関
する工程表に沿って、2024 年 6 月まで
を目途にアナログ規制を一掃。【デジ、
規制、関係府省】 

 

○データに関する行政機関や民間など
の各プレーヤーの行動理念を明確化
するとともに、サイバー空間を構築
し、データを活用した新たなビジネス
や行政サービスを創出するためのデ
ータ戦略について、2020 年末の「第 1
次とりまとめ」の策定をはじめとし
て、2021 年度から関係府省の取組進
捗状況を確認し、不断の見直し、具体
化を行う。【ＩＴ、科技】 

・データ戦略推進ワーキンググループ
において、2022 年 9 月からデータ戦
略改定に向けた議論を開始し、2023
年２月に見直しの方向性を打ち出し。 

・「デジタル社会の実現に向けた重点計
画」（2023 年 6 月９日閣議決定）に従
って、データ戦略を推進。【デジ】 

 
 

                                                      
31 総務省調査 
32 全国を10km四方のメッシュに区切り、メッシュ総数約4,500に占める５G高度特定基地局（親局）が開設されたメッシュ数の割合。 
33 「第６期科学技術・イノベーション基本計画に関する調査・分析等の委託（2022 年度）」（2022 年 2 月） 
34 2022 年度末時点 
35 総務省「2022 年科学技術研究調査結果」（2022 年 12 月） 
36 地方公共団体及び準公共部門等については国の補助金が交付されるシステムに限る。 
37 2021 年のデジタル庁発足以降は、デジタル庁が業務を担当する。以下同じ。 



35 
 

② データプラットフォームの整備と利便性の高いデータ活用サービスの提供 
基本計画における具体的な取組 実施状況・現状分析 今後の取組方針 

○データ活用サービスの根幹となるベ
ース・レジストリ（個人、法人、住所、
土地、事業所等）について、そのデー
タホルダーの関係府省とＩＴ本部が
連携し、2021 年 6 月までに整備等の
方向性の検討を行い、2021 年度内に
一部先行プロジェクトについて運用
を開始するとともに、データ標準の整
備を順次実施する。【ＩＴ、関係府省】 

・2023 年２月に開催したデータ戦略推
進ワーキンググループにおいて、ベー
ス・レジストリの見直しの議論を実
施。 

・「デジタル社会の実現に向けた重点計
画」に従って、ベース・レジストリの
整備・運用を推進。【デジ、関係府省】 

〇地方においても都市においても、国民
一人ひとりが同じレベルの細やかな
行政サービスを享受し、また、オンラ
インで手続を行うことを可能とする。
このため、政府情報システムについ
て、標準化や統一化により相互の連携
を確保しながら統合・一体化を促進
し、民間システムとの連携を容易にし
つつ、ユーザー視点での行政サービス
の改革と業務システムの改革を一体
的に進めることで、国民・事業者の更
なる利便性向上と運用経費等削減
（2025 年度までに 3 割削減（対 2020
年度））を図る。また、地方公共団体の
17 業務に係る情報システム 38を対象
に、標準化・共通化を進め、2025 年度
までに基準（標準仕様）に適合した情
報システムへの移行を目指す。標準
化・クラウド化の効果を踏まえ、地方
公共団体の情報システムの運用経費
等については、標準準拠システムへの
移行完了予定後の 2026 年度までに
2018 年度比で少なくとも 3 割の削減
を目指すこととする。【ＩＴ、総】 

・「情報システムの整備及び管理の基本
的な方針（整備方針）」（2021 年 12 月
策定）等を受け、情報システムの整備
等に関する標準ガイドライン群の策
定・改定等を実施。 

・予算要求、執行段階のプロジェクトの
各段階においてレビューを行い、レビ
ューの結果等を予算要求や執行に適
切に反映させていくことなどにより、
2020 年度時点での政府情報システム
の運用等経費及び整備経費のうちの
システム改修に係る経費計約 5,400
億円を、2025 年度までに３割削減す
ることを目指す。2022 年度も、プロ
ジェクトの各段階においてレビュー
を行い、その結果等を予算の要求や執
行に適切に反映。 

・標準化対象事務である 20 業務に係る
全ての標準仕様書について、2023 年
３月末に策定及び改定。 

・標準準拠システムにおけるデータ要
件・連携要件の標準について、2023 年
３月末に策定及び改定。 

・地方公共団体によるガバメントクラ
ウドの利用に係る先行的な実証事業
を実施。 

・整備方針等を受け、引き続き情報シス
テムの整備等に関する標準ガイドラ
イン群の策定・改定等を実施。【デジ、
総】 

・引き続き、プロジェクトの各段階にお
けるレビューを行い、政府情報システ
ムの運用等経費及び整備経費のうち
のシステム改修に係る経費を削減し、
コスト構造の最適化を図る。【デジ、
総】 

・標準準拠システムへの移行支援とと
もに、制度改正等に伴う標準仕様書の
改定を実施。【デジ、総、関係府省】 

・制度改正等に伴うデータ要件・連携要
件の標準の改定を行うとともに、デー
タ要件・連携要件に係る適合確認試験
等を運用。【デジ】 

・地方公共団体によるガバメントクラ
ウドの利用に係る先行的な実証事業
を 2023 年度も引き続き実施。【デジ】  

 

〇教育、医療、防災等の分野において、
官民が一体となって活用でき、民間サ
ービス創出の促進に資するデータプ
ラットフォームを、データ戦略のタイ
ムラインに従い、2025 年までに構築
し、運用を開始するとともに、その際、
データプラットフォームの整備及び
利活用状況について測定可能な指標
が策定・運用されている状態となるこ
とを目指す。【ＩＴ、科技、防災、文、
厚、国、関係府省】 

・データプラットフォーム構築に向け、
2022 年 3 月に公表した「プラットフ
ォームにおけるデータ取扱いルール
の実装ガイダンス ver1.0」を一部にお
いて参照し、調査研究等を実施。 

・引き続き 2025 年度までに官民が一体
となって活用でき、民間サービス創出
の促進に資するデータプラットフォ
ームの構築を実施。【デジ、科技、防
災、文、厚、国、関係府省】 

〇民間サービスについて、協調領域にお
けるデータ共有プラットフォームを
早期に構築するため、2021 年度まで
にモデルケース創出に取り組むとと

・自律移動ロボット、空間情報、契約決
済の３つの領域において、ＩＰＡのデ
ジタルアーキテクチャ・デザインセン
ター（ＤＡＤＣ）において設計された

・引き続き、ＤＡＤＣにおいて、2023 年
度までに、各分野に関するアーキテク
チャの設計を進め、それにもとづいた
プロトタイプの作成や、新たに作成あ

                                                      
38 国民生活に直接関係する事務に係る情報システムで、相互に連携が必要なシステム（住民基本台帳、選挙人名簿管理、固定資産税、個人住

民税、法人住民税、軽自動車税、国民健康保険、国民年金、障害者福祉、後期高齢者医療、介護保険、児童手当、生活保護、健康管理、就
学、児童扶養手当、子ども・子育て支援の 17 業務）。 
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もに、日本の産業競争力の強化及び安
全・安心なデータ流通を実現するた
め、異なる事業・分野間で個別に整備
されたシステムやデータをつなぐた
めの標準を含むアーキテクチャにつ
いて、2022 年度までにＩＰＡ39におい
て整備・検討し、複数の分野での結論
を得る。【経】 

アーキテクチャにもとづいてプロト
タイプを作成し、研究開発・実証事業
を実施。 

・自律移動ロボット、空間情報、契約決
済の３つの領域において、ＤＡＤＣに
おいてアーキテクチャを設計し、報告
書を取りまとめたほか、制度化や標準
化に関する検討を実施。 

るいは改良が必要な標準に関する研
究開発・実証事業を実施。【経】 

・引き続き、ＤＡＤＣにおいて、各分野
に関するアーキテクチャの設計を進
め、2024 年度までにそれに沿った制
度化や標準化を進める。【経】  

・「デジタルライフライン全国総合整備
実現会議」を設置し、ドローンや自動
運転等の実装と面的整備を目指す「デ
ジタルライフライン全国総合整備計
画」を 2023 年度中に策定する。また、
2024 年度には、ドローン航路や自動
運転支援道の設定等により先行地域
での実装を開始する。【経】 

○分野を越えたデータ流通・利活用に関
する課題や、関係機関が抱える共通的
な課題に対し、技術面、制度面、人材
面から産学官の英知を結集して解決
に取り組み、持続可能な「データ・エ
コシステム」を構築するため、ＤＳＡ
40を中核とした、分野間データ連携の
仕組みを 2023 年中に構築し、内閣府
が実施する研究開発課題（ＳＩＰ等）
で構築する分野ごとのデータ基盤、ス
マートシティ及びスーパーシティの
データ連携基盤並びに研究データ基
盤システムの相互接続を進め、ＤＳＡ
やスマートシティ官民連携プラット
フォーム 41を通じて周知啓発などに
取り組む。さらに、行政機関の「デー
タホルダー・プラットフォーム」とし
ての役割の拡大やデータの国際的流
通の増大、データやＡＩを使用したサ
ービスの進展等に合わせ、より高度な
データ利活用を実現する方策につい
て検討する。【ＩＴ、科技、防災、警、
金融、総、文、厚、農、経、国、環】    

・「デジタル社会の実現に向けた重点計
画」に基づき、スマートシティリファ
レンスアーキテクチャやスマートシ
ティガイドブックの改訂に向けて関
係府省庁と連携しながら取組を推進
するとともに、現地支援を実施。 

・スーパーシティ型国家戦略特区とデ
ジタル田園健康特区において、民間事
業者、大学等が提供しようとする先端
的サービスの開発・構築や先端的サー
ビス実装のためのデータ連携に関す
る調査事業の公募を行い、外部有識者
を含む選定委員会による審査の結果
を踏まえ、15 事業を選定。 

・関係府省合同でスマートシティ関連
事業に関わる合同審査会を開催し、実
施地域を選定するなど、スマートシテ
ィの実装・普及を促進。また、スマー
トシティガイドブックの改訂案の作
成を行ったほか、スマートシティ官民
連携プラットフォーム等を通じ、取組
の全国への横展開を実施。 

・分野間データ連携基盤でＩＤ連携の
仕組み等を実現するためのコネクタ
をバージョンアップすると共に、他Ｓ
ＩＰの分野ごとデータ基盤へコネク
タを実装し、相互接続検証を実施。 

・引き続き、「デジタル社会の実現に向
けた重点計画」に基づき、関係府省と
連携し、取組を推進。【デジ、科技、防
災、警、金融、総、文、厚、農、経、
国、環】 

・スーパーシティ型国家戦略特区とデ
ジタル田園健康特区において、大胆な
規制改革を伴った先端的サービスの
開発・構築や先端的サービスの社会実
装を促すためのデータ連携に関する
調査・検討を強力に推進。【地創、関係
府省】 

・引き続き、関係府省合同でスマートシ
ティ関連事業の実施地域を選定する
など、スマートシティの実装・普及を
促進。また、スマートシティ実装に向
けた課題検討を行い、スマートシティ
官民連携プラットフォーム等を通じ、
取組の全国への横展開を図る。【科技、
関係府省】 

 
③ データガバナンスルールなどの信頼性のあるデータ流通環境の構築 

基本計画における具体的な取組 実施状況・現状分析 今後の取組方針 

〇データ流通を促進するための環境整
備（情報銀行、データ取引市場等）の
現状・課題やそのルール等について、
2021 年度内に検討を行い、結論を得
る。【ＩＴ、知財、科技、個人、総、経】 

・2021 年度は、準公共分野のプラット
フォームと情報銀行の連携を見据え、
情報銀行を介した健康・医療分野要配
慮個人情報の活用について調査事業
を実施。これを受け、2022 年度では
情報信託機能の認定スキームの在り
方に関する検討会の下に「要配慮個人

・パーソナルデータの活用ニーズが高
い各個別分野において情報銀行が安
全・安心なデータ流通のハブとして機
能するべく、情報銀行に求められる要
件の検証やルール整備を推進。【デジ、
総、経】 

                                                      
39 情報処理推進機構 
40 ＤＳＡ： Data Society Alliance。（一社）データ社会推進協議会。2020 年 12 月に設立。2020 年 7 月の新団体設立準備協議会の発足以降、

「dataex.jp（仮称）」と称していたもの。今後、「DATA-EX」という名称でデータ連携に係る機能等を提供していく予定。 
41 「統合イノベーション戦略 2019」（2019 年 6 月閣議決定）に基づき、スマートシティの取組を官民連携で加速することを目的に 2019 年 8

月設立。 
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情報ワーキンググループ」を立ち上
げ、情報銀行における健康・医療分野
の要配慮個人情報の取扱いについて
検討。また、情報銀行を活用した地方
自治体とのデータ連携や、教育分野で
の学習データ等の取扱いの在り方に
ついて、実証事業を通じた検証を実
施。 

・データ取引市場の成立要件や課題、具
体的な実装方策の方向性を明確化す
るため、ＥＵ等の海外動向を把握。 

〇民間保有データの活用推進のため、デ
ータを提供する側の国民や企業の不
安解消、データを提供する先の組織・
団体の信頼性向上等、民間保有データ
の取扱ルールの在り方を 2021 年度内
に検討する。【ＩＴ、知財、個人、関
係府省】 

・2022 年３月に公表した「プラットフ
ォームにおけるデータ取扱いルール
の実装ガイダンス ver1.0」について、
重点分野の一部、デジタル田園都市国
家構想推進交付金の一部において実
装又は参照。 

・引き続き、「プラットフォームにおけ
るデータ取扱いルールの実装ガイダ
ンス ver1.0」について、重点分野及び
デジタル田園都市国家構想交付金に
おいて実装。【知財、デジ、関係府省】 

○データ社会全体を支える本人認証や
データの真正性確保など、各種トラス
トサービスの検討について、2021 年
度中に解決の方向性を示し、2025 年
度までに可能なものから順次、整備し
ていく。【ＩＴ、総、経】 

・データ戦略推進ワーキンググループ
下の「トラストを確保したＤＸ推進サ
ブワーキンググループ」で、2022 年
７月に「トラストを確保したＤＸ推進
サブワーキンググループ報告書」を公
表し、その中で「トラストポリシーの
基本方針」を明記。また、これを受け
て、「デジタル改革に向けたマルチス
テークホルダーモデル」を運用し、「処
分通知等のデジタル化に係る基本的
な考え方」を策定。 

・国際的な連携も踏まえたリモート電
子署名の基準を検討する等、電子署名
に関連する基準のアップデートを推
進。【デジ、総、】  

 

 
④ デジタル社会に対応した次世代インフラやデータ・ＡＩ利活用技術の整備・研究開発 

基本計画における具体的な取組 実施状況・現状分析 今後の取組方針 

○国土全体に網の目のように張り巡ら
された、省電力、高信頼、低遅延など
の面でデータやＡＩの活用に適した
次世代社会インフラを実現する。この
ため、５Ｇ/光ファイバの整備を進め、
５Ｇについては、2023 年度末には
98％の地域をカバーし、光ファイバに
ついては、2021 年度末には未整備世
帯数が約 17 万世帯に減少すると見込
まれる 42。さらに、宇宙システム（測
位・通信・観測等）、地理空間（Ｇ空
間）情報、ＳＩＮＥＴ、ＨＰＣ（High-
Performance Computing）を含む次世
代コンピューティング技術のソフト・
ハード面での開発・整備、量子技術、
半導体、ポスト５G や Beyond 5G の
研究開発に取り組む。【地理空間、宇
宙、総、文、経】 

・５Ｇについては、５Ｇ基盤展開率が
2021 年度末時点で 43.7％であり、
2023 年度末 98％の目標に向けて順調
に推移。さらに、５Ｇの人口カバー率
は 2021 年度末時点で 93.2%であり、
「デジタル田園都市国家インフラ整
備計画」（2022 年３月策定、2023 年
４月改訂）で掲げた 2023 年度末 95％
の目標に向けて順調に推移。 

・光ファイバの世帯カバー率は、2021 年
度末時点で 99.7%（未整備世帯約 1６
万世帯）。 

・Beyond 5G(6G)開発推進のため、情報
通信審議会中間答申「Beyond 5G に
向けた情報通信技術戦略の在り方」を
2022 年 6 月 30 日に取りまとめ。これ
を踏まえ、Beyond 5G(6G)の研究開発
支援を強化するため、情報通信研究機
構（ＮＩＣＴ）に恒久的な情報通信研
究開発基金を造成すべく、「国立研究
開発法人情報通信研究機構法及び電
波法の一部を改正する法律」が第 210
回国会で成立、2022 年 12 月に施行。 

・「デジタル田園都市国家インフラ整備
計画」（2022 年３月策定、2023 年４
月改訂）に基づき、 
-携帯電話等エリア整備事業の補助金
等を活用することにより、インフラシ
ェアリングを推進しつつ、５Ｇネット
ワークの都市と地方での一体的な整
備を目指す。【総】 

 -光ファイバの世帯カバー率を 2027
年度末までに 99.9％（未整備世帯約５
万世帯）とすることを目指す。【総】 

 -離島、海上、山間部等の効率的なカバ
ーに有用な非地上系ネットワーク（Ｎ
ＴＮ）について、2025 年度以降の早
期国内展開等を目指す。【総】 

・情報通信研究開発基金を活用して、我
が国が注力すべき技術分野を中心と
して、社会実装・海外展開を目指した
戦略的なプロジェクトを重点的に支
援。【総】 

・第 4 期地理空間情報活用推進基本計画
に基づき事業を着実に実施。【地理空
間】 

                                                      
42 光ファイバについては、2027 年度末には未整備世帯数が約 5 万世帯に減少すると見込まれる 
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・上記法律に基づき、2023 年 3 月、情
報通信研究機構（ＮＩＣＴ）に情報通
信研究開発基金を造成。 

・第 4 期地理空間情報活用推進基本計画
（2022 年３月 18 日閣議決定）に基づ
き、第６期科学技術・イノベーション
基本計画との連携を図り、研究開発を
戦略的に推進。 

・ポスト 5Ｇ情報通信システム基盤強化
研究開発事業について、これまで 63
件・事業費 2,636 億円について採択
し、研究開発を推進。また、ポスト 5
Ｇ情報通信システム基盤強化研究開
発事業については、2022 年度第 2 次
補正予算で 4,850 億円を積み増し。 

・2022 年６月に産総研の次世代コンピ
ューティング基盤開発拠点における
特に基盤技術に関する技術戦略の方
針を策定。これに基づき、多様な半導
体電子デバイスや超伝導量子回路等
の試作・評価設備も活用し、国プロも
含む産学官による研究開発を開始。 

・省エネ・高性能な半導体集積回路の創
生に向けた新たな切り口による研究
開発と将来の半導体産業を牽引する
人材育成を進めるため、アカデミアに
おける中核的な拠点形成を推進。 

・ＧａＮ等の次世代パワー半導体の研
究開発と、その特性を最大限活用した
パワーエレクトロニクス機器等の実
用化に向け、回路システムや受動素子
等のトータルシステムとして一体的
な研究開発を推進。 

・ポスト 5Ｇ情報通信システム基盤強化
研究開発事業においては、ポスト 5Ｇ
情報通信システムや、同システムで用
いられる半導体等の関連技術、先端的
な半導体の製造技術等の開発を実施。
【科技、文、経】 

・2022 年度に整備した設備について、
産総研にて整備を開始した量子拠点
の一部として活用するなどして、広く
利活用を推進。【経】 

・引き続き、「半導体・デジタル産業戦
略」（2021 年 6 月策定）等を踏まえつ
つ、次世代の半導体集積回路の創生に
向けた研究開発及び人材育成を進め
るアカデミアにおける中核的な拠点
形成を推進。【科技、文、経】 

・引き続き、「半導体・デジタル産業戦
略」等を踏まえつつ、超省エネ・高性
能なパワーエレクトロニクス機器の
創出の実現を目指した一体的な研究
開発を推進。【科技、総、文、経】 

・省エネ・高性能な半導体集積回路の創
生に向けて、ＡＩ技術を含む新たな切
り口による研究開発と将来の半導体
産業を牽引する人材育成を進めるた
め、アカデミアにおける中核的な拠点
形成を推進。【文】 

 

〇ポスト５Ｇシステムや当該システム
で用いられる半導体の開発とともに、
Beyond 5G の実現に向け、2025 年頃
から順次要素技術を確立するため、研
究開発基金の活用などにより、官民の
英知を結集した研究開発を促進する。
【総、経】 

・2020 年度にＮＩＣＴに設置した時限
の基金等を活用し、Beyond 5G の実現
に必要な要素技術を確立するための
研究開発を実施。 

・Beyond 5G(6G)開発推進のため、情報
通信審議会中間答申「Beyond 5G に
向けた情報通信技術戦略の在り方」を
2022 年 6 月 30 日に取りまとめ。これ
を踏まえ、Beyond 5G(6G)の研究開発
支援を強化するため、ＮＩＣＴに恒久
的な情報通信研究開発基金を造成す
べく、「国立研究開発法人情報通信研
究機構法及び電波法の一部を改正す
る法律」が第 210 回国会で成立、2022
年 12 月に施行。（再掲） 

・上記法律に基づき、2023 年３月、情報
通信研究機構（ＮＩＣＴ）に情報通信
研究開発基金を造成。（再掲） 

・情報通信審議会「Beyond 5G に向けた
情報通信技術戦略の在り方」中間答申
（2022 年６月）において、Beyond 5G
に関する国際標準化ロードマップ及
び IP ランドスケープを公表。また、
セミナーを通じた情報発信、知財・標
準化をリードする人材育成のための
ワークショップ等を実施。 

・米国及びドイツと連携した国際共同

・要素技術の研究開発成果を踏まえ、情
報通信研究開発基金を活用して、我が
国が注力すべき技術分野を中心とし
て、社会実装・海外展開を目指した戦
略的なプロジェクトを重点的に支援。
【総】 

・「Beyond 5G 新経営戦略センター」を
核として、情報通信審議会中間答申等
に基づいて、国際標準化ロードマップ
等といったオープン＆クローズ戦略
を含めた Beyond 5G を推進するため
の、知的財産権の取得や国際標準化に
向けた取組を戦略的に推進。【総】 

・国際標準化活動を研究開発の初期段
階から推進するため、戦略的パートナ
ーである国・地域との国際共同研究を
着実に実施。【総】 

・引き続き、「半導体・デジタル産業戦
略」等を踏まえつつ、次世代の半導体
集積回路の創生に向けた研究開発及
び人材育成を進めるアカデミアにお
ける中核的な拠点形成を推進。（再掲）
【科技、文、経】 

・ポスト 5Ｇ情報通信システム基盤強化
研究開発事業においては、ポスト 5Ｇ
情報通信システムや、同システムで用
いられる半導体等の関連技術、先端的
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研究に関して、2022 年度に新規課題
を採択し、研究開発を実施中。 

・省エネ・高性能な半導体集積回路の創
生に向けた新たな切り口による研究
開発と将来の半導体産業を牽引する
人材育成を進めるため、アカデミアに
おける中核的な拠点形成を推進（再
掲）。 

・ポスト 5Ｇ情報通信システム基盤強化
研究開発事業について、これまで 63
件・事業費 2,636 億円について採択
し、研究開発を推進。また、ポスト 5
Ｇ情報通信システム基盤強化研究開
発事業については、2022 年度第 2 次
補正予算で 4,850 億円を積み増し。
（再掲） 

な半導体の製造技術等の開発を実施。
（再掲）【文、経】 

〇次世代インフラやデータ、ＡＩを徹底
的に活用し、一人ひとりに寄り添った
サービスを提供するため、「ＡＩ戦略 
2019」に定める中核基盤研究開発に取
り組む。【科技、総、文、経】 

「ＡＩ戦略 2022」（2022 年４月策定）
に基づき研究開発を実施し、以下の様
な成果を創出。 

・2025 年日本国際博覧会（大阪・関西万
博）を見据え、ＡＩにより会話の文脈
や話者の意図を補完した、実用レベル
の「同時通訳」を実現するための研究
開発を 2020～2024 年度の５カ年計画
で実施中。特に、ＡＩによる同時通訳
の基本技術である、連続的な入力を短
い意味のまとまり毎に翻訳単位とし
て分割するチャンク分割技術につい
て、５言語（日英中韓越）において当
該技術を確立。  

・ＮＩＣＴにおいて、理研、産総研の研
究者や人文科学系の研究者も含めた
検討会を組織し、国内外の状況を踏ま
え、脳情報の利活用に関するＥＬＳＩ
（ Ethical, Legal and Social 
Implications）課題について、検討を実
施し、ガイドライン素案を作成。 

・部分的に解明が進んでいる深層学習
の理論を融合し、統合的な理論解明に
着手するとともに、現在の学習技術の
限界を打破する新しいアルゴリズム
構築を実施。 

・仮想人格を持つ対話システムの実現
に向けてユーザーへの多種多様な仮
説の提供を可能とする仮説生成技術
を開発。 

・ＡＩ分野を含む高度研究人材育成事
業の制度立ち上げに向け、2022 年度
中を目途に制度設計を実施。 

「ＡＩ戦略 2022」に基づき、引き続き
以下の研究開発を推進。 

・引き続き、チャンク分割技術の更なる
多言語化等の研究開発や、万博を見据
えたフィールド実証を実施。【総】 

・引き続きＡＩ関連中核センター群が
連携して日本のＡＩ研究開発を牽引
すると同時に、ＥＬＳＩに関する検討
や実運用を想定した先駆事例創出を
更に推進。【科技、総、文、経】 

・機械学習技術の信頼性向上に向けて、
深層学習の汎化、最適化の原理の理論
的解明を更に推進。【文】 

・仮想人格を持つ対話システムの実現
に向けてユーザーへの多種多様な仮
説の提供を可能とする仮説生成技術
の改良。【総】 

・引き続き産業構造を革新する挑戦的
な知識融合型ＡＩ技術の開発を推進
するとともに、ＡＩ分野を含む高度研
究人材の育成に向けて取り組む。【経】 

 

 
⑤ デジタル社会を担う人材育成 

基本計画における具体的な取組 実施状況・現状分析 今後の取組方針 

〇デジタル社会を担う人材が輩出・採用
され、社会で活躍できるよう、産学官
が連携し、デジタル社会の基盤となる
ような知識・能力を教育する体制を更
に充実させるため、2021 年度より、
大学と政府や産業界等との対話を加

・ＤＸを推進する人材の類型の役割や
スキル等を定義したデジタルスキル
標準を策定し、デジタル人材育成プラ
ットフォームにおいて実践的な教育
プログラム等を実施。 

・「数理・データサイエンス・ＡＩ教育プ

・デジタルスキル標準、およびデジタル
人材育成プラットフォームの利活用
促進。【経】 

・「数理・データサイエンス・ＡＩ教育プ
ログラム認定制度」の着実な運用を通
じ、大学等における優れた教育プログ
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速し、統計学の専門教員の早期育成体
制整備、数理・データサイエンス・Ａ
Ｉ教育プログラム認定制度の普及方
策や、インターンシップ、ＰＢＬ43等
も活用した学修成果を重視する教育
の推進を通じて、雇用・採用の在り方
と高等教育が提供する学びのマッチ
ングについて、共通認識を醸成する。
【ＩＴ、内閣人事局、人、文、経】 

ログラム認定制度」における 2022 年
度時点の認定件数は、リテラシーレベ
ル 217 件、応用基礎レベル 68 件。説
明会等を通じ、認定した教育プログラ
ムの取組紹介や、本制度の周知を実
施。 

・データサイエンスの基盤となる統計
学のエキスパートを育成するため、大
学共同利用機関法人情報・システム研
究機構統計数理研究所を中核機関と
したコンソーシアムにおいて、参画大
学等の若手研究者を大学統計教員に
育成する 2 年間の研修（第 1 期）を実
施。 

・ジョブ型研究インターンシップ推進
協議会への大学及び企業の参画を促
進（2023 年 2 月 21 日時点において
64 の大学と 50 の企業が参加）。 

・リテラシーレベル及び応用基礎レベ
ルの数理・データサイエンス・ＡＩ教
育の普及・展開や、当該教育分野を牽
引するエキスパートレベルの人材育
成に取り組む大学を支援。また、大学
院における人文社会科学系等と情報
系の複数分野の要素を含む学位プロ
グラム構築に取り組む大学を選定。 

・デジタル等の成長分野をけん引する
高度専門人材の育成に向けて、意欲あ
る大学・高等専門学校が成長分野への
学部転換等の改革に予見可能性をも
って踏み切れるよう、2022 年度第２
次補正予算において 3,002 億円が措
置され、新たな基金を創設。 

・「デジタル社会の実現に向けた重点計
画」に基づき、デジタル庁を通じて、
国の行政機関の全職員が受講可能な
ＡＩリテラシーに関する e-ラーニン
グを実施。 

ラムの認定を毎年実施するとともに、
本制度の周知・普及を推進。【内閣人
事局、人、文、経】 

・第 2 期研修を 2023 年 4 月から開始。
引き続き「統計エキスパート人材育成
プロジェクト」を継続的かつ着実に実
施。【文】 

・引き続き、ジョブ型研究インターンシ
ップに参加する学生の増加に向けた
取組を実施。【文】 

・全国の大学・高等専門学校における数
理・データサイエンス・ＡＩ教育の普
及・展開の更なる推進とともに、当該
教育分野を牽引するエキスパートレ
ベルの人材育成や、人文社会科学系等
と情報系の複数分野の要素を含む学
位プログラムの構築を推進。【文、経】 

・意欲ある大学・高等専門学校に対する
支援を開始し、デジタル等の成長分野
をけん引する高度専門人材の育成を
推進。【文】 

 
⑥ デジタル社会の在り方に関する国際社会への貢献 

基本計画における具体的な取組 実施状況・現状分析 今後の取組方針 

〇データ流通に関するグローバルな枠
組みを構築するため、データ品質、プ
ライバシー、セキュリティ、インフラ
等の相互信頼やルール、標準等、国際
的なデータ流通を促進する上での課
題について、2021 年度までに方向性
を示し、解決に向けた方策を実行す
る。【内閣官房、ＩＴ、知財、個人、
総、外、経】 

・Ｇ7 デジタル・技術閣僚宣言において、
提唱国として「信頼性のある自由なデ
ータ流通（ＤＦＦＴ）」の具体的化に
向けた国際枠組みの設立及びその中
で取り組むべき優先分野について合
意。 

・「包括的データ戦略」に基づき、データ
の利活用、連携がスムーズに行える社
会を実現するための技術的体系とし
て、2022 年 3 月に公表したＧＩＦ（政
府相互運用性フレームワーク）のドキ
ュメント類の整備・更新を実施。 

・2022 年 11 月にＧＰＡＩサミットを東
京において開催し、閣僚宣言を取りま

・国際的なデータ流通を促進すべく、デ
ータ流通に関連する各国制度間の相
互運用性の確保など、「信頼性のある
自由なデータ流通（ＤＦＦＴ）」の具
体化に向けた国際枠組み設立やその
中で取り組むべき優先分野に合意し
た、2023 年 4 月のＧ7 デジタル・技
術閣僚宣言に基づき、引き続き関係省
庁と連携しつつ、提唱国としてＤＦＦ
Ｔの具体化に向けて、国際枠組み設立
及びプロジェクトを推進。【デジタル
市場、知財、個人、デジ、総、外、経】 

・ＧＩＦの改善を実施。【デジタル市場、
知財、個人、デジ、総、外、経】 

                                                      
43 ＰＢＬ：Problem Based Learning。問題解決型授業。 



41 
 

とめ。Ｇ7 デジタル・技術大臣会合に
おいて、「安全で強靱なデジタルイン
フラの構築」、「自由でオープンなイン
ターネットの維持・推進」、「ＡＩガバ
ナンスのグローバルな相互運用性を
促進等」に向けたアクションプランに
合意。 

・2023 年４月に取りまとめられたＧ7
デジタル・技術閣僚宣言に基づき、安
全で強靱なデジタルインフラ、自由で
オープンなインターネットの維持・推
進及び責任あるＡＩとＡＩガバナン
スの推進等のデジタル・技術分野にお
ける重要国際課題に対処するための
取組を推進。特に責任あるＡＩとＡＩ
ガバナンスの推進に関しては、G7 広
島サミットの結果も踏まえ、ＯＥＣＤ
やＧＰＡＩ等の専門家による国際的
な検討協議の場を活用し、各国とも連
携を図りながら、ＡＩ利用を巡る国際
的なルール作りに貢献。【デジタル市
場、知財、個人、デジ、総、外、経】  

〇デジタル社会の在り方等に関する国
際的な対話を促進するため、上記の取
組を通じて得られたグッドプラクテ
ィス等の成果をＯＥＣＤ等の国際場
裡に提供するとともに、2023 年に日
本が開催国を務めるＧ７44やＩＧＦ45

等における成果に反映することを通
じて、国際的な議論を牽引する。【Ｉ
Ｔ、科技、総、外、経】 

・2022 年 11 月にＧＰＡＩサミットを東
京において開催し、閣僚宣言を取りま
とめ。Ｇ7 デジタル・技術大臣会合に
おいて、「安全で強靱なデジタルイン
フラの構築」、「自由でオープンなイン
ターネットの維持・推進」、「ＡＩガバ
ナンスのグローバルな相互運用性を
促進等」に向けたアクションプランに
合意。（再掲）さらに、2023 年に日本
がホスト国を務めるＩＧＦ2023 の開
催都市を京都市に決定。 

・Ｇ7 デジタル・技術閣僚宣言において、
提唱国として「信頼性のある自由なデ
ータ流通（ＤＦＦＴ）」の具体的な枠
組み作り及び優先分野について合意。
（再掲） 

・関連する国際会議等について、関係省
庁が連携のもと、対処。 

・2023 年４月に取りまとめられたＧ7
デジタル・技術閣僚宣言に基づき、安
全で強靱なデジタルインフラ、自由で
オープンなインターネットの維持・推
進及び責任あるＡＩとＡＩガバナン
スの推進等のデジタル・技術分野にお
ける重要国際課題に対処するための
取組を推進。特に責任あるＡＩとＡＩ
ガバナンスの推進に関しては、Ｇ7 広
島サミットの結果も踏まえ、ＯＥＣＤ
やＧＰＡＩ等の専門家による国際的
な検討協議の場を活用し、各国とも連
携を図りながら、ＡＩ利用を巡る国際
的なルール作りに貢献。（再掲）【デジ、
科技、知財、総、外、経】 

・2023 年 4 月に取りまとめた G7 デジ
タル・技術閣僚宣言に基づき、信頼性
のあるデータの自由かつ安全な流通
の具体化のため、引き続き関係府省や
データに対する基本的考え方・理念を
共有する国々と連携し、取組を推進。
【デジ、科技、知財、総、外、経】 

〇2025 年に開催される大阪・関西万博
において、「2025 年に開催される国際
博覧会（大阪・関西万博）の準備及び
運営に関する施策の推進を図るため
の基本方針 46」を踏まえ、データやＡ
Ｉを活用して Society 5.0 を体現する。
これにより、広く国内外に我が国の実
装力をアピールし、海外からの投資を
呼び込む。【万博、科技、総、経】 

・2025 年日本国際博覧会（大阪・関西万
博）を見据え、ＡＩにより会話の文脈
や話者の意図を補完した、実用レベル
の「同時通訳」を実現するための研究
開発を 2020～2024 年度の５か年計画
で実施中。特に、ＡＩによる同時通訳
の基本技術である、連続的な入力を短
い意味のまとまり毎に翻訳単位とし
て分割するチャンク分割技術につい
て、５言語（日英中韓越）において当
該技術を確立。（再掲） 

・ムーンショット型研究開発制度の成
果展示案と戦略的イノベーション創
造プログラム（ＳＩＰ）の成果発信案
をアクションプラン Ver.3 に掲載。 

・引き続き、チャンク分割技術の更なる
多言語化等の研究開発や、万博を見据
えたフィールド実証を実施。（再掲）
【総】 

・ムーンショット型研究開発制度の展
示内容とＳＩＰの発信内容の具体化
を実施。【科技】 

 
 

                                                      
44 2023 年に日本で開催したＧ７サミット。 
45 ＩＧＦ： Internet Governance Forum。2023 年に日本で開催予定の国連インターネットガバナンスフォーラム。 
46 2020 年 12 月 21 日閣議決定 
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⑦ 新たな政策的課題 
基本計画における具体的な取組 実施状況・現状分析 今後の取組方針 

〇デジタル化を巡る社会状況の変化が
激しい中、国境を越えたデータ活用促
進方策、官民におけるデジタルツイン
構築の促進方策、世界の高度人材を日
本へ引き付ける方策や社会受容を政
策へ反映する方策などについて、エビ
デンスを用いながら常に状況に応じ
て計画を見直すため、2023 年度まで
を目途に、政策の評価、見直しを行い、
新たに講ずべき政策を検討する。【Ｉ
Ｔ、科技】 

・ＤＦＦＴへの対応等、関係省庁の議論
の 動 向 を 踏 ま え つ つ 、「 Ａ Ｉ 戦 略
2022」、「包括的データ戦略」などに基
づく各種の取組を通じて、国境を越え
たデータ活用促進方策等を検討。 

・「ＡＩ戦略 2022」及び「包括的データ
戦略」に基づき、ベース・レジストリ
の整備に向けた検討、データ標準の整
備等を実施。 

・引き続きＤＦＦＴへの対応等、関係省
庁と連携し、ＡＩ戦略、デジタル社会
の実現に向けた重点計画などに基づ
く各種の取組を通じて、検討を推進。
【科技】 

・「デジタル社会の実現に向けた重点計
画」に基づき各種施策を推進。【デジ】 
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（２）地球規模課題の克服に向けた社会変革と非連続なイノベーションの推進 
【あるべき姿とその実現に向けた方向性】 

2050年までに、温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、2050年カーボンニュートラルを実現する。
また、健全で効率的な廃棄物処理及び資源の高度な循環利用による循環経済を実現する。これらの実現に向
けた対応が、グリーン産業の発展を通じた経済成長へとつながることで、世界をリードし、経済と環境の好
循環が生み出されるような社会を目指す。 

そのためには、国民のライフスタイル、産業構造や経済社会全般の変革及び社会的な課題の解決を目指す
ための「脱炭素社会」、「循環経済」、「分散型社会」への三つの移行による経済社会の再設計（リデザイン）
とともに、非連続なイノベーションが不可欠であり、高い目標とビジョンを掲げ、それに向かって産学官が
一体となって、まずは2030年に向けて総力を挙げて幅広く取り組むことが必要である。 

こうした観点から、カーボンニュートラルの実現に向けては、グリーンイノベーション戦略推進会議など
の議論をもとに、省エネルギーの徹底、電化の促進と電力の脱炭素化（再生可能エネルギーの最大限の導入
に向けた技術の加速度的普及、安全最優先での原子力利用）を進めるとともに、次世代型太陽電池、ＣＣＵ
Ｓ/カーボンリサイクル、水素等の革新的イノベーションを強力に推進する。その際、技術導入、社会実装
を促すべく、国民のライフスタイルの脱炭素化の促進、ゼロカーボンシティの実現・拡大と国民理解の醸成
を図るとともに、必要な制度・基準などの仕組みも検討する。 

加えて、こうした我が国の取組について、積極的な国際発信を行い、日本のプレゼンス向上を図ること
で、世界各国の研究機関の英知を結集し、国際共同研究の推進、サプライチェーン等の構築を目指すととも
に、エネルギー・環境関連事業への投資の国内への取り込みや企業活動の積極的な見える化を促進する。 

また、循環経済の実現に向けて、廃棄物の処理・適正管理に加え、代替素材の開発などのイノベーション
を促進していくべく、製品の長寿命化や資源の長期的保全・維持、廃棄物の発生の最小化などを進める。ま
た、各地域が自然資源や生態系サービス等の地域資源を生かして自立・分散型の社会を形成し、地域の特性
に応じて補完し、支え合う「地域循環共生圏」を創造しつつ、持続可能な地域づくりや国民のライフスタイ
ルの転換を促進する。 
 
【目標】 
・ 地球規模課題が深刻化する中で、我が国の温室効果ガス排出量を2050年までに実質ゼロとし、世界の

カーボンニュートラルを牽引するとともに、循環経済への移行を進めることで、気候変動をはじめとす
る環境問題の克服に貢献し、ＳＤＧｓを踏まえた持続可能性が確保される。 

 
【科学技術・イノベーション政策において目指す主要な数値目標】（主要指標） 
・ 我が国の温室効果ガス排出量：実質ゼロ（2050年） 
・ 資源生産性：約49万円/トン（2025年度） 
・ 循環型社会ビジネスの市場規模： 2000年度の約2倍（2025年度）47 48 

 
 

                                                      
47 循環型社会ビジネスの市場規模：約40兆円（2000年度） 
48 なお、2021年度成長戦略フォローアップ工程表においては、サーキュラーエコノミー関連ビジネスの市場規模を2030年度までに80兆円以上

を目指すこととしている。 
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【現状データ】（参考指標）  
・ 革新的環境イノベーション戦略（イノベーション・アクションプラン、アクセラレーションプラン、 

ゼロエミッション・イニシアティブズ）49の進捗状況 
・ ゼロカーボンシティ数：948地方公共団体（2023年5月末） 
・ 環境分野の研究開発費：13,807億円（2021年度）50 
・ エネルギー分野の研究開発費：9,904億円（2021年度）51 
・ ＲＥ100加盟企業数52（日本）：78社 （2023年３月31日）53 
・ 温室効果ガス排出量：11億7,000万トン（2021年度（確報値））54 
・ 日本における平均気温上昇度：100年当たり1. 30℃（1898年から2022年の間）55 
・ 資源生産性：約46.0万円／トン（2020年度）56 57 58 
・ 循環型社会ビジネスの市場規模：約52.6兆円（2020年度）59 
 
① 革新的環境イノベーション技術の研究開発・低コスト化の促進 

基本計画における具体的な取組 実施状況・現状分析 今後の取組方針 

〇「革新的環境イノベーション戦略」に
ついて、グローバルな状況を踏まえ、
イノベーション・ダッシュボード、ア
クセラレーションプラン、東京ビヨン
ド・ゼロ・ウィークを適時適切に見直
し、産学官が一体となって着実に推進
する。また、カーボンニュートラルを
目指す上で不可欠な分野について、①
年限を明確化した目標、②研究開発・
実証、③規制改革や標準化などの制度
整備、④国際連携などを盛り込んだ
「2050 年カーボンニュートラルに伴
うグリーン成長戦略 60」を踏まえて、
革新的な技術開発に対する継続的な
支援を行う基金事業等を活用し、革新
的技術の社会実装を推進する。【科技、

・グリーン成長戦略・革新的環境イノベ
ーション戦略のフォローアップを踏
まえて、クリーンエネルギー戦略につ
いて議論を行い、クリーンエネルギー
戦略中間整理を公表。 

・ＧＸ実行会議を官邸に設置し、議論を
行い、「ＧＸ実現に向けた基本方針～
今後 10 年を見据えたロードマップ
～」を閣議決定。 

・上記基本方針に基づき、将来の国内の
削減に貢献する、革新的な研究開発投
資を含むＧＸ投資を、官民協調で実現
していくための「成長志向型カーボン
プライシング構想」の早期具体化及び
実行に向けて、必要となる法制上の措
置を盛り込んだ「脱炭素成長型経済構

・「ＧＸ実現に向けた基本方針～今後 10
年を見据えたロードマップ～」に基づ
き、「成長志向型カーボンプライシン
グ構想」をはじめ盛り込まれた施策を
着実に実現・実行していく。【ＧＸ、関
係府省庁】 

・「グリーンイノベーション基金」で実
施中のプロジェクトについて、定期的
にモニタリングを行うとともに、引き
続き拡充した予算等を活用して、既存
プロジェクトの取組の追加や新規プ
ロジェクトの組成等についても推進。
【科技、総、文、農、経、国、環】 

・新設した基金事業（ＧｔｅＸ）におい
て、非連続なイノベーションをもたら
す革新的ＧＸ技術の創出を目指し、オ

                                                      
49 革新的環境イノベーション戦略（2020年１月21日統合イノベーション戦略推進会議決定）は、①16の技術課題について、具体的なコスト目

標等を明記した「イノベーション・アクションプラン」、②これらを実現するための、研究体制や投資促進策を示した「アクセラレーション
プラン」、③社会実装に向けて、グローバルリーダーとともに発信し共創していく「ゼロエミッション・イニシアティブズ(東京ビヨンド・
ゼロ・ウィーク)」から構成。「イノベーション・アクションプラン」の検討は「イノベーション・ダッシュボード」として随時公表。 

50 総務省「2022年科学技術研究調査結果」（2022年12月） 
51 総務省「2022年科学技術研究調査結果」（2022年12月） 
52 使用電力を100%再生可能エネルギーにする事を目標に掲げて取り組んでいる企業。 
53 ＲＥ100ホームページ（http://there100.org/）より作成。 
54 2021 年度（令和３年度）の温室効果ガス排出・吸収量（確報値）について（2023 年４月 21 日環境省発表） 
55 気象庁「気候変動監視レポート2022」（2023年）https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/monitor/index.html 
56 資源生産性＝ＧＤＰ / 天然資源等投入量。 

天然資源等投入量とは国産・輸入天然資源及び輸入製品の合計量（ＤＭＩ：Direct Material Input）を指し、資源生産性は一定量当たりの天
然資源等投入量から生み出される実質国内総生産（実質ＧＤＰ）を算出することによって、各産業がより少ない天然資源で生産活動を向上
させているかや人々の生活がいかに物を有効に使っているかなどより少ない天然資源でどれだけ大きな豊かさを生み出しているかを総合的
に表す指標。なお、国際比較の際には、産業構造の違い等にも留意が必要。 

57 金属のリサイクル原料の処理量：倍増（2030年度） 
58 １年間の食品ロス量：400万トン以下（2030年度） 
59 環境省「令和３年度 環境産業の市場規模・雇用規模等に関する報告書」（2022年６月24日公表） 
60 2020 年 12 月 25 日成長戦略会議にて公表。 
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総、文、農、経、国、環】 造への円滑な移行の推進に関する法
律（ＧＸ推進法）」が 2023 年 5 月 12
日に成立 

・「グリーンイノベーション基金」につ
いては、実施中のプロジェクトに対し
て順次モニタリングを実施。また、
2022 年度第２次補正予算で 3,000 億
円、2023 年度当初予算で 4,564 億円
の拡充を行った。これらの予算の一部
も活用して、既存プロジェクトへの取
組の追加や新規プロジェクトの組成
を実施。 

・2050 年カーボンニュートラル達成に
向けた水素社会の早期実現のため
2023 年６月に「水素基本戦略」を改
定。 

・2050 年カーボンニュートラル実現や
将来の産業成長に向けて、日本のアカ
デミアが強みを持つ重要技術領域「蓄
電池」「水素・燃料電池」等の領域を対
象として大学等における統合的な研
究開発を行う基金事業（革新的ＧＸ技
術創出事業（ＧｔｅＸ））を新設。 

・ＧａＮ等の次世代パワー半導体の研
究開発と、その特性を最大限活用した
パワーエレクトロニクス機器等の実
用化に向け、回路システムや受動素子
等のトータルシステムとして一体的
な研究開発を推進。 

・省エネ・高性能な半導体集積回路の創
生に向けた新たな切り口による研究
開発と将来の半導体産業を牽引する
人材育成を進めるため、アカデミアに
おける中核的な拠点形成を推進。 

・2022 年 11 月の気候変動枠組条約ＣＯ
Ｐ27 のジャパンパビリオンにおい
て、我が国企業等の 13 の技術の実地
展示、21 の技術のオンライン展示、我
が国の脱炭素移行等の取組に関する
43 件のセミナーを開催。 

・2022 年５月の日米首脳会談において、
日米気候パートナーシップの下に新
たな協力分野を追加するファクトシ
ートを発表。 

・2022 年５月の日ＥＵ定期首脳協議に
おいて、日ＥＵグリーン・アライアン
ス実施の継続を確認し、運用作業計画
の策定及び気候変動、環境分野におけ
る日ＥＵ間の更なる協力関係の深化
を行っていくことで合意。 

・水素、エネルギー移行、環境保護、サ
ステナブル・ファイナンス等の分野で
日ＥＵ協力が進展。 

ールジャパンのチーム型研究開発を
展開し、社会実装を見据えた産業界と
の連携や、海外連携も行いながら、革
新的ＧＸ技術創出に向けた大学等の
基盤研究開発と将来技術を支える人
材育成を推進。【文】 

・引き続き、「半導体・デジタル産業戦
略」等を踏まえつつ、超省エネ・高性
能なパワーエレクトロニクス機器の
創出の実現を目指した一体的な研究
開発や、次世代の半導体集積回路の創
生に向けた研究開発及び人材育成を
進めるアカデミアにおける中核的な
拠点形成を推進。【文】 

・ＣＯＰ28 でのジャパンパビリオンを
設置し、我が国の技術及び取組を発
信。【外、環】 

・日米気候パートナーシップ及び日Ｅ
Ｕグリーン・アライアンスの下、エネ
ルギー移行やグリーン成長のための
イノベーションに関する技術開発協
力等の推進を継続。【外、経、環】 

 
 

〇都市間・分野間のデータの相互接続性
やシステムの拡張性が保たれるよう
「スマートシティリファレンスアー
キテクチャ」を参照しつつ各地域にお
ける都市ＯＳ（データ連携基盤）の実
装を加速化する。また、ゼロカーボン
シティを表明した地方公共団体等に

・スマートシティ関連事業に関わる合
同審査会を開催し、有識者の評価を踏
まえ、関係府省一体でスマートシティ
関連事業の選定を行い、51 地域、54
事業を選定。 

・ゼロカーボンシティの取組の進展に
資する支援を実施。ゼロカーボンシテ

・「スマートシティガイドブック」を活
用し、全国の地方公共団体や地域にお
ける都市ＯＳ実装、スマートシティ化
を推進。【科技、総、文、農、経、国、
環】 

・ゼロカーボンシティを表明した地方
公共団体等において、再エネや省エネ
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おいて、多種多様なビッグデータを用
いた気候変動対策が行われるよう、ゼ
ロカーボンシティの取組の進展に資
する支援を 2021 年度から開始する。
【科技、総、文、農、経、国、環】 

ィ数：948 団体（2023 年 5月末） 
・2050 年二酸化炭素排出実質ゼロを目

標として設定している地方公共団体
実行計画（区域施策編）を策定した地
方公共団体数：47 団体（2022 年 12 月
1 日） 

設備導入といった気候変動対策が行
われるよう、多種多様なデータを用い
た地域の脱炭素化に向けた計画策定
支援等のゼロカーボンシティの取組
の進展に資する支援を実施。【環】 

〇ムーンショット型研究開発制度の
2050 年目標（「地球環境再生に向けた
持続可能な資源循環を実現」及び「未
利用の生物機能等のフル活用により、
地球規模でムリ・ムダのない持続的な
食料供給産業を創出」）の達成に向け、
必要な研究開発を加速するとともに、
社会実装に向けた道筋を明確化する。
【科技、農、経】 

・環境・農業関連の目標に関し、ステー
ジゲートを外部評価に基づき実施し、
ポートフォリオの見直しを実施。 

・環境関連の目標に関し、2021 年度補
正予算により新規プロジェクトの研
究開発を開始。また、ポートフォリオ
の見直しに基づきプロジェクトの中
止、一部見直しを実施。 

・農業関連の目標に関し、既存プロジェ
クトを強化・加速。ポートフォリオの
見直しに基づき中止したプロジェク
トのテーマの再公募を実施。 

・農業関連の目標に関し、再公募により
採択したプロジェクトの研究開発を
開始。【科技、農、経】 

・最大 10 年間の研究開発期間において、
次回外部評価を踏まえたポートフォ
リオの見直しに向けて研究開発を着
実に推進するとともに、目標達成に向
けて、人材確保や国際連携強化など６
年目以降の研究開発に向けた課題と
方向性について整理。【科技、農、経】 

 

〇国際社会と協働しつつ、産総研ゼロエ
ミッション国際共同研究センター、次
世代エネルギー基盤研究拠点、東京湾
岸イノベーションエリア等の「革新的
グローバル研究拠点」の機能を強化
し、国内外の人材や知の交流を活性化
する。【文、経】     

・2020 年１月に設置した産総研ゼロエ
ミッション国際共同開発センターに
おいて、2022 年末時点で 96 件の国際
連携体制を構築。 

・2022 年 10 月に第 4 回ＲＤ20 リーダ
ーズ会合を開催。 

・「エネルギー・環境分野の中長期的課
題解決に資する新技術先導研究プロ
グラム」において、国際連携テーマを
設定して実施。  

・引き続き、産総研ゼロエミッション国
際共同研究センターを中核として、具
体的な国際共同研究を推進。【経】 

・引き続き年１回ＲＤ20 会合を開催す
るとともに、通年の活動として共同研
究（タスクフォース）やワークショッ
プを開催。【経】 

・「エネルギー・環境分野の中長期的課
題解決に資する新技術先導研究プロ
グラム」において、国際連携テーマを
継続して実施。【経】  

○2050 年カーボンニュートラルの実現
や、国際的なルールメイキングへの積
極的関与も含めた「みどりの食料シス
テム戦略」を 2021 年５月までに策定
する。同戦略において、新たな農林水
産政策の展開を検討し、2050 年に目
指す姿を示した上で、食料・農林水産
業の生産力向上と持続性の両立をイ
ノベーションで実現する。【農、関係
府省】 

・2022 年６月のみどりの食料システム
戦略本部において、「みどりの食料シ
ステム戦略」に掲げる 2050 年の目指
す姿の実現に向けて、中間目標とし
て、新たにＫＰＩ2030 年目標を決定。 

・2022 年 12 月の同戦略本部において、
「みどりの食料システム戦略」で掲げ
られた 14 のＫＰＩについて、進捗状
況を報告。 

・2022 年度補正予算及び 2023 年度予算
では、「みどりの食料システム戦略推
進総合対策」「みどりの食料システム
戦略実現技術開発・実証事業」等の各
種取組を後押しするための予算を確
保。 

・みどりの食料システム戦略で掲げた
各目標の達成に貢献し、現場への普及
が期待される技術をまとめ、「みどり
の食料システム戦略」技術カタログに
ついて、2030 年までに利用可能な技
術を追加した Ver2.0 を 2022 年 11 月
に公表。 

・「環境と調和のとれた食料システムの
確立のための環境負荷低減事業活動
の促進等に関する法律」（みどりの食
料システム法）が 2022 年４月に成立、
同年７月に施行。同法に基づき、農林
漁業に由来する環境への負荷の低減
を図る農林漁業者の取組や、環境負荷
の低減に資する新技術の開発等を行

・「みどりの食料システム戦略」で掲げ
られた 14 のＫＰＩについて、2030 年
目標の達成を目指し、毎年進捗状況を
確認し、みどりの食料システム戦略本
部において報告。【農、関係府省】 

・「みどりの食料システム戦略」に基づ
き、調達、生産、加工・流通、消費の
各段階の環境負荷低減の取組を、みど
りの食料システム法に基づく税制特
例や融資制度等により推進し、持続可
能な食料システムの構築を目指す。
【農、関係府省】 

・本年７月にローマで実施されるＦＡ
Ｏ総会及び国連食料システムストッ
クテイキング会合に参加し、みどりの
食料システム戦略の推進による我が
国のＳＤＧｓ達成に向けた取組を発
信。【農、関係府省】 

・同戦略について、アジアモンスーン地
域の持続的な食料システムの取組モ
デルとして、国際会議等において、引
き続き我が国から提唱し、国際ルール
メイキングに参画。【農、関係府省】 

・米国等の進める AIM for Climate 等の
農業イノベーション推進の国際イニ
シアティブに参画。【農、関係府省】 

・「国際科学諮問委員会」等を開催する
とともに、気候変動緩和と持続的農業
の実現に貢献し、アジアモンスーン地
域に応用可能な技術情報の収集、分
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う事業者の取組に関する計画認定制
度を創設。 

・国連食料システムストックテイキン
グ会合のアジア太平洋地域準備会合
に参加し、我が国の「みどりの食料シ
ステム戦略」を紹介。 

・ＡＳＥＡＮ+3 農林大臣会合（2022 年
10 月開催）、ＯＥＣＤ農業大臣会合
（同年 11 月開催）、国連気候変動枠組
条約ＣＯＰ27（同年 11 月開催）、Ｇ20
農業大臣会合（同年 11 月開催）、生物
多様性条約ＣＯＰ15（同年 12 月開
催）、Ｇ７農業大臣会合（2023 年４月
開催）等の国際会議や各国要人との面
談等で、みどりの食料システム戦略に
基づく取組等を紹介。 

・2022 年 10 月、ＡＳＥＡＮ＋3 農林大
臣会合において、みどりの食料システ
ム戦略を踏まえた強靱で持続可能な
農業及び食料システムの構築に向け
たＡＳＥＡＮ地域への日本の協力イ
ニシアティブである『日ＡＳＥＡＮみ
どり協力プラン』を発信。 

・2022 年９月、アジア開発銀行（ＡＤ
Ｂ）において、農林水産省とＡＤＢは
アジア・太平洋地域における持続可能
かつ強靱な食料・農業システム構築に
向けたパートナーシップ強化のため
の協力覚書に署名。  

・米国等の進める AIM for Climate 等の
農業イノベーション推進の国際イニ
シアティブに参画。 

・2022 年に国際農林水産業研究センタ
ー(ＪＩＲＣＡＳ)に「みどりの食料シ
ステム国際情報センター」を設置し、
2022 年 10 月及び 2023 年 3 月に、持
続的農業等に関する著名な科学者や、
アジアモンスーン地域の研究機関の
長等で構成する「国際科学諮問委員
会」を開催。 

・ＣＧＩＡＲ各研究センターと連携し、
持続可能な食料システムの構築に資
する農業栽培技術の開発を実施。 

・アジアモンスーン地域 5 か国で、水田
からのメタン排出を削減する水管理
技術や、窒素肥料の使用量を減らして
も収量を維持可能なＢＮＩ強化コム
ギの栽培実証を開始。 

・同戦略の実現のため、海外の農業研究
機関の優れた知見を活用し世界の先
端技術の導入を推進するための国際
共同研究を米国、ドイツ、中国、ベト
ナムと実施。 

析、発信を推進。【農、関係府省】 
・ＣＧＩＡＲ各研究センターと連携し

た持続可能な食料システムの構築に
資する農業栽培技術の開発を推進。
【農、関係府省】 

・2023 年には、『日ＡＳＥＡＮみどり協
力プラン』をＡＳＥＡＮ各国との共同
文書として発出すべく調整。【農、関
係府省】 

・2022 年９月に署名した協力覚書に基
づく取組の一環として、アジア開発銀
行（ＡＤＢ）に資金を拠出し、アジア
モンスーン地域を含むアジア・太平洋
地域に、我が国の環境配慮型農業関連
技術の普及・展開を図り、同地域の持
続可能かつ強靱な食料システムの構
築に向けて支援を実施。【農、関係府
省】 

・同戦略の取組や考えを踏まえ、アジア
モンスーン地域各国等と連携を強化
し、イノベーション等、同地域の持続
可能な農業・食料システム構築に向け
た取組を引き続き推進。【農、関係府
省】 

・東南アジアで、小規模農家にとっても
経済性を備えた温室効果ガスの排出
削減技術の開発を開始。【農、関係府
省】 

・同戦略の実現のため、海外の農業研究
機関の優れた知見を活用し、世界の先
端技術を積極的に導入することで、我
が国の農林水産業の発展につながる
国際共同研究を推進。【農、関係府省】 

○循環経済への移行に向けて、環境配慮
型の設計推進、使用済製品の選別効率
化等の高度リサイクル基盤技術開発、
海洋生分解性プラスチック等環境負
荷の低い革新素材の研究開発やイノ
ベーション推進のための投資等を推
進する。【文、経、環】  

・海洋生分解性プラスチックの新たな
技術・素材の開発については、３テー
マ（委託フェーズ 2 テーマ、補助フェ
ーズ 1 テーマ）の研究開発を引き続き
実施。海洋生分解性プラスチックの国
際標準化提案に向けた研究開発につ
いては、開発を行っている複数の評価

・引き続き、海洋生分解性プラスチック
開発・導入普及に向けて、将来的に求
められる用途や需要に応えるための
新たな技術・素材の開発及び海洋生分
解性プラスチックの国際標準化提案
に向けた研究開発を推進。【経】 

・引き続き、プラスチックの資源効率や
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手法について、国際標準化委員会に対
して新規提案が承認。承認された評価
手法については標準化原案を登録。 

・プラスチックの資源効率や資源価値
を高めるための技術の実用化に向け
て、ＡＩを用いたプラスチック高度選
別、高度材料再生プロセス技術、高い
資源化率を実現する基礎化学品化技
術及び高効率エネルギー循環システ
ムについて、スケールアップに係る基
礎検討を実施。 

・海洋プラスチックごみによる生物・生
態系影響や海洋プラスチックごみの
発生源・発生量・流出経路等の実態把
握に向けた調査・検討、及び研究支援
を実施。 

・ＵＮＥＰ及びＵＮＥＰ-ＩＥＴＣと連
携し、アジア・太平洋地域において、
プラスチックごみの流出防止対策や、
プラスチックの廃棄物管理・処理技術
の支援を実施。日本企業の技術を用い
た廃棄物処理や、プラスチックごみの
排出源・経路の特定及びモニタリング
手法のモデル構築など、現場のニーズ
に合った支援を着実に実施。 

・ＵＮＩＤＯと連携し、エジプト等にお
いて、使い捨てプラスチックから環境
的に持続可能な代替素材への移行や、
環境負荷の低い包装技術の技術移転
を支援。 

・「大阪ブルー・オーシャン・ビジョン」
のもと提唱されたＭＡＲＩＮＥイニ
シアティブの、2025 年までに世界で
廃棄物管理人材 10,000 人を育成する
という目標に対し、これまでに研修等
を通じ約 17,000 人を育成。 

・廃製品・廃部品の自動選別技術、高効
率な金属製錬技術及び動静脈情報連
携システムの開発を実施。 

・「プラスチックに係る資源循環の促進
等に関する法律（令和３年法律第 60
号）」に基づき、設計・製造、販売・提
供及び排出・回収・リサイクルの各段
階において、プラスチック資源循環の
高度化に資する取組を実施するため
に必要な設備投資等への支援を実施。 

・成長志向型の資源自律経済の確立に
向けて、2020 年 5 月に策定した「循
環経済ビジョン 2020」を踏まえ、資
源循環経済政策の再構築等を通じた
国内の資源循環システムの自律化・強
靱化と国際市場獲得を目指し、総合的
な政策パッケージである「成長志向型
の資源自律経済戦略」を策定。 

資源価値を高めるための技術の実用
化に係る研究開発を推進。【経】 

・引き続き、海洋プラスチックごみによ
る生物・生態系影響や海洋プラスチッ
クごみの発生源・発生量・流出経路等
の実態把握に向けた調査・検討、及び
研究支援を実施し科学的知見の集積
を推進。【環】 

・海洋プラスチックごみによる新たな
汚染を 2050 年までにゼロにすること
を目指す「大阪ブルー・オーシャン・
ビジョン」を実現すべく、ＭＡＲＩＮ
Ｅイニシアティブの下、引き続き途上
国の廃棄物管理に関する能力構築及
びインフラ整備等を支援。その際、プ
ラスチック代替品やリサイクル技術
等の導入支援等のため、日本企業のも
つ優れた技術の国際展開の推進にも
貢献。【外】 

・廃家電から貴金属、レアメタル、ベー
スメタル、プラスチック等の資源を余
すことなく資源循環する基盤技術、今
後需要が急増することが想定される
磁性材料に係る精錬技術及びアルミ
スクラップを自動車の車体等にも使
用可能な素材（展伸材）へとアップグ
レードする基盤技術に係る研究開発
を実施。【経】 

・電気電子製品やバッテリー等を構成
する金属類（レアメタル・レアアース
等）、自動車、包装、プラスチック、繊
維について、資源循環のための技術開
発や実装に係る設備投資等への支援
を実施。【経】 

・「成長志向型の資源自律経済戦略」の
実現に向けて、2023 年夏頃を目処に、
「産官学ＣＥパートナーシップ」を立
ち上げるとともに、動静脈連携の加速
に向けた制度整備を実施。【経】 

 

○気候変動は生物多様性劣化の要因で
ある一方、生物多様性の基盤となる森
林生態系等はＣＯ2 吸収源となるな
ど、相互に緊密に関係・関連している
ことから、生物多様性保全と気候変動
対策のシナジーによるカーボンニュ

・生態系を活用した防災・減災の実装に
向けた「生態系保全・再生ポテンシャ
ルマップ」の作成に係る調査検討を進
め、作成・活用方法の手引きとその材
料となる全国規模のベースマップを
公開。 

・生態系を活用した防災・減災の実装に
向け、2022 年度に公表した生態系保
全・再生ポテンシャルマップの作成・
活用方法の手引きと全国規模のベー
スマップを基に自治体等に対する計
画策定や取組への技術的な支援を推
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ートラルの実現に向けての研究開発
を行い、吸収源や気候変動への適応に
おける生態系機能の活用等を図る。
【農、国、環】  

・ＮｂＳの導入推進に向けて、特に定量
化のニーズ把握や経済的なインセン
ティブの在り方を検討する観点から、
金融・保険業界との連携可能性につい
て情報を収集。 

進。【環】 
・ＮｂＳの我が国における基本的な考

え方や、含まれうる取組について検討
し、手引きの取りまとめに向けた情報
の整理を推進。【農、国、環】 

〇社会インフラ設備の省エネ化・ゼロエ
ミッション化に向けた取組や建設現
場における省エネ化に向けた革新的
な技術開発を推進するとともに、自然
環境が有する多様な機能を活用し、Ｃ
Ｏ2 吸収源対策にも資する「グリーン
インフラ」の社会実装を推進する。
【国、環】 

・「国土交通グリーンチャレンジ」に基
づき、下記のとおり、脱炭素化やグリ
ーンインフラの社会実装等に関する
取組を推進。 

・産官学の多様な主体の参加する「グリ
ーンインフラ官民連携プラットフォ
ーム」（2020 年３月設立）において、
グリーンインフラの社会的な普及、技
術に関する調査・研究、資金調達手法
の検討等とともに、特にグリーンイン
フラに関する技術集を作成。またグリ
ーンインフラの効果を定量的な評価
手法を調査、検討。先導的なグリーン
インフラの導入を目指す地域におい
て、民間企業のシーズと地域課題を有
する地方公共団体のニーズのマッチ
ングを実施。 

・建設現場における施工の合理化等の
低炭素化に資する既存技術の類型化
を実施。 

・グリーンイノベーション基金事業で
開発したＣＯ2 を固定化し収支をマイ
ナスにするコンクリートについて、国
土交通省直轄工事で現場実証を実施
（2022 年 9 月）。 

・電動建機等の開発・普及の促進のた
め、ＧＸ建設機械認定制度の創設にむ
けた検討分科会を開催（2023 年 2 月）。 

・小規模現場（土工関連）への適用を拡
大するための基準類を整備。 

・航路標識のＬＥＤ化を推進し、従来使
用していた白熱電球等の光源の高輝
度ＬＥＤ化により消費電力が低減可
能。電源の太陽電池化（自立型電源化）
を推進し、温室効果ガスを削減可能。
また、一部の光源については、現在実
用化されているＬＥＤ光源では必要
な光度に満たないなどの問題があり、
これらを改善した新たなＬＥＤ光源
の実用化を計画。 

・「国土交通グリーンチャレンジ」に基
づき、下記のとおり、脱炭素化やグリ
ーンインフラの社会実装等に関する
取組を推進。【国】 

・グリーンインフラの評価、管理等を行
うことができるデジタル情報基盤等
の開発を進めるとともに、低コストで
自然を管理する技術を有する企業等
の地域実証を支援し、新技術の実用化
を推進。【国】 

・建設現場におけるＣＯ2 排出量及び削
減量の算出手法に係る共通の基準作
成に向け、ＣＯ2 削減等による付加価
値の定量的な評価方法を検討。【国】 

・グリーンイノベーション基金事業等
と連携し、ＣＯ2 削減に資する材料の
現場への導入を拡大。【国】 

・ＧＸ建設機械認定制度の創設。【国】 
・電動建機等に対する公共調達でのイ

ンセンティブ方策を検討。【国】 
・現場の機械施工全体のＧＸに向けて、

データをもとに建設現場にて排出さ
れるＣＯ2 排出量の見える化により施
工者に効率的な施工を促すべく、施工
量当たり燃料消費量等の算定方法等
を検討。【国】 

・航路標識のＧＸを推進するため、現在
進めているＬＥＤ灯器の整備を進め、
2030 年度を目途に計画対象とする航
路標識のＬＥＤ化率 100％を目指す
とともに、新たなＬＥＤ光源を実用
化。電源の太陽電池化が可能な航路標
識については、太陽光発電の導入を推
進。【国】 

○高精度な気候変動予測情報の創出や、
気候変動課題の解決に貢献するため
温室効果ガス等の観測データや予測
情報などの地球環境ビッグデータの
蓄積・利活用を推進する。【文、環】 

・気候変動メカニズムの解明や高精度
な気候変動予測情報の創出等を目的
とした「気候変動予測先端研究プログ
ラム」を 2022 年度から開始。 

・文部科学省及び気象庁にて、地方公共
団体や民間企業等の取組を促進する
ため、我が国の気候変動適応に資する
予測情報として「気候予測データセッ
ト 2022」をＤＩＡＳを通じて公開。 

・気候変動及び影響の予測や気候関連
財務情報開示タスクフォース（ＴＣＦ
Ｄ）等のコンサルティングサービスを
行っている企業との意見交換・協働の
場である「気候変動リスク産官学連携
ネットワーク」の継続的な活動。 

・気候変動対策の基盤となる気候モデ
ルの開発等を通じ、気候変動メカニズ
ムの解明、気候変動対策、気候変動財
務リスク評価、サステナブルファイナ
ンス等に向けた科学的知見（高解像
度・高精度等の気候変動予測データ・
ハザード予測データ）の創出及びその
利活用までを想定した研究開発を一
体的に実施。【文、環】 

・気候変動対策、気候変動財務リスク評
価、サステナブルファイナンス等に向
けた気候変動予測・ハザード予測の利
活用に関するガイドライン策定に向
けた検討を実施。【文、環】 

・引き続きマルチスケールでの温室効
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・気候変動関連データの更なる有効な
提供や利活用等を促進していくため、
データの提供側と利活用側が双方向
で情報・意見交換を行うことを目的と
した「気候変動リスク・機会の評価等
に向けたシナリオ・データ関係機関懇
談会」を開催。 

・パリ協定に基づくグローバルストッ
クテイクへの貢献も見据え、衛星等に
よる観測とモデル解析により、温室効
果ガス動態・収支をマルチスケール
（都市・国・地域・グローバル）で観
測する体制の構築に着手。 

・地球観測データ等を共有し、気候変動
課題等の解決に貢献することを目指
す国際枠組みである GＥＯ及びアジ
ア・太平洋地域 GＥＯに積極的に参
加。 

・地球の気候システムに大きな影響を
与える海洋環境の状況把握と将来予
測のため、ＵＮＥＳＣＯ/ＩＯＣ、ＷＭ
Ｏなどが主導する全球海洋観測シス
テム（ＧＯＯＳ）の各プログラムに参
加し、観測データを取得するととも
に、得られたデータから地球環境変動
等についての科学的知見を創出。 

・ＤＩＡＳのオープンプラットフォー
ム化を進めるため、ＤＩＡＳ解析環境
を利用する共同研究（無償）課題の新
規課題の募集を開始。 

果ガス観測システムの構築を推進。
【環】 

・引き続き、ＧＥＯに積極的に参加し、
地球観測データの利活用に関する知
見を蓄積し、我が国における気候変動
課題の解決に貢献。【文、関係府省】 

・引き続き、ＧＯＯＳの各プログラムに
参加し、全球的な海洋観測データを収
集するとともに、極域（北極・南極）
や深海等の観測データ空白域や生物
地球化学データなどの不足している
データを充足。【文、関係府省】 

・気候変動対策のインキュベーション
機能を担うデータプラットフォーム
であるＤＩＡＳの長期的・安定的な運
用を通じて、気候変動対策の基盤とな
る地球環境ビッグデータの蓄積・統
合・提供や、ＤＩＡＳの解析環境を活
用した産学官による共同研究を促進
し、データ駆動による気候変動対策に
向けた研究開発を推進。【文】 

 
② 多様なエネルギー源の活用等のための研究開発・実証等の推進 

基本計画における具体的な取組 実施状況・現状分析 今後の取組方針 

〇現在見直しに向けた議論が進められ
ている「エネルギー基本計画」等を踏
まえ、省エネルギー、再生可能エネル
ギー、原子力、核融合等に関する必要
な研究開発や実証、国際協力を進め
る。【文、経】 

・ＧＸ実行会議を官邸に設置し、議論を
行い、「ＧＸ実現に向けた基本方針～
今後 10 年を見据えたロードマップ
～」を閣議決定。 

・省エネについては、家庭・業務・産業・
運輸の各分野において、改正省エネ法
等を活用し、規制・支援一体型で大胆
な省エネの取組を計画。継続して予算
措置として、分野横断的な省エネルギ
ー技術の開発を支援するとともに、Ｚ
ＺＥＨ ・ＺＥＢや運輸部門の輸送効
率化についても引き続き支援を実施。 

・2022 年から、次世代型太陽電池（ペロ
ブスカイト太陽電池）の実験室レベル
の要素技術の開発を行うとともに、製
品化に向けた大型化、量産化技術の開
発を支援。 

・2022 年から、浮体式を中心とした洋
上風力発電の低コスト化に向けた要
素技術の開発を４分野において実施
（フェーズ１）。 

・高速実験炉「常陽」の 2024 年度末の
運転再開に向けて、新規制基準への適
合性審査に向けた取組を着実に実施。 

・2030 年度以降には 高温工学試験研究

・2021 年 10 月に閣議決定された第 6 次
エネルギー基本計画に基づき、エネル
ギー政策を推進。【経】 

・引き続き分野横断的な省エネルギー
技術の開発等を行うとともに、家庭・
業務・産業・運輸の各分野において、
改正省エネ法等を活用し、規制・支援
一体型で大胆な省エネの取組を推進。
【経】 

・家庭向けには、関係省庁で連携して、
省エネ効果の高い断熱窓への改修な
ど住宅の省エネ化に対する支援につ
いて、統一窓口を設けワンストップ対
応により強化するなど、国民の協力や
取組を自然な形で促す。【経・国・環】 

・引き続き要素技術、量産技術の開発を
支援するとともに、早期の市場獲得に
向けたユーザー企業と連携した実証
を推進。【経】 

・引き続き要素技術開発の支援を継続
するとともに、最速 2023 年度からシ
ステム全体として関連要素技術を統
合した浮体式実証（フェーズ２）を実
施。【経】 

・原子力については 2050 年カーボンニ
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炉（ＨＴＴＲ）を用いたカーボンフリ
ー水素製造実証試験を実施すること
しており、この実現に向けて必要な技
術開発を実施。 

・原子力分野の基礎・基盤的な研究開発
や人材育成に資する「もんじゅ」サイ
トに新たに設置する試験研究炉につ
いて概念設計に取り組み、詳細設計段
階に移行。 

・ＨＴＴＲを活用し、高温ガス炉による
カーボンフリー水素製造に係る要素
技術の確立に向けた研究開発を実施。 

・文部科学省では次世代革新炉開発に
係る基盤インフラの整備や原子力分
野における人材育成等の取組に関す
る課題を検討。 

・原子力については、国際連携や民間の
イノベーションも活用しつつ、軽水炉
の安全性向上技術に加え、高速炉、小
型モジュール炉、高温ガス炉等の革新
的原子力技術等に係る研究開発の支
援や原子力分野における人材育成を
実施。 

・フュージョンエネルギーについては、
「フュージョンエネルギー・イノベー
ション戦略」61に基づき、計画的に推
進。(第 2 章 4 節(5)参照)  

ュートラルや脱炭素社会の実現、エネ
ルギー安全保障の確保に対する期待
が寄せられている中、新たな安全メカ
ニズムを組み込んだ次世代革新炉の
開発・建設に必要な基盤的な研究開発
や人材育成の推進についての検討を
進める。高速炉については、高速実験
炉「常陽」等の我が国が誇る技術基盤
を活用した国際連携による開発を推
進。また、高温工学試験研究炉（ＨＴ
ＴＲ）を活用し、高温ガス炉によるカ
ーボンフリー水素製造に資する技術
基盤の確立・実証を推進。加えて、人
材育成・研究開発利用や産業利用等の
幅広い利用が期待されている「もんじ
ゅ」サイトに新たに設置する試験研究
炉に係る検討に関係自治体や大学等
と連携して推進。【文、経】 

・ＨＴＴＲを活用し、高温ガス炉による
カーボンフリー水素製造に係る要素
技術の確立に向けた研究開発を推進。
【文、経】 

・次世代革新炉の研究開発やそれに係
る人材育成の基礎を構築していくた
め、ＪＡＥＡを中核として、基盤的研
究開発や基盤インフラの整備におけ
る今後の課題の整理を踏まえ、国内の
開発環境を維持・向上させる取組をさ
らに検討。また、研究開発の知見やノ
ウハウを産業界に効率的に接続し、次
世代革新炉の開発に活かすために、Ｊ
ＡＥＡが知の集約拠点として大学と
産業界の間の橋渡し機能を果たせる
ようシステム改革を推進。【文、経】 

・原子力については、国際連携や民間の
イノベーションも活用しつつ、軽水炉
の安全性向上技術に加え、高速炉、小
型モジュール炉、高温ガス炉等の革新
的原子力技術等に係る研究開発の支
援や原子力分野における人材育成を
推進。【文、経】 

・フュージョンエネルギーについては、
「フュージョンエネルギー・イノベー
ション戦略」に基づき、計画的に推進。
(第 2 章 4 節(5)参照)【科技】 

 
③ 経済社会の再設計（リデザイン）の推進 

基本計画における具体的な取組 実施状況・現状分析 今後の取組方針 

〇産業創造や経済社会の変革、社会的な
課題の解決を目指して、「脱炭素社
会」、「循環経済」、「分散型社会」への
三つの移行による経済社会の再設計
（リデザイン）に向けた具体的な取組
を進める。その際、グローバルな視点
とともに社会実装を意識した「地域」

・地域の脱炭素化及び「地域循環共生圏
（ローカルＳＤＧｓ）」を推進するこ
とによりニーズオリエンテッドな技
術の普及を促し、イノベーションの社
会実装を図っていくために（１）～
（４）の取組を実施。 

（１）「脱炭素」、「循環経済」、「分散・自

・地域の脱炭素化及び「地域循環共生圏
（ローカルＳＤＧｓ）」を推進するこ
とによりニーズオリエンテッドな技
術の普及を促し、イノベーションの社
会実装を図っていくために（１）～
（４）の取組を実施。【経、環】 

（１）地域循環共生圏づくりプラットフ

                                                      
61 2023 年４月 14 日統合イノベーション戦略推進会議決定 
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の視点も重要であることから、地域の
脱炭素化に向けた取組を支える分野
横断的な研究開発を推進するととも
に、三つの移行を統合的に具現化する
「地域循環共生圏（ローカルＳＤＧ
ｓ）」の創造を目指す。【文、経、環】 

 

然共生」という切り口で経済社会全体
を変革。「地域循環共生圏 (ローカル
ＳＤＧｓ)」の創造を進化：2022 年度
は、地域循環共生圏づくりプラットフ
ォーム事業を通じて、34 地域の取組
を伴走支援。 

（２）2025 年度までを目途に毎年度２
回程度の脱炭素先行地域を選定： 
2022 年４月に第１回として 26 地域、
同年 11 月に第２回として 20 地域、
2023 年 4 月に第３回として 16 地域
を選定。 

（３）脱炭素先行地域における脱炭素に
向かう地域特性等に応じた先行的な
取組や、脱炭素の基盤となる重点対策
を全国で実施し、創意工夫を展開： 
2022 年度に創設した「地域脱炭素移
行・再エネ推進交付金」により、地方
公共団体等による意欲的な脱炭素の
取組に対し、複数年度にわたり、継続
的かつ包括的な支援を実施。脱炭素先
行地域の取組に加えて、110 の地方公
共団体（2023 年 5 月末時点）におけ
る脱炭素の基盤となる重点対策を複
合的に実施する事業（重点対策加速化
事業）を支援。 

（４）民間企業等による意欲的な脱炭素
事業に対する資金供給を行う新たな
出資制度を創設： 2022 年 10 月、地
球温暖化対策推進法に基づき脱炭素
に資する多様な事業への民間投資の
呼び水となる投融資（リスクマネー供
給）等を行う官民ファンドである株式
会社脱炭素化支援機構が創設された。
同社は、2023 年 5 月 9 日時点で創設
から累積で４件の支援決定の公表を
行った。 

・地熱とバイオマス資源を活用した低
コスト・グリーン水素製造技術や、居
住地近傍でも使用できる社会受容性
の高い小形風力発電機などの技術開
発・実証を、民間企業や自治体等と連
携し実施。 

・炭素中立型の経済社会に向けた地域
における将来目標設定や計画策定等
に必要な科学的知見創出に係る分野
横断的な研究開発を推進するととも
に、大学、自治体、企業等が参画する
「カーボンニュートラル達成に貢献
する大学等コアリション」を通じて情
報共有、プロジェクト創出等を促進。 

・今後起こり得る極端な高温も見据え、
熱中症対策を一層推進するための措
置を盛り込んだ「気候変動適応法及び
独立行政法人環境再生保全機構法の
一部を改正する法律」が 2023 年４月
28 日に成立し、2023 年 6 月 1 日に一
部施行（熱中症対策実行計画に関する
部分に限る）。 

ォーム事業を通じて得た地域循環共
生圏づくりのノウハウを更に多くの
地域に展開できるように、取組を進め
る地域同士のネットワーキングや更
なる普及拡大に向けた取組を強化。
【経、環】 

（２）2025 年度までに少なくとも 100
か所の脱炭素先行地域を選定し、2030
年度までに実現。【環】 

（３）脱炭素先行地域において、脱炭素
に向かう地域特性等に応じた先行的
な取組を実施するとともに、脱炭素の
基盤となる重点対策を全国で実施し、
各地の創意工夫を横展開に加えて、官
民連携により民間事業者が裨益する
自営線マイクログリッドを構築する
地域（特定地域）における、排出削減
効果の高い主要な脱炭素製品・技術の
導入を支援。【地創、総、農、経、国、
環】 

（４）2050 年カーボンニュートラルの
実現に向けて、さらに脱炭素に資する
多様な事業への呼び水となる投融資
（リスクマネー供給）を行い、脱炭素
に必要な資金の流れを太く、速くし、
経済社会の発展や地方創生、知見の集
積や人材育成など、新たな価値の創造
に貢献。【地創、総、農、経、国、環】 

・引き続き、地域資源を活用し、かつ地
域課題の解決と脱炭素化に資する技
術開発・実証事業を、民間企業や自治
体等の多様なステークホルダーと協
働し実施。【地創、総、農、経、国、環】 

・カーボンニュートラルに向けた国・地
域における社会変革を支えるための
知見創出及び大学等間ネットワーク
を活用した情報発信を強化。【文、経、
環】 

・「気候変動適応法及び独立行政法人環
境再生保全機構法の一部を改正する
法律」に基づき、熱中症対策実行計画
の策定、熱中症警戒情報を的確かつ迅
速に発表するための調査等の実施、指
定避暑避難施設及び熱中症対策普及
団体の指定により、地域における熱中
症対策の強化を図る。【環、関係府省
庁】 

 

○2021 年 11 月のＣＯＰ26 に向け、見 ・広島県大崎上島において、カーボンリ ・カーボンリサイクル実証研究拠点を
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直しの議論が進められている「地球温
暖化対策計画」を踏まえ、技術開発の
一層の加速化や社会実装、ライフスタ
イル・ワークスタイルの変革等の地球
温暖化対策を大胆に実行する。【経、
環】     

サイクルの技術開発・実証を集中的に
実施するための実証研究拠点を整備
し、2022 年 9 月に開所式を開催。ま
た、北海道苫小牧ＣＣＳ実証センター
での 30 万トンの貯留を達成後、安全
性を担保するため、モニタリングを継
続して実施。 

・貯留技術や、モニタリングの精緻化・
自動化、掘削・貯留・モニタリングコ
ストの低減等の研究開発を実施中。 

・福岡県大牟田市のバイオマス発電所
の排ガスからＣＯ2 を分離・回収する
実証を実施し、環境負荷低減性能、環
境影響の評価等を実施。また、輸送・
圧入船の設計に向けた課題の検討の
ための実証試験の準備等を実施。 

・ＣＯ2 の輸送技術を確立するため、液
化ＣＯ2 船舶輸送の研究開発を開始。 

・エネルギー基本計画で掲げられたＣ
ＣＳ長期ロードマップを策定。 

・ＣＣＳ適地開発を促進するため、地質
構造調査等を実施中。 

・廃棄物処理施設から出るＣＯ2の回収・
利用による循環モデルの検討・実証事
業、人工光合成技術を利用したＣＯ2

の資源化による循環モデルの検討・実
証事業について取組を実施中。 

・省エネ・高性能な半導体集積回路の創
生に向けた新たな切り口による研究
開発と将来の半導体産業を牽引する
人材育成を進めるため、アカデミアに
おける中核的な拠点形成を推進。 

・ＧａＮ等の次世代パワー半導体の研
究開発と、その特性を最大限活用した
パワーエレクトロニクス機器等の実
用化に向け、回路システムや受動素子
等のトータルシステムとして一体的
な研究開発を推進。 

・ウイルス不活化に有効と考えられる
深紫外線ＬＥＤの高効率化等の開発・
実証、データセンターのゼロエミッシ
ョン化に向けた取組の促進、高品質Ｇ
ａＮ基板を用いた各種デバイスの省
エネ効果の実証やＧａＮインバータ
の実用化に向けた開発・実証など、省
エネ技術に関する技術開発・実証及び
社会実装を実施。 

・革新的触媒の技術開発・実証のため触
媒合成・分析等に必要な設備を設計・
導入。また、量子技術やＡＩ（機械学
習）の触媒材料探索への適用のためソ
フトウェア等の基盤を整備。 

・潮流発電技術の実用化・普及に向けた
発電コストの低コスト化や技術課題
検討の一環として、商用規模実証機の
設備設計を実施。また潮流発電技術の
実証が進む欧州等にヒアリングを行
い、ビジネスモデル検討のための情報
収集等を実施。 

活用しながら、引き続き、技術開発・
実証を実施するとともに、カーボンリ
サイクルの社会実装に向けて「カーボ
ンリサイクルロードマップ」の策定等
を進めていく。また、苫小牧ＣＣＳ実
証センターでのモニタリングを継続
して実施。【経】 

・引き続き、貯留技術や、モニタリング
の精緻化・自動化、掘削・貯留・モニ
タリングコストの低減等の研究開発
を実施。【経】 

・福岡県大牟田市等の実証拠点でのＣ
Ｏ2 の分離・回収施設の長期運転等の
技術確立及び輸送・圧入船の設計に向
けた課題の検討等を実施。【環】 

・液化ＣＯ2 船舶輸送の実証試験に取り
組む【経】 

・ＣＣＳ長期ロードマップに基づき、
2030 年までのＣＣＳ事業開始に向け
て事業法整備を含め事業環境整備を
加速化し、2030 年までに年間貯留量
600～1,200 万ｔの確保に目途をつけ
ることを目指す。【経、環】 

・引き続き、ＣＣＳ適地開発を促進する
ため、地質構造調査等を実施。【経、
環】 

・引き続き 2023 年までに最初の商用化
規模のＣＣＵ技術の確立に向けて、岩
手県久慈市や神奈川県小田原市等に
おいて、技術の開発及び実証を推進。
【環】 

・引き続き、「半導体・デジタル産業戦
略」等を踏まえつつ、超省エネ・高性
能なパワーエレクトロニクス機器の
創出の実現を目指した一体的な研究
開発や、次世代の半導体集積回路の創
生に向けた研究開発及び人材育成を
進めるアカデミアにおける中核的な
拠点形成を推進。【総、文、経、環】 

・ポストコロナ時代の新しいライフス
タイルやデジタル分野の脱炭素化の
ため、ＡＩ技術等の活用によるＤＸに
よる社会最適化（Green By デジタ
ル）、データセンターのゼロエミッシ
ョン化に向けた取組、多種多様な電気
機器（ＡＩ制御、ＬＥＤ等）に組み込
まれている各種デバイスを高品質窒
化ガリウム（ＧａＮ)等の次世代半導
体により高効率化し、徹底したエネル
ギー消費量の削減を実現する等の省
エネ技術に関する技術開発・実証及び
社会実装を推進。【総、文、環】 

・引き続き、地域資源の利活用および資
源循環による大幅ＣＯ2 排出量の削減
を実現するために、量子技術やＡＩ
（機械学習）を活用して触媒探索を加
速させ、資源循環に最適な触媒材料の
評価検証を実施。【文、環】 

・引き続き、潮流発電の実用化・普及に
向けて、技術課題の対策検討や実証試
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験の実施とともに、ビジネスモデル検
討を推進。【環】 

○ライフスタイルを脱炭素化するため
の技術の普及を促すため、「国・地方
脱炭素実現会議」等における議論を踏
まえつつ、住まい・移動のトータルマ
ネジメント（ＺＥＨ62・ＺＥＢ63、需要
側の機器（家電、給湯等）、地域の再
生可能エネルギー、動く蓄電池となる
ＥＶ64・ＦＣＶ65等の組み合わせを実
用化）、ナッジ 66やシェアリングを通
じた行動変容、デジタル技術を用いた
ＣＯ2 削減のクレジット化等を促す技
術開発・実証、導入支援、制度構築等
に取り組むことで、ライフスタイルの
転換を促し、脱炭素のプロシューマー
67を拡大する。【環、関係府省】 

        

・オンサイトＰＰＡモデル等による自
家消費型太陽光発電・蓄電池の導入
や、地域の新たなポテンシャルを有効
活用した地産地消型の再エネの導入、
変動性再エネを効果的に活用する需
要側での需給調整力の向上に係る取
組等を支援。 

・福島県浪江町において、水素利用側の
予測システムから効率的な配送を行
うＥＭＳの構築等について実証する
ほか、今年度から北海道室蘭市でもガ
スボンベ型の水素吸蔵合金タンクを
既存のガス事業者が配送して低コス
ト化と目指す実証など、地産地消型の
水素サプライチェーン構築に向けた
取組を 12 か所で実施。 

・これまでの実証成果をもとに 2050 年
カーボンニュートラルにおける地域
での水素の脱炭素化に向けた水素サ
プライチェーンの在り方について検
討し公表。 

・2022 年 10 月に開始した「脱炭素につ
ながる新しい豊かな暮らしを創る国
民運動」官民連携協議会には、2023 年
3 月現在、585 の企業・自治体・団体
等が参画。複数の官民連携実践プロジ
ェクト等を実施した。また、新たに開
設した web サイトから 464 件の脱炭
素につながる製品・サービス等の情報
を発信している。 

・2022 年度は、環境配慮製品・サービス
の選択等の消費者の環境配慮行動に
対し新たにポイントを発行しようと
する企業や地域等に、企画・開発・調
整等の費用を補助する「食とくらしの
「グリーンライフ・ポイント」推進事
業を実施・支援。実施事業者によりポ
イントの発行が順次開始、現在も拡大
中。 

・住宅・建築物への高効率設備の導入や
高断熱化改修等によるＺＥＨ・ＺＥＢ
化・省エネ改修支援の中で、ＨＥＭＳ
やＢＥＭＳの導入による太陽光発電
と家電等の需要側設備のエネルギー
管理や、Ｖ２Ｈ等の充放電設備の導入
によるＥＶ・ＰＨＥＶとの組み合わせ
利用といった先進技術を普及促進。 

・2050 年カーボンニュートラルの実現

・引き続き、地域の再エネ主力化のビジ
ネスモデルの確立に向けて、初期投資
ゼロでの再エネ導入や需給調整力の
向上に係る取組等を支援。【環】 

・引き続き、水素利用側の予測システム
から効率的な配送を行うＥＭＳの構
築等について実証事業を推進。【環】 

・2023 年は「脱炭素につながる新しい
豊かな暮らしを創る国民運動」本格実
施元年と位置付け、新国民運動やその
官民連携協議会を通じて、衣食住職/
移動・買物といった暮らしのあらゆる
局面で、製品・サービス・取組の提供、
実践アクション等を行うことを目標
として、国民・消費者の脱炭素型ライ
フスタイルの変革を強力に後押しし
ていく。【環】 

・環境配慮行動に対してグリーンライ
フ・ポイント等の金銭的インセンティ
ブや非金銭的インセンティブの付与
と連動するなど、ナッジの活用を促
進。【環】 

・引き続き、住宅・建築物への高効率設
備の導入や高断熱化改修等によるＺ
ＥＨ・ＺＥＢ化・省エネ改修支援の中
で、ＨＥＭＳやＢＥＭＳの導入による
太陽光発電と家電等の需要側設備の
エネルギー管理や、Ｖ２Ｈ等の充放電
設備の導入によるＥＶ・ＰＨＥＶとの
組み合わせ利用等の先進技術を普及
促進。【環】 

・2050 年カーボンニュートラルの実現
に向け、学校設置者への財政支援や、
学校施設の環境教育への活用など学
校施設におけるＺＥＢ化実現手法や
ＺＥＢ化の推進方策について示した
報告書の周知を図るなど、学校施設の
ＺＥＢ化を積極的に推進。また、大学
キャンパスにおいてもＺＥＢの先導
モデルの構築等を進めるとともに、他
大学や地域への横展開を実施。これら
を通じ、地域における脱炭素の先導的
役割を果たし、地域にイノベーション
を創出。【文】 

 

                                                      
62 ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス 
63 ネット・ゼロ・エネルギー・ビル 
64 電気自動車 
65 燃料電池自動車 
66 nudge：そっと後押しする 
67 未来学者アルビン・トフラーが 1980 年に発表した著書「第三の波」の中で示した概念で、生産者 (producer) と消費者 (consumer) とを

組み合わせた造語で、生産活動を行う消費者。 
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に向け、学校設置者への財政支援や既
存施設を中心とした学校施設のＺＥ
Ｂ化の基本的な考え方等を提示する
など、学校施設のＺＥＢ化を推進。 

・大学キャンパスにおいて、ＺＥＢの先
導モデルの構築等を進めるとともに、
他大学や地域への横展開を実施。 

・これらを通じ、地域における脱炭素の
先導的役割を果たし、地域にイノベー
ションを創出。 

○廃棄物の排出削減やリサイクル処理
に係るプロセスの高度化・効率化、製
品のバイオマス化等を通じた資源循
環を行うとともに、焼却せざるを得な
い廃棄物のエネルギー回収、処理によ
って発生した温室効果ガスの分離・貯
留・有効利用を目指すことにより、「循
環経済」への移行を加速化する。【経、
環】 

           

・資源循環に関する情報連携のための
プラットフォーム等のデジタル技術
を活用した民間事業者によるリユー
ス・リサイクルに係る脱炭素型資源循
環システムを実証。 

・国内におけるプラスチック循環利用
の高度化、従来の化石資源由来プラス
チックを代替する再生可能資源由来
素材（バイオマス・生分解プラスチッ
ク、セルロース等）の製造に係る省Ｃ
Ｏ2 型設備の導入支援を実施。 

・プラスチック等の化石資源由来素材
の「再生可能資源（バイオマス・生分
解性プラスチック、ＳＡＦ等）への転
換のための省ＣＯ2 型生産インフラ技
術」、「リサイクルプロセス構築・省Ｃ
Ｏ2 化」に係る社会実装に向けた実証
事業を実施。 

・世界各地で行われている海洋表層水
中のマイクロプラスチックのモニタ
リングのデータを収集・一元化するた
めのデータベースシステムの設計・開
発を開始。 

・海洋プラスチックごみによる生物・生
態系影響（リスク評価手法含む）や海
洋プラスチックごみの発生源・発生
量・流出経路等の実態把握に向けた研
究支援、調査・検討を実施。 

・2022 年度の課題解決、及び引き続き
社会実装に向けたリユース・リサイク
ルに係る脱炭素型資源循環システム
を実証。【環】 

・引き続き、プラスチック代替素材（再
生可能資源）への転換・社会実装、再
エネ関連製品やベース素材の省ＣＯ2

型のリサイクル技術向上、未利用資源
の活用体制構築や、従来リサイクルが
困難であった複合素材プラスチック・
再エネ関連製品・金属資源等のリサイ
クル等に関する高度な省ＣＯ2 型設備
の導入支援を推進。【環】 

・世界各地で行われている海洋表層水
中のマイクロプラスチックのモニタ
リングのデータを収集・一元化するた
めのデータベースシステムの設計・開
発を進め、運用を開始。【環】 

・引き続き、海洋プラスチックごみによ
る生物・生態系影響（リスク評価手法
含む）や海洋プラスチックごみの発生
源・発生量・流出経路等の実態把握に
向けた研究支援、調査・検討を実施し、
科学的知見の集積を推進。【環】 

○「分散型社会」を構成する生物多様性
への対応については、絶滅危惧種の保
護や侵略的外来種の防除に関する技
術、二次的自然を含む生態系のモニタ
リングや維持・回復技術、遺伝資源を
含む生態系サービスと自然資本の経
済・社会的価値の評価技術及び持続可
能な管理・利用技術等の研究開発を推
進し、「自然との共生」を実現する。
【環】 

・各分類群の国内希少野生動植物種等
を対象として、生息域内保全及び生息
域外保全の手法、野生復帰技術等の検
討・開発を実施。 

・第５次レッドリストの公表に向けて、
絶滅危惧種の生息・生育状況の調査等
を実施するとともに、順次レッドリス
トの評価を実施。 

・ヒアリの営巣場所となるコンテナヤ
ード舗装の亀裂を、新開発のシリコン
充填技術を用いて補修を行うなどの
新規技術の開発や活用等を行い、ヒア
リの定着防止を実施。 

・国際連携については、非意図的に侵入
する外来生物対策として、ヒアリの侵
入リスクを飛躍的に下げる忌避殺虫
剤を用いた海上コンテナの輸送スキ
ームに関して生物多様性条約ＣＯＰ
15 でパネル展示などを実施。 

・地方公共団体が取り組む特定外来生
物の防除等対策を支援する交付金を
新設し､先端科学技術を活用した新し

・年々増加する国内希少野生動植物種
の保護増殖技術等の検討・開発を継
続。【環】 

・第 5 次レッドリストの公表に向けて絶
滅危惧種の生息・生育状況の調査等及
び順次レッドリストの評価を実施。
【環】 

・ヒアリ等の侵略的外来種の非意図的
導入に関して、ヒアリの侵入リスクを
飛躍的に下げる忌避殺虫剤開発等の
新規技術の開発や輸出国側で当該忌
避殺虫剤をコンテナに入れるといっ
た活用等により、国内の水際対策や防
除を強化するとともに、2022 年に開
催された生物多様性条約ＣＯＰ15 の
結果等を踏まえ、国際連携強化をさら
に促進。【環】 

・2023 年度から、新設した特定外来生
物の防除等対策への交付金事業の運
用を開始し、地方公共団体による防除
等対策におけるイノベーションを支
援。【環】 
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い防除手法の開発等を行う事業につ
いて高く評価し優先的に支援する枠
組みを構築。 

・新規技術（画像解析やドローン）の活
用を検討しながら、定量的かつ長期的
に全国を対象とした生態系を把握す
る調査モニタリングを実施。 

・2022 年度ネイチャーポジティブ経済
研究会において、生物多様性に資する
技術等によるビジネス機会に関する
分析、気候変動や資源循環とのコベネ
フィットのある生物多様性に関する
取組の分析等を行い、課題や経済機会
を抽出。 

・沖合海底自然環境保全地域の生物学
的・生態学的ベースラインデータ調査
を継続して実施。 

・2023 年度からの総合的な解析に向け
て、「自然環境保全基礎調査総合解析
方針」の検討・策定をするとともに、
過年度の非デジタル成果物について
ＡＩ－ＯＣＲ技術を活用したデータ
モーバライズを試行的に実施。 

・有識者による検討会を開催し、生物多
様性の重要性や保全活動の効果を「見
える化」するための手法について、自
然環境データを数理的に解析する技
術の活用等も含めて検討。 

・「生物多様性国家戦略 2023-2030」に
基づき、ＡＩ画像解析やドローン等の
新規技術も活用しながら、定量的かつ
長期的に全国を対象とした生態系を
把握する調査モニタリングを引き続
き着実に実施し、関連施策実施等の基
礎となる科学的知見の集積を推進。
【環】 

・今後もネイチャーポジティブ経済研
究会にて、ネイチャーポジティブ経済
の実現のために必要な施策を盛り込
む「ネイチャーポジティブ経済移行戦
略」を議論。【環】 

・カーボンニュートラル(ＣＮ)とネイチ
ャーポジティブ(ＮＰ)の統合に向け
て、太陽光発電/風力発電等の再エネ
設備等の導入に際して、景観等の自然
環境への影響の低減や生態系の損失
の回復等のポジティブな効果が見込
める技術等の検証・推進のための研究
開発・技術実証を実施【環】。 

・沖合海底自然環境保全地域を適切に
指定・管理するための基礎調査を継続
するとともに、保護区内の環境変化を
把握するためのモニタリング調査を
継続的に実施。【環】 

・2023 から 2025 年度の３か年におい
て、過去 50 年間に及ぶ基礎調査の成
果をベースに、モニタリングサイト
1000 や他府省、自治体、研究機関、民
間等が有する自然環境データや成果
物を収集・整理。収集・整理したデー
タや成果物の内、データ解析に適さな
い状態の成果を、ＡＩ－ＯＣＲ技術の
適用手法の開発を通じて解析可能な
形式に整理・変換（モーバライズ、可
動化）するとともに、ＡＩ深層学習を
利用した開発技術等を用いた統計モ
デル分析手法を活用し、総合的な解析
を実施。その結果から、我が国の自然
環境の現状と変化や、抱える環境課題
とその対策に係る諸情報を、地図や図
表等での表示や開発した解析支援ツ
ールにより一般にわかりやすく示し、
政策決定者に使いやすく提供。【環】 

・企業活動や地域活動を支援するため
に、これまでに蓄積された膨大な自然
環境データ等を数理的に解析する技
術と現場における保全管理の技術を
組み合わせ、生物多様性保全の重要性
と保全活動の効果を「見える化」でき
る仕組みの提供に向けて、引き続き検
討。それにより、ＯＥＣＭに関する取
組を推進し、保護地域を核とした生態
系ネットワークの構築を図り、生物多
様性の保全を推進。【環】 
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④ 国民の行動変容の喚起 
基本計画における具体的な取組 実施状況・現状分析 今後の取組方針 

〇人文・社会科学と自然科学の融合によ
る「総合知」を活用して、カーボンニ
ュートラルの実現に向けた国民一人
ひとりの取組の重要性に係る国民理
解の醸成や脱炭素型への行動変容の
促進を図る。とりわけ、BI-Tech（行
動科学の知見と先端技術の融合）68を
活用した製品・サービス・ライフスタ
イルのマーケット拡大を 2022 年度末
までに目指すとともに、個人のＣＯ2

削減のクレジットを低コストで自由
に取引できるブロックチェーン技術
を用いたプラットフォームの構築を
図る。あわせて、こうした我が国の取
組等について国内外への発信を精力
的に実施する。【科技、経、環】 

・成果を順次取りまとめ、日本版ナッ
ジ・ユニット連絡会議や国内及び国際
会議等において報告・公表。国内及び
国際会議において、諸外国のナッジ・
ユニットとともに基調講演やパネル
ディスカッションを実施し、一般も含
め情報を共有、連携。 

・ナッジ等の行動科学の知見とＡＩ/Ｉ
ｏＴ等の先端技術の組合せ（ＢＩ-
Tech）により、日常生活の様々な場面
での自発的な脱炭素型アクションを
後押しする行動変容モデルを構築・実
証。2022 年度では、ナッジ等の効果
の異質性（地域差・個人差）や持続性
（複数年に及ぶ行動の維持・習慣化）
を明らかにするための予備実証を実
施。 

・Ｊ-クレジット登録簿システムの改修
を行ったほか、ブロックチェーン技術
を用いたクレジット認証工程の簡素
化の実証実験を行うための準備につ
き検討。 

・引き続きナッジ事業の成果を順次取
りまとめ、日本版ナッジ・ユニット連
絡会議等において報告・公表するとと
もに、諸外国のナッジ・ユニット等と
も情報共有や連携を図り、国際協調の
下、行動に起因する社会課題の解決に
向けた我が国国民の意識変革や行動
変容を推進。【環】 

・引き続き BI-Tech による行動変容モ
デルの構築・実証、効果的で高度な行
動変容を進め、脱炭素型のライフスタ
イルへの転換を促進。また、2022 年
度の予備実証の結果を踏まえて、2023
年度以降はナッジ等の効果の異質性
（地域差・個人差）や持続性（複数年
に及ぶ行動の維持・習慣化）を明らか
にするための大規模実証を順次実施。
【環】 

・引き続きＪ－クレジット制度の電子
化に向けた取組を継続し、J-クレジッ
ト登録簿システムとカーボン・クレジ
ット市場システムとの連携を検討す
るほか、ブロックチェーン技術を用い
たクレジット認証工程の簡素化に向
けた実証実験を実施。【環】 

 
 

                                                      
68 BI-Tech ：Behavioral Insights x Technology。ナッジ等の行動科学の知見（行動インサイト）に基づき、個人/世帯のエネルギー使用実態や

属性情報等のビッグデータをＩｏＴ技術で収集し、ＡＩ技術で解析してパーソナライズしたメッセージにより行動変容を促す。 
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（３）レジリエントで安全・安心な社会の構築 
【あるべき姿とその実現に向けた方向性】 

頻発化・激甚化する自然災害に対し、先端ＩＣＴに加え、人文・社会科学の知見も活用した総合的な防災
力の発揮により、適切な避難行動等による逃げ遅れ被害の最小化、市民生活や経済の早期の復旧・復興が図
られるレジリエントな社会を構築する。これに加えて、必要なインフラの建設・維持管理・更新改良等を効
率的に実施することにより、機能や健全性を確保し、事故や災害のリスクを低減するなど、国土強靱化に係
る科学技術・イノベーションを活用した総合的な取組を推進する。 

さらに、多様化・高度化しつつ刻々と変化を続けるサイバー空間等の新たな領域における攻撃や、新たな
生物学的な脅威から、国民生活及び経済社会の安全・安心を確保する。 

世界的規模での地政学的な環境変化が起き、覇権争いの中核が科学技術・イノベーションとなっている現
況下にあって、科学技術・イノベーションが国家の在り様に与える影響はますます増大するとの認識の下、
産学官が連携し、分野横断的に先端技術の研究開発を推進し、安全・安心で強靱な社会の構築に貢献すると
ともに、国力の根源である重要な情報を守り切る。 

このような、レジリエントで安全・安心な社会を目指すため、様々な脅威に対する総合的な安全保障の実
現を通して、我が国の平和を保ち、国及び国民の安全・安心を確保するために、関係府省庁、産学官が連携
して我が国の高い技術力を結集するとともに、「知る」「育てる」「生かす」「守る」の視点が重要である。す
なわち、「『安全・安心』の実現に向けた科学技術・イノベーションの方向性」69に基づき、いかなる脅威
があるのか、あるいは脅威に対応できる技術を「知る」とともに、必要な技術をどのように「育てる」のか、
育てた技術をどのように社会実装し「生かす」のかを検討し、また、それらの技術について流出を防ぐ「守
る」取組を進める。具体的には、我が国が育てるべき重要技術分野の明確化及び重要技術への重点的な資源
配分を実施するとともに、我が国の技術的優越を確保・維持する観点や、研究開発成果の大量破壊兵器等へ
の転用防止といった観点から、適切な技術流出対策等を着実に実施する。これらにより、我が国にとっての
重要技術を守るとともに、我が国の研究セキュリティを確保し、総合的な安全保障を実現する。 

 
【目標】 
・ 頻発化・激甚化する自然災害、新たな生物学的脅威などの国民生活及び経済社会への様々な脅威に関す

る社会的な不安を低減・払拭し、国民の安全・安心を確保する。 
 
【科学技術・イノベーション政策において目指す主要な数値目標】（主要指標） 
・ 基盤的防災情報流通ネットワークＳＩＰ４D（Shared Information Platform for Disaster Management）

を活用した災害対応が可能な都道府県数：全都道府県（2023年）70 
・ 防災チャットボット71の運用地方公共団体数：100以上（2023年）72 
・ 2025年度目途に府省庁及び主要な地方公共団体・民間企業のインフラデータプラットフォーム間の連

                                                      
69 2020年１月21日統合イノベーション戦略推進会議決定 
70 ＳＩＰ４Ｄと26府県が連接済み、複数県で連接に向けた開発、試験を実施中（2022年度末） 
71 災害時に、ＳＮＳ上で、ＡＩを活用して人間に代わって自動的に被災者と対話するシステム。ＳＩＰ第２期課題「国家レジリエンス（防

災・減災）の強化」（2018年度～2022年度）において研究開発を実施 
72 76自治体（2022年度末） 
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携及び主要他分野とのデータ連携を完了73 
・ 2021年度にサイバーセキュリティ情報を国内で収集・生成・提供するためのシステム基盤を構築、産学

への開放を実施74 
・ 生物学的脅威に対する対応力強化：2021年度より感染症に係る情報集約・分析・提供のためのシステム

を強化し、随時情報集約を実施。2022年度より、研究者の分析に基づくリスクコミュニケーションのた
めの情報を提供75 

・ 新たなシンクタンク機能：2021年度より立ち上げ、2023年度を目途に組織設立76 
 
【現状データ】（参考指標） 
・ 自然災害による死者・行方不明者数：186人（2021年）77 
・ 自然災害による施設関係等被害額：約0.6兆円（2020年）78 
・ 短時間強雨（50ｍｍ/ｈ以上）の年間発生回数：約328回／年（2013年～2022年平均）79 
・ 建設後50年以上経過するインフラの割合 （例）道路橋：約75％（2040年）80 
・ 企業・団体等におけるランサムウェア被害の報告件数：230件（2022年）81 
・ 感染症発生動向調査における感染症患者の報告件数 （例）結核：16,299件（2021年）82 
 
① 頻発化、激甚化する自然災害への対応 

基本計画における具体的な取組 実施状況・現状分析 今後の取組方針 
〇国際的な枠組みを踏まえた地震・津波

等に係る取組も含め、自然災害に対す
る予防、観測・予測、応急対応、復旧・
復興の各プロセスにおいて、気候変動
も考慮した対策水準の高度化に向け
た研究開発や、それに必要な観測体制
の強化や研究施設の整備等を進め、特
に先端ＩＣＴ等を活用したレジリエ
ンスの強化を重点的に実施する。組織
を越えた防災情報の相互流通を担う
ＳＩＰ４Ｄを核とした情報共有シス
テムの都道府県・市町村への展開を図
るとともに、地域の防災力の強化に取
り組むほか、データ統合・解析システ
ム（ＤＩＡＳ）を活用した地球環境ビ
ッグデータの利用による災害対応に
関する様々な場面での意思決定の支
援や、地理空間情報を高度に活用した

・災害情報の広域連携のため、全国の都
道府県防災情報担当者とのオンライ
ン会議等を実施。ＳＩＰ４Ｄと各都道
府県の災害情報システムとの自動連
接は、26 府県において運用段階とな
っており、さらに複数県と連接試験を
実施又は都道府県の災害情報システ
ムをＳＩＰ４Ｄと連接可能になるよ
う開発中。 

・防災チャットボットについてはシス
テムの機能向上を図るとともに、市町
村等で実証実験を実施。2022 年度は
76 の自治体で導入。 

・2022 年８月、福島復興再生特別措置
法（平成 24 年法律第 25 号）に基づく
新産業創出等研究開発基本計画を策
定。同年９月、福島国際研究教育機構
の立地を福島県浪江町とするととも

・ＳＩＰ４Ｄと各都道府県の災害情報
システムとの自動連接について引き
続き、都道府県への働きかけを行うと
ともに、支援施策メニューに係る情報
提供等の取組を推進する。【科技、防
災、デジ、文】 

・防災チャットボットについては引き
続き、市町村等における実災害での活
用等を通して検証を行い、導入自治体
の拡大を目指す。【科技、防災、デジ、
総】 

・2023 年 4 月に設立された福島国際研
究教育機構の研究開発や産業化、人材
育成の取組が加速するよう支援に取
り組む。【復、関係府省】 

・気候変動下での防災・減災対策に向け
て、気候変動対策のインキュベーショ
ン機能を担うデータプラットフォー

                                                      
73 ４か所のデータベース・プラットフォーム間の連携を完了（2022年度末） 
74 企業・大学等の参画組織数 55機関（2022年３月時点） 
75 国立感染症研究所のEOCにて小児原因不明急性肝炎、エムポックス、新型コロナウイルス変異株についての関連情報の集約・分析を実施。

2022年度は、リスク評価報として、小児原因不明急性肝炎を４報、エムポックスを４報、新型コロナウイルス変異株を26報まで作成し、国
立感染症研究所HPで公表。（2022年度末時点） 

76 本格的なシンクタンク設立準備を推進（2023年度から） 
77 内閣府「令和４年版 防災白書」（2022年６月公表） 
78 内閣府「令和４年版 防災白書」（2022年６月公表） 
79 気象庁「気候変動監視レポート2022」（2023年） https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/monitor/index.html 
80 国土交通省「令和４年版 国土交通白書」（2022年６月公表） 
81 警察庁「令和４年におけるサイバー空間をめぐる脅威の情勢等について」（2023年３月16日） 

https://www.npa.go.jp/news/release/2023/20230314002.html 
82 国立感染症研究所「感染症発生動向調査」（2021年）https://www.niid.go.jp/niid/ja/ydata/11528-report-ja2021-10.html 
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取組を関係府省間で連携させる統合
型 G 空間防災・減災システムの構築
を推進する。さらに、産官学民による
災害対応の更なる最適化支援及び自
助・共助・公助の取組に資する国民一
人ひとりとのリスクコミュニケーシ
ョンのための情報システムを充実す
るなど、災害対応のＤＸ化を推進す
る。そのため、ＳＩＰ４Ｄについて、
2021 年度より都道府県災害情報シス
テムとの連接を順次実施する。また、
防災チャットボットについて、2023
年度より市町村及び住民との情報共
有のためのシステムの一部を稼働す
るとともに、更なるシステムの充実に
取り組む。【科技、防災、関係府省、
関係地方公共団体】 

に、福島国際研究教育機構の設置の効
果が広域的に波及するよう取組を進
めることを復興推進会議において決
定。同年 12 月、福島国際研究教育機
構の長期・安定的な運営に必要な施策
の調整を進めるため、「福島国際研究
教育機構に関する関係閣僚会議」の開
催を復興推進会議において決定。 

・ＤＩＡＳのオープンプラットフォー
ム化を進めるため、ＤＩＡＳ解析環境
を利用する共同研究（無償）課題の新
規課題の募集を開始。 

・文部科学省及び気象庁にて、地方公共
団体や民間企業等の取組を促進する
ため、我が国の気候変動適応に資する
予測情報として「気候予測データセッ
ト 2022」をＤＩＡＳを通じて公開。 

・気候変動メカニズムの解明や高精度
な気候変動予測情報の創出等を目的
とした「気候変動予測先端研究プログ
ラム」を 2022 年度から開始。 

・気候変動及び影響の予測や気候関連
財務情報開示タスクフォース（ＴＣＦ
Ｄ）等のコンサルティングサービスを
行っている企業との意見交換・協働の
場である「気候変動リスク産官学連携
ネットワーク」の継続的な活動。 

・気候変動関連データの更なる有効な
提供や利活用等を促進していくため、
データの提供側と利活用側が双方向
で情報・意見交換を行うことを目的と
した「気候変動リスク・機会の評価等
に向けたシナリオ・データ関係機関懇
談会」の開催。 

・第４期地理空間情報活用推進基本計
画（2022 年３月 18 日閣議決定）に基
づき、統合型Ｇ空間防災・減災システ
ムの構築の推進について、府省間およ
び産学官民連携の上、取り組む。 

・大気の３次元観測機能など最新の観
測技術を導入した次期静止気象衛星
について、2029 年度の運用開始に向
け、2023 年に整備に着手。 

・気象庁と総務省が連携して、宇宙開発
利用加速化戦略プログラムにより、次
期静止気象衛星を活用した宇宙環境
モニタリングの技術開発を実施。 

・事前放流の実効性向上等により治水
機能を強化するとともに、洪水後期放
流の活用、非出水期水位の弾力的運用
の導入等を通じた水力発電を促進す
る、ハイブリッドダムの取組を推進。 

・堤防の越水・決壊などの状況や、地域
における浸水状況の速やかな把握の
ため、小型、長寿命かつ低コストで、
流域内に多数の設置が可能な浸水セ
ンサの官民連携による普及拡大に向
けた取組を推進。 

・土砂災害時における初動対応の迅速
化に向け、衛星等を活用した被災状況

ムであるＤＩＡＳの長期的・安定的な
運用、治水対策、サステナブルファイ
ナンス等に向けた科学的知見（高解像
度、高精度な気候変動予測データ・ハ
ザード予測データ）の創出及びその利
活用までを想定した研究開発を一体
的に実施。また、治水対策、サステナ
ブルファイナンス等に向けた気候変
動予測・ハザード予測の利活用に関す
るガイドライン策定に向けた検討を
実施。【文、国】 

・第４期地理空間情報活用推進基本計
画（2022 年３月 18 日閣議決定）に基
づき、統合型Ｇ空間防災・減災システ
ムの構築を推進し、激甚化・頻発化す
る災害からの被害を軽減するため、地
理空間情報を高度に活用した「Ｇ空間
防災技術」の社会実装を推進。【地理
空間、関係府省】 

・大気の３次元観測機能など最新の観
測技術を導入した次期静止気象衛星
について、2029 年度の運用開始に向
け、着実に整備を進める。【国】 

・気象庁と総務省が連携して、宇宙開発
利用加速化戦略プログラムにより、次
期静止気象衛星を活用した宇宙環境
モニタリングの技術開発を実施し、次
期静止気象衛星に搭載する宇宙環境
センサの開発に取り組む。【国】 

・雨量予測の精度向上の取組と併せて、
ダムの操作に必要な流入量を雨量予
測結果からＡＩを活用した予測する
取組を推進し、ＡＩを活用してダム操
作を効果的かつ確実に行うためのダ
ム操作支援ツールの 2025 年度までの
開発を目指す。【国】 

・参加自治体・企業を公募し、小型、長
寿命かつ低コストな浸水センサの実
証実験を実施。併せて、情報を収集す
る仕組みを構築する。2027 年度まで
に約 10,000 個を目標としてセンサを
普及させ、安価な供給を実現し、更な
る普及拡大を図る。【国】 

・土砂移動箇所の自動判読の実証と判
読の迅速化検討による災害対応に関
する体制強化の取組を開始。【国】 

・画像判読による被災規模自動計測ツ
ールの実装等によるＴＥＣ－ＦＯＲ
ＣＥの強化や、デジタル技術を活用し
た災害査定等の推進による災害復旧
のスマート化の取組を推進。【国】 

・リアルタイムハザードマップや高精
度 3 次元図化等の新技術を活用した、
火山噴火緊急減災対策砂防計画にお
ける実施メニューの抽出をワンスト
ップで行うためのツール構築を推進
し、2025 年度からの実装を目指す。
【国】 

・土砂災害の復旧現場等における施工
の安全性・生産性向上、早期復旧の実
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の把握を行うための体制を構築。 
・被災地域の早期復旧を実現するため、

デジタル技術の活用により被災把握
から災害復旧事業の実施に至るまで
の期間を短縮する「スマート災害復
旧」の取組を推進中。 

・自治体等の警戒避難体制への支援の
ため、火山噴火に伴う土砂災害につい
て、緊急時に迅速かつ円滑な初動対応
及び二次災害防止対策等の立案がで
きる体制構築を推進。 

・土砂災害の復旧現場等における施工
の安全性・生産性向上、早期復旧の実
現のため、高速通信技術等を活用した
無人化施工の現場実証試験（除石工）
を推進。 

・デジタル空間上のオープンな実証実
験基盤（流域治水デジタルテストベッ
ド）整備に向けた基盤データの整備等
に着手。 

・近年の被災状況を踏まえ、迅速な災害
覚知と早期復旧を図るため、道路技術
懇談会において、災害時に遠隔で道路
を巡視できる技術を新技術導入促進
計画に位置付けた。 

・災害情報の広域連携のため、全国の都
道府県における防災担当者とのオン
ライン会議を継続。ＳＩＰ４Ｄと各都
道府県の災害情報システムとの自動
連接は、26 府県において運用段階と
なっており、今後も更なる拡大を図
る。このほか、ＳＩＰ４Ｄを活用した
災害情報共有のデータフレームワー
クについて、日本規格協会による規格
化を実現した。 

・降雨予測から市町村において必要と
なる避難者の受け入れ業務の内容と
量を予測して提案するための方法や、
市町村の避難者の受け入れに関する
業務の構造化等についての研究開発
が完了した。 

・近年、激甚化する集中豪雨等による自
然災害の被害低減に資するべく、過去
に観測した膨大なリモートセンシン
グデータの傾向分析に基づくＡＩ等
を活用したデータ圧縮・復元技術を開
発するとともに、気象予測や情報公開
を行う幅広いユーザーニーズに基づ
いた適切なデータ提供技術の確立に
向けた研究開発を実施。 

・防災・減災、国土強靱化のための５か
年加速化対策（2020 年 12 月 11 日閣
議決定）に基づき、地震・津波の観測
体制を強化するため、南海トラフ海底
地震津波観測網の構築を推進した。 

・消防団へのドローン配備・講習の実
施、消防庁と自治体との間における映
像情報共有手段の充実等、データ活用
及び連携を推進。 

現のため、高速通信技術等を活用した
無人化施工について実証実験を推進
し、復旧現場における 2025 年度まで
の実装を目指す。【国】 

・デジタル空間上のオープンな実証実
験基盤（流域治水デジタルテストベッ
ド）整備により、官民連携による避難
行動を促すサービスや洪水予測技術
の開発等を促進。【国】 

・災害時にドローン等により遠隔で管
内を巡視し、職員が現地に赴くことな
く状況把握を可能にする体制機器を
整備し、2026 年度からの実装を目指
す。【国】 

・消防団へのドローン配備・講習の実施
を更に進めるとともに、災害時におけ
る国・自治体間の映像共有手段の充実
を図るため、投稿型の機能を有した
「消防庁映像共有システム」の構築に
取り組む。【総】 

・緊急通報を受けて消防隊等への指令
を行う消防指令システムの高度化等
に向けた環境整備を行う。【総】 

・緊急消防援助隊について、ＤＸの推進
による情報収集、分析など指揮支援体
制の強化を図る。【総】 

・自然現象と社会現象の両面に対する
防災科学技術の特性に鑑み、レジリエ
ントな社会の実現に向け、産学共創の
下、昨年度の研究開発内容に加え、Ｓ
ＩＰ４Ｄを核とした各種情報システ
ムの連接・連動や、衛星・ＩｏＴセン
サ等によって得られる情報の統合、情
報プロダクツの生成・統合・発信等に
ついて、デジタル技術を活用した研究
開発を推進。加えて、シミュレーショ
ンによって地方自治体等の防災実務
の現場を支援するシステムを開発す
るなど、総合知も活用した研究開発を
実施。【文】 

・ＡＩ等を活用したリモートセンシン
グデータの圧縮・復元技術を開発する
とともに、気象予測や情報公開を行う
幅広いユーザーニーズに基づいた適
切なデータ提供技術の確立に向けた
研究開発を引き続き実施。【総】 

・切迫する南海トラフ地震の解明と防
災対策への活用のため、想定震源域の
うち、まだ観測網を設置していない高
知県沖～日向灘において、南海トラフ
海底地震津波観測網の整備・運用を推
進するとともに、海底地殻変動のリア
ルタイム観測の実現に向けた観測装
置の整備を進める。【文】 



62 
 

〇情報共有システムに係る研究基盤を
構築するとともに、人文・社会科学の
知見も活用した防災対策水準の評価
や避難者の行動心理分析、防災におけ
る社会的要請や課題の分析、防災技術
のベンチマーキングなどを踏まえた、
防災研究の全体俯瞰に基づく効率的・
効果的な研究開発投資及び社会実装
の取組を実施する。【科技、防災、関係
府省、関係地方公共団体】 

・次期ＳＩＰの課題候補「スマート防災
ネットワークの構築」のＦＳにおい
て、新たな防災分野の研究開発課題の
検討を実施。その結果、当該課題候補
は 2023 年度開始の次期ＳＩＰ（ＳＩ
Ｐ第３期）の課題として決定。 

・中長期視点から、計画的、戦略的な研
究開発投資のための効果分析手法の
開発及び防災研究におけるニーズと
シーズの把握を実施。 

・次期ＳＩＰ（ＳＩＰ第３期）課題「ス
マート防災ネットワークの構築」にお
いて、現実空間とサイバー空間を高度
に融合させ、先端ＩＣＴ、ＡＩ等を活
用した「災害対応を支える情報収集・
把握の更なる高度化」と「情報分析結
果に基づいた個人・自治体・企業によ
る災害への対応力の強化」に取り組
む。【科技、防災、関係府省、関係地方
公共団体】 

・中長期視点から、計画的、戦略的な研
究開発投資のための効果分析手法の
試行及び研究開発施策立案手法の検
討・試行を実施。【科技、防災、関係府
省、関係地方公共団体】 

 
② デジタル化等による効率的なインフラマネジメント 

基本計画における具体的な取組 実施状況・現状分析 今後の取組方針 
〇国土強靱化に向けた効率的なインフ

ラマネジメントを実現するため、公共
工事における先端技術の実装を進め
るとともに、各管理者におけるインフ
ラデータのデジタル化・３Ｄ化を順次
実施し、それらのデータを利活用する
ためのルール及びプラットフォーム
を整備する。【科技、国、関係府省】 

 

・ＰＲＩＳＭ公募により、公共事業にお
ける先端技術について 2022 年度に計
22 件を現場試行中。これまでの現場
試行を踏まえ、試行技術集として取り
まとめ公表を実施するとともに、全国
的な試行のための要領策定、各種基準
改定を実施。 

・国土交通分野の多種多様なデータベ
ース等と連携するデータ連携基盤で
ある国土交通データプラットフォー
ムの概成。 

・量産品のエンジンを活用したマスプ
ロダクツ型排水ポンプの現場実証に
協力可能な市区町村の公募を行い、実
施市町（６箇所）を決定し、現場実証
に着手。 

・河川管理施設一元監視システムを実
装するための技術資料案を作成。 

・設備管理者がデジタル技術を活用し
た設備管理を行うための手引き案を
作成。 

・中小建設業への普及拡大のため新た
な基準類を整備。 

・ＩｏＴやデジタルツイン等を活用し
て現場全体の効率化を図り、抜本的な
生産性向上を実現する「ＩＣＴ施工
StageⅡ」の実施にむけてＩＣＴ導入
協議会を開催。 

・インフラ維持管理における点検レベ
ルを維持・向上しつつ省力化を図り、
持続可能なインフラメンテナンスを
実現するため、ドローン・衛星等によ
り取得した画像等の解析を活用した
インフラ施設維持管理の取組を推進。 

・ドローンを活用したインフラマネジ
メントを行う上で、耐候性や飛行時間
の短さが効率化の障害となっている。
耐候性を向上させ、長時間の飛行を実
現することにより、一層のインフラマ
ネジメントの効率化を推進。 

・建設現場の生産性向上に向けた i-

・公募による更なる現場試行により、公
共事業における省力化技術等の先端
技術の社会実装に向けた要領策定、各
種基準改定を実施。【国】 

・更なるデータ連携を推進するととも
に、データの利活用拡大に向けて、ユ
ースケースの作成やユーザビリティ・
検索機能の向上に取り組む。【科技、
国】 

・2025 年度中までにマスプロダクツ型
排水ポンプの技術指針案を作成。【国】 

・マスプロダクツ型排水ポンプ（高出力
タイプ）の研究開発を推進。【国】 

・デジタル技術を活用した河川管理施
設の遠隔主操作・自動化について検
討。【科技、国】 

・中小建設業への更なる普及拡大のた
め、基準類を整備するとともに、現場
での試行を通じて各種データの仕様
策定、既存の監督検査に係る基準改定
を実施。【国】 

・河川維持管理、砂防施設管理、海岸線
管理の分野において、ＵＡＶ・衛星に
よる画像取得やＡＩによる画像解析
を活用したインフラ施設管理のため
の手法の構築等を推進。【科技、国】 

・耐候性、長時間航行等にも対応した汎
用性の高いドローンの現場実装に向
けた現場実証を 2023 年度から実施。
【国】 

・「インフラの作り方」、「インフラの使
い方」、「データの活かし方」の変革を
分野網羅的・組織横断的に推進。【国】 

・「全国道路施設点検データベース」を
活用した、道路管理の効率化・高度化
等に寄与するアプリケーションの導
入・活用を促進。【国】 
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Construction の取組を中核に、データ
とデジタル技術を活用して業務・組
織・プロセス等を変革するインフラ分
野のＤＸを推進。 

・全国の防災施設の点検結果等のデー
タを一元的に活用できる環境を構築
するため「全国道路施設点検データベ
ース」を 2022 年度に公表。 

〇インフラ分野での連携型データプラ
ットフォームの構築に向け、2021 年
度までに府省庁及び主要な地方公共
団体・民間企業のデータプラットフォ
ーム間の連携のための環境を整備し、
以降、インフラ管理者間の連携を進め
るとともに、国土強靱化その他の付加
価値創出に向け、防災分野、都市分野、
産業分野等とのデータ連携を実施す
る。【科技、関係府省】 

・次期ＳＩＰ課題候補「スマートインフ
ラマネジメントシステムの構築」のＦ
Ｓにおいて、インフラデータ連携を含
めたデジタル技術の最適化による、イ
ンフラ分野の Society5.0 の社会を実
現するための検討を実施。その結果、
当該課題候補は 2023 年度開始の次期
ＳＩＰ（ＳＩＰ第３期）の課題として
決定。 

・ＳＩＰ第３期課題「スマートインフラ
マネジメントシステムの構築」におい
て、インフラ・建築物の老朽化が進む
中で、リモートセンシングなどによる
インフラモニタリング技術の導入、デ
ジタルデータにより設計から施工、点
検、補修まで一体的な管理を行い、持
続可能で魅力ある国土・都市・地域づ
くりを推進するシステムを構築する
ことをミッションとして、インフラ分
野のデジタルツイン構築を目指す。
【科技、関係府省】 

 
③ 攻撃が多様化・高度化するサイバー空間におけるセキュリティの確保 

基本計画における具体的な取組 実施状況・現状分析 今後の取組方針 
〇サイバー攻撃が多様化・高度化するな

ど、非連続な情勢変化が生じる中にあ
って、そのような変化に追従・適応す
る能力が必要となる。その観点を踏ま
え、攻撃に対する観測・予測・分析・
対処・情報共有等のための研究開発や
体制構築を実施する。具体的には、サ
イバーセキュリティ情報を国内で収
集・生成・提供するためのシステム基
盤を2021年度までに構築し、産学への
開放を進める。加えて、量子コンピュ
ータ時代に対応した高度な暗号技術
等の開発、サプライチェーンリスクへ
対応するための脆弱性や不正機能の
検知といった技術検証等を推進する。
【内閣官房、科技、総、経、関係府省】  

・内閣官房において、不正機能や当該機
能につながりうる未知の脆弱性が存
在の有無に係る技術検証に関し、試行
的検証を含め、技術面での検討調査を
実施した。 

・サイバー・フィジカル・セキュリティ
対策基盤を構成する「信頼の創出・証
明」、「信頼チェーンの構築・流通」、「信
頼チェーンの検証・維持」の技術開発
及び実証実験を実施し事業化への目
処をつけた。一部技術は既に事業化
済。 

・ＣＹＮＥＸの試験運用を実施し、サイ
バー攻撃情報の分析及び当該基盤に
より得た情報を活用したセキュリテ
ィ製品検証環境の構築を実施。また、
当該基盤を活用して、高度なサイバー
攻撃を迅速に検知・分析できる人材の
育成を実施。 

・安全な無線通信サービスのための新世
代暗号技術に関する研究開発を実施。 

・情報セキュリティサービス審査登録制
度に、ＩｏＴ機器などのセキュリティ
検証を行う「機器検証サービス」を追
加し、「情報セキュリティサービス基
準」の改訂を実施。 

・経済安全保障重要技術育成プログラム
において、サプライチェーンセキュリ
ティに関する不正機能検証技術等、サ
イバー領域における先端技術の研究
開発について公募等の作業を進めて
いる。 

・サプライチェーンリスク対応に向け
て、検証の技術動向や諸外国の状況も
踏まえ、不正機能や当該機能につなが
りうる未知の脆弱性が存在しないか
どうかの技術的検証の検討を進める。
【内閣官房】 

・サイバー安全保障分野における対応能
力の向上を図るため、政府機関等のシ
ステムのセキュリティ強化、能動的サ
イバー防御に向けた情報収集・分析能
力強化や体制整備等を進めるととも
に、これらの取組を実現・促進するた
めにＮＩＳＣを発展的に改組し、サイ
バー安全保障分野の政策を一元的に
総合調整する新たな組織を設置する。
【内閣官房】 

・ＣＹＮＥＸについて、引き続きサイバ
ー攻撃情報の分析、当該基盤を活用し
たセキュリティ製品検証及び高度な
人材育成を引き続き実施。また、2023
年度中に本格運用を開始予定。【総】 

・安全な無線通信サービスのための新世
代暗号技術に関する研究開発を引き
続き実施。【総】 

・情報セキュリティサービス審査登録制
度について、登録要件の追加など、制
度の在り方を検討予定。【経】  

・経済安全保障重要技術育成プログラム
において、サプライチェーンセキュリ
ティに関するハードウェア・ソフトウ
ェア等の不正機能検証技術等のサイ
バー領域における先端技術の研究開
発を、経済安全保障推進法に基づく指
定基金協議会を通じた官民の伴走支
援の実施を含め着実に推進する。【内
閣官房、経済安保、科技、文、経】 
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④ 新たな生物学的な脅威への対応 
基本計画における具体的な取組 実施状況・現状分析 今後の取組方針 

〇新たな生物学的な脅威に対して、発生
の早期探知、流行状況の把握と予測、
予防・制御や国民とのリスクコミュニ
ケーション等に係る研究開発を推進
する。具体的には、2021年度より感染
症に係る情報集約・分析・提供のため
のシステムを強化し、随時情報集約を
実施する。また、2022年度より、研究
者の分析に基づくリスクコミュニケ
ーションのための情報を提供する。
【内閣官房、科技、厚、関係府省】 

・国立感染症研究所内にＥＯＣを設置
し、感染症に係る情報集約・分析・提
供及びリスクコミュニケーションに
係る以下の取組を実施。 

・小児の原因不明急性肝炎への対応とし
て関連情報の集約・分析を行い、複数
国で報告されている小児急性肝炎に
ついての感染研リスク評価として公
表（2022年度末時点で第４報まで）。 

・エムポックスへの対応として関連情報
の集約・分析を行い、感染研リスク評
価として公表（2022年度末時点で第４
報まで）。 

・新型コロナウイルス変異株への対応と
して関連情報の集約・分析を行い、感
染研リスク評価として公表（2022年度
末時点で第26報まで）。 

・国立感染症研究所と国立国際医療研究
センターを統合し、感染症等に関する
科学的知見の基盤・拠点等となる新た
な専門家組織として国立健康危機管
理研究機構を創設するための「国立健
康危機管理研究機構法」が第211回国
会で成立。 

・2021年度から開始した取組において、
大規模イベント及び健康危機発生時
（現在進行中）における情報提供等を
継続的に実施しているところであり、
今後についても同取組を維持・継続。
【厚】 

・国立健康危機管理研究機構の創設に向
け、引き続き所要の対応を行う。【厚】 

・新型コロナウイルス感染症のパンデミ
ックへの対応を踏まえ、我が国の感染
症危機管理能力の抜本的強化のため、
2025年度以降に設立される国立健康
危機管理研究機構の中核的機能とな
る感染症危機管理の専門人材の育成、
感染症に関する治験・臨床研究ネット
ワークの構築、感染症に関するインテ
リジェンス機能の強化等について、具
体的な検討を開始する。【厚】 

 
⑤ 宇宙・海洋分野等の安全・安心への脅威への対応 

基本計画における具体的な取組 実施状況・現状分析 今後の取組方針 
〇宇宙分野や海洋分野を含むその他の

安全・安心への脅威に対し、国際的な
連携体制を確保しつつ、先端的な基盤
技術の研究開発や、それぞれの課題に
対応した研究開発と社会実装を実施
する。【内閣官房、科技、宇宙、海洋、
外、文、経、防、関係府省】 

・我が国が有する排他的経済水域内への
アクセス能力を向上し、ＭＤＡの強化
に資するため、7,000ｍ以深対応ＡＵ
Ｖの詳細設計を行い、機器調達・製作
に着手した。ＲＯＶについては、ケー
ブルを用いず大深度化を実現する方
策を検討した。 

・情報収集衛星レーダ7号機を打ち上げ
るなど、準天頂衛星システム、情報収
集衛星、ＳＳＤ衛星、衛星通信等の宇
宙システムの開発・整備を着実に実施
した。 

・経済安全保障重要技術育成プログラム
において、低軌道衛星間光通信の基盤
技術、自律型無人探査機（ＡＵＶ）の
無人・省人による運搬・投入・回収技
術等、宇宙・海洋領域等における先端
技術の研究開発について公募等の作
業を進めている。 

・ＡＵＶ開発においては、これまでの設
計・要素技術開発の成果を活用し、航
行/観測に必要な機器の整備、音響通
信装置の開発及び機体制御に関する
ソフトウェアを開発し、機体を組み上
げ、我が国の海洋状況把握に資する 
7, 000ｍ以深対応ＡＵＶの開発を推進
する。ＲＯＶ開発においては、より効
率的・効果的に船上から超深海の映像
の観察及び試料採取を可能とするこ
とで調査・観測能力を確保することを
目指す。【文】 

・宇宙安全保障のための宇宙システム利
用を抜本的に拡大し、宇宙空間の安全
かつ安定的な利用を確保する。具体的
には、衛星コンステレーションの構築
や情報収集衛星の機能強化、民間衛
星、同盟国・同志国との連携強化等に
よる隙のない情報収集体制の構築、情
報収集衛星10機体制が目指す能力早
期達成、安全保障用通信衛星網の多層
化、衛星コンステに必要な共通技術の
確立、衛星測位機能の強化、ＨＧＶの
対処能力の向上のための技術実証等
のミサイル防衛用宇宙システムに必
要な技術の確立、宇宙システム全体の
機能保証強化、宇宙領域把握（ＳＤＡ）
体制の構築、軌道上サービスを活用し
た衛星のライフサイクル管理等に取
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り組む。【宇宙、関係府省】 
・経済安全保障重要技術育成プログラム

において、低軌道衛星間光通信の基盤
技術、自律型無人探査機（ＡＵＶ）の
無人・省人による運搬・投入・回収技
術、先進センシング技術を用いた海面
から海底に至る空間の観測技術等、宇
宙・海洋領域等における先端技術の研
究開発を、経済安全保障推進法に基づ
く指定基金協議会を通じた官民の伴
走支援の実施を含め着実に推進する。
【内閣官房、経済安保、科技、経、文】 

 
⑥ 安全・安心確保のための「知る」「育てる」「生かす」「守る」取組 

安全・安心の実現のための重要な諸課題に対応し、科学技術の多義性を踏まえつつ、総合的な安全保障の基
盤となる科学技術力を強化するため、分野横断的な取組を実施する。緊急を要する課題については、順次、対
応方針を固め、既存事業との整理等を行いつつ、必要な取組を進める。 

基本計画における具体的な取組 実施状況・現状分析 今後の取組方針 
〇国民生活、社会経済に対する脅威の動

向の監視・観測・予測・分析、国内外
の研究開発動向把握や人文・社会科学
の知見も踏まえた課題分析を行う取
組を充実するため、安全・安心に関す
る新たなシンクタンク機能の体制を
構築し、今後の安全・安心に係る科学
技術戦略や重点的に開発すべき重要
技術等の政策提言を行う。そのため、
2021年度より新たなシンクタンク機
能を立ち上げ、2023年度を目途に組織
を設立し、政策提言を実施する。【内閣
官房、科技、関係府省】 

・2021年度に引き続き、2022年度におい
ても、本格的なシンクタンクの立上げ
に向けた試行事業を政策研究大学院
大学において実施した。 

・一方で、本試行事業において、シンク
タンクの果たすべき役割や設立形態、
人材の確保に関する課題が判明し、シ
ンクタンク機能の本格的な立上げに
向けて更なる検討が必要な状況とな
っている。 

・このため、外部有識者の専門的知識を
活用し、多角的に立ち上げるべきシン
クタンク像を明確化するため「安全・
安心に関するシンクタンク設立準備
検討会」を開催し、シンクタンク設立
に向けて検討を進めた。 

・2023年度以降、「安全・安心に関するシ
ンクタンク設立準備検討会」での検討
を踏まえつつ、経済安全保障推進法83

に基づく調査研究の受託を可能とす
ることも見据えて、本格的なシンクタ
ンク設立準備を進めるとともに、2021
年度及び2022年度の試行事業の成果
を承継し、シンクタンクに引き継ぐた
め継続的な調査・分析等を実施する。
【内閣官房、経済安保、科技、関係府
省】 

〇新たなシンクタンク機能からの政策
提言を踏まえながら、必要に応じ研究
開発プログラムやファンディング等
と連動させて重点的な研究開発につ
なげる仕組みを構築する。明確な社会
実装の目標設定を含む研究開発プロ
グラムのマネジメントを実施する。
【内閣官房、科技、関係府省】 

・経済安全保障重要技術育成プログラム
で支援すべき重要技術を示す研究開
発ビジョン（第一次）を、国家安全保
障会議における審議を経て、2022年９
月、経済安全保障推進会議及び統合イ
ノベーション戦略推進会議で決定し
た。 

・研究開発ビジョン（第一次）に示され
ている支援対象技術を更に具体化し
た研究開発構想を決定。2022年12月、
ＪＳＴ及びＮＥＤＯにおいて、本プロ
グラムとして最初の公募を開始した。 

・2022年度第二次補正予算により新たに
2,500億円が措置され、2021年度補正
予算と合わせて5,000億円規模の予算
を確保しており、先端的な重要技術の
育成に向けた準備を進めているとこ
ろ。 

・最新の技術動向や国際情勢等を踏ま
え、経済安全保障重要技術育成プログ

・経済安全保障重要技術育成プログラム
に関し、2022年度第二次補正で措置さ
れた予算を最大限活用する観点から
検討を進め、次の研究開発ビジョンの
策定を行い、新たに支援対象とするべ
き技術を示す。また、政府で決定した
研究開発ビジョンで示される支援対
象とするべき技術について順次研究
課題の公募・採択等の作業を進めると
ともに、関係省庁と連携し、経済安全
保障推進法に基づく指定基金協議会
を通じた官民の伴走支援の実施を含
め着実に研究開発を推進する。【内閣
官房、経済安保、科技、文、経、関係
省庁】 

・引き続き、経済安全保障重要技術育成
プログラム等の活動を通じ、関係府
省、国研等と意見交換を実施し、新た
な技術の将来的な社会実装のイメー
ジを踏まえた議論を活発に行い、人的

                                                      
83 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律（令和４年法律第 43 号） 
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ラムで支援すべき技術に関する意見
交換を関係府省、国研等と実施した。 

・2023年度機構定員の政府予算におい
て、特定重要技術の育成・活用を含む
経済安全保障の確保に従事する各府
省の体制整備を図るための機構定員
を追加措置した。 

ネットワークの拡大、人材の育成を図
る。【内閣官房、経済安保、科技、文、
経、関係府省】 

〇研究活動の国際化、オープン化に伴
い、利益相反、責務相反、科学技術情
報等の流出等の懸念が顕在化しつつ
ある状況を踏まえ、基礎研究と応用開
発の違いに配慮しつつ、また、国際共
同研究の重要性も考慮に入れながら、
政府としての対応方針を検討し、2021
年に競争的研究費の公募や外国企業
との連携に係る指針等必要となるガ
イドライン等の整備を進める。特に研
究者が有すべき研究の健全性・公正性
（研究インテグリティ）の自律的確保
を支援すべく、国内外の研究コミュニ
ティとも連携して、2021年早期に、政
府としての対応の方向性を定める。こ
れらのガイドライン等については、各
研究機関や研究資金配分機関等の取
組状況を踏まえ、必要に応じて見直
す。【科技、文、経、関係府省】 

・2021年４月に決定された政府の対応方
針に基づき、2021年度及び2022年度に
大学・研究機関等への説明会や海外動
向の調査を実施。また、2022年度に、
大学・研究機関等における研修強化等
の取組状況及び利益相反・責務相反に
関する規程・組織の整備状況並びに研
究資金配分機関等における取組状況
を把握・公表。 

・2022年6月に公表されたＧ7の研究セ
キュリティ・インテグリティの原則の
作成等に我が国が積極的に貢献。 

・研究者、所属機関等へ研究インテグリ
ティの確保に係る対応に関する説明
会・セミナーを実施。 

・2022年5月に、大学・研究機関等に対し
て、研究インテグリティ確保の参考と
なる体制・規程等の具体の取組のプラ
クティス等の周知・連絡を実施。 

・引き続き、大学・研究機関、公的資金
配分機関等の研究インテグリティの
確保に関する取組状況を調査し、現
状・課題・要望等を把握した上で、必
要な措置を検討。【科技、文、経、関係
府省】 

・国際研究協力の相手である諸外国と調
和した研究インテグリティの自律的
な確保の仕組みを構築・維持していく
ために、大学・研究機関への説明会の
実施やＧ7の研究セキュリティ・イン
テグリティワーキンググループへの
共同参画等により研究コミュニティ
との連携を強化。【科技、文、経、関係
府省】 

・Ｇ7議長国として、研究セキュリティ・
インテグリティのベストプラクティ
ス文書、バーチャルアカデミーとツー
ルキットの作成について、Ｇ7での議
論に我が国が積極的に貢献。【科技、
文、経、関係府省】 

・研究者、所属機関等へ研究インテグリ
ティの確保に係る対応に関する説明
会・セミナーを引き続き開催。【科技、
文、経、関係府省】 

・大学・研究機関等における研究インテ
グリティ確保のための体制・規程の整
備等を引き続き促進する。【科技、文、
関係府省】 

〇我が国の技術的優越を確保・維持する
ため、重要技術の明確化、重視する技
術分野への重点的な資源配分、適切な
技術流出対策等を実施する。国際的な
技術流出問題の顕在化といった状況
を踏まえ、グローバルに知の交流促進
を図り、研究力、イノベーション力の
強化を進めることと、総合的な安全保
障を確保することを両立しつつ、多様
な技術流出の実態に応じて段階的か
つ適切な技術流出対策を講ずべく、情
報収集を進めるとともに、制度面も含
めた枠組み・体制の構築について検討
を進める。【内閣官房、科技、関係府省】    

・我が国の技術的優越を確保・維持する
ため、重要技術の明確化、重視する技
術分野への重点的な資源配分、適切な
技術流出対策等を実施する観点から、
以下の施策を講じた。 
① 経済安全保障重要技術育成プロ

グラムで支援すべき重要技術を示
す研究開発ビジョン（第一次）を、
国家安全保障会議における審議を
経て、2022年９月、経済安全保障推
進会議及び統合イノベーション戦
略推進会議で決定した。 

研究開発ビジョン（第一次）に示
されている支援対象技術を更に具
体化した研究 開発構想 を決 定。
2022年12月、ＪＳＴ及びＮＥＤＯ
において、本プログラムとして最初
の公募を開始した。 

2022年度第二次補正予算により
新たに2,500億円が措置され、2021
年度補正予算と合わせて5,000億円
規模の予算を確保しており、先端的
な重要技術の育成に向けた準備を

・我が国の技術的優越を確保・維持する
ため、重要技術の明確化、重視する技
術分野への重点的な資源配分、適切な
技術流出対策等を実施する観点から、
以下の施策を講ずる。【内閣官房、経済
安保、科技、関係府省】 
① 経済安全保障重要技術育成プロ

グラムに関し、2022年度第二次補正
で措置された予算を最大限活用す
る観点から検討を進め、次の研究開
発ビジョンの策定を行い、新たに支
援対象とするべき技術を示す。ま
た、政府で決定した研究開発ビジョ
ン（第一次）で示される支援対象と
するべき技術について順次研究課
題の公募・採択等の作業を進めると
ともに、関係省庁と連携し、経済安
全保障推進法に基づく指定基金協
議会を通じた官民の伴走支援の実
施を含め着実に研究開発を推進す
る。 

➁ 引き続き、官民技術協力の制度に
ついて、協議会の設置をはじめ円滑
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進めているところ。 
➁ 2022年9月に特定重要技術の研究

開発の促進及びその成果の適切な
活用に関する基本指針を閣議決定。
2022年10月には同指針に基づき、経
済安全保障重要技術育成プログラ
ムに関する基金を経済安全保障推
進法上の指定基金に指定。 

③ 特許出願の非公開制度について、
基本指針を閣議決定した。また、シ
ステム整備に必要な経費も2023年
度予算に計上しており、円滑な制度
の施行に向けて準備を進めている。 

④ 2023年度予算において、留学生・
外国人研究者等の受入れ審査強化
に係る体制を整備するため、出入国
在留管理及びビザ発給に係るシス
テムの改修経費を計上。 

⑤ 大学・研究機関・企業等における
内部管理体制の構築・強化を支援す
るため、機微な技術の管理等に関す
る説明会を開催するとともに、専門
人材を派遣し、個別相談等を実施。 

各地域の大学等で形成されてい
る自律的なネットワークの場を活
用して、参加大学等の輸出管理担当
者の実務的な知識や技能レベル向
上を目指した講習会を開催し、大学
等の内部管理体制の底上げ・強化を
支援。 

⑥ 認証を取得するプロセスを簡素
化するため、告示改正を実施。 
技術情報の漏えい防止の取組を新
たに始める事業者を主な対象とし
た自己チェックリストを作成。 
認証取得を目指す事業者等の技術
情報管理体制の構築・強化を支援す
るため、専門人材を派遣。 

⑦ 政府研究開発事業の安全保障貿
易管理の要件化の実施に向けて、要
件化に係る手続を効率化するため、
府省共通研究開発管理システム（e-
Rad）の改修方針を決定。 

⑧ 外為法上の投資審査等について、
担当職員を増員し、執行体制を強化
した。また、審査業務を効率的に実
施するためのＤＢを整備した。 

⑨ 既存の国際輸出管理レジームを
補完するため、機微技術の輸出管理
について、当該レジーム参加国等と
の間で議論を実施。 

⑩ 2022年５月１日、外為法上の「み
なし輸出」管理の運用明確化を施
行。制度説明会、ガイダンスやQ&A
の公表等により、大学・研究機関・
企業等の適切な運用を促進。 

⑪ 関係省庁は、相互に緊密な連携を
保ちつつ、経済安全保障分野を含む
情報収集活動等に当たるとともに、
必要な体制を強化した。 

な実施に向けた準備を進める。 
③ 特許出願の非公開制度について、

政省令の制定や必要なシステム整
備など、円滑な施行に向けた取組を
引き続き進める。 

④ 留学生・外国人研究者等から提出
させた資料等の内容を踏まえ、関係
府省庁と連携を図りながら、引き続
き、慎重かつ厳格な審査を実施す
る。 

留学生・外国人研究者等の受入れ
審査強化の取組に基づく対応を経
て本邦へ入国した者の活動状況等
に関し、出頭を求め、質問をするな
どの調査を行い、技術流出の抑止を
推進する。 

引き続き、関係府省と連携を図り
ながら、留学生・外国人研究者等の
受入れの審査強化に取り組む。 

⑤ 大学・研究機関・企業等における
機微な技術へのアクセス管理、管理
部門の充実や内部管理規程の策定
など内部管理体制が一層強化され
るよう、引き続き説明会の開催や専
門人材の派遣等を実施するととも
に、各地域の大学等で形成されてい
る自律的なネットワークの取組も
活用しつつ、産学官による取組を推
進。政府として、実効性を向上させ
つつ、大学・研究機関・企業等の負
担を軽減するため、必要な意識啓発
と制度面を含めた対応を一層充実。 

⑥ 事業者における技術情報の適切
な管理体制の構築・強化を後押しす
るため、技術情報管理認証制度の普
及啓発や制度・運用改善に係る取組
を推進。 

⑦ 政府研究開発事業から選定した
安全保障貿易管理の要件化の対象
事業において、資金配分先の安全保
障貿易管理体制の構築を要求。要件
化に係る手続の効率化に向けてe-
Radの改修を実施。また、一層の技
術流出防止に向けて対象事業の継
続的な拡大を追求。 

⑧ 引き続き、外為法上の投資審査等
について、政府全体として審査能力
の向上等を図る。 

⑨ 引き続き、既存の国際輸出管理レ
ジームを補完する安全保障貿易管
理上の取組を進める。 

⑩ 引き続き、外為法上の「みなし輸
出」管理の運用明確化について、大
学・研究機関・企業等に対して周知
及び啓発を図り、適切な運用を実
施。 

⑪ 引き続き、経済安全保障に係る情
報の収集・分析・集約・共有に必要
な体制等を強化する。 

・2022年度第二次補正予算等において措
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・経済安全保障推進法に基づき、特定重
要物資のサプライチェーンの強靱化
に係る基本指針を定めるとともに、
2022年末に11の特定重要物資を政令
で指定し、各物資の所管省庁において
取組方針を策定したところ。なお、こ
れらの物資の安定供給確保のための
支援にかかる予算を、2022年度第二次
補正予算等で確保し、民間事業者に対
する支援の申請受付を開始した。 

・経済安全保障推進法の附帯決議や国家
安全保障戦略を踏まえ、セキュリテ
ィ・クリアランスを含む我が国の情報
保全の強化に向けた検討を行ってき
た。2023年2月14日の経済安全保障推
進会議において、総理より、経済安全
保障分野におけるセキュリティ・クリ
アランス制度にかかる有識者会議を
立ち上げ、今後1年程度をめどに、可能
な限り速やかに検討作業を進めるよ
う指示があったところであり、我が国
の情報保全強化に向けて取り組んで
いる。 

・国家安全保障戦略を踏まえ、我が国の
官民の高い技術力を幅広くかつ積極
的に安全保障に活用するために、安全
保障に活用可能な官民の技術力を向
上させ、研究開発等に関する資金及び
情報を政府横断的に活用するための
体制を強化することを検討している。 

置された予算も活用しながら、民間事
業者が作成する特定重要物資等の安
定供給確保のための取組に関する計
画に基づき、生産技術開発、代替物資
開発等の支援を行うことを通じて、特
定重要物資の安定供給確保を図る。
【経済安保、経、厚、農、国】 

・同盟国や同志国等との円滑な協力や産
業界の国際的なビジネスの機会の確
保・拡充にもつなげる観点から、経済
安全保障分野におけるセキュリティ・
クリアランス制度の法整備等に向け
た検討を行う。【内閣官房】 

・総合的な防衛体制の強化に資する科学
技術の研究開発の推進のため、防衛省
の意見を踏まえた研究開発ニーズと
関係府省が有する技術シーズを合致
させるとともに、当該事業を実施して
いくための政府横断的な仕組みの創
設に向けた取組を進める。【内閣官房、
科技、防、関係府省】 

・将来にわたって我が国を守り抜くため
に必要な技術を明らかにした上で、防
衛技術基盤を強化し、必要な技術を必
要な時期に取り入れつつ、迅速かつ着
実な研究開発により技術を確立して
いくことで、我が国の科学技術力を防
衛イノベーションにつなげる。【防】 
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（４）価値共創型の新たな産業を創出する基盤となるイノベーション・エコシステムの形成 
【あるべき姿とその実現に向けた方向性】 

社会のニーズを原動力として課題の解決に挑むスタートアップを次々と生み出し、企業、大学、公的研究
機関等が多様性を確保しつつ相互に連携して価値を共創する新たな産業基盤が構築された社会を目指す。 

このため、都市や地域、社会のニーズを踏まえた大学・国立研究開発法人等の研究開発成果が、スタート
アップや事業会社等とのオープンイノベーションを通して事業化され、新たな付加価値を継続的に創出す
るサイクル（好循環）を形成する。このサイクルが、社会ニーズを駆動力として活発に機能することにより、
世界で通用する製品・サービスを創出する。さらに、事業の成功を通じて得られた資金や、経験を通じて得
られた知見が、人材の育成や事業会社・大学・国立研究開発法人等の共同研究を加速させる。こうして、大
学や国立研究開発法人、事業会社、地方公共団体等が密接につながり、イノベーションを創出するスタート
アップが次々と生まれ、大きく育つエコシステムが形成される。 

このような流れが切れ目なくつながるシステムが都市や地域を核に形成されることによって、社会課題
の解決・社会変革を導くイノベーションが連続的、相互連鎖的に創出される。加えて、スタートアップの世
界展開、世界からの投資の呼び込みの拡大につながる。 

こうしたエコシステムの実現に向け、ニーズプル型のイノベーションの創出を強力に進めるとともに、ス
タートアップ及び事業会社のイノベーション活動が促進されるよう、制度面、政策面での環境整備を進め
る。さらに、大学・国立研究開発法人等の「知」が社会ニーズに生かされるよう、産学官連携による新たな
価値共創の推進やスタートアップ・エコシステム拠点都市の形成を進めるとともに、エコシステムを支える
人材育成に取り組む。 
 
【目標】 
・ 大学や研究開発法人、事業会社、地方公共団体等が密接につながり、社会課題の解決や社会変革へ挑戦

するスタートアップが次々と生まれるエコシステムが形成され、新たな価値が連続的に創出される。 
 
【科学技術・イノベーション政策において目指す主要な数値目標】（主要指標） 
・ ＳＢＩＲ制度 84に基づくスタートアップ等への支出目標：570 億円（2025 年度）85 
・ 官公需法に基づく創業 10 年未満の新規事業者向け契約目標：３％（2025 年度）86 
・ 実践的なアントレプレナーシップ教育プログラムの受講者数：1,200 名（2025 年度）87 
・ 大学等及び国立研究開発法人における民間企業からの共同研究の受入額：2025 年度までに、対 2018 年

度比で約７割増加（2025 年度）88 
・ 分野間でデータを連携・接続する事例を有するスタートアップ・エコシステム拠点都市数の割合：100%

（2025 年） 
・ 企業価値又は時価総額が 10 億ドル以上となる、未上場ベンチャー企業（ユニコーン）又は上場ベンチ

                                                      
84 中小企業等に対する研究開発補助金等の支出機会の増大を図り、その成果の事業化を支援する省庁横断的な制度（ＳＢＩＲ：Small/Startup 

Business Innovation Research）。 
85 2023 年度目標、約 1,066.2 億円 
86 2021 年度実績、1.01％ 
87 2021 年度実績、約 3,100 名 
88 2018 年見込み、約 882 億円。共同研究の受入額の第６期基本計画期間の前半における状況（新型コロナウイルス感染症の影響からの回復の

状況など）を踏まえつつ、必要に応じ数値目標の見直しも検討する。 



70 
 

ャー企業 89創出数：50 社（2025 年度）90 
 
【現状データ】（参考指標） 
・ 大学等スタートアップ創業数：大学等発 244社(2021年度設立)、研究開発型法人発 13社（2018年度設立）

91 
・ ＶＣ等による投資額・投資件数：年間ＶＣ等投資額 3,418億円／1,915件（2021年度）92 
・ 国境を越えた商標出願と特許出願：主要国のうち、人口100万人当たりで商標出願数よりも特許出願数が

相対的に多い国は日本のみ93 
・ 研究者の部門間の流動性：企業から大学等へ転入した研究者数 1,165人、大学等から企業へ転入した研究

者数 220人（2021年度）94 
 
① 社会ニーズに基づくスタートアップ創出・成長の支援 

基本計画における具体的な取組 実施状況・現状分析 今後の取組方針 
〇政府による、ニーズプル型のイノベー

ションの創出を進めるため、2021 年
4 月に施行される新たな日本版ＳＢＩ
Ｒ制度を、関係府省が連携して推進す
る。本制度に基づく研究開発制度を
2021 年度から導入し、政府の支出目
標を設定するとともに、本制度を活用
して開発された製品等を調達し、初期
需要を創出することにより、スタート
アップの創出、成長を強力に支援す
る。【科技、関係府省】  

・2023 年度の支出目標（約 1,066.2 億円
95）の設定等に係る「令和 5 年度特定
新技術補助金等の支出の目標等に関
する方針」を 2023 年６月に閣議決定
（2022 年度の支出目標は約 546 億
円）。 

・指定補助金等の実施について必要な
事項を定める「指定補助金等の交付等
に関する指針」に新たに先端技術分野
の実証フェーズ事業の交付の方法及
び社会実装の推進等に関する事項を
追加し、2023 年６月に閣議決定。 

・「指定補助金等の交付等に関する指
針」に基づき、国立研究開発法人新エ
ネルギー・産業技術総合開発機構から
交付する指定補助金等（研究開発型ス
タートアップ支援事業に係る委託費
及び補助金）の事業を実施。 

・ＳＢＩＲ制度の支援対象に新たに先
端技術分野の実証フェーズを追加し、
スタートアップ等による先端技術分
野の技術実証の成果の社会実装を進
める。 

・スタートアップ育成のための公共調
達の活用促進策として、各省庁の総合
評価落札方式による一般競争入札に
おいて、例えば 1,000 万円以下などの
特定の役務・物資に関する一般競争入
札に限り、スタートアップを対象とし

・2022 年度の支出目標の達成に向けて、
関係府省と連携。その際、旧制度につ
いて挙げられた課題を踏まえた新制
度の適切なＫＰＩを設定し、内閣府を
中心に、関連事業の実施状況の的確な
把握や評価を実施。【科技、関係府省】 

・「指定補助金等の交付等に関する指
針」に基づき実施する指定補助金等に
おいて、政策課題や公共調達ニーズを
踏まえた具体的な研究開発課題を提
示し、関係する研究開発を支援すると
ともに、研究開発が成功した際には、
試験的な導入や政府調達等につなげ
る仕組みを各省連携により構築する
とともに、政府調達を促進するための
措置を実施。【科技、関係府省】 

・引き続き、「指定補助金等の交付等に
関する指針」等に基づき、指定補助金
等の事業を実施し、スタートアップ企
業等による研究開発やその成果の事
業化を促進する。【経】 

・ＳＢＩＲ制度に基づく「指定補助金
等」の対象・規模を抜本的に拡充する
とともに、近年予算措置され今後の支
出が見込まれる研究開発基金等につ
いてもスタートアップの参画促進を
図ることを検討。【科技、関係府省】 

・スタートアップ育成のための公共調
達の活用促進策として、各省庁の総合

                                                      
89 2018 年度当初時点で、創業していない又は創業 10 年未満の企業を対象。 
90 2018 年度から 2025 年度までの目標として、令和２年度革新的事業活動に関する実行計画（2020 年７月 17 日）において設定。2022 年度末

時点、40 社。 
91 文部科学省、内閣府による調査 
92 一般財団法人ベンチャーエンタープライズセンター（ＶＥＣ）「ベンチャー白書2022」 
93 文部科学省科学技術・学術政策研究所「科学技術指標2022」（2022年８月） 
94 総務省「2022年科学技術研究調査結果」（2022年12月） 
95 指定補助金等であり、かつ、スタートアップ等への支援を主目的とした５年間に交付決定を行う基金事業である「中小企業イノベーション
創出推進事業」、「ディープテック・スタートアップ支援事業」の各年按分額を含む。 
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た一般競争入札とすることを検討。 
・「中小企業技術革新制度（ＳＢＩＲ）に

おける研究開発成果の調達手法と同
様の仕組みでの随意契約を高度な新
技術を持った J-Startup 選定企業等と
の間でも可能とすること（規制改革実
施計画（令和４年６月７日閣議決定）」
の具体的な対応案について、第５回 
スタートアップ・イノベーションワー
キング・グループ （2022 年 12 月 1
日）で報告した。 

・スタートアップ・エコシステム拠点都
市の大学等において、学生等が実践的
なアントレプレナーシップ教育やメ
ンター・アクセラレータ等からの起業
に向けた支援を受ける機会の提供を
実施。 

・2022 年度第２次補正予算において、
拠点都市の大学・高等専門学校等に対
し、高校生等を対象に様々なアントレ
プレナーシップ教育プログラムを開
発・試行するための支援を実施。 

・「全国アントレプレナーシップ醸成促
進事業」の一環として、全国の希望す
る大学等を対象に、社会課題の解決に
必要な考え方等を身に着ける「全国ア
ントレプレナーシップ人材育成プロ
グラム」を実施。 

・スタートアップビザ制度における、国
から認定を受けたＶＣ等の民間組織
も確認手続きを行えるようにする緩
和については、2023 年度夏頃の制度
施行を目指し、関係省庁と調整を図
る。 

・「日本オープンイノベーション大賞」
において、オープンイノベーションの
取組で、模範となるようなもの、社会
インパクトの大きいもの、持続可能性
のあるものについて、内閣総理大臣賞
をはじめ担当分野ごとに 17 取組の表
彰を実施等。 

・スタートアップ・エコシステム拠点都
市のスタートアップを中心に、海外ト
ップアクセラレータによるアクセラ
レーションプログラムを実施し、グロ
ーバル市場参入や海外投資家・企業か
らの投資の呼び込みに係る事業戦略
策定、国際的な専門家とのマッチング
等を実施し、国内スタートアップの世
界市場への展開や海外ベンチャーキ
ャピタルからの投資の呼び込みを支
援した。 

・グローバル・スタートアップ・キャン
パス構想の推進に向けて、海外大学と
の連携に向けたフィージビリティス
タディ、先行的な国際共同研究の実施
に向けた準備等を実施。 

・2023 年度予算概算要求で新規要求し
た「スタートアップ特枠」は予算措置
されず、ＰＲＩＳＭを見直したＢＲＩ

評価落札方式による一般競争入札に
おいて、例えば 1,000 万円以下などの
特定の役務・物資に関する一般競争入
札に限り、スタートアップを対象とし
た一般競争入札とすることを推奨し
ていく。【科技、経】 

・高度な新技術を有する等一定の要件
を満たすスタートアップに対し、保有
している入札参加等級よりも上位の
等級の入札への参加資格を与えるこ
とを含む、一般競争入札におけるスタ
ートアップからの新技術及び新サー
ビスの調達を促進するための入札手
法の整備について、2022 年度中に行
った検討を踏まえ、結論を得次第、
2023 年度中に速やかに措置する。【科
技、経】 

・スタートアップ・エコシステム拠点都
市の大学等において、学生等が実践的
なアントレプレナーシップ教育やメ
ンター・アクセラレータ等からの起業
に向けた支援を受ける機会の提供を
引き続き実施。【科技、文、経】 

・2023 年度末までに、大学だけでなく、
民間等のリソースを最大限に活用し
ながら、高校生等を対象に様々な教育
プログラムを開発・試行し、高校生等
にとって効果的なプログラムの検証
及び特定を行うことで、2024 年度以
降は、これらの成果を活用し、教育機
会の拡大及び持続的にプログラムを
実施するための支援を継続して実施
し、2027 年度までに年間 1 万人の小
中高生がアントレプレナーシップ教
育を受講できる環境整備を実施。【科
技、文、経】 

・「全国アントレプレナーシップ醸成促
進事業」を引き続き実施し、全国の希
望する全ての大学等に対してアント
レプレナーシップ教育の受講機会創
出環境の整備に取り組む。【科技、文、
経】 

・スタートアップビザ制度改正につい
て、関係省庁と調整し、国から認定を
受けたＶＣ等の民間組織も確認手続
行えるようにする緩和については
2023 年度夏頃の制度施行を目指す。
また、最長在留期間の延長についても
検討を行う。【法、経】 

・我が国においても、グローバル展開を
加速する更なる起業家コミュニティ
が創出されるよう、規制改革や J-
Startup 制度の拡充、インキュベーシ
ョン施設の整備を含む環境整備を進
める。【経】 

・スタートアップに開かれたディープ
テック分野のスタートアップ向けの
グランド・チャレンジ及び公的部門が
保有するデータを活用したコンテス
ト等の取組を推奨する。【科技、健医、
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ＤＧＥにおける重点課題の一つとし
て、「スタートアップ事業創出」を設
定し、ＳＩＰ等の戦略的な研究開発プ
ログラムの成果を活用したスタート
アップによる事業創出を推進するこ
とになった。 

・米国ではＶＣによる建設テック系ス
タートアップへの投資が盛んであり、
建設分野に特化したスタートアップ
が次々と誕生している一方で、日本国
内のエコシステムは依然として未成
熟であり、ＳＢＩＲ制度において建設
テック系スタートアップに特化した
支援の検討を進めている。 

宇宙、総、文、厚、農、経、国、環】 
・引き続き海外トップアクセラレータ

による海外アクセラレーションプロ
グラムを実施するとともに、海外拠点
都市との連携や国際比較等を通じて、
スタートアップ・エコシステム拠点都
市の機能を強化する取組を進める。
【科技、経】 

・グローバル・スタートアップ・キャン
パス構想の実現に向け、構想の具体化
を内閣官房・内閣府が中心となって関
係省庁が連携して進める。【科技、文、
経】 

・ＢＲＩＤＧＥについては、ＣＳＴＩが
社会課題解決や新事業創出に向けた
重点課題を設定し、ＤＸ化などの政策
転換やスタートアップ事業創出等、各
省庁施策のイノベーション化を推進
する。【科技】 

・建設テック系スタートアップの育成
に向けて、ＳＢＩＲ制度を構成する建
設技術研究開発助成制度において、
2023 年度にＦＳ調査を開始し、2024
年度の技術開発助成を目指す。【国】 

〇社会課題の解決や市場のゲームチェ
ンジをもたらすスタートアップの創
出及び効果的な支援を実現するため、
大学・国立研究開発法人等発ベンチャ
ー創出を促進する環境整備、ベンチャ
ーキャピタルのファンド組成の下支
えや、研究資金配分機関等による大規
模な資金支援（Gap Fund 供給）を実
施する。【文、経】 

・2022 年度第２次補正予算において、
ディープテック・スタートアップによ
る研究開発等を支援する「ディープテ
ック・スタートアップ支援事業」を措
置（2022 年度補正予算額 1,000 億円）。 

・福島ロボットテストフィールド等を
活用した実証がしやすい環境の整備
を実施。 

・ＳＴＡＲＴにおいて、 
①成長性のある大学等発スタートアッ

プ創出力の強化に向けて、民間の事業
化ノウハウを活用しつつ、ポテンシャ
ルの高い大学等の革新的技術の研究
開発支援と事業化の一体的な実施に
向け、計 14 課題を採択し、支援を実
施。 

・2022 年度第２次補正予算において、
メンタリングなどとセットで国際市
場への展開可能性を検証するギャッ
プファンドプログラム創設等による
大学等発の研究成果の事業化に向け
て、約 1,000 億円の基金（大学発新産
業創出基金）を科学技術振興機構に新
設。 

②スタートアップ・エコシステム拠点都
市において自治体・産業界と連携し、
大学等における実践的なアントレプ
レナーシップ教育とギャップファン
ド及び起業支援体制構築等に向け、
2021 年 11 月に３拠点、2022 年 5 月
に追加 4 拠点を採択し、全拠点都市に
対し支援を開始した。また、全拠点都
市に対し、ギャップファンドの充実な
ど事業化に向けた起業活動支援やそ
のための活動の場の整備など、大学等
におけるスタートアップ創出機能の

・「ディープテック・スタートアップ支
援事業」を通じた実用化研究開発、量
産化や、海外展開のための技術実証に
係る支援や事業会社とスタートアッ
プとの連携強化に向けた取組をはじ
めとする事業開発への支援の拡大等
により、事業化に時間や規模の大きな
資金を要するディープテック・スター
トアップの事業成長を後押しするた
めの支援を行う。【経】 

・福島浜通りをスタートアップ創出の
先進地とすべく、引き続き実証の場の
拡充などの実証環境の整備を図ると
ともに呼び込みを強化していく。【経】 

・①ＳＴＡＲＴ事業に加え、2022 年度
第 2 次補正予算において新設する基
金を活用し、国際展開も見据えた成長
性のある大学等発スタートアップ創
出力の強化に向けて、民間の事業化ノ
ウハウを活用しつつ、ポテンシャルの
高い大学等の革新的技術の研究開発
支援と事業化に向けた支援を引き続
き実施。【文】 

・②スタートアップ・エコシステム拠点
都市において、自治体・産業界と連携
し、大学等における実践的なアントレ
プレナーシップ教育とギャップファ
ンド及び起業支援体制構築等に向け
た支援を引き続き実施。【科技、文、
経】 

・2022 年度２次補正予算において新設
する基金を活用し、スタートアップ・
エコシステム拠点都市を中心に、国際
市場への展開可能性を検証するギャ
ップファンドプログラム等により大
学等の研究成果の事業化を支援する
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更なる強化のための増額支援も実施
した。 

・2022 年度第２次補正予算において、
メンタリングなどとセットで国際市
場への展開可能性を検証するギャッ
プファンドプログラム創設等による
大学等発の研究成果の事業化に向け
て、約 1,000 億円の基金（大学発新産
業創出基金）を科学技術振興機構に新
設。 

・2022 年度第２次補正予算において、
拠点都市の大学・高等専門学校等に対
し、高校生等を対象に様々なアントレ
プレナーシップ教育プログラムを開
発・試行するための支援を実施。 

・特定投資家に移行可能な個人の要件
の弾力化を行った（2022 年７月、改
正府令施行）。 

・日本証券業協会において、特定投資家
向け銘柄制度を整備（2022 年７月、
改正規則施行）。 

・東京証券取引所において、東証ベンチ
ャーファンド市場の健全な発展に資
する観点から、上場審査における資産
運用の健全性確保及び投資者に提供
すべき情報拡充等について、規則を整
備（2022 年 12 月、改正規則施行）。 

・証券会社が運営する私設取引システ
ム（ＰＴＳ）において、プロ投資家向
けにも非上場株式の取扱いを可能と
するため、金融商品取引法の関係政令
の改正に向けた検討を進めている。 

・大学が創出した知財の社会実装機会
の最大化及び資金の好循環を達成し
ようとする場合に必要と考えられる、
共同研究成果に係る知財の権利帰属
と実施権限の在り方やライセンス対
価としてのスタートアップの新株予
約権の活用等について示す「大学知財
ガバナンスガイドライン」を、「産学
官連携ガイドライン」の附属資料とし
ての位置付けで 2023 年 3 月に策定・
公表した。 

・大学発スタートアップによる事業化
を予定している大学等が、日本出願を
基礎として海外への特許出願を行う
場合に、その出願費用の助成を行って
いる。 

・日本ＶＣ協会と日本弁理士会との間
で知財戦略専門家マッチングのため
の連携枠組みを構築した。 

・知財専門家をＶＣに試行的に派遣し、
ＶＣを通じたスタートアップへの支
援の効果やＶＣによる支援の在るべ
き姿に関して調査研究を実施。 

・ＩＴ分野においてメンターによる優
秀な若手育成支援事業である「未踏事
業」を実施。 

・ＬＰＳの投資対象の有価証券をトー
クン化した、いわゆるセキュリティト

とともに、地域の中核となる大学等を
中心にスタートアップ・エコシステム
形成に取り組む。【科技、文、経】 

・2023 年度末までに、大学だけでなく、
民間等のリソースを最大限に活用し
ながら、高校生等を対象に様々な教育
プログラムを開発・試行し、高校生等
にとって効果的なプログラムの検証
及び特定を行うことで、2024 年度以
降は、これらの成果を活用し、教育機
会の拡大及び持続的にプログラムを
実施するための支援を継続して実施
し、2027 年度までに年間 1 万人の小
中高生がアントレプレナーシップ教
育を受講できる環境整備を実施。【科
技、文、経】 

・海外の投資家やベンチャーキャピタ
ルを呼び込むための環境整備を実施。
【科技、経】 

・事業会社等の優れた技術・人材の切り
出し（カーブアウト）によるイノベー
ション創出を後押しするため、ＶＣ等
による技術の事業性評価や社外で事
業化する者が行う研究開発等を支援。
また、併せて研究者等と経営人材等と
のマッチングを後押し。【経】 

・大学が創出した知財の社会実装機会
の最大化及び資金の好循環を達成し
ようとする場合に必要と考えられる、
共同研究成果に係る知財の権利帰属
と実施権限の在り方やライセンス対
価としてのスタートアップの新株予
約権の活用等について示す「大学知財
ガバナンスガイドライン」（2023 年 3
月策定・公表）を「産学官連携ガイド
ライン」の附属資料として位置づけた
こと等に伴い、「産学官連携ガイドラ
イン」等を踏まえた体制等の整備を要
件としている国際卓越研究大学制度
との連携や、地域中核・特色ある研究
大学強化促進事業との連携等を通じ、
全国の対象大学に浸透させる。【知財、
科技、文、経】 

・ＪＳＴに新設した大学発新産業創出
基金により、大学発スタートアップ創
出の抜本的強化を進める中で、国際特
許出願支援も強化する。【文】 

・スタートアップにより研究成果の事
業化を図る予定の大学・公的研究機
関・企業等に対して、海外出願及び中
間応答等に必要な費用を補助するこ
とにより、スタートアップが事業実施
に必要な外国における権利取得を促
進する。【経】 

・弁理士・弁護士などの知財専門家をベ
ンチャーキャピタルに派遣し、スター
トアップに対する知財戦略の構築支
援を強化する。また、スタートアップ
のビジネスモデルに沿った知財戦略
を構築するために必要な人材の確保
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ークンも投資対象であることについ
て、ＬＰＳ法上の解釈を明確化し、公
表。 

・2023 年度税制改正において、スター
トアップ・エコシステムの強化のた
め、エンジェル税制、オープンイノベ
ーション促進税制、ストックオプショ
ン税制等について拡充等したところ、
措置された税制について、ＨＰ等にお
いて広報・周知等を実施。 

・2022 年度補正予算において、世界ト
ップレベルの起業家等を育成するた
め、起業等を志す若手人材を５年間 
1,000 人規模で米国などに派遣する
とともに、海外に進出するスタートア
ップのためのビジネス拠点を設立し、
現地でのコミュニティ形成事業等を
通じて海外のスタートアップ・エコシ
ステムとの連携を促進する。また、海
外から国内への起業家・スタートアッ
プ等の呼び込みや、起業家教育の促
進、国内スタートアップ・エコシステ
ムの基盤強化に取り組む。 

について検討する。加えて、スタート
アップ向けの知財ポータルサイトに
おいて、大学関係者向けのウェブペー
ジを新たに作成することで、大学発ス
タートアップの創出拡大に向けた情
報提供を行う。【知財、経】 

・個別の支援が特に必要なスタートア
ップに対し、2024 年度から特許審査
官による審査段階でのプッシュ型支
援を開始すべく、2023 年度中に必要
な検討を行う。【経】 

・「未踏事業」をはじめ、メンターによる
若手人材育成の取組の拡大を行う。
【経】 

・非上場株式の取引活性化に向けた環
境整備の検討を行う。【経、金融】 

・投資事業有限責任組合（ＬＰＳ）につ
いて暗号資産・トークンの投資対象追
加や海外投資比率の要件緩和等の検
討を行う。【経】 

・オープンイノベーション促進税制、エ
ンジェル税制、ストックオプション税
制等について、引き続き広報・周知等
をはじめ活用促進に取り組み、スター
トアップ・エコシステムの強化を図
る。【経】 

・世界トップレベルのスタートアップ、
ＶＣ、アクセラレータ等での研修事業
にて、2023 年度～2027 年度の５年間
で 1,000 人の派遣を確実に実施する。
【経】 

〇スタートアップが大企業と共同研究
等を通じて連携する際に、オープンイ
ノベーションの促進と公正かつ自由
な競争環境の確保の観点から適正な
契約がされるよう、各契約における問
題事例やその具体的改善の方向性や、
独占禁止法上の考え方を整理したガ
イドラインを策定する。【公取、経】 

・公正取引委員会は、「スタートアップ
との事業連携及びスタートアップへ
の出資に関する指針」について、2022
年６月に、公正取引委員会、経済産業
省、特許庁の連名で周知のための「ガ
イドブック」を作成し、地方自治体等
が運営するスタートアップ支援機関
の相談窓口等に「ガイドブック」の配
布を行うとともに、経済団体、弁理士
団体等への説明（計 9 回、758 名参加
(3 月末時点)）を行った。 

・スタートアップ及び連携事業者・出資
者約 1.7 万社に対する書面調査を実施
するとともに、連携事業者・出資者 13
社に対する立入調査を実施し、調査の
結果、上記指針に示している独占禁止
法上の問題につながるおそれがある
事項が見受けられた連携事業者・出資
者（８社・行為 11 件）に対し注意喚
起文書を送付した上で、2022 年 12 月
23 日に調査結果を公表した。 

・大企業がスタートアップに対して自
社の知財・人材等の経営資源を提供す
る活動を促進する内容を充実させる
べく、「スタートアップ起点の価値創
造」型の連携の考え方や事例等を掲載
する「知財・無形資産ガバナンスガイ
ドライン」の改訂を実施。 

・「スタートアップとの事業連携及びス
タートアップへの出資に関する指針」
に関しては、大企業に対しては経済団
体等への説明を継続するとともに、ス
タートアップに対しては地方自治体
等が運営するスタートアップ支援機
関のインキュベータ等向けの周知や、
当該機関が開催するスタートアップ
向けのイベントへの参加や講演など
により、個別のスタートアップに届く
ような周知を行う。【公取、経】 

・当該改訂版「知財・無形資産ガバナン
スガイドライン」の考え方や事例をセ
ミナー等を通じて企業に浸透させて
いく。【知財、経】 

〇大学等発スタートアップやその連携 ・スタートアップ・エコシステム拠点都 ・引き続き大学等発スタートアップや



75 
 

先企業について、適切な協力関係が構
築できているか、継続的な実態把握を
行う。【科技、経】 

市推進協議会ワーキンググループ等
を通じ、実態把握を進めた。 

その連携先企業の協力関係の実態把
握を行う。【科技、経】 

〇スタートアップの経営課題を踏まえ
た経営人材の要件を整理すること等
を通じて、経営人材の不足により成長
を阻害されている有望なスタートア
ップに経営人材候補者が転職するこ
とが容易となる環境を創出する。【経】 

・ＶＣ等が経営人材を発掘・育成し、大
学等の優れた技術シーズや大学発ス
タートアップとのマッチング等を行
うための取組を支援する「研究開発型
スタートアップの起業・経営人材確保
等支援事業」（19.9 億円の内数）を
2023 年度当初予算に計上。 

・「研究開発型スタートアップの起業・
経営人材確保等支援事業」（19.9 億円
の内数）を開始し、着実に実施。【経】 

〇スタートアップ支援を行う政府関係
機関が連携し、技術シーズを生かして
事業化等に取り組むスタートアップ
や、創業を目指す研究者・アントレプ
レナーなどの人材を継続的に支援す
る。【経、関係府省】       

・政府系機関によるスタートアップ支
援機関連携協定（Plus）において、2022
年 11 月に９機関から 16 機関に参加
機関追加。参加機関間での勉強会を月
に１～２回開催し、ＮＥＤＯが開催す
るＳＳＡ（スタートアップを外部から
支援する人材育成のプログラム）への
参加機関担当者の参加を促進する等、
連携のための取組を行っている。 

・地域の活性化を加速化し、地域から全
国へとボトムアップの成長に向け、事
業立ち上げの各段階に応じて支援す
るローカルスタートアップ支援制度
を 2023 年度から創設。 

・2023 年４月に開催する参加機関によ
る定例会においてオブザーバー機関
を追加すべく、各省・各機関と調整す
る。また、参加機関同士の連携内容・
取組を充実させる。【経】 

・ローカルスタートアップ支援制度の
周知・普及に努め、地方公共団体や地
域金融機関等と連携しつつ、地域での
スタートアップを幅広く支援。【総】 

 
② 企業のイノベーション活動の促進 

基本計画における具体的な取組 実施状況・現状分析 今後の取組方針 
〇イノベーション経営 96に挑戦する企

業が資本市場等から評価されるよう、
ISO56002:201997や「日本企業におけ
る価値創造マネジメントに関する行
動指針 98」等を踏まえた銘柄化の制度
設計を実施する。また、研究開発に係
るファンディングにおいて、当該行動
指針や産学官連携ガイドライン 99等
を踏まえた企業の取組状況を勘案し
た審査を順次実施する。【経】 

・認証規格であるＩＳＯ56001 の策定
を、国内審議委員会を 2021 年 4 月か
ら開催しながら進行中。 

・2022 年度においても「官民による若
手研究者発掘支援事業」新規採択（131
件）の審査の際に、「産学官連携ガイ
ドライン」の実行状況を参考にした。 

・「産学融合先導モデル拠点創出プログ
ラム」においても、新規採択に向けた
審査の際に、「産学官連携ガイドライ
ン」の実行状況を参考とした。 

・引き続き、イノベーション経営に関す
る認証規格であるＩＳＯ56001 の策
定に向けた動向等を踏まえつつ検討
する。（策定は 2024 年中を目標）【経】 

・引き続き「官民による若手研究者発掘
支援事業」の採択においては、「産学
官連携ガイドライン」の実行状況を審
査の参考とする。【経】 

○欧米企業での社外人材が活躍するダ
イバーシティの状況や、世界各国・企
業の取組、2020 年度に実施した過去
の研究開発事業の分析結果等を踏ま
え、研究開発事業について、リニア型
ではなく、新たに生じた社会課題等に
応じて柔軟に研究開発を進める新た
な政策手法の構築を図る。【経】 

・研究開発事業全体のプラットフォー
ム化に向け、政策評価基本計画に基づ
き定める政策評価の枠組みを活用す
る方向で検討中。 

・研究開発事業の事前評価について
2023 年度要求では 2022 年 5 月に前
倒しして実施。 

・経済産業省大臣官房先端テクノロジ
ー戦略室を立ち上げ、量子・ＡＩにつ
いて技術の最新状況について分析し、
産業構造審議会新機軸部会で報告。Ｎ
ＥＤＯ技術戦略研究センターにおい
て、先端テクノロジー戦略室のテーマ

・新しい政策体系の議論と緊密に連携
し、研究開発プロジェクトを政策単位
に束ねて編成する。【経】 

・2024 年度要求以降の研究開発事業の
事前評価については当該要求年度の 4
月末までに、中間・終了時評価につい
ては当該要求年度の 7 月末までに実
施予定。【経】 

・先端テック室を軸として、下記①～③
の方向で先端技術のインテリジェン
ス機能の強化を図る。【経】 

①ＮＥＤＯ及び産総研を含め、経産省先
端テクノロジー戦略室の技術情報等

                                                      
96 組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、イノベーションをおこしやすくするための経営。ただし、イノベーションを創出する活動に対

して、必要なリソース（予算・人等）を配置し、事業化するための体制が構築されていることが前提となる。 
97 イノベーション・マネジメントシステムに関する国際規格(2019 年 7 月) 
98 2019 年 10 月４日経済産業省及びイノベーション 100 委員会 
99 産学官連携による共同研究強化のためのガイドライン【追補版】（2020 年 6 月） 
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に応じたアジャイルチームを立ち上
げ、国内外の技術、市場、政策動向に
ついて情報収集を行いエビデンスを
提供。 

・2022 年度「ＮＥＤＯ Supply Chain 
Data Challenge」「次世代人工知能・ロ
ボットの中核となるインテグレート
技術開発事業」において懸賞金型事業
を実施。 

・ＮＥＤＯ事業における交付金インセ
ンティブ制度を策定。 

・ＡＩ分野におけるテックコミュニテ
ィの構築に向け、今後のあるべき体制
や巻き込むべきプレーヤー等に関す
る分析調査を実施。これらを踏まえ
て、テックコミュニティ機能の発現に
向けて関係機関等と調整中。 

・2023 年度の省内向け研究開発予算編
成方針において、複数の技術方式が想
定される場合には、ステージゲート方
式を徹底導入することを明確化。 

・ディープテック・スタートアップ支援
事業の中で、2022 年度事業を拡充す
る形でＳＢＩＲ指定補助金に係る事
業を実施予定。また、2023 年度から
始まるＮＥＤＯ第 5 期中長期目標に
おいて、新規採択額に占める中堅・中
小・スタートアップの比率を現行の
20%以上から 30%に引き上げる。 

の収集・分析体制を構築 
②有識者ヒアリングを進めると同時に、

海外の先端テクノロジーのネットワ
ークと繋がる仕組みを検討し、一次情
報を収集するためのネットワークを
構築 

③国として研究開発を適時適切に実行
する上で必要な情報分析の実施 

・2023 年度新産業・革新技術創出に向
けた先導研究プログラムにおいて、コ
ンテスト形式による懸賞金型の研究
開発方式の導入を試行的に実施予定。
【経】 

・インセンティブ制度について、2023 年
度以降の新規研究開発事業を対象に、
広く適用する。【経】 

・2022 年度中に、ＡＩ分野におけるテ
ックコミュニティについて取組内容・
実施体制を決定し、2023 年度から実
運用を開始し、イベントや研究開発・
技術情報等を発信する。【経】 

・2023 年度新規事業である量子・ＡＩ
ハイブリッド技術のサイバ－・フィジ
カル開発事業において、あらかじめ絞
り込みの考え方・通過件数等を設定し
たステージゲート方式を導入。引き続
き、同方式の他事業への適用・展開を
進める。【経】 

・ディープテック・スタートアップ支援
基金を造成し、ＳＢＩＲ指定補助金に
係る事業を早期に開始予定。ＮＥＤＯ
は 2023 年度以降、第 5 期中長期目標
に従い業務に取り組み、数値目標の引
き上げを踏まえ、ＮＥＤＯ事業への中
堅・中小・スタートアップの参画を更
に促す。【経】 

〇オープンでアジャイルなイノベーシ
ョンの創出に不可欠なオープンソー
スソフトウエア（ＯＳＳ100）に関する
経営上の重要性（価値・リスク）の理
解促進と、ＯＳＳの活用に対する意識
向上に向けた普及啓発 101を実施する。
【知財】 

・企業関係者が集う日本知的財産協会
主催の研修会（2023 年 1 月実施）で
民間企業における実際の取組事例の
紹介を含むパネルディスカッション
を開催し、ＯＳＳの理解促進、普及啓
発に係る活動を実施。 

・日本知的財産協会等におけるＯＳＳ
の活用に対する意識向上に向けた普
及啓発活動を把握し、必要に応じて連
携して活動を推進。【知財】 

〇企業における研究開発期間などの詳
細な研究開発動向を把握するための
統計整備の方法について、2024 年度
までに検討し、結論を得る。【科技、
総、経】       

・引き続き、外部有識者及び関係府省を
交えて検討。企業の詳細な研究開発動
向の把握に関する先行調査の実施状
況及び把握事項の定義等を確認・検
討。 

・2024 年度までに検討し、結論を得る
ことを目途とし、引き続き有識者・関
係府省を交えて検討を進める。【科技、
総、経】 

 
 
 
 

                                                      
100 ＯＳＳ：Open Source Software。ソフトウェアの作成者がソースコードを無償で公開し、利用や改変、再配布が所定の条件の下に許可され

ているもの。 
101 「デジタル化、ＩｏＴ化時代におけるオープンソースソフトウェアに係る知財リスク等に関する調査研究」（2020 年４月、特許庁）取りま

とめ結果等を活用。 
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③ 産学官連携による新たな価値共創の推進 
基本計画における具体的な取組 実施状況・現状分析 今後の取組方針 

〇大学・国立研究開発法人等が有するイ
ノベーションの源泉である知と社会
ニーズとのマッチングを加速化する
ため、産学官共同研究の推進や、若手
研究者と産業界とのマッチングを強
化する。【科技、文、経】 

・2022 年度においては、「官民による若
手研究者発掘支援事業」で 131 件の新
規採択をするとともに、既存採択の研
究者を継続支援。 

・加えて、スタートアップ課題解決支援
型として若手研究者とスタートアッ
プとの共同研究を支援すべく公募を
開始。 

・「産業界における博士人材の処遇向上
に関する調査」において、国内外の産
業界における博士人材の活躍・活用に
係る好事例等の調査を実施。 

・「研究成果最適展開支援プログラム
（Ａ－ＳＴＥＰ）」において、2022 年
度予算により、大学などの個々の研究
者が創出した成果を産学が共同で実
用化に向けた研究開発を行うための
研究開発課題（トライアウト 160 課
題、 産学共同（育成型）45 課題、産
学共同（本格型）18 課題）を採択し、
産学連携に取り組む研究者を支援す
るとともに、地域において強いネット
ワークを持つコーディネーター人材
等によるマッチング支援を行った。な
お、さらに大学等の研究成果の事業化
を促進していく観点から、2022 年度
２次補正で措置された大学発新産業
創出基金を用いて、スタートアップ創
出も視野に入れた、実用化の可能性検
証を実施予定。 

・開放特許情報の民間へのデータ提供
の在り方（データ提供のフォーマッ
ト、提供形態など）等について調査研
究を実施した。 

・今後の特許情報に係る官民データ共
有の在り方を検討するため、知財エコ
システムに関係する各ステークホル
ダの課題や要望について議論を行う
ためのワークショップを実施する調
査研究を実施した。 

・産業構造審議会知的財産分科会特許
制度小委員会において、ライセンス促
進策に関して検討した。 

・引き続き、若手研究者の研究シーズの
社会実装と高度人材の創出に向け、
「官民による若手研究者発掘支援事
業」を実施するとともに、若手研究者
とスタートアップとのマッチングや
共同研究を通じた事業化を拡充する。
【科技、文、経】 

・博士人材の産業界への入職経路多様
化に向けて、引き続き調査等を行う。
【科技、文、経】 

・「研究成果最適展開支援プログラム
（Ａ－ＳＴＥＰ）」において、引き続
き産学官共同研究の推進や、研究者と
産業界とのマッチングを進めるため
に、技術開発の国家間競争の激化や社
会課題への機動的な対応が可能とな
るよう研究成果を効果的に社会実装
に結び付けていくための改善に取り
組む。【文】 

・開放特許情報データベースにおいて
検索可能な形式で提供している企業、
大学、研究機関等の開放特許情報を、
民間の事業者等が一括して取得でき
るようにすることを検討し、あわせ
て、開放特許情報データベースの効率
的な登録方法や活用可能性を上げる
ためのヒント、活用例等を盛り込んだ
マニュアルの作成・公表を検討する。
また、開放意図のある特許の情報を利
活用したマッチング事業などを通じ
て、開放意図のある特許のライセンス
を受けた事業化を支援する。【知財、
経】 

〇2020 年 6 月に産学官連携ガイドライ
ンにおいて取りまとめた、大学等・産
業界における課題と処方箋について、
大学等・産業界等への周知を通して産
学官連携における新たな価値創造を
推進するとともに、人材、知、資金の
好循環をもたらす産学官連携を推進
するための研究開発事業において、産
学官連携ガイドラインを踏まえた大
学等や企業の取組の状況を勘案した
審査を推進する。【科技、文、経】 

・「共創の場形成支援プログラム（ＣＯ
Ｉ－ＮＥＸＴ）」の採択において、「産
学官連携ガイドライン」の実行状況を
審査の参考とした。 

・2022 年度においても「官民による若
手研究者発掘支援事業」新規採択（131
件）の審査の際に、「産学官連携ガイ
ドライン」の実行状況を参考にした。 

・「産学融合先導モデル拠点創出プログ
ラム」においても、新規採択に向けた
審査の際に、「産学官連携ガイドライ
ン」の実行状況を参考とした。 

・大学が創出した知財の社会実装機会
の最大化及び資金の好循環を達成し

・引き続き「官民による若手研究者発掘
支援事業」及び「共創の場形成支援プ
ログラム（ＣＯＩ－ＮＥＸＴ）」の採
択においては、「産学官連携ガイドラ
イン」の実行状況を審査の参考とす
る。【科技、文、経】 

・ＪＳＴに新設した大学発新産業創出
基金により、大学発スタートアップ創
出の抜本的強化を進める中で、国際特
許出願支援も強化する。【文】 

・スタートアップにより研究成果の事
業化を図る予定の大学・公的研究機
関・企業等に対して、海外出願及び中
間応答等に必要な費用を補助するこ
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ようとする場合に必要と考えられる、
共同研究成果に係る知財の権利帰属
と実施権限の在り方やライセンス対
価としてのスタートアップの新株予
約権の活用等について示す「大学知財
ガバナンスガイドライン」を、「産学
官連携ガイドライン」の附属資料とし
ての位置づけで 2023 年 3 月に策定・
公表した。（再掲） 

とにより、スタートアップが事業実施
に必要な外国における権利取得を促
進する。【経】 

・大学が創出した知財の社会実装機会
の最大化及び資金の好循環を達成し
ようとする場合に必要と考えられる、
共同研究成果に係る知財の権利帰属
と実施権限の在り方やライセンス対
価としてのスタートアップの新株予
約権の活用等について示す「大学知財
ガバナンスガイドライン」（2023 年 3
月策定・公表）を「産学官連携ガイド
ライン」の附属資料として位置づけた
こと等に伴い、「産学官連携ガイドラ
イン」等を踏まえた体制等の整備を要
件としている国際卓越研究大学制度
との連携や、地域中核・特色ある研究
大学強化促進事業との連携等を通じ、
全国の対象大学に浸透させる。（再掲）
【知財、科技、文、経】 

〇持続的な産学官連携プロジェクトの
組成や事業の高度化を支援するマネ
ジメント体制の構築、多様なステーク
ホルダーによる共創の場となるオー
プンイノベーション拠点の整備等を
推進し、大学、国立研究開発法人、研
究機関、企業等の連携を後押しする。
【科技、文、経】 

・「産学融合先導モデル拠点創出プログ
ラム」において 2021 年度までに採択
した 3 拠点について、大学、国立研究
開発法人、研究機関、企業等の連携支
援を実施。 

・地域の中核となる大学や特定分野に
強みを持つ大学に対する、更なる支援
の拡充に向けた「量的拡大」と、目指
すべき大学像の明確化や各府省の事
業間の連携強化など「質的拡充」を図
るべく、2023 年 2 月に「地域中核・
特色ある研究大学総合振興パッケー
ジ」の改定を実施。 

・2020 年度から開始した「共創の場形
成支援プログラム」において、2022 年
度には、新たに 21 拠点の採択を行う
など、支援を拡充（2021 年度採択：17
拠点、2022 年度採択：21 拠点）。 

・2022 年度においては、2021 年度補正
予算「地域中核大学の産学融合拠点の
整備」で、採択した 8 件の大学等に産
学融合施設等の整備を支援。 

・加えて、2022 年度補正予算「地域の中
核大学等のインキュベーション・産学
融合拠点の整備」でも、大学等におけ
る産学融合施設等の整備を支援すべ
く公募を実施し、8 件の拠点を採択。 

・先進技術を早期に発掘、育成し技術成
熟度を上げ、迅速かつ柔軟に装備品の
研究開発へ橋渡しし、技術の実用化へ
つなげていくための橋渡し研究を実
施。 

・2023 年２月に改定された地域中核・
特色ある研究大学総合振興パッケー
ジを踏まえ、関係府省との連携強化を
図りつつ、持続的な産学官連携プロジ
ェクトの組成や事業の高度化を支援
するマネジメント体制の構築や、多様
なステークホルダーによる共創の場
となるオープンイノベーション拠点
の整備等を推進し、大学、国立研究開
発法人、研究機関、企業、地方公共団
体等の連携を後押しする。【科技、文、
経】 

・引き続き、「産学融合先導モデル拠点
創出プログラム」において採択した 3
拠点について、大学、国立研究開発法
人、研究機関、企業等の連携支援を実
施するとともに、大学等におけるスタ
ートアップ創出に向けて、大学等にお
けるインキュベーション施設や産学
融合施設の整備等を支援する。【科技、
文、経】 

・スタートアップ企業等の研究成果で
安全保障に資する可能性がある技術
シーズを効果的に見つけだし、防衛産
業が早期に実装に反映できるような
マッチングシステムを構築していく
ことを検討。【防】 
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④ 世界に比肩するスタートアップ・エコシステム拠点の形成 
基本計画における具体的な取組 実施状況・現状分析 今後の取組方針 

〇スタートアップ・エコシステム拠点都
市の独自の取組を後押しし、世界に比
肩する自律的なスタートアップ・エコ
システムを形成する。このため、拠点
都市に対し、大学等におけるスタート
アップ創出の活性化、海外市場への参
入も視野に入れたアクセラレータ機
能や Gap Fund の強化、分野間でデー
タを連携する基盤への接続に関する
周知啓発、スマートシティ事業との連
携等の官民による集中的な支援を行
う。【科技、文、経】 

・スタートアップ・エコシステム拠点都
市のスタートアップを中心に、海外ト
ップアクセラレータによるアクセラ
レーションプログラムを実施し、グロ
ーバル市場参入や海外投資家・企業か
らの投資の呼び込みに係る事業戦略
策定、国際的な専門家とのマッチング
等を実施し、国内スタートアップの世
界市場への展開や海外ベンチャーキ
ャピタルからの投資の呼び込みを支
援した。 

・スタートアップ・エコシステム拠点都
市推進協議会アントレプレナーシッ
プ教育ワーキンググループを 2023 年
3 月に開催し、拠点間連携、大学等と
の連携の強化に向け、議論を実施予
定。 

・スタートアップ・エコシステム拠点都
市において自治体・産業界と連携し、
大学等における実践的なアントレプ
レナーシップ教育とギャップファン
ド及び起業支援体制構築等に向け、
2021 年 11 月に３拠点、2022 年 5 月
に追加 4 拠点を採択し、全拠点都市に
対し支援を開始した。また、全拠点都
市に対し、ギャップファンドの充実な
ど事業化に向けた起業活動支援やそ
のための活動の場の整備など、大学等
におけるスタートアップ創出機能の
更なる強化のための増額支援も実施
した。 

・2022 年度第２次補正予算において、
メンタリングなどとセットで国際市
場への展開可能性を検証するギャッ
プファンドプログラム創設等による
大学等発の研究成果の事業化に向け
て、約 1,000 億円の基金（大学発新産
業創出基金）を科学技術振興機構に新
設。 

・2022 年度第２次補正予算において、
拠点都市の大学・高等専門学校等に対
し、高校生等を対象に様々なアントレ
プレナーシップ教育プログラムを開
発・試行するための支援を実施予定。 

・世界と伍する研究大学の在り方につ
いて、2022 年２月に最終まとめがＣ
ＳＴＩ本会議で決定。「国際卓越研究
大学の研究及び研究成果の活用のた
めの体制の強化に関する法律」が第
208 回国会で成立。国際卓越研究大学
法に基づき、制度の意義・目標・認定
等の基本的な事項を定める基本方針
を 2022 年 11 月に決定し、同年 12 月
から 2023 年 3 月まで、国際卓越研究
大学の公募を行い、10 大学からの申
請を受け付けた。 

・地域の中核となる大学や特定分野に

・引き続き海外トップアクセラレータ
による海外アクセラレーションプロ
グラムを実施するとともに、海外拠点
都市との連携や国際比較等を通じて、
スタートアップ・エコシステム拠点都
市の機能を強化する取組を進める。
（再掲）【科技、経】 

・スタートアップ・エコシステム拠点都
市推進協議会アントレプレナーシッ
プ教育ワーキンググループを引き続
き開催し、拠点間連携、大学等との連
携の強化に向け、議論を実施。【科技、
文、経】 

・スタートアップ・エコシステム拠点都
市において、自治体・産業界と連携し、
大学等における実践的なアントレプ
レナーシップ教育とギャップファン
ド及び起業支援体制構築等に向けた
支援を引き続き実施。【科技、文、経】 

・2022 年度２次補正予算において新設
する大学発新産業創出基金を活用し、
スタートアップ・エコシステム拠点都
市を中心に、国際市場への展開可能性
を検証するギャップファンドプログ
ラム等により大学等発の研究成果の
事業化を支援するとともに、地域の中
核となる大学等を中心にスタートア
ップ・エコシステム形成に取り組む。
【科技、文、経】 

・2023 年度末までに、大学だけでなく、
民間等のリソースを最大限に活用し
ながら、高校生等を対象に様々な教育
プログラムを開発・試行し、高校生等
にとって効果的なプログラムの検証
及び特定を行うことで、2024 年度以
降は、これらの成果を活用し、教育機
会の拡大及び持続的にプログラムを
実施するための支援を継続して実施
し、2027 年度までに年間 1 万人の小
中高生がアントレプレナーシップ教
育を受講できる環境整備を実施。【科
技、文、経】 

・世界水準の研究環境、若手研究者の活
躍の実現のため、産業界等から大学へ
の資金投入拡大も含めた事業・財務戦
略、マネジメント体制の確立などの大
学の確かな変革が実現されるよう、
2024 年度以降の支援開始に向けて、
段階的に支援対象大学候補を選定す
る。なお、支援対象となる国際卓越研
究大学の選定は、これまでの実績や蓄
積のみで判断するのではなく、世界最
高水準の研究大学の実現に向けた「変
革」への意思（ビジョン）とコミット
メントの提示に基づき実施する。【科
技、文】 

・改定された地域中核・特色ある研究大
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強みを持つ大学に対する、更なる支援
の拡充に向けた「量的拡大」と、目指
すべき大学像の明確化や各府省の事
業間の連携強化など「質的拡充」を図
るべく、2023 年２月に「地域中核・特
色ある研究大学総合振興パッケージ」
の改定を実施。 

・文部科学省において、強みや特色ある
研究力を核とした経営戦略の下、他大
学との戦略的な連携も図りつつ、研究
活動の国際展開や社会実装の加速・レ
ベルアップを実現できる環境整備を
支援する事業として、「地域中核・特
色ある研究大学強化促進事業」を基金
により創設。 

・グローバル・スタートアップ・キャン
パス構想の推進に向けて、海外大学と
の連携に向けたフィージビリティス
タディ、先行的な国際共同研究の実施
に向けた準備等を実施。 

・必要となる建物の建設に向け、基本計
画作成等を事業者の公募準備を実施。 

・先行的な国際共同研究の実施に向け、
基金を設置。 

・スタートアップ育成５か年計画の策
定がされたことを踏まえて、関係省庁
よりヒアリングを行い方向性につい
て検討中。 

・2022 年度第２次補正予算において、
ディープテック・スタートアップによ
る研究開発等を支援する「ディープテ
ック・スタートアップ支援事業」を措
置（2022 年度補正予算額 1,000 億円）。 

学総合振興パッケージを着実に推進
することで、多様な大学が、戦略的な
経営の展開を通じて自身の強みや特
色を発揮し、研究力向上や人材育成等
により新たな価値を創出するととも
に、社会との協働により人文・社会科
学も含めたあらゆる知見を総合的に
活用し、成長の駆動力としてグローバ
ル課題の解決や社会変革を牽引する
ことを促す。【科技、文】 

・グローバル・スタートアップ・キャン
パス構想の実現に向け、構想の具体化
を内閣官房・内閣府が中心となって関
係省庁が連携して進める。（再掲）【科
技、文、経】 

・海外の投資家やベンチャーキャピタ
ルを呼び込むための環境整備。（再掲）
【科技、経】 

・事業化に時間や規模の大きな資金を
要するディープテック・スタートアッ
プの事業成長を後押しするため、「デ
ィープテック・スタートアップ支援事
業」を通じて、実用化に向けた研究開
発、量産化や海外展開のための技術実
証に係る支援を行う。【経】 

・オープンイノベーション促進税制、エ
ンジェル税制、ストックオプション税
制等について、引き続き広報・周知等
をはじめ活用促進に取り組み、スター
トアップ・エコシステムの強化を図
る。（再掲）【経】 

 
⑤ 挑戦する人材の輩出 

基本計画における具体的な取組 実施状況・現状分析 今後の取組方針 
〇挑戦を是とする意識を持った人材の

育成を図るため、2025 年度までに、
スタートアップ・エコシステム拠点の
コンソーシアムに参画する全大学で、
オンラインを含むアントレプレナー
シッププログラムを実施する。また、
その事例を集約し、同年度までに、全
国に展開する。【文】 

・スタートアップ・エコシステム拠点都
市において自治体・産業界と連携し、
大学等における実践的なアントレプ
レナーシップ教育とギャップファン
ド及び起業支援体制構築等に向け、
2021 年 11 月に３拠点、2022 年 5 月
に追加 4 拠点を採択し、全拠点都市に
対し支援を開始するとともに、拠点都
市間で連携し、拠点都市に参画する全
大学でオンラインを含むアントレプ
レナーシップ教育を実施する大学・高
等専門学校等への支援を開始した。 

・「全国アントレプレナーシップ醸成促
進事業」にて、全国の希望する大学生
等を対象に、社会課題の解決に必要な
考え方等を身に付ける全国アントレ
プレナーシップ人材育成プログラム
を実施するとともに、民間企業や大学
等のリソースを結集しながら、アント
レプレナーシップ教育を受講できる
プラットフォームの構築に向けた検
討を行うための有識者会議を立ち上

・スタートアップ・エコシステム拠点都
市において、自治体・産業界と連携し、
大学等における実践的なアントレプ
レナーシップ教育とギャップファン
ド及び起業支援体制構築等に向けた
支援及び拠点都市に参画する全大学
でオンラインを含むアントレプレナ
ーシップ教育を実施する大学・高等専
門学校等への支援を引き続き実施。
【文】 

・「全国アントレプレナーシップ醸成促
進事業」にて、全国の希望する大学生
等を対象に、社会課題の解決に必要な
考え方等を身に付ける全国アントレ
プレナーシップ人材育成プログラム
を引き続き実施するとともに、民間企
業や大学等のリソースを結集しなが
ら、アントレプレナーシップ教育を受
講できるプラットフォームの構築に
向けた検討を行うための有識者会議
にて、プラットフォームの全体像や必
要な機能等について、引き続き議論し
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げ、プラットフォームの全体像や必要
な機能等について議論を開始。 

・アントレプレナーシップ教育に取り
組む全ての高等専門学校に対して、高
等専門学校生が自由な発想で集中し
て活動にチャレンジできるよう、「高
等専門学校スタートアップ教育環境
整備事業」を実施。 

ていく。【文】 
・高等専門学校生の活動を後押しし、起

業コンテスト等へのチャレンジ機会
の拡大とともに、高等専門学校型のス
タートアップ・エコシステム構築を目
指す。【文】 

〇イノベーションの創出に関わるマネ
ジメント人材をはじめとした多様な
イノベーション人材の層の厚みを増
すとともに、人材流動性を高めること
で質の向上を図るため、イノベーショ
ン人材の育成と活躍の場を創出する。
そのため、これまでの人材育成に関す
る議論の蓄積も踏まえ、2023 年度ま
でにイノベーション人材育成環境の
整備に関する実態調査やベストプラ
クティスの周知等に取り組む。【経】 

・「産業界における博士人材の処遇向上
に関する調査」において、国内外の産
業界における博士人材の処遇に係る
好事例等の調査を実施。（再掲） 

・2023 年度に研究開発税制を改正し、
オープンイノベーション型において、
高度研究人材の活用を促す類型を創
設した。 

・2022 年度においては、「官民による若
手研究者発掘支援事業」で 131 件の新
規採択をするとともに、既存採択の研
究者を継続支援。（再掲） 

・加えて、スタートアップ課題解決支援
型として若手研究者とスタートアッ
プとの共同研究を支援すべく公募を
開始。（再掲） 

・博士人材の産業界への入職経路多様
化に向けて、引き続き調査等を行う。
（再掲）【経】 

・ＨＰを通じて研究開発税制における
改正内容の周知を実施。【経】 

・引き続き、若手研究者の研究シーズの
社会実装と高度人材の創出に向け、
「官民による若手研究者発掘支援事
業」を実施するとともに、若手研究者
とスタートアップとのマッチングや
共同研究を通じた事業化を拡充。（再
掲）【経】 

〇大学・国立研究開発法人等と企業の間
の人材交流を促し、イノベーション人
材が適材適所で働き、イノベーション
の創出の効率性を高める観点から、
「クロスアポイントメント制度の基
本的枠組みと留意点（追補版）」を
2023 年度までに広く産学関係者に普
及するとともに、「官民による若手研
究者発掘支援事業」などを活用して、
産学の人材マッチング等を図る。【経】 

・産学官連携ガイドラインに関する各
種説明会においてクロスアポイント
メント制度の概要を説明するなど普
及活動を実施。 

・2022 年度においては、「官民による若
手研究者発掘支援事業」で 131 件の新
規採択をするとともに、既存採択の研
究者を継続支援。（再掲） 

・引き続き、若手研究者の研究シーズの
社会実装と高度人材の創出に向け、
「官民による若手研究者発掘支援事
業」を実施。【経】 

 
⑥ 国内において保持する必要性の高い重要技術に関する研究開発の継続・技術の承継 

基本計画における具体的な取組 実施状況・現状分析 今後の取組方針 
〇コロナ禍等の環境変化に伴い事業会

社の研究開発や技術の継続・承継が困
難になった場合に、国内において保持
する必要性の高い重要技術について
は、将来の橋渡しを見据え国立研究開
発法人で研究リソースを含め引き継
ぐ等の枠組みの構築等に向けた取組
を進める。【経】            

・産総研において、様々な受入制度を活
用しサポートしていく体制をとって
いる。2023 年 3 月時点で、相談の実
績はない。 

・引き続き、産総研において、可能な範
囲で、様々な受入制度を活用し、関係
研究者の一時的雇用や当該研究の一
定期間引継・継続等のサポートを実
施。【経】 
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（５）次世代に引き継ぐ基盤となる都市と地域づくり（スマートシティの展開） 
【あるべき姿とその実現に向けた方向性】 

都市や地域における課題解決を図り、また、地域の可能性を発揮しつつ新たな価値を創出し続けることが
できる、多様で持続可能な都市や地域が全国各地に生まれることで、新しい日常におけるリモート・リアル
の新しい暮らし・働きの場を提供するとともに、地域間の格差を解消し、自然災害や感染症等の様々な脅威
への対応により安全・安心を実現し、住民や就業者、観光客等、あらゆるステークホルダーにとって、人間
としての活力を最大限発揮できるような持続的な生活基盤を有する社会を目指す。 

このため、スーパーシティにおけるデータ連携基盤の構築を起点とし、広域連携・多核連携の核となるス
マートシティを強力に展開・実装することにより、分野・企業横断のデータ連携、他都市・地域への展開・
連携を可能とする共通的なシステムの導入、セキュリティ確保がなされ、創業しやすい環境を創出する。政
府の取組だけでなく地域や民間主導の取組においても、スマートシティのリファレンスアーキテクチャの
活用やスマートシティ官民連携プラットフォームを通じた知見の利活用が行われ、新技術を活用したイン
フラ管理手法や次世代のモビリティサービスの導入が進み、様々な分野のオープンデータを活用した都市
活動の全体最適化が実現する。 

そこでは、市民が参画したまちづくりが進み、取組を先導する人材との協働により地域に根差した活動が
活性化することで、多くの産業が生まれ、成功体験が次なる挑戦を続々と誘発し、産学官連携等を通じて地
域の知が社会へと還元される取組が活性化する。また、人中心のコンパクトなまちづくりやスマートローカ
ルを目指す地域づくりなど、それぞれの都市・地域の持つ特色や活動を生かし育てつつ社会的・経済的・環
境的な課題の解決に取り組む多様な都市・地域像の具体化を進める。これにより、住民満足度の向上、産業
の活性化、グリーン化・資源利用の最適化・自然との共生の実現など社会的価値、経済的価値、環境的価値
等を高める多様で持続可能な都市や地域が各地に形成される。さらに、先端的サービスを提供する都市や、
里山里海など自然と共生する地域など、都市・地域が持つ社会的・自然的な資源に応じて様々な形で実現す
るスマートシティが、相互に連携し、支え合うネットワークを形成するとともに、相互に好循環を生み出す
ダイナミックなメカニズムとなって、Society5.0 の実現につながっていく。 

また、課題解決先進国としての日本のスマートシティの取組とそのコンセプトが、世界の規範として広く
認知されることで、世界各国のスマートシティと価値観の共有が進み、次世代に引き継ぐべき脱炭素社会・
地域循環共生圏等の実現や、ＳＤＧｓの達成に貢献する。 

2025 年大阪・関西万博においては、新型コロナウイルス感染症克服後の社会の在り方を提示する、「いの
ち輝く未来社会のデザイン」を具現化した Society 5.0 の姿を世界に対して発信する。 
 
【目標】 
・ 全国で展開される Society 5.0 を具現化したスマートシティで、市民をはじめとする多様なステークホ

ルダーが参加して地域の課題が解決され、社会的価値、経済的価値、環境的価値等を高める多様で持続
可能な都市や地域が各地に形成されるとともに、日本のコンセプトが世界へ発信される。 

 
【科学技術・イノベーション政策において目指す主要な数値目標】（主要指標） 
・ スマートシティの実装数（技術の実装や分野間でデータを連携・接続する地方公共団体・地域団体数）：
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100 程度（2025 年）102 
・ スマートシティに取り組む地方公共団体及び民間企業・地域団体の数（スマートシティ官民連携プラッ

トフォームの会員・オブザーバ数）： 1,000 団体以上（2025 年）103 
・ 海外での先進的なデジタル技術・システム（スマートシティをはじめ複数分野にまたがる情報基盤、高

度ＩＣＴ、ＡＩ等）の獲得・活用に係る案件形成などに向けた支援件数：26 件（2025 年）104105 
 
【現状データ】（参考指標） 
・ 都市ＯＳ（データ連携基盤）の導入地域数：52（2023年3月末時点） 
・ 都市ＯＳ（データ連携基盤）上で構築されたサービスの種類数：31（2022年１月末時点、暫定値）106 
・ 都市ＯＳ（データ連携基盤）を活用してサービスを提供するユーザー数：82（2022年１月末時点、暫定値）

107 
・ 政府スマートシティ関連事業に基づき技術の実装がされている地域：78地域（2022年3月末時点） 
・ スマートシティの連携事例数：11（2023年3月末時点）108 
・ 大学等における地域貢献・社会課題解決に関する普及促進活動数：50（2022年１月末時点、暫定値）109 
・ スマートシティの構築を先導する人材数：14（2022年１月末時点、暫定値）110 
・ スマートシティ構築を先導する人材が確保された地域数：29（2022年４月時点） 
 
① データの利活用を円滑にする基盤整備・データ連携可能な都市ＯＳの展開 

基本計画における具体的な取組 実施状況・現状分析 今後の取組方針 

〇政府の資金が関与するスマートシテ
ィ関係事業における、地方公共団体等
による都市ＯＳ（データ連携基盤）の
整備及びサービス開発に際し、スマー
トシティのリファレンスアーキテク
チャを参照したデータ連携可能な都
市ＯＳ（データ連携基盤）の導入及び
サービス開発を進める。また、他の地
域で構築された都市ＯＳ（データ連携
基盤）等との接続を促し、データ連携
のためのＡＰＩの公開を求める。【地
創、科技、総、経、国】 

・スマートシティ関連事業に係る合同
審査会を開催し、有識者の評価を踏ま
え、関係府省一体でスマートシティ関
連事業の選定を行い、51 地域、54 事
業を選定した。 

・「スマートシティガイドブック」を活
用し、全国の地方公共団体や地域にお
ける都市ＯＳ実装、スマートシティ化
を推進。【地創、科技、総、経、国】 

〇各府省のスマートシティ関係事業の
実施を通じて、地域の横展開ができる
ような相互運用性を有したサービス
の開発を 2025 年までに行うととも
に、先導的地域において開発されたサ
ービスを他地域に展開できるよう、基
盤・サービスの関係性を整理する。【地

・「戦略的イノベーション創造プログラ
ム（ＳＩＰ）第２期」の事業において
実施する、スマートシティリファレン
スアーキテクチャ改訂のための調査・
検討において、スマートシティリファ
レンスアーキテクチャ及びスマート
シティガイドブックの改訂案を作成

・「ＰＬＡＴＥＡＵ」を推進し、データ整
備の効率化・高度化のための技術開
発、建築ＢＩＭ・不動産ＩＤとの連携
や先進的な技術を活用したユースケ
ースの開発、地域のオープン・イノベ
ーションの創出を図るとともに、3Ｄ
都市モデルの全国展開のため、地方公

                                                      
102 78 地域（2022 年 3 月末時点）（内閣府調べ） 
103 936 団体（2023 年 3 月末時点） 
104「ＡＳＥＡＮスマートシティ・ネットワーク(ＡＳＣＮ)」の下、民間企業・諸外国との連携を通じたプロジェクトの推進を目指しているＡ

ＳＥＡＮ10 か国の 26 都市を対象として、案件形成等に向けた支援を実施することを目標とする。 
105 2021 年度に案件形成調査を実施した都市・中央政府数：19（出典：「令和３年度 Smart JAMP の取組について」） 
106 株式会社日建設計総合研究所「スマートシティ評価指標の調査業務報告書」（2022年３月） 
107 株式会社日建設計総合研究所「スマートシティ評価指標の調査業務報告書」（2022年３月） 
108 都市ＯＳ（データ連携基盤）を介したデータ連携地域数（内閣府調べ） 
109 株式会社日建設計総合研究所「スマートシティ評価指標の調査業務報告書」（2022年３月） 
110 株式会社日建設計総合研究所「スマートシティ評価指標の調査業務報告書」（2022年３月） 
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創、科技、総、経、国】 した。 
・スマートシティをはじめとするまち

づくりＤＸのデジタルインフラであ
る 3Ｄ都市モデルの整備・活用・オー
プンデータ化プロジェクト「ＰＬＥＡ
ＡＴＥＡＵ」を推進し、2022 年度に
おいて、データ標準仕様の拡張、40 件
以上の先進的なユースケースの開発、
地方公共団体における 3Ｄ都市モデル
整備や活用の支援等を実施。新たに約
70 都市の 3Ｄ都市モデルが整備・オー
プンデータ化（累計約 130 都市）。 

共団体による 3Ｄ都市モデルの整備・
活用の支援等を実施。【国】 

〇2020 年作成のスマートシティのセキ
ュリティガイドラインの随時の改訂、
国内展開を進め、スマートシティ構築
におけるセキュリティの担保を支援
する。【総、経】 

・スマートシティセキュリティガイド
ライン（第 2.0 版）及び本ガイドライ
ンを読みやすくしたスマートシティ
セキュリティガイドブックについて、
スマートシティ官民連携プラットフ
ォーム配下の「スマートシティのセキ
ュリティ・セーフティ分科会」の場等
を通じ、普及啓発を図った。 

・政府のスマートシティ関連事業では、
ガイドラインに基づいて作成した「ス
マートシティセキュリティ導入チェ
ックシート」を応募書類の一部として
位置付け、セキュリティ対策の積極的
な実施を促進。 

・本ガイドラインを踏まえて諸外国（英
国政府等）と意見交換を行うなどによ
り、スマートシティのセキュリティに
関する共通理解を醸成した。 

・引き続き、スマートシティセキュリテ
ィガイドライン（第 2.0 版）及び本ガ
イドラインを読みやすくしたスマー
トシティセキュリティガイドブック
について、スマートシティ官民連携プ
ラットフォーム配下の「スマートシテ
ィのセキュリティ・セーフティ分科
会」の場等を通じ、普及啓発を図る。
【総】 

・スマートシティのセキュリティ確保
に向けて、国内のスマートシティにお
けるセキュリティ対策の状況や課題
等を調査した上で、その結果及び「ス
マートシティリファレンスアーキテ
クチャ」の改定状況を踏まえて、「ス
マートシティセキュリティガイドラ
イン ver2.0」の内容の見直しを検討し
ている。【総】 

・本ガイドラインを踏まえて諸外国と
意見交換を行うなどにより、スマート
シティのセキュリティに関する共通
理解を醸成。【総、経】 

 
② スーパーシティを連携の核とした全国へのスマートシティ創出事例の展開 

基本計画における具体的な取組 実施状況・現状分析 今後の取組方針 

〇2020 年の国家戦略特別区域法の改正
及び国家戦略特区基本方針の見直し
に基づき、2021 年に、区域指定を行
う。指定されたスーパーシティを、地
域の課題を最先端技術で解決する「ま
るごと未来都市」と位置づけ、先進的
なサービスの実装を行う。【地創】 

・2023 年 3 月にスーパーシティ型国家
戦略特区とデジタル田園健康特区の
区域会議を立ち上げ、それぞれの特区
の目標や事業の方向性等を定めた区
域方針に即して、スタートアップ支援
の取組を盛り込んだ第一弾の区域計
画を作成し、内閣総理大臣の認定を受
けた。 

・スーパーシティ型国家戦略特区とデ
ジタル田園健康特区の取組を強力に
推進し、大胆な規制改革を伴ったデー
タ連携や先端的サービスの実現を加
速化する。【地創】 

〇2025 年度までに、スーパーシティ、
スマートシティの事例を集約し、スマ
ートシティ官民連携プラットフォー
ム等を通じて事例や取組の進展状況
等の把握・情報共有を図り、全国各地
のスマートシティ関連事業の連携を
進めるとともに、地域や民間主導の取
組を促進する。特に政令指定都市や中
核市等では、先行事例を参考に実装を
進め、都市どうしの多核連携や、周辺
地域との広域連携を図る。【地創、科
技、総、経、国】 

・スマートシティ官民連携プラットフ
ォーム等を通じ、ガイドブック等を紹
介することで、スマートシティ実装に
向けた課題解決の取組の全国への横
展開を図った。 

・引き続き、スマートシティ官民連携プ
ラットフォームを通じ、ガイドブック
等を活用しつつスマートシティ実装
に向けた課題解決の取組の全国への
横展開等により、先進的なサービスの
実装に向けた地域や民間主導の取組
を促進。【地創、科技、総、経、国】 

〇2020 年度中を目途に作成した地方公 ・スマートシティ実装に向けた課題の ・引き続き、スマートシティガイドブッ
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共団体や地域においてスマートシテ
ィを進めるための手引書（スマートシ
ティガイドブック）に基づきリファレ
ンスアーキテクチャ、ＡＰＩ、サービ
スなどの促進と、事例の共有を進め、
取組の意義や進め方、定義等の普及展
開を行う。【地創、科技、総、経、国】 

検討を行い、2022 年度にスマートシ
ティガイドブックの改訂案を作成し
た。 

ク等を活用し取組の全国への横展開
を図る。【地創、科技、総、経、国】 

○スマートシティの計画的な実装・普及
に向けて、政府内の推進体制を強化
し、共通の方針に基づき各府省事業を
一体的に実施するとともに、デジタ
ル・ガバメント実現やデータ連携基盤
整備に向けた政府全体の取組との一
層の連携を図る。これにより、国全体
の最大のプラットフォームたる行政
機関が、民間に対してもオープン化・
標準化されたＡＰＩで連動できるオ
ープンなシステムを構築することを
前提に、データ戦略に基づき構築され
るベース・レジストリを活用するな
ど、国や地方公共団体のオープンデー
タを活用した地方発スタートアップ
の創出の促進、地域の課題の解決等の
官民が連携した取組につなげる。【科
技、関係省庁】 

・スマートシティ関連事業に係る合同
審査会を開催し、有識者の評価を踏ま
え、関係府省一体でスマートシティ関
連事業の選定を行い、51 地域、54 事
業を選定した。 

・引き続き、「スマートシティ合同審査
会」においてスマートシティ関連事業
の実施地域を合同で選定するなど、ス
マートシティの実装・普及に向けて各
府省事業を一体的に実施（2023 年４
月公募開始、６月選定結果公表予定）。
【科技、関係府省】 

〇スマートシティによる、住民満足度の
向上、産業の活性化、グリーン化・資
源利用の最適化・自然との共生の実現
など社会的価値、経済的価値、環境的
価値等を高める多様で持続可能な都
市や地域の形成について、評価指標の
追加を 2021 年までに検討するととも
に、随時見直しとその調査分析等の評
価を行う。また、数理応用による全体
最適モデルの研究開発や分析評価手
法の検討など様々な分野の知見を活
用し、先端的サービスを提供する都市
や、里山など自然と共生する地域な
ど、脱炭素社会・地域循環共生圏等や
Society 5.0 の実現に向けて、今後目指
すべきスマートシティの将来像の具
体化につなげる。【社シス、地創、科
技、総、経、国】 

・スマートシティの実装に向けた課題
について更なる検討を進めていると
ころ。 

・他分野課題との同時解決の事例づく
り、well-being 向上を目指すデジタル
田園都市国家構想の実現に向けた取
組について検討しているところ。 

・2023 年度にスマートシティサービス
の幅広い実装に向けたロードマップ
について有識者の意見を反映させな
がら、検討を進める。【社シス、地創、
科技、総、経、国】 

・引き続き、他分野課題との同時解決の
事例づくり、well-being 向上を目指す
デジタル田園都市国家構想の実現に
向けた取組を推進。【社シス、地創、科
技、総、経、国】 

 
③ 国際展開 

基本計画における具体的な取組 実施状況・現状分析 今後の取組方針 

〇G20 グローバル・スマートシティ・ア
ライアンスの場において、「自由で開
かれたスマートシティ」とのコンセプ
トの下、普及・広報活動を行い、世界
の都市との協力を推進する。【科技、
経】 

・2022 年度の日ＡＳＥＡＮハイレベル
会合に関して協力した。 

・引き続き、日本の「自由で開かれたス
マートシティ」のコンセプトを、ＧＳ
ＣＡ等の国際的な活動を通じ発信。
【科技、経】 

〇2021 年までに、国際的な枠組みを活
用しながら官民が連携して情報発信
を行う体制を構築し、日本のスマート
シティのコンセプトを発信するとと
もに、日本の都市インフラ整備の経験
やデータ管理のノウハウを、官民が連

・2022 年度には、ＡＳＥＡＮ地域にお
いて、Smart JAMP に基づく 12 件の
案件形成調査を実施。 

・2022 年 12 月に福島県において、第４
回日ＡＳＥＡＮスマートシティ・ネッ
トワーク ハイレベル会合を開催し、

・ＡＳＥＡＮ地域において、案件形成に
つながる調査を実施予定。【経協イン
フラ、科技、総、外、経、国】 

・日ＡＳＥＡＮスマートシティ・ネット
ワーク ハイレベル会合を通じた情
報発信を継続。【経協インフラ、科技、
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携して、アジアを中心とした海外に展
開する。【内閣官房、科技、総、外、経、
国】 

2 日間合計で約 230 名が現地で参加。 
・2022 年 3 月にＪＡＳＣＡウェブサイ

トを開設し、コンテンツの追加や情報
更新を行いつつ、スマートシティの情
報発信を実施。 

総、外、経、国】 
・ＪＡＳＣＡウェブサイトを通じた情

報発信を継続。【経協インフラ、科技、
総、外、経、国】 

〇2021 年度以降も引き続き、国内外の
標準の専門家等と連携して、リファレ
ンスアーキテクチャやセキュリティ
ガイドラインなどを対象に、スマート
シティに関連する国際標準の活用を
推進する。【内閣官房、地創、知財、科
技、総、外、経、国】 

・関係省庁及びＩＳＯ・ＩＥＣに参加す
る我が国専門家との連携によるリフ
ァレンスアーキテクチャを基にした
国際標準提案の検討など、スマートシ
ティに関連する国際標準の戦略的な
活用に向けた取組を実施。 

・引き続き、スマートシティに関連する
国際標準の戦略的な活用に向けた取
組を推進。【知財、科技】 

〇2025 年開催の大阪・関西万博におい
て、「2025 年に開催される国際博覧会
（大阪・関西万博）の準備及び運営に
関する施策の推進を図るための基本
方針」等を踏まえてスマートシティに
も資するプロジェクトを実施するこ
と等により、「いのち輝く未来社会の
デザイン」を具現化した Society 5.0 の
姿を積極的に発信する。【万博、科技、
関係府省】 

・アクションプラン策定等の動向につ
いて収集・関係府省と共有し、発信の
取組について検討中。 

・引き続き、アクションプラン策定等の
動向について収集・関係府省と共有
し、発信の取組について検討。【万博、
科技、関係府省】 

 
④ 持続的活動を担う次世代人材の育成 

基本計画における具体的な取組 実施状況・現状分析 今後の取組方針 

〇スマートシティの実現に必要な基礎
知識・専門知識を集約し、2021 年度
中に、企画、構築、運用に携わる人材
の要件を整理し、役割、レベルに応じ
た人材育成体系を整備する。これに基
づき、人材に関する情報提供を進め、
技術に対する不安・不信感を和らげ
る。あわせて、大学等を核とした産学
官連携の共創の場を形成する。【科技、
文】 

・「戦略的イノベーション創造プログラ
ム（ＳＩＰ）第２期」の事業において
実施する、スマートシティリファレン
スアーキテクチャ改訂のための調査・
検討において、スマートシティ推進に
必要とされる人材のタイプ、役割につ
いて整理を行った。 

・2020 年度から開始した「共創の場形
成支援プログラム」において、2022 年
度には、新たに 21 拠点の採択を行う
など、支援を拡充（2021 年度採択：17
拠点、2022 年度採択：21 拠点）。 

・デジタル田園都市国家構想や「地域中
核・特色ある研究大学総合振興パッケ
ージ」（2022 年２月１日ＣＳＴＩ決
定、2023 年 2 月 8 日改定）等を踏ま
え、関係府省との連携強化を図りつ
つ、スマートシティリファレンスアー
キテクチャを周知するとともに、人材
に関する情報提供を行うほか、大学等
を中核としたイノベーションの創出
と地域のニーズに応え社会変革を行
う人材の育成に資する共創の場の形
成を推進。【科技、文】 

〇2021 年度内に、スマートシティの全
体設計をコーディネートできる先導
的人材（＝アーキテクト）情報を集約
し、地域での育成・配置、活動をサポ
ートする。【科技】 

・スマートシティ構築を先導する人材
像を明確化し、その育成プログラムに
関する情報を、スマートシティガイド
ブック等への掲載について検討した。 

・先導的人材を育成する活動を継続的
に支援する仕組みについて検討。【科
技】 
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（６）様々な社会課題を解決するための研究開発・社会実装の推進と総合知の活用 
【あるべき姿とその実現に向けた方向性】 

人文・社会科学と自然科学の融合による「総合知」を活用しつつ、我が国と価値観を共有する国・地域・
国際機関等（ＥＵ、Ｇ７、ＯＥＣＤ等）と連携して、気候変動などの地球規模で進行する社会課題や、少子
高齢化や経済・社会の変化に対応する社会保障制度等の国内における課題の解決に向けて、研究開発と成果
の社会実装に取り組む。これにより、経済・社会の構造転換が成し遂げられ、未来の産業創造や経済成長と
社会課題の解決が両立する社会を目指す。 

広範で複雑な社会課題を解決するためには、知のフロンティアを開拓する多様で卓越した研究成果を社
会実装し、イノベーションに結び付け、様々な社会制度の改善や、研究開発の初期段階からのＥＬＳＩ対応
を促進する必要がある。このため、政府としては、国、各府省レベル、実施機関等の戦略を、エビデンスに
基づき体系的・整合的に立案し、ミッションオリエンテッド型の研究開発プログラムや制度改革を進めると
ともに、必要に応じて戦略を機動的に見直しできる体制を整備していく。 

また、社会課題を解決するための先進的な技術の社会実装の加速化や、国際競争の下での我が国企業によ
る海外展開の促進及び国際市場の獲得の重要な手段として、標準の戦略的・国際的な活用を官民で徹底して
推進する。このため、官民の体制整備とともに、科学技術・イノベーションの社会実装やこれに伴う研究開
発等に関して、官民で実施する事業を活用しつつ、官民の意識改革を図り、政府の政策や企業の経営戦略に
おいて幅広く、標準の戦略的・国際的な活用がビルトインされ、展開されるようにする。 

さらに、国際的な責務と総合的な安全保障の観点も踏まえつつ、我が国と課題や価値観を共有する国・地
域との間の国際的なネットワークを戦略的に構築するなどの科学技術外交を展開する。これにより、世界の
知と多様性を取り込み発展させつつ、Society 5.0 を世界へ発信し、その共通理解と我が国の国際競争力の維
持・強化を進める。国際的な研究活動等において核となり得る研究者を我が国から継続的に輩出し、国内外
の研究コミュニティにおいて、科学技術先進国としての存在感を発揮し、国内外の多様なバックグラウンド
を持つ優れた人材を我が国に引き付けるとともに、諸外国と調和した研究の健全性・公正性（研究インテグ
リティ）の自律的確保を支援する。 
 
【目標】 
・ 少子高齢化問題、都市と地方問題、食料などの資源問題などに関する我が国の社会課題の解決に向けた

研究開発を推進するとともに、課題解決先進国として世界へ貢献し、一人ひとりの多様な幸せ（well-
being）が向上する。 

 
【科学技術・イノベーション政策において目指す主要な数値目標】（主要指標） 
・ 社会課題の解決の推進：次期ＳＩＰの全ての課題で人文・社会科学系の知見を有する研究者や研究機関

の参画を促進する仕組みと「総合知」を有効に活用するための実施体制を組み込み、成果の社会実装を
進める 

・ 国益を最大化できるような科学技術国際協力ネットワークの戦略的構築：科学技術外交を戦略的に推
進し、先端重要分野における国際協力取決め数や被引用数 Top１％論文中の国際共著論文数 111を着実
に増やしていく 

・ 国際的な合意形成や枠組み・ルール形成等における我が国のプレゼンス：国際機関におけるガイドライ
                                                      
111 我が国の被引用数 Top１％補正論文中の国際共著論文数の割合（全分野、分数カウント）は 47.9％（文部科学省科学技術・学術政策研究所
「科学研究のベンチマーキング 2021」（2021 年８月）に基づき算出）。 
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ン等の作成における我が国の関与 112を高めるとともに、社会課題の解決や国際市場の獲得等に向けた
知的財産・標準の国際的・戦略的な活用に関する取組状況（国際標準の形成・活用に係る取組や支援の
件数等）113を着実に進展させていく 

 
 
【現状データ】（参考指標） 
・ 戦略的な分野（ＡＩ、バイオテクノロジー、量子技術、マテリアル等）における研究開発費：（2021年度

実績からの計測に努める） 
・ 世界企業時価総額ランキング：上位100社に米国は64社、中国は13社、日本は1３社（2022年12月時点） 
・ ＩＭＤ世界競争力ランキング（再掲）：34位／64か国中（2022年）114 
・ 政府事業等のイノベーション化の実施状況：転換事業数 66事業、転換金額 1,915億円（2018年） 
・ 総合知を活用した研究開発課題数の割合：引き続き計測の検討を行う 
・ 食料自給率・輸出額、食品ロス量、自動走行車普及率・交通事故者数等の社会課題関連指標 

食料自給率：38%（カロリーベース）、63％（生産額ベース）【2021年度】 
輸出額：水産物 3,051億円、林産物 570億円、農産物 8,041億円【2021年度】 
交通事故死者数：2,636人【2021年度】 

・ 課題・分野別の論文、知財、標準化 
・ 研究データ基盤システム上で検索可能な研究データの公開メタデータ（再掲）：529,622件（2023年３月時

点） 
・ 科学技術に関する国民意識調査：科学技術関心度（男性 69.2%、女性 52.8%）（2022年10月時点）115 
 
① 総合知を活用した未来社会像とエビデンスに基づく国家戦略の策定・推進 

基本計画における具体的な取組 実施状況・現状分析 今後の取組方針 
〇人文・社会科学の知と自然科学の知の

融合による人間や社会の総合的理解
と課題解決に貢献する「総合知」に関
して、基本的な考え方や、戦略的に推
進する方策について 2021 年度中に取
りまとめる。あわせて、人文・社会科
学や総合知に関連する指標について
2022 年度までに検討を行い、2023 年
度以降モニタリングを実施する。【科
技、文】 

・総合知を活用する「場」の構築を推進
するため、各地の大学や業界団体等と
協力し、ウェビナー、ワークショップ
等（総合知キャラバン）を開催すると
ともに、「総合知ポータルサイト」を
開設して「総合知」の基本的考え方や
「総合知」に関わる取組、活用事例を
社会に発信。「総合知」に関連する指
標について検討し、有識者会合で報告
し了承。 

・第 6 期科学技術・イノベーション基本
計画期間中に実施するＮＩＳＴＥＰ
定点調査の初回・二回目の調査におい
て、異分野の協働の側面から「総合知」
の活用状況についての調査を実施。最
新のＮＩＳＴＥＰ定点調査 2022 報告
書を 2023 年４月に公表。 

・「総合知」の基本的考え方や「総合知」
に関わる取組、活用事例をワークショ
ップやシンポジウム、「総合知ポータ
ルサイト」やＳＮＳ等で社会に発信
し、総合知を活用する「場」の構築を
推進。また、2022 年度に検討した指
標によるモニタリングを実施すると
ともに、引き続き「総合知」に関連す
る指標についてさらに検討。【科技】 

・第 6 期科学技術・イノベーション基本
計画期間中に実施するＮＩＳＴＥＰ
定点調査で、異分野の協働の側面から
「総合知」の活用状況について継続的
に調査を実施予定。【文】 

〇ＡＩ、バイオテクノロジー、量子技術、
マテリアルや、宇宙、海洋、環境エネ

・次期ＳＩＰの 15 の課題候補について、
2022 年度に公募で決定したＰＤ候補

・2023 年度から開始するＳＩＰ第３期
の 14 課題について、社会実装に向け

                                                      
112 OECD/CSTP 傘下にある会合(GSF, NESTI, TIP, BNCT)の各種プロジェクトに登録している専門家数 18 名（2022 年度） 

※複数プロジェクトに参加している専門家もいる為、数は延べ数。 
113 PRISM（標準活用加速化支援事業分科会）での支援数について 2021 年度 8 件、2022 年度 16 件、累計 24 件 
114 IMD World Competitiveness Ranking 2022 
115文部科学省科学技術・学術政策研究所「科学技術に関する国民意識調査－人的国際交流について－」（2023年１月） 
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ルギー、健康・医療、食料・農林水産
業等の府省横断的に推進すべき分野
について、国家戦略に基づき着実に研
究開発等を推進する。さらに、我が国
が実現すべき未来社会像を見据えつ
つ、エビデンスに基づき、既存戦略の
見直しや、新たな戦略の策定を行い、
明確なターゲット、産学官の役割分
担、国際連携の在り方などを具体的に
盛り込む。特に分野横断的で社会課題
解決に直結するテーマについては、次
期ＳＩＰの課題として推進する。【健
康医療、科技、宇宙、海洋、関係府省】  

が座長となり、サブ課題等に関する有
識者、関係省庁、研究推進法人等で構
成する検討タスクフォース（ＴＦ）を
設置し、フィージビリティスタディ
（ＦＳ）を実施。 

・ＦＳ結果に基づき、事前評価を実施
し、2023 年１月の総合科学技術・イ
ノベーション会議（ＣＳＴＩ）のガバ
ニングボードで 14 の課題を決定。課
題毎に「社会実装に向けた戦略及び研
究開発計画」（戦略及び計画）（案）を
策定。 

・策定した「戦略及び計画」（案）は、
2023 年２月にパブリックコメントを
行い、あわせて公募を行うプログラム
ディレクター（ＰＤ）とともに、2023
年３月に決定。 

・がん診断やがん治療への高い効果が
期待され、世界的に治験・臨床研究の
競争が激化している医療用等のラジ
オアイソトープの国内製造は経済安
全保障の観点からも重要。2022 年 5
月に、原子力委員会において、「医療
用等ラジオアイソトープ製造・利用推
進アクションプラン」を取りまとめ。 

・ＪＲＲ-3 を用いたＭｏ-99 製造のため
の技術の確立を目指し、性能実証のた
めの試験及び装置の開発を実施。 

・高速実験炉「常陽」の 2024 年度末の
運転再開に向けて、新規制基準への適
合性審査に向けた取組を着実に実施。 

て、技術開発のみならず、事業、制度、
社会的受容性、人材の視点から、関係
省庁の取組と連携しながら、プログラ
ムを推進。【科技、関係府省】 

・「医療用等ラジオアイソトープ製造・
利用推進アクションプラン」に基づ
き、がん診断やがん治療への高い効果
が期待され、世界的に治験・臨床研究
の競争が激化している医療用等のラ
ジオアイソトープについて、経済安全
保障の観点からも、試験研究炉等を用
いた製造に係る研究開発から実用化、
普及にいたるまでの取組を一体的に
推進。【科技】 

・内閣府において、2023 年度から、アク
ションプランの主要な施策について
フォローアップを行うとともに、新た
に医療用等ラジオアイソトープの国
産化を踏まえたサプライチェーンの
強化を目的として、国内外の供給側と
需要側との間を繋ぐ必要な機能につ
いて 2025 年度までに体制を整備す
る。【科技】 

・引き続き、ＪＲＲ-3 における照射製造
試験の実施等の試験研究炉を用いた
医療用ラジオアイソトープ製造に資
する研究開発を実施。また、高速実験
炉「常陽」については 2024 年度末の
運転再開に向けた取組を着実に実施。
【科技、健康医療、復、外、文、厚、
経、国、環】 

〇エビデンスに基づく戦略策定に関し
ては、e-CSTI や政策調査研究機関等
の分析結果を活用しながら、論文、研
究資金等の定量分析や専門家の知見
（エキスパートジャッジ）を踏まえ、
重要科学技術領域の抽出・分析を行
い、これを統合戦略の策定、分野別戦
略等の見直しや新たな国家戦略の策
定等に活用する。2021 年度の統合戦
略においては、分析の試行的活用を行
い、その結果を踏まえ、今後の活用方
法を定める。【科技、関係府省】 

・e-CSTI を活用した情報セキュリティ
分野に関する試行的な分析を実施し、
ＣＳＴＩの有識者議員懇談会等で説
明するとともに、関係機関に共有。 

・Top10％論文を対象とした分析ツール
をＣＳＴＩ事務局内で共有し、各種施
策への活用を開始。 

・全論文を対象とした分析ツールや、論
文以外の研究成果である特許のデー
タを利用した分析ツールを試作し、ツ
ールの活用可能性や改善の方向性を
検討。 

・研究開発戦略センター事業において
は、分野別の最新の「研究開発の俯瞰
報告書」を取りまとめるなど、国内外
の社会や科学技術・イノベーションに
係る研究開発の動向及びそれらに関
する政策動向の把握・分析を実施。 

・国内外の論文や特許、企業情報も含め
て研究開発の動向を把握できるツー
ルを開発し、複数分野における試行的
な分析及びツールの評価を実施。【科
技、関係府省】 

・引き続き、研究開発戦略センター事業
においては、国内外の多様なステーク
ホルダー等の参画を得ながら、最新の
科学技術・イノベーション動向の調査
分析に基づいて提言を行い、その成果
物の活用を促進する。【文】 

 

〇未来社会像を具体化し、政策を立案・
推進する際には、人文・社会科学と自
然科学の融合による総合知を活用し、
一つの方向性に決め打ちをするので
はなく、複線シナリオや新技術の選択
肢を持ち、常に検証しながら進めてい
く必要がある。公募型研究事業の制度
設計も含む科学技術・イノベーション
政策の検討・策定の段階から検証に至
るまで、人文・社会科学系の知見を有
する研究者、研究機関等の参画を得る

・総合知の要素を制度設計に含む公募
型研究事業について、ムーンショット
型研究開発制度および第 3 期ＳＩＰ
の検討において総合知の活用を推進。 

・カーボンニュートラル実現に至る道
筋を示す社会シナリオに係る研究と
ともに、得られた知見・情報を広く社
会に発信することにより、幅広い活用
を促進。さらに、公募型研究等を通じ
て人文社会系も含めた幅広い研究者
の知を取り込み、社会シナリオ・戦略

・引き続き、総合知の要素を制度設計に
含む公募型研究事業について、総合知
の活用の取組内容、その後の進捗、得
られた効果を検証し、大学・研究開発
法人、地方公共団体や産業界も対象と
して広く周知。【科技】 

・引き続き、公募型研究等を通じて、カ
ーボンニュートラル実現に至る道筋
を示す社会シナリオ・戦略の提案を推
進。【文】 

・引き続き、未来社会創造事業におい
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体制を構築する。あわせて、各研究開
発法人は、それぞれのミッションや特
徴を踏まえつつ、中長期目標の改定に
おいて、総合知を積極的に活用する
旨、目標の中に位置づける。【科技、関
係府省】 

の提案を推進。 
・未来社会創造事業において、社会・産

業ニーズを踏まえた経済・社会的にイ
ンパクトのある技術的にチャレンジ
ングな目標をバックキャストで設定
し、人文科学・社会科学の知見の取り
込みや民間投資を誘発しつつ、基礎研
究段階から実用化が可能かどうかを
見極められる段階（ＰＯＣ）に至るま
での研究開発を推進。 

・未来のありたい社会像からバックキ
ャストによるイノベーションに資す
る研究開発等を推進する「共創の場形
成支援プログラム」において、2022 年
度には、新たに 21 拠点の採択を行う
など、支援の拡充により、総合知の積
極的な活用を推進（2021 年度採択：
17 拠点、2022 年度採択：21 拠点）。 

て、優れた基礎研究の成果をＰＯＣま
でもっていく研究プログラムの支援
を推進。【文】 

・2023 年２月に改定された地域中核・
特色ある研究大学総合振興パッケー
ジや総合科学技術・イノベーション会
議における議論等を踏まえ、関係府省
との連携強化を図りつつ、未来のあり
たい社会像からのバックキャスト型
の研究開発等を推進する産学官連携
拠点の形成支援の拡充や地域の産学
官ネットワークの可視化等を通じた
連携強化により、総合知の積極的な活
用を推進。【文】 

〇デジタル社会を支える戦略的基盤技
術である半導体について、経済安全保
障への対応、デジタル革命や低消費電
力化の推進を図るため、戦略を策定
し、我が国半導体産業基盤の強靱化に
向けた国内外一体の各種対策を推進
する。【経】 

・「半導体・デジタル産業戦略検討会議」
は、2023 年 2 月時点で合計 7 回、半
導体技術・半導体製造やデジタルイン
フラ整備、ソフトウェア、ＩＴベンダ
ー等のデジタル産業について、網羅的
に情報共有、意見交換を実施した。ま
た、半導体サプライチェーンの強靱化
支援、次世代半導体の製造技術の確立
や将来技術の研究開発のための、2022
年度補正予算にて約 1.3 兆円を計上。 

・これまでの取組を加速し、さらにデジ
タル社会の実現に向けた取組を、包括
的に進めていくための議論を継続し
ていくために、2022 年の年央をめど
に「半導体・デジタル産業戦略」の改
訂を予定。【経】 

〇Society 5.0 時代においてサイバー空
間とフィジカル空間とをつなぐ役割
を担うロボットについて、「ロボット
による社会変革推進計画 116」などを
踏まえ、導入を容易にするロボットフ
レンドリーな環境の構築、人材育成枠
組みの構築、中長期的課題に対応する
研究開発体制の構築、社会実装を加速
するオープンイノベーションについ
て、産官学が連携して取組を推進す
る。【総、文、農、厚、経、国】 

・ロボットフレンドリーな環境の構築
に向けて、施設管理、小売、食品製造
等の分野での研究開発を進め、ユーザ
ー視点のロボット開発や、データ連
携、通信、施設設計等に係る規格化・
標準化を推進。 

・「未来ロボティクスエンジニア育成協
議会」において、教員や学生を対象と
する現場実習や教育カリキュラム等
の策定を支援。 

・中長期的な視点で次世代産業用ロボ
ットの実現に向けて、異分野の技術シ
ーズの取り込みも含めてサイエンス
の領域に立ち返った基礎・応用研究を
実施。 

・「自動・自律・遠隔施工における安全ル
ール」について議論。 

・ロボット・情報系の融合複合技術を中
心とした人とテクノロジーが共生・協
調、そして相互に支えあう社会を目指
したロボティクスの検討を開始。 

 

・引き続き、ロボットフレンドリーな環
境の構築に向けて、施設管理、小売、
食品製造等の分野での研究開発を進
め、ユーザー視点のロボット開発や、
データ連携、通信、施設設計等に係る
規格化・標準化を推進。例えば、施設
管理分野では、2023 年度において、
ロボットとセキュリティシステムと
の通信連携に係る標準化や複数ロボ
ットを同時制御するための群管理シ
ステムの標準化等の取組を進めてい
く。【農、経】 

・引き続き、「未来ロボティクスエンジ
ニア育成協議会」において、教員や学
生を対象とする現場実習や教育カリ
キュラム等の策定を支援。2023 年度
には、産業界による講師派遣や出前授
業の一層の横展開を進める。【文、厚、
経】 

・引き続き、中長期的な視点で次世代産
業用ロボットの実現に向けて、異分野
の技術シーズの取込みも含めてサイ
エンスの領域に立ち返った基礎・応用
研究を実施する。2023 年度も 2024 年
度中の要素技術確立に向けて産学が
連携した研究を一層進展させる。【経】 

・2023 年度から「自動・自律・遠隔施工
における安全ルール」の策定に向けた
現場検証を開始するとともに、産学官

                                                      
116 ロボットによる社会変革推進会議 報告書（2019 年７月） 
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の協議会において自動・自律・遠隔施
工機械の機能要件や、技術開発におけ
る協調領域を検討。【国】 

・ＳＩＰ第３期「人協調型ロボティクス
の拡大に向けた基盤技術・ルールの整
備」において、ロボット・情報系の融
合複合技術の研究開発を開始。【科技】 

○産学官民が協調して高精度で利用価
値の高い地理空間情報を利用できる
環境を整備し、これらを高度に活用す
るＧ空間社会を実現するため、次期地
理空間情報活用推進基本計画を 2021
年度末までに策定する。【地理空間】              

・第４期地理空間情報活用推進基本計
画（2022 年３月 18 日閣議決定）に基
づき推進する具体的施策について、
2022 年６月に「Ｇ空間行動プラン
2022」を決定。 

・第４期地理空間情報活用推進基本計
画（2022 年３月 18 日閣議決定）及び
Ｇ空間行動プランに基づき、産学官民
が連携し、多様なサービスの創出・提
供の実現を目指して、地理空間情報の
ポテンシャルを最大限に活用した技
術の社会実装を推進。【地理空間】 

 
② 社会課題解決のためのミッションオリエンテッド型の研究開発の推進 

基本計画における具体的な取組 実施状況・現状分析 今後の取組方針 
〇我が国や世界が抱える感染症対策、少

子高齢化、地球環境問題、防災、地方
創生、食品ロスの削減、食料や資源エ
ネルギー等といった社会課題につい
て、国内外のニーズを取り込み、継続
的に観測・収集される様々なデータの
分析に基づき、市民をはじめとする多
様なセクターの参加を得ながら課題
解決に向けた具体的なミッションを
定め、次期ＳＩＰをはじめとする様々
な枠組みで研究開発を推進する。【科
技、関係府省庁】         

・次期ＳＩＰの 15 の課題候補について、
2022 年度に公募で決定したＰＤ候補
が座長となり、サブ課題等に関する有
識者、関係省庁、研究推進法人等で構
成する検討タスクフォース（ＴＦ）を
設置し、フィージビリティスタディ
（ＦＳ）を実施。 

・ＦＳ結果に基づき、事前評価を実施し
たところ、2023 年１月の総合科学技
術・イノベーション会議（ＣＳＴＩ）
のガバニングボードにおいて 14 の課
題を決定。課題毎に「社会実装に向け
た戦略及び研究開発計画」（戦略及び
計画）（案）を策定。 

・策定した「戦略及び計画」（案）は、
2023 年２月にパブリックコメントを
行い、あわせて公募を行うプログラム
ディレクター（ＰＤ）とともに、2023
年３月に決定。（再掲） 

・2023 年度から開始するＳＩＰ第３期
の 14 課題について、社会実装に向け
て、技術開発のみならず、事業、制度、
社会的受容性、人材の視点から、関係
省庁の取組と連携しながら、プログラ
ムを推進。【科技、関係府省】 

 

〇2018 年に創設した「ムーンショット
型研究開発制度」について、未来社会
を展望し、困難だが実現すれば大きな
インパクトが期待される社会課題等
を対象として、人々を魅了する野心的
な目標及び構想を掲げ、最先端研究を
リードするトップ研究者等の指揮の
下、世界中から研究者の英知を結集
し、目標の達成に向けて研究開発に着
実に取り組む。また、基礎研究力を最
大限に引き出す挑戦的研究開発を積
極的に推進し、失敗も許容しながら革
新的な研究成果の発掘・育成を図る。
さらに、マネジメントの方法について
も、進化する世界の研究開発動向を常
に意識しながら、関係する研究開発全
体を俯瞰して体制や内容を柔軟に見
直すことができる形に刷新するとと
もに、将来の事業化を見据え、オープ
ン・クローズ戦略の徹底を図る。この
新たな研究手法により破壊的イノベ
ーションを実現していく。また、必要

・環境・農業関連の目標に関し、ステー
ジゲートを外部評価に基づき実施し、
ポートフォリオの見直しを実施。 

・環境関連の目標に関し、ポートフォリ
オの見直しに基づきプロジェクトの
中止、一部見直しを実施。 

・農業関連の目標に関し、ポートフォリ
オの見直しに基づき中止したプロジ
ェクトのテーマの再公募を実施。 

・既存のプロジェクトの強化・加速を実
施。 

・サイバネティック・アバター、ＡＩロ
ボット、環境、量子コンピュータ、健
康・医療関連の新規プロジェクトの研
究開発を開始。 

・目標８，９のＰＭを採択し、研究開発
を開始。 

・目標８，９に関し、プログラムの強化・
加速を図るため、新規プロジェクトの
公募を開始。 

・欧州委員会研究・イノベーション総局
と会談し、今後の研究協力体制につい

・農業関連の目標に関し、再公募により
採択したプロジェクトの研究開発を
開始。【科技、農、経】 

・目標達成に向け、継続して研究開発を
推進。【科技、農、経】 

・サイバネティック・アバター、ＡＩロ
ボット、健康・医療、量子コンピュー
タ関連の目標に関し、研究開発開始後
３年目の 2023 年度にステージゲート
を外部評価に基づき実施し、プロジェ
クトの方向性を見直す予定。また、最
大 10 年間の研究開発期間において、
外部評価を踏まえたポートフォリオ
の見直しに向けて研究開発を着実に
推進するとともに、目標達成に向け
て、研究プロジェクトに長期的に優秀
な研究人材の確保・参画や国際的な連
携の強化などを見据えた６年目以降
に向けて引き続き充実を進める。【科
技、健康医療、文、】 

・サイバネティック・アバター、ＡＩロ
ボット、環境、量子コンピュータ、健
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に応じて、新たな目標の設定など、取
組の充実を図る。これらの取組にあた
っては、これまで取り組んできた最先
端研究開発支援プログラム（ＦＩＲＳ
Ｔ）や革新的研究開発推進プログラム
（ＩｍＰＡＣＴ）で得た知見を生かし
ていく。【健康医療、科技、文、厚、
農、経】 

て議論。 
・目標３，５，９等のプロジェクトと欧

州研究機関との間で具体的な連携に
向けた議論を実施。 

・国際連携の実績例や様々な協力形態
をＨＰで公開し、欧米諸国を含む各国
との研究協力体制強化を実施。 

・横断的支援（数理、ＥＬＳＩ）に関し、
研究開始当初から取り組んでいるも
のに加え公募により強化し、研究を推
進。 

康・医療関連の目標において、2022 年
度に採択された追加プロジェクトに
ついて、目標達成に向けて継続して研
究開発を推進。【科技、健康医療、文、
厚、農、経】 

・目標８，９に関し、プログラムの強化・
加速を図るため、新規プロジェクトの
研究開発を開始。【科技、文】 

・目標達成に向け、継続して研究開発を
推進。【科技、文】 

・欧州を始め諸外国の研究機関との研
究協力の具体化を推進。【科技、文、
農、関係府省】 

・各目標の違いに鑑みながら、数理・Ｅ
ＬＳＩの取組について関係者の状況・
認識共有や議論を継続し、研究開発に
必要な支援を検討・実施。【科技、文、
農、経】 

〇我が国や世界が抱える社会問題の解
決や科学技術・イノベーションによる
新たな価値を創造するために、研究開
発の初期段階からのＥＬＳＩ対応に
おける市民参画など、人文・社会科学
と自然科学との融合による「総合知」
を用いた対応が必須となる課題をタ
ーゲットにした研究開発について、
2021 年度より、関連のファンディン
グを強化する。【文】 

・ＪＳＴにおいて、2022 年度は「総合
知」の活用による社会技術研究開発を
着実に実施。中でも、社会的孤立・孤
独の予防については、2022 年 12 月に
孤独・孤立対策推進会議で改訂された
「孤独・孤立対策の重点計画」におけ
る施策の一つとして位置付け。 

・2021 年度に新設した「総合知」Web
サイトにおいて、社会技術研究開発の
取組事例を継続発信。 

・「総合知」の更なる活用に向けて、社会
問題俯瞰調査等を踏まえた社会問題
テーマの抽出、および 2023 年度新規
研究開発領域の立ち上げに向けた検
討を実施。 

・「総合知」を活用し地域課題解決策の
創出を行う SOLVE forＳＤＧｓにか
かる研究開発を推進。 

・複数の学問知の活用やアカデミアと
現場の協働など「総合知」の活用によ
る取組が必須となる社会問題やＥＬ
ＳＩ対応をテーマに掲げた研究開発
を、ファンディングを通じて着実に運
営することで、我が国や世界が抱える
社会問題の解決に貢献。2023 年度か
ら新規領域を立ち上げ、年度後半から
研究開発を開始。【文】 

・研究開発成果の発信・展開や「総合知」
の更なる活用、関連のファンディング
の改善方策等について検討。【文】 

・引き続き、「総合知」を活用した社会技
術研究開発の取組事例を Web サイト
等で発信。【文】 

〇福島の創造的復興に不可欠な研究開
発及び人材育成の中核となる国際教
育研究拠点について、国が責任を持っ
て新法人を設置する。既存施設との整
理等を行い、国立研究開発法人を軸に
組織形態を検討し、2021 年度に新拠
点に関する基本構想を策定する。【復、
関係府省】 

・2022 年８月、福島復興再生特別措置
法に基づく新産業創出等研究開発基
本計画を策定。同年９月、福島国際研
究教育機構の立地を浪江町とし、福島
国際研究教育機構の設置の効果が広
域的に波及するよう取組を進めるこ
とを復興推進会議において決定。同年
12 月、福島国際研究教育機構の長期・
安定的な運営に必要な施策の調整を
進めるため、「福島国際研究教育機構
に関する関係閣僚会議」の開催を復興
推進会議において決定。 

・2023 年 4 月に設立された福島国際研
究教育機構の研究開発や産業化、人材
育成の取組が加速するように支援に
取り組む。【復、関係府省】 

 
③ 社会課題解決のための先進的な科学技術の社会実装 

基本計画における具体的な取組 実施状況・現状分析 今後の取組方針 
〇日本の経済・産業競争力にとって重要

で、かつ複数の府省に関係する課題に
ついては、引き続き、産学官による大
規模な連携体制を構築し、「総合知」
を活用しながら社会実装の実現に向
けて制度改革を包含した総合的な研
究開発を推進する。このため、次期Ｓ

・ＳＩＰ第３期の 15 の課題候補につい
て、2022 年に公募で決定したＰＤ候
補が座長となり、サブ課題等に関する
有識者、関係省庁、研究推進法人等で
構成する検討タスクフォース（ＴＦ）
を設置し、フィージビリティスタディ
（ＦＳ）を実施。 

・2023 年度から開始するＳＩＰ第３期
の 14 課題について、社会実装に向け
て、技術開発のみならず、事業、制度、
社会的受容性、人材の視点から、関係
省庁の取組と連携しながら、プログラ
ムを推進する。【科技、関係府省】 

・2023 年度から開始するＳＩＰ第３期
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ＩＰをはじめとする国家プロジェク
トの在り方、ＳＩＰ型マネジメントの
他省庁プロジェクトへの展開方法に
ついて、2021 年中に検討を行い、今
後のプロジェクトに反映させる。すで
に、ＳＩＰ第 2 期の自動運転などの一
部の課題では、人文・社会科学分野の
研究に取り組んでおり、2021 年度以
降、こうした取組を発展させる。また、
次期ＳＩＰにおいては、社会課題解決
の実行可能性を向上していくために、
人文・社会科学系の知見を有する研究
者や研究機関の参画を促進する仕組
みと「総合知」を有効に活用するため
の実施体制を全ての課題に組み込む
ことを要件とし、その活動について評
価を行う。【科技】   

・ＦＳ結果に基づき、事前評価を実施し
たところ、2023 年１月の総合科学技
術・イノベーション会議（ＣＳＴＩ）
のガバニングボードにおいて 14 の課
題を決定。課題毎に「社会実装に向け
た戦略及び研究開発計画」（戦略及び
計画）（案）を策定。（再掲） 

・策定した「戦略及び計画」（案）は、
2023 年２月にパブリックコメントを
行い、あわせて公募を行うプログラム
ディレクター（ＰＤ）とともに、2023
年３月に決定。（再掲） 

・これまでの制度・運営面での論点を踏
まえ、有識者の意見を聴きつつ、ＳＩ
Ｐの制度設計を見直し。2022 年 12 月
に「基本方針」及び「運用指針」を改
正。 

・５つの視点の取組を測るため、ＴＲＬ
（技術成熟度レベル）に加え、新たに
ＢＲＬ（事業成熟度レベル）、ＧＲＬ
（制度成熟度レベル ）、ＳＲＬ（社会
的受容性成熟度レベル ）、ＨＲＬ（人
材成熟度レベル）の指標を導入。 

では、技術開発のみならず、それに係
る社会システム改革も含め社会実装
につなげる計画や体制を整備。【科技、
関係府省】 

・プログラムディレクター（ＰＤ）のも
とで、府省連携・産学官連携により、
５つの視点（技術、制度、事業、社会
的受容性、人材）から必要な取組を推
進。【科技、関係府省】 

〇次期ＳＩＰの課題候補については、Ｃ
ＳＴＩの司令塔機能を強化するため
2021 年末に向けて検討を行う。具体
的には、第６期基本計画や統合戦略、
統合イノベーション戦略推進会議が
策定する各種分野別戦略等に基づき、
ＣＳＴＩが中期的に取り組むべき社
会課題の見極めを行い、その社会課題
の中で府省横断的に取り組むべき技
術開発テーマについて「総合知」を活
用しながら、調査・検討を行う。【科
技】 

・次期ＳＩＰ第３期の 15 の課題候補に
ついて、2022 年に公募で決定したＰ
Ｄ候補が座長となり、サブ課題等に関
する有識者、関係省庁、研究推進法人
等で構成する検討タスクフォース（Ｔ
Ｆ）を設置し、フィージビリティスタ
ディ（ＦＳ）を実施（再掲）。 

・ＦＳ結果に基づき、事前評価を実施し
たところ、2023 年１月の総合科学技
術・イノベーション会議（ＣＳＴＩ）
のガバニングボードにおいて 14 の課
題を決定。課題毎に「社会実装に向け
た戦略及び研究開発計画」（戦略及び
計画）（案）を策定。（再掲） 

・策定した「戦略及び計画」（案）は、
2023 年２月にパブリックコメントを
行い、あわせて公募を行うプログラム
ディレクター（ＰＤ）とともに、2023
年３月に決定。（再掲） 

・総合科学技術・イノベーション会議
（ＣＳＴＩ）のガバニングボードにお
いて決定した 14 の課題について、Ｓ
ＩＰ第 3 期を実施する。【科技】 

〇ＳＩＰ第 2 期の各課題については、成
果の社会実装に向けて、社会実装の体
制構築を含めた研究開発を推進する
とともに、事業終了後には追跡調査及
び追跡評価を行い、成果の社会実装の
実現状況を確認する。【科技】 

・ＳＩＰ第２期の 12 課題は、開始から
５年目となり、各課題で研究内容の成
果を取りまとめ、一部テーマでは社会
実装が実現するとともに、社会実装に
向けた体制整備の進捗が進んだ。 

・第２期の各課題において整備した社
会実装に向けた体制により継続して
推進。【科技、関係府省】 

・ＢＲＩＤＧＥ（橋渡しプログラム）の
2023 年度重点課題として「ＳＩＰの
社会実装」を設定。2023 年２月から
各省に提案募集を行い、有識者からの
意見聴取や評価を踏まえて 2023 年６
月末に予算配分し、成果の社会実装を
推進。【科技、関係府省】 

○官民研究開発投資拡大プログラム（Ｐ
ＲＩＳＭ）について、統合戦略や統合
イノベーション戦略推進会議が策定
する各種分野別戦略等を踏まえ、ＣＳ
ＴＩが各府省庁の施策を誘導し、事業
の加速等を行うことにより、官民の研
究開発投資の拡大や社会実装の促進
に向け引き続き推進する。【科技】 

・ＣＳＴＩが策定した各種戦略等を踏
まえ、ＡＩ技術、インフラ・防災技術、
バイオ技術、量子技術領域に重点化し
配分を行っており、2022 年度におい
ては、これら４領域の 33 施策に追加
配分を実施。 

・従来のＰＲＩＳＭの枠組みを生かし
ながら、技術開発にとどまらず、社会

・ＢＲＩＤＧＥ（橋渡しプログラム）に
ついては、ＣＳＴＩが社会課題解決や
新事業創出に向けた重点課題を設定
し、ＤＸ化などの政策転換やスタート
アップ事業創出等、各省庁施策のイノ
ベーション化を推進する。【科技、関
係府省】 
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実装に向けた各府省庁の施策を強化
することを目的に、2022 年 12 月に
「基本方針」及び「運用指針」を改正
し、ＢＲＩＤＧＥ（橋渡しプログラム）
に見直した。ＣＳＴＩは、社会課題解
決や新事業創出に向けた重点課題を
設定し、ＤＸ化などの政策転換やスタ
ートアップ事業創出等、各省庁施策の
イノベーション化を推進する。 

〇国が実施する各事業において、引き続
き、先進的な技術を積極的に導入し、
先進技術の実社会での活用の後押し、
事業のより効率的・効果的な実施、さ
らには、社会変革の推進を図る。【科
技、全府省】 

・各府省の事業について、事業のイノベ
ーション化を促すなど、2022 年度政
府事業のイノベーション化を実施。 

・先進技術の国内外での社会実装等の
促進に向け、イノベーション化推進に
係る情報の集約・分析等を実施。 

・防衛省は、様々なプログラムに対して
研究開発ニーズの意見出しを行い、関
係府省からの技術シーズの聴取を行
うなど、成果の活用に関する意見交換
を実施するとともに、政府の研究開発
プロジェクトや投資の成果及び先進
的な民生技術を防衛分野に活用すべ
く、民生技術を取り込む制度について
2023 年度予算の拡充を実施。 

・各府省協力の下で、イノベーション化
に係る情報の集約・分析等を引き続き
行い、先進技術の国内外での社会実装
等を推進。【科技、全府省】 

・政府事業等のイノベーション化の取
組の更なる推進、ＣＳＴＩと連携。【全
府省】 

・国家安全保障戦略（令和 4 年 12 月 16
日閣議決定）等を踏まえ、総合的な防
衛体制の強化のための府省横断的な
仕組みの下、防衛省・自衛隊のニーズ
を踏まえ、政府関係機関が行っている
先端技術の研究開発を防衛目的に活
用していく。【内閣官房、科技、防、関
係府省】 

 
④ 知的財産・標準の国際的・戦略的な活用による社会課題の解決・国際市場の獲得等の推進 

基本計画における具体的な取組 実施状況・現状分析 今後の取組方針 
○諸外国の知財・標準活用の動向を把握

し、我が国における標準の戦略的・国
際的な活用を推進するため、政府全体
として、司令塔機能及び体制を整備
し、国際標準化をはじめ、標準の活用
に係る施策を強化・加速化する。2021
年度から、社会課題の解決や国際市場
の獲得等の点で重要な分野等におい
て、研究開発プロジェクト等を通じ
て、フォーラム標準・デファクト標準・
デジュール標準の適切な使い分けを
含め、官民で標準の戦略的・国際的な
活用を重点的かつ個別具体的に推進
する。【知財、科技、総、経、関係府省】 

・国際標準の戦略的活用を行うべき分
野・領域・テーマを全体的に俯瞰し、
関係府省の連携・分担で国際動向等を
モニタリングして、機動的に対応する
体制を整備中。 

・国際標準の戦略的活用を行うべき分
野・領域・テーマへの関係府省の施策
の誘導・強化を加速化支援を通じて図
り、官民を挙げた国際標準の戦略的活
用を実施。 

・スマートシティ等の分野について、国
際標準の戦略的活用の推進に必要な
国際市場環境等の調査分析及び方策
の検討を実施。 

・関係府省の連携・分担により、スマー
トシティ、Beyond 5Ｇ、グリーン成長
及びスマート農業等をはじめ、国際標
準の戦略的な活用が必要な分野・領
域・テーマを包括的に特定・整理し、
国際動向等をモニタリングして、機動
的に対応。【知財、科技、総、農、経、
国、関係府省】 

・2022 年度に引き続き、関係府省によ
る重要施策の加速化支援、国際標準の
戦略的活用の推進に必要な調査分析
及び方策の検討を推進。【知財、科技、
総、農、経、国、関係府省】 

・日本産業標準調査会基本政策部会（審
議会）において、業種横断的分野の規
格の開発や標準化戦略人材の育成等、
新たなニーズに対応した支援策等に
ついて議論し、2050 年に向けた我が
国の標準化活動を包括的かつ持続的
に加速させるための方策を 2023 年度
中に取りまとめる。【経】 

○標準の戦略的・国際的な活用に関し
て、2020 年度から、官民連携体制を
整備し、官民の意識改革や産業界での
活動の幅広い底上げ、人材の強化等を
推進するとともに、政府の研究開発プ
ロジェクトや規制・制度等との連携等
も通じて、標準の活用に係る企業行動
の変容を促す環境を整備する。また、
政府系機関等が協働して、民間企業等
による実践的な活動を支援する、プラ

・国際標準を国際競争の手段として戦
略的に活用する民間の取組が自律的
に促進されるよう、サポートする外部
機関や外部人材を含む、その基盤とな
るエコシステム（民間事業者・団体、
標準化機関、認証機関、研究開発機関、
政府等で構成）の整備に向けた検討を
有識者と実施。 

・Beyond5G 研究開発促進事業、グリー
ンイノベーション基金事業、ポスト 5

・民間が国際標準を国際競争の手段と
して戦略的に活用する取組を自律的
に促進するエコシステムの整備を含
め、我が国としての標準戦略を 2023
年度末までに策定。【知財、科技、関係
府省】 

・科学技術・イノベーション政策等の重
要分野における政府の研究開発事業
において、社会実装と国際競争力強化
を確保するため、社会実装戦略、国際
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ットフォーム体制を整備する。【知財、
科技、総、経、関係府省】   

Ｇ情報通信システム基盤強化研究開
発事業及びＳＩＰ（戦略的イノベーシ
ョン創造プログラム）第 3 期の事業に
おいて、企業による国際標準の戦略的
な活用を担保する仕組みを導入。 

・経済安全保障の観点も踏まえ、国際標
準の戦略的活用を行うべき分野・領
域・テーマについて、全体的に俯瞰し、
関係府省の連携・分担で国際動向等を
モニタリングして、機動的に対応する
体制を整備中。 

・支援プラットフォームによる民間の
国際標準戦略活動に対するサービス
提供に必要な施策を検討。 

競争戦略、国際標準戦略の明確な提示
と、その達成に向けた取組への企業経
営層のコミットメントを求める事業
運営、フォローアップ等の仕組みを導
入し、企業による国際標準の戦略的な
活用を担保する仕組みについて、昨年
度対象とした研究開発事業での取組
状況を踏まえ、他の研究開発事業への
横展開を図る。【知財、科技、関係府
省】 

・経済安全保障の観点も踏まえ、関係府
省の連携・分担により、国際標準の戦
略的な活用が必要な分野・領域・テー
マを包括的に特定・整理し、国際動向
等をモニタリングして、機動的に対
応。【知財、科技、総、経、関係府省】  

・支援プラットフォームを構成する政
府系機関等とも協働し、民間による実
践的な国際標準戦略活動を支援する、
有識者のネットワーク体制やアドバ
イザリ体制の整備を推進。【知財】 

〇我が国の質の高いものづくりやサー
ビスの源泉となる知的基盤などの整
備やプラットフォーム化について、
2025 年度を目指して推進し、国民生
活や社会課題の解決に向けた社会経
済活動を幅広く支える。【経】 

・第 3 期知的基盤整備計画（2021 年５
月策定・公表）に基づく、整備状況の
フォローアップのため、審議会を開催
し議論を実施。 

・2025 年度の中間フォローアップに向
けて、第 3 期知的基盤整備計画に基づ
き施策を着実に実施するとともに、社
会情勢の変化や国家的・国際的な課題
の解決に資するべく、毎年度フォロー
アップを行い、必要に応じて計画の見
直し等を行う。【経】 

 
⑤ 科学技術外交の戦略的な推進 

基本計画における具体的な取組 実施状況・現状分析 今後の取組方針 
〇先端重要分野における戦略的な二国

間、多国間の win-win の協力・連携や、
成果の社会実装も見据えた産学国際
共同研究等に対する支援の抜本的強
化、「STI for SDGs」活動の国際展開
等の促進を通じて、科学技術外交の戦
略的な展開を図る。【科技、外、文】 

・国が設定する分野・領域及び高い科学
技術水準を有する諸外国を対象とし
て、国際的に優れた研究成果創出に向
けた国際共同研究を戦略的・機動的に
推進するための新たな基金を 2022 年
度補正により創設。 

・戦略的国際共同研究プログラム（ＳＩ
ＣＯＲＰ）においては、2022 年度は
ＡＩに関する研究等の公募を開始す
るなど、先進国及び開発途上国との国
際共同研究を推進。 

・2022 年 8 月、科学技術外交推進会議
第５回会合を、2023 年 3 月に第６回
会合を開催し、科学技術外交をめぐる
現状と主要課題を踏まえ、テーマ別に
議論を深化・発展。 

・フランス、ブラジル、南アフリカ、ス
ウェーデン、オーストラリア、イタリ
ア、スイス、ドイツ、ハンガリー、オ
ランダ、ニュージーランドとの間でそ
れぞれ科学技術協力協定に基づく合
同委員会を実施し、先端重要分野を含
む科学技術分野の協力促進を議論。 

・2021 年４月の日米首脳会談で「日米
競争力・強靱性（コア）パートナーシ
ップ」に基づき、例えば量子分野では
6 月の日米科学技術協力合同実務級委

・先端国際共同研究推進事業/プログラ
ムにおいて、国が設定する分野・領域
及び高い科学技術水準を有する諸外
国を対象として、国際的に優れた研究
成果創出に向けた国際共同研究を戦
略的・機動的に推進。【文】 

・戦略的国際共同研究プログラム（ＳＩ
ＣＯＲＰ）において、マルチ枠組みに
よる多国間共同研究や、新興国との相
手国・地域のポテンシャルに応じた共
同研究を推進。【文】 

・外交政策の中で日本が強みとする科
学技術をどう活用していくかの具体
的な方針について、「科学技術外交推
進会議」での議論を踏まえながら、関
係府省の協力を得つつ検討、具現化。
【外、関係府省】 

・引き続き、国際シンポジウム等を契機
とした共同研究・人的交流を推進。【科
技、文、関係府省】 

・ムーンショット型研究開発制度につ
いて、ホライズン・ヨーロッパのほか、
各国の様々なプログラムとの協力の
分野や形態を拡大。【科技、関係府省】 

・国連開発計画(ＵＮＤＰ)への拠出によ
る社会課題解決の取組を拡大。【科技】 

・地球規模課題対応国際科学技術協力
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員会において文部科学省と米国エネ
ルギー省（ＤＯＥ）の間で量子技術に
係る事業取決めに署名する等協力を
推進。 

・2022 年 11 月に政府・量子拠点等が主
催する国際シンポジウム「Quantum 
Innovation 2022」をオンラインで開
催。50 か国から 1,000 名超が参加し、
交流を促進。 

・ムーンショット型研究開発制度につ
いて、国際連携の実績例や様々な協力
形態をＨＰで公開し、欧米諸国を含む
各国との研究協力体制強化を実施。 

・人材交流や共同研究を含む幅広い連
携や国際頭脳循環の促進のため、日Ｅ
Ｕ間におけるより相互主義的な協力
の可能性の一つとして日本のホライ
ズン・ヨーロッパ準参加の検討。 

・「STI for SDGs」活動として世界銀行
及び国連開発計画への拠出により、ケ
ニア政府向けに農家によるデジタル
金融サービス活用のためのロードマ
ップ作成を支援するための世界銀行
への拠出を完了。 

・.国連開発計画(ＵＮＤＰ)への拠出を
通じて、開発途上国におけるＳＤＧｓ
課題解決へ向けたＳＴＩによる事業
化検討を行う日本企業を支援。 

・地球規模課題対応国際科学技術協力
プログラム（ＳＡＴＲＥＰＳ）では、
我が国の優れた科学技術とＯＤＡと
の連携により、環境・エネルギー、生
物資源、防災、感染症分野の国際共同
研究を推進。 

プログラム（ＳＡＴＲＥＰＳ）につい
ては、これまでの成果を踏まえ、ＳＤ
Ｇｓの達成や社会実装に向けて、新興
国・発展途上国との協力を戦略的に実
施。【外、文】 

〇研究活動の国際化、オープン化に伴
い、利益相反、責務相反、科学技術情
報等の流出等の懸念が顕在化しつつ
ある状況を踏まえ、基礎研究と応用開
発の違いに配慮しつつ、また、国際共
同研究の重要性も考慮に入れながら、
政府としての対応方針を検討し、2021
年に競争的研究費の公募や外国企業
との連携に係る指針等必要となるガ
イドライン等の整備を進める。特に研
究者が有すべき研究の健全性・公正性
（研究インテグリティ）の自律的確保
を支援すべく、国内外の研究コミュニ
ティとも連携して、2021 年早期に、
政府としての対応の方向性を定める。
これらのガイドライン等については、
各研究機関や研究資金配分機関等の
取組状況を踏まえ、必要に応じて見直
す。（再掲）【科技、文、経、関係府省】 

・2021 年４月に決定された政府の対応
方針に基づき、大学・研究機関等への
説明会や海外動向の調査を実施する
とともに、大学・研究機関等における
研修強化等の取組状況及び利益相反・
責務相反に関する規程・組織の整備状
況並びに研究資金配分機関等におけ
る取組状況を把握・公表。 

・2022年6月に公表されたＧ7の研究セ
キュリティ・インテグリティの原則の
作成等に我が国が積極的に貢献。（再
掲） 

・研究者、所属機関等へ研究インテグリ
ティの確保に係る対応に関する説明
会・セミナーを実施。（再掲） 

・2022 年 5 月、大学・研究機関等に対
して、研究インテグリティ確保の参考
となる体制・規程等の具体の取組のプ
ラクティス等の周知・連絡を実施。 

・引き続き大学・研究機関、公的資金配
分機関等の研究インテグリティの確
保に関する取組状況を調査し、現状・
課題・要望等を把握した上で、必要な
措置を検討。（再掲）【科技、文、経、
関係府省】 

・国際研究協力の相手である諸外国と
調和した研究インテグリティの自律
的な確保の仕組みを構築・維持してい
くために、大学・研究機関への説明会
の実施やＧ7 の研究セキュリティ・イ
ンテグリティワーキンググループへ
の共同参画等により 研究コミュニテ
ィとの連携を強化。（再掲）【科技、文、
経、関係府省】 

・Ｇ7 議長国として、研究セキュリティ・
インテグリティのベストプラクティ
ス文書、バーチャルアカデミーとツー
ルキットの作成について、Ｇ7 での議
論に我が国が積極的に貢献。（再掲）
【科技、文、経、関係府省】 

・研究者、所属機関等へ研究インテグリ
ティの確保に係る対応に関する説明
会・セミナーを引き続き開催。（再掲）
【科技、文、経、関係府省】 

・大学・研究機関等における研究インテ
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グリティ確保のための体制・規程の整
備等を引き続き促進。（再掲）【科技、
文、関係府省】 

〇科学技術・イノベーションに関する国
際的な合意形成や枠組み・ルール形成
等に我が国が主体的に関与しながら、
主導的役割を担えるよう、関係する国
際機関等の邦人職員ポストや国際会
議議長職の確保・拡充、候補人材の戦
略的育成、関係府省の職員や専門家等
の積極的な派遣を図る。【科技、外、
文、経、関係府省】 

               

・関係する国際機関等の邦人職員ポス
トや国際会議議長職の確保・拡充、候
補人材の戦略的育成、関係府省の職員
や専門家等の積極的な派遣促進に向
け、2022 年 11 月に「国際機関幹部ポ
スト獲得等に戦略的に取り組むため
の関係省庁連絡会議」課長級会合、
2023 年３月に第４回会議を実施。ま
た、これらの会議を通じ、各省と外務
省と連携し、各国際機関への派遣を通
じた人材育成等の調整・検討を開始。 

・ＪＰＯ派遣を中心に各機関への邦人
職員増加の取組を実施した結果、2021
年末時点で国連関係機関全体の邦人
職員数は 956 名（前年は 918 名）と
確実に増加。 

・国際機関において、邦人がトップを含
む重要な幹部ポストを獲得できるよ
う、各省が連携して取り組む体制を構
築するため、2023 年度においても引
き続き当該会議を実施し、これを通じ
て具体的な各省が連携した情報共有、
人材派遣・育成を行い長期的な視野で
国際幹部ポストの獲得に取り組む。
【科技、外、関係府省】 

・引き続き「2025 年までに国連関係機
関の邦人職員を 1,000 人とする」とい
う政府目標も念頭に置きながら、ＪＰ
Ｏ派遣等の施策を通じて、各国際機関
の各分野に、トップ・幹部ポストの候
補となり得る邦人職員の増加・昇進に
取り組む。【科技、外、関係府省】 

〇科学技術外交に関する我が国として
の戦略の下、省庁横断での連携体制の
強化とともに、在外公館の科学技術担
当や国立研究開発法人等の海外事務
所を核とした情報収集・発信の体制を
強化することや、Ｇ７等の国際場裡に
おいて Society 5.0 の実現に向けた取
組等について積極的な情報発信を行
うなど、科学技術外交の戦略的な展開
を支える基盤の強化を図る。【科技、
外、文、経、関係府省】 

・10 月にジュネーブにて対面で開催さ
れた「外務大臣科技顧問ネットワーク
（ＦＭＳＴＡＮ）」会合には、松本洋
一郎外務大臣科学技術顧問、小谷元子
外務大臣次席科学技術顧問が出席し、
公共財や水資源、砂資源の管理におけ
る国際的な協力、現在の地政学的問題
を踏まえた科学外交の在り方等幅広
い議題について、各国の科学技術顧問
又はそれに相当するポストにつく要
人と議論を実施。 

・2022 年 6 月、科学技術外交推進会議
の取りまとめの下、科学技術外交を推
進するに当たって重要となる科学技
術基盤の強化のために必要な取組（高
度人材の国内外での循環およびネッ
トワーク化）に係る提言「科学技術協
力の基盤強化に係わる提言」を発出。 

・また、科学技術外交推進会議におい
て、ＯＤＡに科学技術・イノベーショ
ンを一層有効活用する科学技術外交
の重要性と課題に着目し、新しい議論
を開始。 

・2023 年 5 月 12 日から 14 日まで、仙
台市内の秋保温泉において、Ｇ７仙台
科学技術大臣会合を開催。Ｇ７議長国
としてリーダーシップを発揮し、Ｇ７
科学技術大臣等による議論を踏まえ、
会合の成果文書として「Ｇ７科学技術
大臣の共同声明」を採択。 

・外交政策の中で我が国が強みとする
科学技術をどう活用していくかの具
体的な方針について、「科学技術外交
推進会議」の議論を踏まえながら、関
係府省の協力を得つつ検討、具現化。
また主要公館を対象とした科学技術
担当官会議や科学技術外交セミナー
を随時開催。【外、関係府省】 

・各地の科学技術に関わる機関・企業・
大学との連携を始めとする科学技術
外交推進に資する在外公館の機能の
強化を目指す。【外、関係府省】 

・Ｇ７仙台科学技術大臣会合におい採
択された「Ｇ７科学技術大臣の共同声
明」を受け、Ｇ７各国と連携し、信頼
に基づく、オープンで発展性のある研
究エコシステムの実現に向けた取組
を進め、科学技術によるグローバルな
課題解決へ貢献。【科技、関係府省】 

〇海外の研究資金配分機関等との連携
を通じた国際共同研究や、魅力ある研
究拠点の形成、学生・研究者等の国際
交流、世界水準の待遇や研究環境の実
現、大学、研究機関、研究資金配分機
関等の国際化を戦略的に進め、我が国
が中核に位置付けられる国際研究ネ
ットワークを構築し、世界の優秀な人
材を引き付ける。【健康医療、科技、
総、文、厚、農、経】 

・ＳＩＣＯＲＰにおいて、欧州との多国
間国際共同研究プログラムの新規課
題を採択する等、マルチの枠組みも利
用した海外の研究資金配分機関との
連携による国際共同研究を実施。 

・国際頭脳循環に参入する若手研究者
の新たな流動モード促進のため、研究
者の長期渡航を見据えた、１～３か月
程度の海外渡航等の支援の試行的取
組を実施。 

・国が設定する分野・領域及び高い科学

・海外の研究資金配分機関等との連携
を深め、地政学的な変化も踏まえなが
ら、ＡＳＥＡＮを含む政策上重要な国
との国際共同研究を推進。【文】 

・国が設定する分野・領域及び高い科学
技術水準を有する諸外国を対象とし
た国際共同研究を通じて、日本人研究
者の国際科学トップサークルへの参
入を促進するとともに、我が国と諸外
国の優秀な若手研究者の交流や関係
構築を図り、国際頭脳循環の活性化及
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技術水準を有する諸外国を対象とし
た国際共同研究を通じて、日本人研究
者の国際科学トップサークルへの参
入を促進するとともに、我が国と諸外
国の優秀な若手研究者の交流や関係
構築を図り、国際頭脳循環の活性化及
び次世代の優秀な研究者の育成を推
進するための新たな基金を 2022 年度
補正により創設。 

・新型コロナウイルス感染症の影響下
においても、オンラインも活用し、学
術における国際交流を着実に実施。研
究分野や世界各国の研究力の状況、相
手国のニーズ等の特性にも留意しつ
つ、研究者や青少年の戦略的な派遣と
受入れ等の国際交流事業を実施。 

・アジア・太平洋総合研究センターにお
いて、成長が著しいアジア・太平洋地
域の政治・経済・社会・文化的観点を
含めた相互理解の促進や科学技術協
力の加速のための基盤整備として、調
査研究、情報発信、交流推進活動を実
行中。 

・科研費「国際先導研究」について、2021
年度補正予算による第１回公募で 15
件の研究課題を採択。2022 年度第２
次補正予算により、2023 年１月から
第２回公募を実施。 

・戦略的創造推進事業において、2022 年
度にフランスＡＮＲ（国立研究機構）
との国際共同公募を実施。 

・世界トップレベル研究拠点プログラ
ム（ＷＰＩ）において、国際頭脳循環
の強化及び新たな基礎科学領域の創
出のため、2022 年度に新規で３拠点
を採択するとともに、引き続き、ノウ
ハウの横展開や世界水準の待遇・研究
環境等の実現により、世界の優秀な人
材を惹きつける国際頭脳循環のハブ
拠点形成を推進する取組を支援。 

・「大学の国際化促進フォーラム」につ
いて、132 の国公私立大学、短期大学、
高等専門学校、各種団体等が会員登録
済。19 プロジェクトに対する連携大
学延べ 40 校、連携大学以外の参画校
国内延べ 77 校、国外 15 校。2022 年
度中に 16 のシンポジウム等の開催や
情報発信。 

・ＪＳＰＳにおいては、科研費「国際先
導研究」の国際審査を実施するための
体制整備を実施。 

・ＪＳＴにおいては、ＳＴＳフォーラム
年次総会のサイドイベントとして世
界各国、地域の研究資金配分機関の長
による会合（ＦＡＰＭ）を主催し、共
通する運営課題等を議論。 

・2022 年度の新規公募として、新たに
インド、英国、オーストラリアの大学
との質保証を伴った教育交流プログ
ラムを実施。17 大学による 14 プログ

び次世代の優秀な研究者の育成を推
進。【文】 

・研究分野や世界各国の研究力の状況、
相手国のニーズなどの特性にも留意
しつつ、研究者や青少年の戦略的な派
遣と受入れ等の国際交流事業を推進。
【文】 

・引き続き、アジア・太平洋総合研究セ
ンター事業の活発で透明性の高い活
動を通じて、アジア・太平洋地域にお
ける科学技術分野の連携・協力を拡
大・深化。【文】 

・科研費「国際先導研究」の継続的な実
施に加え、全ての研究種目において審
査時に国際的な活動を含めて研究遂
行能力の評価を行うなど研究活動の
更なる国際化を促進。【文】 

・引き続き、戦略的創造研究推進事業等
の公募型研究事業において、共同公募
等の国際共同研究に係るファンディ
ング手法の導入を推進。【文】 

・世界トップレベル研究拠点プログラ
ム（ＷＰＩ）において、ＷＰＩプログ
ラム委員会で決定された３つのミッ
ションの下、2023 年度に整備する新
規拠点も含めた国際頭脳循環のハブ
拠点形成の計画的・継続的な推進等に
より、魅力ある研究拠点の形成や、学
生・研究者等の国際研究ネットワーク
を構築する。【文】 

・スーパーグローバル大学創成支援事
業により培われた成果の継続的推進
やそれ以外の大学等への取組の普及
展開により国際化をより一層推進す
るとともに、更なる徹底した国際化や
グローバル人材育成に大学が継続的
に取り組むような環境整備を行う。
【文】 

・研究活動の国際化を促進するよう、研
究インテグリティの確保等にも留意
しつつ、研究資金配分機関の運営の国
際化を推進。【科技、文】 

・戦略的に留学生交流を推進すべき国・
地域との大学間連携・学生交流を推進
するため、「大学の世界展開力強化事
業」の 2023 年度の新規公募として、
米国等の大学との質保証を伴った教
育交流プログラムを実施。【文】 

・政府の方針等を踏まえ、ジョイント・
ディグリーの更なる推進を図るため、
制度等の不断の改善や好事例の横展
開に繋がる取組を行う。【文】 

・留学生交流については、教育研究力の
高いＧ7 をはじめとする重点地域を中
心としてモビリティを強化し、大学の
国際的な教育研究ネットワークへの
我が国大学の参画を促進。【文】 

・引き続き、年１回ＲＤ20 会合を開催
するとともに、通年の活動として共同
研究（タスクフォース）やワークショ
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ラムが採択され、2022 年９月から交
流が開始。 

・2022 年３月にジョイント・ディグリ
ーの改正法令の公布にあわせ、ガイド
ラインを改定し、制度の周知を実施。 

・2022 年８月にジョイント・ディグリ
ーの改正関係法令を施行。各種説明会
等での周知を実施。 

・2022 年３月以降、国内外の新型コロ
ナウイルス感染症の水際対策の順次
緩和などを受けて、留学生交流数は少
しずつ回復に向かっている状況。ま
た、円安の急速な進行が日本人の海外
留学の中断・断念等につながらないよ
う 2022 年度補正において必要な支援
を措置。 

・2022 年 10 月にＧ20 のクリーンエネ
ルギー技術分野のトップ研究機関の
リーダーが参加する国際会合（ＲＤ
20）の第 4 回会合を開催。 

・クリーンエネルギー分野における革
新的技術の国際共同研究開発事業を
実施。 

・ＩＣＴ分野における研究開発成果の
国際標準化や実用化を加速し、イノベ
ーションの創出や国際競争力の強化
に資するため、米国及びドイツと連携
した国際共同研究に関しては、2022
年度に新規課題を採択し、研究開発を
実施中。ＥＵと連携した国際共同研究
に関しては、研究開発を継続実施中。 

ップを行う。【経】 
・「エネルギー・環境分野の中長期的課

題解決に資する新技術先導研究プロ
グラム」に統合して実施【経】 

・ＩＣＴ分野における研究開発成果の
国際標準化や実用化を加速し、イノベ
ーションの創出や国際競争力の強化
に資するため、戦略的パートナーであ
る国・地域との国際共同研究を着実に
実施。【総】 

〇先端重要分野における国際協力取決
め数や被引用数 Top１％論文中の国
際共著論文数といった指標の集計方
法について 2021 年度までに検討す
る。【科技、関係府省】 

・検討した指標により、第６期基本計画
「科学技術外交の戦略的な推進」のモ
ニタリング・評価を試行的に実施する
ことを検討。 

 

・検討した指標により、第６期基本計画
「科学技術外交の戦略的な推進」のモ
ニタリング・評価を試行的に実施する
ことを検討。【科技、関係府省】 
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２．知のフロンティアを開拓し価値創造の源泉となる研究力の強化 
【大目標】 
・ 多様性や卓越性を持った「知」を創出し続ける、世界最高水準の研究力を取り戻す 

 
【現状データ】（参考指標） 
・ 国際的に注目される研究領域（サイエンスマップ）への参画数、参画割合：283領域、31%（2015年～2020

年）117 
・ 特許に引用される論文数：パテントファミリーに引用されている論文数 74,794 本 118 119  

・ 日本の被引用数Top10％補正論文数、総論文数に占める割合：7,042本、8.2%（整数カウント、2018年～
2020年の３年移動平均）120 

 
（１）多様で卓越した研究を生み出す環境の再構築 
【あるべき姿とその実現に向けた方向性】 

知のフロンティアを開拓する多様で卓越した研究成果を生み出すため、研究者が、一人ひとりに内在する
多様性に富む問題意識に基づき、その能力をいかんなく発揮し、課題解決へのあくなき挑戦を続けられる環
境の実現を目指す。 

このためには、まず優秀な若者が、将来の活躍の展望を描ける状況の下で、「知」の担い手として、博士
後期課程に進学するというキャリアパスを充実させる。具体的には、優秀な若手研究者が、時代の要請に応
じた「知」のグローバルリーダーとして誇りを持ち、研究に打ち込む時間を十分に確保しながら、自らの人
生を賭けるに値する価値を見出し、独立した研究者となるための挑戦に踏み出せるキャリアシステムを再
構築する。将来的には、希望する全ての優秀な博士人材が、アカデミア、産業界、行政等の様々な分野にお
いて正規の職を得て、リーダーとして活躍する展望が描ける環境を整備する。 

この実現に向けては、アカデミアと産業界の双方の努力が求められる。すなわち、産業界は、課題を自ら
設定しその解決を達成する、高度な問題解決能力を身に付けた博士人材が、その能力が発揮できる環境があ
れば、産業界等においても、イノベーションの創出に向け、やりがいを持って活躍できるということを認識
することが必要である。同時に、アカデミアは大学院教育改革を推進し、社会に対して、Society 5.0 を支え
るにふさわしい博士人材を輩出していくことに責任を持ち、社会から信頼を持って迎えられるようにする
必要がある。その際、博士後期課程学生を安価な研究労働力とみなすような慣習が刷新され、「研究者」と
しても適切に扱うとともに、次代の社会を牽引する人材として育成する。あわせて、博士課程修了後の社会
的活躍が担当教員の社会的な評価となる環境を実現していく。こうした環境の下で、優秀な学生・若者が、
博士の道を選択し、アカデミアと産業界双方の人材の厚みと卓越性の向上を図る。 

また、研究の卓越性を高めるため、厚みのある基礎研究・学術研究の振興とともに、多様な「知」の活発
な交流が必要である。個々の研究者が、腰を据えて研究に取り組む時間が確保され、自らの専門分野に閉じ
こもることなく、多様な主体と知的交流を図り、刺激を受けることにより、卓越性が高く独創的な研究成果
を創出する環境の実現を目指す。 

                                                      
117 文部科学省科学技術・学術政策研究所「サイエンスマップ2020」（2023年3月） 
118 文部科学省科学技術・学術政策研究所「科学技術指標2022」（2022年８月） 
119 パテントファミリーに引用されている論文におけるシェア：6.4%、日本の論文数に占めるパテントファミリーに引用されている論文数の割

合：3.4%（出典：文部科学省科学技術・学術政策研究所「科学技術指標2022」（2022年８月）） 
120 文部科学省科学技術・学術政策研究所「科学技術指標2022」（2022年８月） 
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このため、多くの研究者が、海外の異なる研究文化・環境の下で研さん・経験を積めるようにし、研究者
としてのキャリアのステップアップと、海外研究者との国際研究ネットワークの構築を図る。あわせて、世
界中から意欲ある優秀な研究者を引き付ける魅力的な研究拠点を形成し、トップレベルの研究者をオンラ
インを含めて迎え入れる。これらのネットワークを活用した国際共同研究を推進することにより、互いに刺
激し合い、これまでにない新たな発想が次々と生まれる環境を整備する。 

さらに、研究のダイバーシティの確保やジェンダード・イノベーション 121 創出に向け、指導的立場も含
め女性研究者の更なる活躍を進めるとともに、自然科学系の博士後期課程への女性の進学率が低い状況を
打破することで、我が国における潜在的な知の担い手を増やしていく。 

また、「知」の創出に向けた取組の中核となる基礎研究・学術研究を強力に推進する。その際、研究者へ
の切れ目ない支援を実現するなど、知の創出と活用を最大化するための競争的研究費改革を進める。 

また、新しい価値観や社会の在り方を探究・提示することなどを目指す人文・社会科学について、総合的・
計画的に振興するとともに、自然科学の知と連携・協働を促進し、分野の垣根を超えた「総合知」の創出を
進める。我が国のアカデミアの総体が、分野の壁を乗り越えるとともに、社会の課題に向き合い、グローバ
ルにも切磋琢磨しながら、より卓越した知を創出し続けていく。 
 
【目標】 
・ 優秀な若者が、アカデミア、産業界、行政など様々な分野において活躍できる展望が描ける環境の中、

経済的な心配をすることなく、自らの人生を賭けるに値するとして、誇りを持ち博士後期課程に進学
し、挑戦に踏み出す。 

・ 基礎研究・学術研究から多様で卓越した研究成果の創出と蓄積が進むとともに、これを可能とする研究
者に対する切れ目ない支援が実現する。 

・ ダイバーシティが確保された環境の下、個々の研究者が、腰を据えて研究に取り組む時間が確保され、
自らの専門分野に閉じこもることなく、多様な主体と活発な知的交流を図り、海外研さん・海外経験の
機会も通じて、刺激を受けることにより、創発的な研究が進み、より卓越性の高い研究成果が創出され
る。 

・ 人文・社会科学の厚みのある研究が進み、多様な知が創出されるとともに、国内外や地域の抱える複雑
化する諸問題の解決に向けて、自然科学の知と融合した「総合知」を創出・活用することが定着する。 

 
【科学技術・イノベーション政策において目指す主要な数値目標】（主要指標） 
・ 生活費相当額程度を受給する博士後期課程学生：優秀な博士後期課程学生の処遇向上に向けて、2025

年度までに、生活費相当額を受給する博士後期課程学生を従来の 3 倍に増加 122（修士課程からの進学
者数の約７割に相当）。また、将来的に、希望する優秀な博士後期課程学生全てが生活費相当額を受給。 

・ 産業界による理工系博士号取得者の採用者数：年当たりの採用者数について、2025 年度までに約 1,000

                                                      
121 科学や技術に性差の視点を取り込むことによって創出されるイノベーション。 
122 2019 年度文部科学省先導的大学改革推進委託事業「博士課程学生の経済的支援状況に係る調査研究」（2020 年 3 月）によれば、2018 年度実

績値は博士後期課程在籍学生の 10.1%。上記の数値目標の実現は、博士後期課程学生全体の約３割が生活費相当額を受給することに相当。本
計画において、博士後期課程学生が受給する生活費相当額は年間 180 万円以上としている。ただし、大学ファンドの運用益の活用やそれに先
駆けた博士後期課程学生への支援を強化する取組のほか、競争的研究費等からのリサーチアシスタント（ＲＡ）経費の支出などにより、日本
学術振興会特別研究員(ＤＣ)並みの年間 240 万円程度の受給者を大幅に拡充するとともに、我が国の博士後期課程を世界水準のものとし、優
秀な学生を海外からも引き付ける観点から、生活費相当額の見直しや、世界水準の待遇を可能とする仕組みについて検討する。 
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名増加（2018 年実績値は、理工系博士号取得者 4,570 人中 1,151 人 123）。 
・ 40 歳未満の大学本務教員の数：我が国の研究力強化の観点から、基本計画期間中に１割増加 124し、将

来的に、大学本務教員に占める 40 歳未満の教員の割合が３割以上になることを目指す。 
・ 研究大学（卓越した成果を創出している海外大学と伍して、全学的に世界で卓越した教育研究、社会実

装を機能強化の中核とする「重点支援③」の国立大学）における、35～39 歳の大学本務教員数に占め
るテニュア教員及びテニュアトラック教員の割合 125：基本計画期間中に、2019 年における割合の１割
増以上 126 

・ 大学における女性研究者の新規採用割合：2025 年度までに、理学系 20％、工学系 15％、農学系 30％、
医学・歯学・薬学系合わせて 30％、人文科学系 45％、社会科学系 30％ 

・ 大学教員のうち、教授等（学長、副学長、教授）に占める女性割合 127：早期に 20％、2025 年度までに
23％（2020 年度時点、17.7％128） 

・ 大学等教員の職務に占める学内事務等の割合：2025 年度までに半減（2017 年度時点、18％129） 
 
【現状データ】（参考指標） 
・ 総論文数に占める被引用数Top10％補正論文数の割合：8.2%（2018年～2020年）130 
・ 総論文数及びその国際シェア：86,317本、5.0%（2018年～2020年（３年平均））131 
・ 国際的に注目される研究領域（サイエンスマップ）への参画数、参画割合（再掲）：283領域、31%（2015

年～2020年）132 
・ 人口当たりの博士号取得者数：人口100万人当たり120人（2019年度）133 
・ 若手研究者（40歳未満の大学本務教員）の数と全体に占める割合：41,072人、22.1％（2019年度）134 
・ 民間企業を含めた全研究者に占める女性研究者の割合：17.8％（2021年度）135 

                                                      
123 2019 年度文部科学省先導的大学改革推進委託事業「大学院における教育改革の実態把握・分析等に関する調査研究」（2020 年３月 株式

会社リベルタス・コンサルティング）より算出。 
124 文部科学省「2019 年度学校教員統計調査」によれば、2019 年度における 40 歳未満の大学本務教員の数は 41,072 人、大学本務教員に占め

る 40 歳未満の教員の割合は 22.1％。 
125 各大学や分野ごとに研究者の置かれた状況や当該割合がそれぞれ異なっていることに留意が必要であり、各大学において、それぞれの状況

を踏まえ目標の達成を目指していくことが重要である。特に保健分野は医・歯学系の大学院において医療職の社会人院生などが在学しており、
修了年齢が高くなる傾向がある。また、附属病院等に所属する医師や歯科医師などの医療職の教員が含まれており、当該教員は診療業務や病
院運営等において、大学部局と病院内を異動したり、連携する病院・診療所等へ派遣されたりするなど流動性が高い。これらのために「任期
付き」で運用されているケースが多い点等を考慮する必要がある。 
このほか、研究者によっては出産や育児等による研究中断期間があることに配慮し、目標の達成を目指していくことが重要である。 

126 文部科学省の調査によれば、2019 年度における重点支援③の国立大学における 35～39 歳の大学本務教員数に占めるテニュア教員及びテニ
ュアトラック教員の割合は 44.8%。当該割合の１割増は、全体としては 49.3%に相当する。 

127 分野別・職階別に目標を設定することについては、各大学や研究科が分野や機関の特性に応じ、戦略的に目標を設定・公開・検証していく
ことが求められる。 

128 文部科学省「2020 年度学校基本調査」より算出。 
129 文部科学省「大学等におけるフルタイム換算データに関する調査」 
130 整数カウントにより算出。2018年～2020年の総論文数に占める被引用数Top10%補正論文数の割合。文部科学省科学技術・学術政策研究所

「科学技術指標2022」（2022年８月）を基に算出。 
131 整数カウントにより算出。文部科学省科学技術・学術政策研究所「科学技術指標2022」（2022年８月）を基に算出。 
132 文部科学省科学技術・学術政策研究所「サイエンスマップ2020」（2023年3月） 
133 文部科学省科学技術・学術政策研究所「科学技術指標2022」（2022年８月） 
134 2019年度学校教員統計調査より算出。 
135 総務省「2022年科学技術研究調査結果」（2022年12月） 
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・ 大学本務教員に占める女性研究者の割合：26.7％（2022年度）136 
・ 博士後期課程在籍者に占める女性の割合（分野別）：理学系21％、工学系20％、農学系37％、医・歯・薬

学系合わせて32％、人文科学系53％、社会科学系38％（2022年度）137 
 
① 博士後期課程学生の処遇向上とキャリアパスの拡大 

基本計画における具体的な取組 実施状況・現状分析 今後の取組方針 
○博士後期課程学生の処遇向上とキャ

リアパスの拡大に関しては、様々な支
援を必要とする学生の分析・フォロー
アップを継続的に進めるとともに、産
業界の協力も得ながら、様々な政策資
源を総動員して一体的に取り組む。特
別研究員（ＤＣ）制度の充実、日本学
生支援機構奨学金（業績優秀者返還免
除）や各大学の大学院生に対する授業
料減免による継続的な支援、大学ファ
ンドの運用益の活用やそれに先駆け
た博士後期課程学生への支援を強化
する取組などを進める。あわせて、競
争的研究費や共同研究費からの博士
後期課程学生に対するリサーチアシ
スタント（ＲＡ）としての適切な水準
での給与支給を推進すべく、各事業及
び大学等において、ＲＡ等の雇用・謝
金に係るＲＡ経費の支出のルールを
策定し、2021 年度から順次実施する。
 【科技、文、関係府省】     

・博士後期課程学生の経済状況の把握
等に向けた調査を定期的に実施。 

・世界と伍する研究大学の在り方につ
いて、2022 年２月に最終まとめがＣ
ＳＴＩ本会議で決定。「国際卓越研究
大学の研究及び研究成果の活用のた
めの体制の強化に関する法律」が第
208 回国会で成立。国際卓越研究大学
法に基づき、制度の意義・目標・認定
等の基本的な事項を定める基本方針
を 2022 年 11 月に決定し、大学ファ
ンドからの博士課程学生への別途の
支援については、大学ファンドの運用
益の範囲内で、当面の間は 200 億円
程度（約 7,000 人）とし、助成資金運
用の基本指針を踏まえ、安定的支援を
実施できる段階から、速やかに運用益
による博士課程学生支援を実施する
旨を盛り込んだ。 

・2022 年 3 月から大学ファンドの運用
を開始し、2023 年 3 月までに運用元
本は 10 兆円規模に到達した。 

・ＪＳＴにおいて長期的な観点から適
切なリスク管理を行いつつ効率的に
大学ファンドを運用している。 

・2021 年度から抜本的に拡充した博士
課程学生支援について、2022 年度に
は支援人数を約 1,000 人増加させ、既
存施策とあわせて約 16,300 人規模
（第６期科学技術・イノベーション基
本計画における目標：約 22,500 人規
模）の博士課程学生に対し生活費相当
額の支援を実施。 

・博士課程学生支援事業の採択大学に
おけるＲＡ経費の支給状況について
調査を行うとともに、将来的な支援の
自走化に向けた呼びかけを行い、ＲＡ
経費の適正支給への対応を促進。 

・2021 年度からＤＣ採用期間中に博士
号を取得した者に対して、残りの採用
期間の研究奨励金単価をＰＤ並とす
る制度改善を図るなど、ＤＣへの支援
を着実に実施。 

 

・引き続き博士後期課程学生の経済状
況の把握等に向けた調査を定期的に
実施予定。【文】 

・リスク管理を徹底するなど、ＪＳＴに
おいて引き続き適切に大学ファンド
を運用する。【科技、文】 

・2021 年度から抜本的に拡充した博士
課程学生支援について、大学ファンド
の運用益による支援に着実に移行さ
せるための制度設計も踏まえ、支援の
充実を図りつつ、継続的な支援を行
う。【科技、文】 

・全国の大学におけるＲＡ経費の支給
状況や博士課程学生支援事業の採択
大学における将来的な支援の自走化
に向けた見通しを把握した上で、必要
に応じて更なる取組を促すなど、ＲＡ
経費の適正支給への対応を促進する。
【文】 

・引き続き、ＤＣ支援を推進し必要な改
善を図る。【文】 

〇大学が戦略的に確保する優秀な博士
後期課程学生に対し、在学中の生活か
ら修了後のポストの獲得まで両方を

・2022 年度は「科学技術イノベーショ
ン創出に向けた大学フェローシップ
創設事業」と「次世代研究者挑戦的研

・2023 年度は「科学技術イノベーショ
ン創出に向けた大学フェローシップ
創設事業」と「次世代研究者挑戦的研

                                                      
136 文部科学省「2022年度学校基本調査」より算出。 
137 文部科学省「2022年度学校基本調査」より算出。 
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一体的に支援する、大学フェローシッ
プ創設事業を 2021 年度に開始し、所
属機関を通じた経済的支援を促進す
る。【文】 

究プログラム（ＳＰＲＩＮＧ）」を一体
的に運用するとともに支援人数を拡
充し、合計で約 8,000 人の博士後期課
程学生に対して支援を実施。 

究プログラム（ＳＰＲＩＮＧ）」の一体
化を進め、合計で約 9,000 人の博士後
期課程学生を支援するとともに、大学
ファンドの運用益による支援に着実
に移行させるための制度設計等を行
う。【文】 

〇博士の学位審査の透明性・公平性を確
保するとともに、博士後期課程学生の
修了後のポストや社会的活躍の結果
等が大学や担当教員評価としても活
用されるような方策を「大学支援フォ
ーラムＰＥＡＫＳ 138」等の場で検討
し、指導教員は博士後期課程学生を次
世代の研究者等として育成していく
ことが責務であり、それが自身の評価
に還元されるという抜本的な意識改
革を促す。【科技、文】 

・指導教員の研究者等育成への貢献に
関する評価について、ＩＲの活用も図
りつつ、実現方策について検討中。 

・大学支援フォーラムＰＥＡＫＳに設
置するＷＧ等において実現方策につ
いて検討し、ＰＥＡＫＳ全体会合等を
通じて参画大学への周知を図る。【科
技、文】 

〇産業界と大学が連携して大学院教育
を行い、博士後期課程において研究力
に裏打ちされた実践力を養成する長
期有給インターンシップを 2021 年度
より実施するとともに、産学連携活動
への参画を促進し、博士後期課程在学
中に産業界での多様な活躍の可能性
について模索する機会を増加させる。
あわせて、企業と大学による優秀な若
手研究者の発掘（マッチング）の仕組
みを創設し、博士号取得者の企業での
採用等を促進することで、産業界等で
の博士の活躍のキャリアパスを拡大
していく。【文、経】 

・2021 年度から長期有給インターンシ
ップであるジョブ型研究インターン
シップを開始し、その推進協議会には
2023 年 2 月時点で 64 の大学と 50 の
企業が参加している。 

・「産業界における博士人材の処遇向上
に関する調査」において、国内外の産
業界における博士人材の処遇に係る
好事例等の調査を実施。（再掲） 

・2022 度においては、「官民による若手
研究者発掘支援事業」で 131 件の新規
採択をするとともに、既存採択の研究
者を継続支援。 

・加えて、スタートアップ課題解決支援
型として若手研究者とスタートアッ
プとの共同研究を支援すべく公募を
開始。（再掲） 

・2023 年度に研究開発税制を改正し、
オープンイノベーション型において、
高度研究人材の活用を促す類型を創
設した。（再掲） 

・引き続き、ジョブ型研究インターンシ
ップに参加する学生の増加に向けた
取組を実施。【文】 

・博士人材の産業界への入職経路多様
化に向けて、引き続き調査等を行う。
（再掲）【科技、文、経】 

・引き続き、若手研究者の研究シーズの
社会実装と高度人材の創出に向け、
「官民による若手研究者発掘支援事
業」を実施するとともに、若手研究者
とスタートアップとのマッチングや
共同研究を通じた事業化を拡充する。
（再掲）【経】 

・ＨＰを通じて研究開発税制における
改正内容の周知を実施。（再掲）【経】 

・産学交流の活性化や先導的な研究者
の育成・マッチングシステムの強化・
横展開等により、博士課程学生を含む
若手研究者のキャリアパスの充実と
処遇向上の取組を加速する。【文】 

〇博士号取得者の国家公務員や産業界
等における国内外の採用、職務、処遇
等の状況について、実態やニーズの調
査結果と好事例の横展開を 2021 年度
より行うとともに、今後の国家公務員
における博士号取得者の専門的知識
や研究経験を踏まえた待遇改善につ
いて検討を進め、早急に結論を得る。
【内閣人事局、人、科技、文、経、全
省庁】 

・人事院において、2022 年 11 月に人事
院規則を改正し、博士課程修了者の有
する専門性を適切に評価してより高
い初任給の決定ができる仕組みを整
備（2023 年４月１日施行）。 

・内閣人事局、内閣府科技事務局、文部
科学省の連名で各府省等における博
士号取得者の活用に関する検討に向
けた調査を実施し、2023 年１月に公
表。 

・文部科学省において、海外の公的機関
等を対象とした博士号取得者の雇用・
活用状況に関する調査研究を実施中。 

・国家公務員の名刺への博士号の記載
の推奨を実施。 

・「産業界における博士人材の処遇向上
に関する調査」において、国内外の産
業界における博士人材の処遇に係る

・引き続き、国家公務員における博士号
取得者の活躍推進に向けて、2023 年
度から新たに実施する各府省等にお
ける博士号取得者の採用者数の調査
や、定期的に実施する各府省等におけ
る博士号取得者の状況調査等を実施
するとともに、各府省等において博士
号取得者にふさわしい職域やキャリ
アパスの検討を促進する。【内閣人事
局、人、科技、文、経、全省庁】 

・博士人材の産業界への入職経路多様
化に向けて、引き続き調査等を行う。
（再掲）【科技、文、経】 

 

                                                      
138 大学における経営課題や解決策等について議論し、イノベーションの創出につながる好事例の水平展開、規制緩和等の検討、大学経営層の

育成を進めることを目的として 2019 年度に創設された、大学関係者、産業界及び政府によるフォーラム。 
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好事例等の調査を実施。（再掲） 
 
② 大学等において若手研究者が活躍できる環境の整備 

基本計画における具体的な取組 実施状況・現状分析 今後の取組方針 
○外部資金を活用した若手研究者への

ポスト提供、テニュアトラック制の活
用促進・基準の明確化を進める。また、
シニア研究者に対する年俸制やクロ
スアポイントメント制度の活用、外部
資金による任期付き雇用への転換の
促進などを通じて、組織全体で若手研
究者のポストの確保と、若手の育成・
活躍促進を後押しし、持続可能な研究
体制を構築する取組を促進する。この
ため、2021 年度に、これらの取組の優
良事例等を盛り込んだ人事給与マネ
ジメント改革ガイドラインの追補版
を作成する。また、各大学が自らの戦
略に基づき、重点的に強化すべきと考
える学問分野の博士後期課程へ、より
多くの学生が進学できるような改革
が積極的に実施されるよう定員の再
配分（定員の振替、教育研究組織の改
組）等に取り組むことを促進する。
【文】 

・雇用財源に外部資金（競争的研究費、
共同研究費、寄附金等）を活用するこ
とで捻出された学内財源を若手ポス
ト増設や研究支援体制の整備等に充
てる取組や、シニア研究者に対する年
俸制やクロスアポイントメント制度
の活用、外部資金による任期付き雇用
への転換の促進等を通じて、組織全体
で若手研究者のポストの確保と、若手
の育成・活躍促進を後押しし、持続可
能な研究体制を構築する取組の優良
事例を盛り込んだ、国立大学法人等人
事給与マネジメント改革に関するガ
イドライン（追補版）を作成し、2021
年 12 月 21 日に公表。 

・国立大学のミッションの実現の更な
る加速のため、学内組織の不断の見直
しや学内資源の再配分による意欲的
な組織整備を行いつつ、その成果の社
会還元を展望するものについて、運営
費交付金による重点的な支援を実施。 

・基本計画における「2021 年度に、これ
らの取組の優良事例等を盛り込んだ
人事給与マネジメント改革ガイドラ
インの追補版を作成する」に対して
は、2021 年 12 月 21 日に国立大学法
人等人事給与マネジメント改革に関
するガイドライン（追補版）を公表し
たことで対応済み。【文】 

・引き続き、国立大学のミッションの実
現の更なる加速のための教育研究組
織の改革を促進するための取組を支
援。【文】 

・産学交流の活性化や先導的な研究者
の育成・マッチングシステムの強化・
横展開等により、博士課程学生を含む
若手研究者のキャリアパスの充実と
処遇向上の取組を加速する。（再掲）
【文】 

〇2021 年度より、大学・国立研究開発
法人等において競争的研究費や企業
の共同研究費から、研究に携わる者の
人件費の支出を行うとともに、それに
よって、確保された財源から、組織の
マネジメントにより若手研究者の安
定的なポストの創出を行うことを促
進する。あわせて、優秀な研究者に世
界水準の待遇を実現すべく、外部資金
を獲得して給与水準を引き上げる仕
組み（混合給与）を 2021 年度より促
進する。 【科技、文、関係省庁】 

・外部資金の獲得額に連動した業績給
を設定するなどの雇用財源に外部資
金（競争的研究費、共同研究費、寄附
金等）を活用することで捻出された学
内財源の有効活用に関する取組の優
良事例を盛り込んだ、国立大学法人等
人事給与マネジメント改革に関する
ガイドライン（追補版）を作成し、2021
年 12 月 21 日に公表。 

・さらに、2023 年度国立大学法人運営
費交付金の配分において、雇用財源に
外部資金（競争的研究費、共同研究費、
寄附金等）を活用することで標準を上
回る高額給与の支給を可能にする給
与制度の実施状況を反映。 

・基本計画における「優秀な研究者に世
界水準の待遇を実現すべく、外部資金
を獲得して給与水準を引き上げる仕
組み（混合給与）を 2021 年度より促
進する」に対しては、2021 年 12 月 21
日に国立大学法人等人事給与マネジ
メント改革に関するガイドライン（追
補版）を公表するとともに、2023 年度
国立大学法人運営費交付金の配分に
おいて、雇用財源に外部資金を活用す
ることで標準を上回る高額給与の支
給を可能にする給与制度の実施状況
を反映したことで対応済み。【科技、
文、関係府省】 

〇ＵＲＡ等のマネジメント人材、エンジ
ニア（大学等におけるあらゆる分野の
研究をサポートする技術職員を含む）
といった高度な専門職人材等が一体
となったチーム型研究体制を構築す
べく、これらが魅力的な職となるよ
う、専門職としての質の担保と処遇の
改善に関する取組を 2021 年度中に実
施する。これにより、博士人材を含め
て、専門職人材の流動性、キャリアパ
スの充実を実現し、あわせて育成・確
保を行う。【文】 

・ＵＲＡ等のマネジメント人材に必要
とされる知識の体系的な専門研修受
講の機会提供や、実務能力を踏まえた
客観的な質保証（認定）を行う認定機
関の運営支援を着実に実施。 

・雇用財源に外部資金（競争的研究費、
共同研究費、寄附金等）を活用するこ
とで捻出された学内財源を若手ポス
ト増設や研究支援体制の整備等に充
てる取組の優良事例を盛り込んだ、国
立大学法人等人事給与マネジメント
改革に関するガイドライン（追補版）
を作成し、2021 年 12 月 21 日に公表。
同ガイドライン（追補版）では、研究
支援体制の整備の観点からＵＲＡと
いった研究支援人材の確保や処遇の
改善に関する優良事例を公表。 

・コアファシリティ構築支援プログラ
ムにおいて、技術職員の育成や活躍促

・ＵＲＡ等の質保証事業を行う認定機
関の運営支援を着実に実施するとと
もに、研究マネジメント人材の育成・
確保に向け、関連事業との連携も含
め、事業の定着に向けた体制整備等を
実施。【文】 

・2021 年 12 月 21 日に公表した国立大
学法人等人事給与マネジメント改革
に関するガイドライン（追補版）の周
知を通じて、研究支援体制の整備の観
点からＵＲＡといった研究支援人材
の確保や処遇の改善に関する優良事
例についての情報発信を実施したこ
とで対応済み。【文】 

・コアファシリティ構築支援プログラ
ムの取組や成果に基づき、先行事例の
展開や機関間連携の促進等を通じて、
全国の大学等における技術職員の育
成や活躍促進を推進。【文】 
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進に係る先行事例の創出を推進。 
・研究設備・機器の共用推進に向けたガ

イドラインにおいて、技術職員の処遇
の改善や活躍促進の重要性を明記す
るとともに、先行事例を盛り込み、ア
ウトリーチ活動を通じた展開を推進。 

・研究設備・機器の共用推進に向けたガ
イドラインの活用状況のフォローア
ップを通じて、技術職員の実態把握を
進めるとともに、研究設備・機器の共
用に関する貢献の可視化を推進。【文】 

〇博士課程修了者の雇用状況、処遇等の
追跡調査を基本計画期間中も定期的に
行うとともに、各大学においても、博
士課程修了者の就職・活躍状況を修了
後も継続して把握し、就職状況の詳細
をインターネット等で公表する。【科
技、文】 

・博士課程 1 年次在籍者に対し、経済状
況、キャリア意識等の調査を実施。 

・民間企業における博士課程修了者の
採用動向、研究開発者として博士課程
修了者を採用しない理由等の調査結
果（2021 年度実施分）を 2022 年 6 月
に公表。 

・国としてポストドクターの雇用状況、
進路等の調査を実施。 

・2021 年度に実施した、博士課程の前
段階である修士課程修了予定者に対
する博士課程への進学予定や経済状
況、キャリア意識等の調査 結果を
2023 年 1 月に公表。 

・博士課程修了者に対し、雇用状況、処
遇等の追跡調査を実施。 

・博士課程修了者の雇用状況、処遇等に
関する海外との比較について文献調
査を実施。 

・博士課程 1 年次在籍者に対し、経済状
況、キャリア意識等の調査を実施する
とともに、2022 年度実施分の調査結
果を 2023 年度に公表予定。【文】 

・民間企業における博士課程修了者の
採用動向、博士課程修了者の採用で重
視する事項等の 2022 年度調査結果を
2023 年 6 月に公表予定、2023 年度調
査を 8 月から実施予定。【文】 

・2022 年度に実施した、ポストドクタ
ーの雇用状況、進路等の調査結果を
2023 年度に公表予定。【文】 

・2022 年度に公表した調査結果等を踏
まえ、継続的な調査等が必要か検討を
行う。【文】 

・博士課程修了者に対し、雇用状況、処
遇等の追跡調査を継続的に実施する
とともに、2022 年度実施分の調査結
果を 2023 年度に公表予定。【文】 

・引き続き文献調査を実施するととも
に、これらの文献をもとに日本との比
較研究を実施予定。【文】 

 
③ 女性研究者の活躍促進 

基本計画における具体的な取組 実施状況・現状分析 今後の取組方針 
○学内保育施設の設置、働き方改革の推

進、産休期の研究者がいる場合におけ
るポスドクの追加雇用、管理職の業績
評価におけるダイバーシティへの配
慮に係る項目の設定等、男性・女性研
究者双方が育児・介護と研究を両立す
るための環境整備やサポート制度等
の充実を進める。その一環として、
2021 年度中に、若手研究者向け支援
事業の公募要領における年齢制限等
において、産前産後休業や育児休業の
期間を考慮する旨を明記する 139。ま
た、大学等において若手教員採用の際
の年齢制限についても同様の措置を
図るなど、産前産後休業や育児休業等
を取った研究者への配慮を促進する。
【子子、文、厚、経、関係府省】 

・「ダイバーシティ研究環境実現イニシ
アティブ」事業において、2022 年度
は「女性リーダー育成型」を新設し、
研究と出産・育児等のライフイベント
との両立や女性研究者の研究力向上
を通じたリーダーの育成を一体的に
推進する大学等の取組を支援。 

・「Society 5.0 の実現に向けた教育・人
材育成に関する政策パッケージ」に基
づき、若手研究者向け支援事業の公募
要領における年齢制限等においてラ
イフイベントに配慮する等の取組を
促進する競争的研究費制度の関係府
省申合せを策定。 

・引き続き、男性・女性研究者双方が育
児・介護と研究を両立するための環境
整備やサポート制度等の充実を進め
る事業を推進。【文】 

・競争的研究費制度について、若手研究
者向け支援事業の公募要領における
年齢制限等においてライフイベント
に配慮する取組、男女共同参画や男女
の研究者が共に働き続けやすい研究
環境の整備の推進の取組を従来から
実施している事業も含め、2023 年度
から順次適用。【科技、文、関係府省】 

〇大学、公的研究機関において、「女性
の職業生活における活躍の推進に関
する法律」も活用し、各事業主が、各
分野における博士後期課程在籍者数
に占める女性割合（理学系 20％、工学
系 19％、農学系 36％、医・歯・薬学
系合わせて 31％、人文科学系 53％、
社会科学系 37％（2020 年度） ）や機

・前年に続き第５次男女共同参画基本
計画の計画実行・監視専門調査会にお
いて、科学技術分野における女性の活
躍促進について、現状と政府の取組、
今後の課題等について審議。 

・引き続き、男女共同参画会議におい
て、重要な事項については毎年審議を
行うとともに、第５次男女共同参画基
本計画期間の中間年である 2023 年に
は、全成果目標の達成状況についてフ
ォローアップ及び点検・評価を実施
し、その際、成果目標に関連する取組
についてもフォローアップを実施。

                                                      
139 例えば、創発的研究支援事業では、応募要件を原則、博士号取得後から 15 年以内としつつ、出産・育児により研究専念できない期間があ

った者については、博士号取得後 20 年以内としている。 
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関の特性等に応じ、採用割合や指導的
立場への登用割合などについて、戦略
的な数値目標設定や公表等を行う。
【男女、文、関係府省】 

【男女】 

〇国立大学における、女性研究者等多様
な人材による教員組織の構築に向け
た取組や女子生徒の理工系学部への
進学を促進する取組等を学長のマネ
ジメント実績として評価し、運営費交
付金の配分に反映する。また、私立大
学等経常費補助金において、女性研究
者をはじめ子育て世代の研究者を支
援することとしており、柔軟な勤務体
制の構築等、女性研究者への支援を行
う私立大学等の取組を支援する。【文】 

・国立大学における女性研究者等多様
な人材による教員組織の構築に向け
た取組や女子生徒の理工系学部への
進学を促進する取組等を評価し、運営
費交付金において重点的に支援を実
施。 

・私立大学等経常費補助金においては、
女性研究者をはじめ子育て世代の研
究者のための環境整備を促進するた
め、保育支援体制の整備やライフサイ
クルに対応した研究環境の整備を進
める大学を支援（2022 年度予算）。 

・引き続き、女性研究者等多様な人材に
よる教員組織の構築に向けた取組や
女子生徒の理工系学部への進学を促
進する取組等も含め、各国立大学のミ
ッションの実現・加速化に向けた取組
を支援。【文】 

・引き続き、私立大学等経常費補助金に
おいて、女性研究者をはじめ子育て世
代の研究者のための環境整備を促進
するため、保育支援体制の整備やライ
フサイクルに対応した研究環境の整
備を進める大学を支援。【文】 

〇中高生、保護者、教員等に対し理工系
の魅力を伝える活動や、理工系を中心
とした修士課程・博士課程学生の女性
割合を増加させるための活動におい
て、女性研究者のキャリアパスやロー
ルモデルの提示を推進する。女性の理
工系への進学を促進するため、2021
年度以降、更なる拡充を図る。【男女、
文】 

・女子中高生の適切な理工系への進学
を促進する取組を実施するとともに、
研究者が出産・育児等のライフイベン
トと研究を両立できる環境の整備等
の取組を支援。 

・2022 年７月、オンラインシンポジウ
ム「進路で人生どう変わる？理系で広
がる私の未来 2022」を実施。 

・ＳＴＥＭGirls Ambassadors のメッセ
ージ動画を配信するとともに、講演派
遣を 8 箇所にて実施。 

・文部科学省のＨＰ（校長・教職員 学
習情報ポータル）へ教員向けの啓発資
料（「男女共同参画の視点を取り込ん
だ理数系教科の授業づくり」）を掲載。
また、その内容を基に、学校や家庭に
おけるアンコンシャス・バイアスの解
消を目的とした、教員のみでなく保護
者等一般の方が視聴できる事例動画
を作成。 

・「Society5.0 の実現に向けた教育・人材
育成に関する政策パッケージ（2022
年 6 月 2 日総合科学技術・イノベーシ
ョン会議決定）」に基づき、理数系の学
びに関するジェンダーギャップの解
消に向けた取組として、女性が理系を
選択しない要因調査及び分析、女子の
理系進路選択を促進するためのジェ
ンダーバイアスの排除及び社会的ム
ーブメントの醸成の推進に向けた全
国に発信するシンポジウムの開催等
を検討。 

・研究者の負担増にならないように配
慮しつつ、競争的研究費を獲得した研
究者や研究機関が研究活動の成果を
デジタルも活用しながら、子供たちに
アウトリーチ活動をするインセンテ
ィブを付与していくための取組を促
進する競争的研究費制度の関係府省
申合せを策定し、周知を実施。 

・科学技術・イノベーション分野におけ
る女性活躍を推進するため、女子生徒
の適切な理系分野への進路選択の促
進や、研究者が出産・育児等のライフ
イベントと研究を両立できる環境の
整備等の取組を拡充。【文】 

・2023 年度も同様のオンラインシンポ
ジウムを実施するとともに、学校等へ
ＳＴＥＭGirls Ambassadors 講演派遣
を実施する。さらに、人口 5 万人未満
の地域へ若手ロールモデルを派遣し
出前授業を実施するなど、理工系の魅
力を伝える活動をより一層多層的に
実施する。【男女、科技、文、経】 

・文部科学省のＨＰ（校長・教職員 学
習情報ポータル）へ啓発資料等を掲載
するとともに、内閣府のＨＰやＳＮＳ
等を活用し、更なる普及に努めてい
く。【男女、文】 

・「Society5.0 の実現に向けた教育・人材
育成に関する政策パッケージ（2022
年 6 月 2 日総合科学技術・イノベーシ
ョン会議決定）」に基づき、理数系の学
びに関するジェンダーギャップの解
消に向けた取組として、女性が理系を
選択しない要因調査及び分析、女子の
理系進路選択を促進するためのジェ
ンダーバイアスの排除及び社会的ム
ーブメントの醸成の推進に向けた全
国に発信するシンポジウムの開催等
の取組を 2023 年度以降に実施するよ
う検討・調整を実施。【男女、科技、文、
経】 

・研究者の負担増にならないように配
慮しつつ、競争的研究費を獲得した研
究者や研究機関が研究活動の成果を
デジタルも活用しながら、子供たちに
アウトリーチ活動をするインセンテ
ィブを付与して いくための 取組を
2023 年度から順次適用。【科技、文、
関係府省】 
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④ 基礎研究・学術研究の振興 
基本計画における具体的な取組 実施状況・現状分析 今後の取組方針 

〇学術研究による多様な知の創出・拡大
に向け、基盤的経費をはじめとした機
関の裁量で使用できる財源の確保・充
実を図るとともに、研究者のキャリア
に応じた独創的、挑戦的な研究課題を
支援する科学研究費助成事業（科研
費）について、若手研究者支援、新興・
融合研究や国際化の一層の推進、審査
区分の見直しなど制度改善を不断に
進めつつ、新規採択率 30％を目指し、
確保・充実を図る。【文】 

・国立大学法人運営費交付金について、
2023 年度予算では１兆 784 億円を計
上し、国立大学の基盤的経費を確保。 

・私立大学等経常費補助金においては、
2023 年度予算では 2,976 億円を計上
するとともに、教育の質の向上を促進
するためにメリハリある資金配分を
実施。また、「Society 5.0」の実現や地
方創生の推進等、我が国が取り組む課
題を踏まえ、自らの特色を活かして改
革に取り組む大学等を重点的に支援。 

・科研費「国際先導研究」について、2022
年度第２次補正予算により、2023 年
１月から第２回公募を実施。また、科
研費「特別研究員奨励費」の基金化等
による若手研究者への支援を強化。 

・引き続き、国立大学の基盤的経費の確
保を図る。【文】 

・引き続き、私立大学等経常費補助金の
確保を図る。【文】 

・若手を含む幅広い研究者に対して、研
究の進捗に応じた研究費の柔軟な使
用により研究の質を抜本的に高める
科研費の基金化などの制度改革を推
進。【文】 

〇戦略的創造研究推進事業 140について
は、2021 年度以降、若手への重点支
援と優れた研究者への切れ目ない支
援を推進するとともに、人文・社会科
学を含めた幅広い分野の研究者の結
集と融合により、ポストコロナ時代を
見据えた基礎研究を推進する。また、
新興・融合領域への挑戦、海外挑戦の
促進、国際共同研究の強化へ向け充
実・改善を行う。【文】 

・戦略的創造研究推進事業において、人
文・社会科学分野を含めた新興・融合
領域の開拓につながる戦略目標、研究
領域を設定し、2022 年度に公募を実
施。2023 年度においても異なるコミ
ュニティを繋ぎ合わせ、新興・融合研
究を推進する戦略目標を設定し、2023
年３月に決定・公表。 

・戦略的創造研究推進事業における
2023 年度の戦略目標の策定におい
て、精緻なエビデンスベースの分析を
活用しつつ、特定の研究分野のみなら
ず、俯瞰的な視点を持つ有識者の意見
を取り入れることにより、効果的な策
定プロセスの改善に努めた。 

・引き続き、若手への重点支援と優れた
研究者への切れ目ない支援を推進し、
戦略的創造研究推進事業において、新
興・融合領域の開拓につながる戦略目
標、研究領域を設定し、人文・社会科
学と自然科学の融合に資する基礎研
究を推進。【文】 

・引き続き、優れた成果につながる基礎
研究を推進すべく、これまで対象とし
てきた分野にとらわれない、分野横断
的な戦略目標の大くくり化を推進。
【文】 

〇若手研究者を中心とした、独立前後の
研究者に対し、自らの野心的な構想に
思い切って専念できる環境を長期的
に提供することで、短期的な成果主義
から脱却し、破壊的イノベーションを
もたらし得る成果の創出を目指す創
発的研究支援事業を着実に推進する
とともに、定常化も見据えた事業の充
実を図る。【文】 

・創発的研究支援事業について、2023 年
１月に３期生 263 件の課題を採択。
2022 年度第２次補正予算により、第
４回目以降の公募に要する経費を確
保。 

・創発的研究支援事業について、事業運
営方針の改善に継続して取り組み、事
業の定常化を着実に進める。加えて、
創発研究者をＲＡとして支える博士
課程学生等への安定的な支援により
研究を加速。【文】 

〇大規模プロジェクトや競争的研究費
の評価に際し、研究において、当初想
定されていなかった成果やスピンア
ウトを創出していることや、挑戦的な
取組を継続していること等をより積
極的に評価する。その際、多様な視点
を入れる観点から、過度な負担になら
ない範囲で若手研究者が審査に参画
する仕組みも導入する。【文】 

・挑戦的な取組であるという趣旨のも
と課題が採択されている文部科学省
の未来社会創造事業においては、産学
の有識者によるステージゲート評価
を導入しつつ、研究開発を推進。 

・引き続き、未来社会創造事業におい
て、ステージゲート評価等を実施し、
効果的に挑戦的な取組を推進し、ＰＯ
Ｃ達成を目指した研究開発を促進す
る。【文】 

〇世界の学術フロンティアを先導する
大型プロジェクトや先端的な大型施
設・設備等の整備・活用を推進する。
【文】 

・年次計画に基づき、各事業の評価・進
捗管理を実施したほか、2023 年度予
算において、ヒトの糖鎖情報を網羅的
に解析・蓄積する「ヒューマングライ
コームプロジェクト」を新たな大規模

・年次計画に基づく厳格な評価・進捗管
理を実施するほか、現下の世界情勢を
踏まえた国際的な共同研究ネットワ
ークの動向に留意しながら、世界の学
術フロンティアを先導する大型プロ

                                                      
140 国が定めた戦略目標の下、組織・分野の枠を越えた時限的な研究体制（ネットワーク型研究所）を構築し、イノベーションの源泉となる基

礎研究を戦略的に推進する事業。 
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学術フロンティア促進事業として位
置付け。 

・今後の大型学術研究の優先順位付け
を行う、大型プロジェクトのロードマ
ップ 2023 の策定に向けた検討を開
始。 

・次世代放射光施設 NanoTerasu につい
て、基本建屋の整備は完了（進捗率
100％）。 

・2021 年 12 月から搬入を開始した加速
器についても設置は完了（ 進捗率
100％）し、2023 年度中の稼働に向け
て加速器調整等を開始。 

・SPring-8・ＳＡＣＬＡ・J-PARC をは
じめとする量子ビーム施設について、
2022 年度２次補正等を通じて、着実
な共用を進めるとともに、リモート
化・スマート化に向けた取組を推進。 

・SPring-8 データセンターは、データイ
ンフラの整備、データ共有に向けた取
組を実施。 

・J-PARC においてもデータセンターや
ネットワーク基盤の整備を推進。 

・将来の高性能加速器開発に資する要
素技術開発を実施。 

ジェクトを戦略的・計画的に推進す
る。【文】 

・新たに優先的に取り組むべき大型研
究の検討を行い、学術研究の大型プロ
ジェクトに関するロードマップ 2023
を同年内に策定。【文】 

・次世代放射光施設 NanoTerasu におい
ては、2023 年度で整備期が終了し、
2024 年度からの運用期に向けて、
2023 年２月 28 日に「特定先端大型研
究施設の共用の促進に関する法律の
一部を改正する法律案」を閣議決定。
「NanoTerasu（次世代放射光施設）の
利活用の在り方に関する有識者会議」
が取りまとめた報告書（2023 年２月
14 日）を踏まえ、NanoTerasu の共用
ビームラインの増設や利用環境のＤ
Ｘなどの具体化を含めた運用に向け
た取組を推進。【文】 

・SPring-8・ＳＡＣＬＡ・J-PARC をは
じめとする量子ビーム施設について、
共用開始から長期間が経過している
ことを踏まえ、安定的・安全な運転を
維持しつつ、国際競争力の低下を避け
るため、省エネ性能やＧＸ（グリーン
トランスフォーメーション）にも配慮
した上で装置等の更新や、必要な調査
を実施。【文】 

・SPring-8・ＳＡＣＬＡ・J-PARC につ
いて物価高騰等の影響が懸念される
中でも、産学官の研究者の幅広い利用
を可能とするため、研究活動等の継続
的な実施に資する取組を実施。【文】 

・SPring-8・ＳＡＣＬＡ・J-PARC にお
いて、施設の安定的な運転管理を進め
るために要監視機器にデータ送信器
を取り付け、データの自動収集と解析
を行う仕組みを構築することにより、
監視員が 24 時間体制で行っていた
施設管理から、ＡＩと少数の監視員に
よる施設全体のリアルタイム管理を
目指す。【文】 

・SPring-8 や J-PARC のビームライン
から生み出される膨大なデータの取
得・圧縮・伝送技術を開発するととも
に、リアルタイムに処理、解析し、さ
らに ＮＩＩや「富岳」等と連携するこ
とでユーザーの利便性を高めかつ迅
速解析が可能なデータ基盤の構築に
向けた取組を実施。【文】 

・将来の高性能加速器開発に資する要
素技術開発を着実に推進する。【文】 

〇大学の研究ポテンシャルを最大限活
用し、効果的・効率的に共同利用・共
同研究を推進する共同利用・共同研究
拠点について、ネットワーク化を促進

・「地域中核・特色ある研究大学総合振
興パッケージ」の一環として、共同利
用・共同研究拠点形成事業費補助金を
拡充し、新たに「学際領域展開ハブ形
成プログラム」を創設。 

 

・「学際領域展開ハブ形成プログラム」
の公募・採択を行い、共同利用・共同
研究拠点等がハブとなって行う、従来
にない研究機関間の連携・ネットワー
ク化を促進することにより、学術の発
展や研究の多様化に応じた柔軟な組
織編成を通じた、異分野融合や新分野
の創成、社会課題の解決等に資する活
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するための制度改正 141 を踏まえ、国
立大学は、2022 年度より始まる第４期
中期目標期間において、学術の発展や
研究の多様化に応じた柔軟な組織編
成を通じ、異分野融合や新分野の創
成、社会課題の解決等に資する活動を
推進する。【文】 

動を推進し、大学全体の研究力強化を
一層加速。【文】 

〇個々の大学等では運用が困難な大規
模施設・設備、データや貴重資料等を
全国の研究者に提供し、我が国の大学
の教育研究を支える大学共同利用機
関法人 142については、各大学共同利用
機関の教育研究活動の検証の結果を
踏まえ、2022 年度から始まる第４期中
期目標期間に向けて、当該中期目標の
設定や組織の見直し等に反映するこ
とにより機能の強化を図る。【文】 

・第４期中期目標・中期計画に基づき各
法人では、法人の枠を超えた連携のた
めの教育研究組織の新設を含め、研究
力の向上及び共同利用・共同研究活動
の充実等に向けた取組を推進。 

・大学共同利用機関法人及び総合研究
大学院大学により共同で運営する「大
学共同利用研究教育アライアンス」で
は法人の枠組みを超えた研究力の強
化及び人材育成の充実等を推進。 

・第４期中期目標・中期計画に基づく各
法人の研究力の向上及び共同利用・共
同研究活動の充実等に向けた取組を
推進するとともに、「学際領域展開ハ
ブ形成プログラム」による大学の共同
利用・共同研究拠点等との連携も通じ
て、異分野融合や新分野の創成に取り
組む。【文】 

・大学共同利用機関法人及び総合研究
大学院大学により共同で運営する「大
学共同利用研究教育アライアンス」に
おける、法人の枠組みを超えた研究力
の強化及び人材育成の充実等を推進。
【文】 

〇我が国の研究力を多角的に分析・評価
するため、researchmap143等を活用し
つつ効率的に研究者に関する多様な
情報を把握・解析する。さらに、海外
動向も踏まえ、従来の論文数や被引用
度といったものに加えて、イノベーシ
ョンの創出、新領域開拓、多様性への
貢献等、新たな指標の開発を 2022 年
中に行い、その高度化と継続的なモニ
タリングを実施する。【科技、文、経】 

・従来の論文数や被引用度等に加え、我
が国の研究力を多角的に分析・評価す
るための指標について、「科学研究」・
「研究環境」・「イノベーション創造」
の 3 種類の観点で指標の検討・開発を
実施。 

・新たに検討・開発した指標について試
行的な収集・分析を進め、指標の継続
的な高度化・モニタリングを実施。【科
技、文、経】 

 
⑤ 国際共同研究・国際頭脳循環の推進 

基本計画における具体的な取組 実施状況・現状分析 今後の取組方針 
〇米国、ＥＵ等の高い科学技術水準の先

進国との間で、国際共同研究を行うと
ともに、インド、ケニア等の新興国及
び途上国とのＳＤＧｓを軸とした科
学技術協力を進め、中長期的な視野を
含めて、科学技術の発展、人材育成、
地球規模課題解決等に貢献する。【科
技、文、関係府省】  

・国が設定する分野・領域及び高い科学
技術水準を有する諸外国を対象とし
て、国際的に優れた研究成果創出に向
けた国際共同研究を戦略的・機動的に
推進するための新たな基金を 2022 年
度補正により創設。 

・ＳＩＣＯＲＰにおいては、2022 年度
はＡＩに関する研究等の公募を開始
するなど、先進国及び開発途上国との
国際共同研究を推進。 

・ＳＡＴＲＥＰＳでは、我が国の優れた
科学技術とＯＤＡとの連携により、環
境・エネルギー、生物資源、防災、感
染症分野の国際共同研究を推進。 

・先端国際共同研究推進事業/プログラ
ムにおいて、国が設定する分野・領域
及び高い科学技術水準を有する諸外
国を対象として、国際的に優れた研究
成果創出に向けた国際共同研究を戦
略的・機動的に推進。【文】 

・ＳＩＣＯＲＰやＳＡＴＲＥＰＳ等に
より、ＡＳＥＡＮをはじめとした政策
上重要な国との二国間共同研究やマ
ルチ枠組みによる多国間共同研究等
を戦略的に推進。【科技、文、関係府省】 

〇我が国の学生や若手研究者等の海外
研さん・海外経験の機会の拡充、諸外
国からの優秀な研究者の招へい、外国

・国際頭脳循環に参入する若手研究者
の新たな流動モード促進のため、研究
者の長期渡航を見据えた、１～３か月

・「科学技術の国際展開に関する戦略」
を踏まえ、先端国際共同研究推進事業
/プログラムの推進や、国際共同研究

                                                      
141 2020 年 12 月 23 日付けで「共同利用・共同研究拠点及び国際共同利用・共同研究拠点の認定等に関する規程」（2015 年 7 月 31 日文部科学

省告示第百三十三号）を一部改正。 
142 人間文化研究機構、自然科学研究機構、高エネルギー加速器研究機構、情報・システム研究機構の４法人。 
143 科学技術振興機構が運営する日本の研究者総覧データベース。研究者が自身の経歴や研究業績等の情報を登録することで、研究者の情報発

信、コミュニケーション促進や、研究情報の一元管理、事務負担の軽減に資する。システムの研究開発を国立情報学研究所が実施。 
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人研究者等の雇用促進に向けて、その
ための支援策と環境整備（ポストの国
際公募・採用方法の国際化、国際水準
の給与・待遇の措置、家族も含めた生
活支援、国際的な事務体制の整備、国
際的な研究拠点形成等）を含む科学技
術の国際展開に関する戦略を 2021 年
度までに策定し、順次施策に取り組
む。また、国際頭脳循環に関する実態
把握と課題の分析に基づく数値目標
を 2022 年度までに検討する。【科技、
文】 

程度の海外渡航等の支援の試行的取
組を実施。 

・国が設定する分野・領域及び高い科学
技術水準を有する諸外国を対象とし
た国際共同研究を通じて、日本人研究
者の国際科学トップサークルへの参
入を促進するとともに、我が国と諸外
国の優秀な若手研究者の交流や関係
構築を図り、国際頭脳循環の活性化及
び次世代の優秀な研究者の育成を推
進するための新たな基金を 2022 年度
補正により創設。（再掲） 

・ＳＩＣＯＲＰにおいて、欧州との多国
間国際共同研究プログラムの新規課
題を採択する等、マルチの枠組みも利
用した海外の研究資金配分機関との
連携による国際共同研究を実施。 

・オンラインも活用し、学術における国
際交流を着実に実施。研究分野や世界
各国の研究力の状況、相手国のニーズ
等の特性にも留意しつつ、研究者や青
少年の戦略的な派遣と受入れ等の国
際交流事業を実施。 

・国際頭脳循環に関する実態把握と課
題の分析に基づく数値目標のための
調査を検討中。 

・アジア・太平洋総合研究センターにお
いて、成長が著しいアジア・太平洋地
域の政治・経済・社会・文化的観点を
含めた相互理解の促進や科学技術協
力の加速のための基盤整備として、調
査研究、情報発信、交流推進活動を実
行中。（再掲） 

の強力な推進等を通じ、国際頭脳循環
を活性化。【文】 

・国が設定する分野・領域及び高い科学
技術水準を有する諸外国を対象とし
た国際共同研究を通じて、日本人研究
者の国際科学トップサークルへの参
入を促進するとともに、我が国と諸外
国の優秀な若手研究者の交流や関係
構築を図り、国際頭脳循環の活性化及
び次世代の優秀な研究者の育成を推
進。（再掲）【文】 

・ＳＩＣＯＲＰにおいて、マルチ枠組み
による多国間共同研究や、新興国との
相手国・地域のポテンシャルに応じた
共同研究を推進。【文】 

・研究分野や世界各国の研究力の状況、
相手国のニーズなどの特性にも留意
しつつ、研究者や青少年の戦略的な派
遣と受入れ等の国際交流事業を推進。
（再掲）【文】 

・海外の研究資金配分機関等との連携
を深め、地政学的な変化も踏まえて、
国際共同公募による国際共同研究を
推進。【文】 

・引き続き、国際頭脳循環に関する実態
把握と課題の分析に基づく数値目標
を検討。【科技、文】 

・引き続き、アジア・太平洋総合研究セ
ンター事業の活発で透明性の高い活
動を通じて、アジア・太平洋地域にお
ける科学技術分野の連携・協力を拡
大・深化。（再掲）【文】 

〇海外の研究資金配分機関等との連携
を通じた国際共同研究や、魅力ある研
究拠点の形成、学生・研究者等の国際
交流、世界水準の待遇や研究環境の実
現、大学、研究機関、研究資金配分機
関等の国際化を戦略的に進め、我が国
が中核に位置付けられる国際研究ネ
ットワークを構築し、世界の優秀な人
材を引き付ける。（再掲）【 健 康 医
療、科技、総、文、厚、農、経】    

・ＳＩＣＯＲＰにおいて、欧州との多国
間国際共同研究プログラムの新規課
題を採択する等マルチの枠組みも利
用した、海外の研究資金配分機関との
連携による国際共同研究を実施。 

・国際頭脳循環に参入する若手研究者
の新たな流動モード促進のため、研究
者の長期渡航を見据えた、１～３か月
程度の海外渡航等の支援の試行的取
組を実施。 

・国が設定する分野・領域及び高い科学
技術水準を有する諸外国を対象とし
た国際共同研究を通じて、日本人研究
者の国際科学トップサークルへの参
入を促進するとともに、我が国と諸外
国の優秀な若手研究者の交流や関係
構築を図り、国際頭脳循環の活性化及
び次世代の優秀な研究者の育成を推
進するための新たな基金を 2022 年度
補正により創設。（再掲） 

・新型コロナウイルス感染症の影響下
においても、オンラインも活用し、学
術における国際交流を着実に実施。研
究分野や世界各国の研究力の状況、相
手国のニーズ等の特性にも留意しつ
つ、研究者や青少年の戦略的な派遣と
受入れ等の国際交流事業を実施。（再

・海外の研究資金配分機関等との連携
を深め、地政学的な変化も踏まえなが
ら、ＡＳＥＡＮを含む政策上重要な国
との国際共同研究を推進。（再掲）【文】 

・国が設定する分野・領域及び高い科学
技術水準を有する諸外国を対象とし
た国際共同研究を通じて、日本人研究
者の国際科学トップサークルへの参
入を促進するとともに、我が国と諸外
国の優秀な若手研究者の交流や関係
構築を図り、国際頭脳循環の活性化及
び次世代の優秀な研究者の育成を推
進。（再掲）【文】 

・研究分野や世界各国の研究力の状況、
相手国のニーズなどの特性にも留意
しつつ、研究者や青少年の戦略的な派
遣と受入れ等の国際交流事業を推進。
（再掲）【文】 

・引き続き、アジア・太平洋総合研究セ
ンター事業の活発で透明性の高い活
動を通じて、アジア・太平洋地域にお
ける科学技術分野の連携・協力を拡
大・深化。（再掲）【文】 

・科研費「国際先導研究」の継続的な実
施に加え、全ての研究種目において審
査時に国際的な活動を含めて研究遂
行能力の評価を行うなど研究活動の
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掲） 
・アジア・太平洋総合研究センターにお

いて、成長が著しいアジア・太平洋地
域の政治・経済・社会・文化的観点を
含めた相互理解の促進や科学技術協
力の加速のための基盤整備として、調
査研究、情報発信、交流推進活動を実
行中。（再掲） 

・科研費「国際先導研究」について、2021
年度補正予算による第１回公募で 15
件の研究課題を採択。2022 年度第２
次補正予算により、2023 年１月から
第２回公募を実施。 

・戦略的創造推進事業において、2022 年
度にフランスＡＮＲ（国立研究機構）
との国際共同公募を実施。（再掲） 

・世界トップレベル研究拠点プログラ
ム（ＷＰＩ）において、国際頭脳循環
の強化および新たな基礎科学領域の
創出のため、2022 年度に新規で３拠
点を採択するとともに、引き続き、ノ
ウハウの横展開や世界水準の待遇・研
究環境等の実現により、世界の優秀な
人材を惹きつける国際頭脳循環のハ
ブ拠点形成を推進する取組を支援。 

・「大学の国際化促進フォーラム」につ
いて、132 の国公私立大学、短期大学、
高等専門学校、各種団体等が会員登録
済。19 プロジェクトに対する連携大
学延べ 40 校、連携大学以外の参画校
国内延べ 77 校、国外 15 校。2022 年
度中に 16 のシンポジウム等の開催や
情報発信。（再掲） 

・ＪＳＰＳにおいては、科研費「国際先
導研究」の国際審査を実施するための
体制整備を実施。（再掲） 

・ＪＳＴにおいては、ＳＴＳフォーラム
年次総会のサイドイベントとして世
界各国、地域の研究資金配分機関の長
による会合（ＦＡＰＭ）を主催し、共
通する運営課題等を議論。（再掲） 

・2022 年度の新規公募として、新たに
インド、英国、オーストラリアの大学
との質保証を伴った教育交流プログ
ラムを実施。17 大学による 14 プログ
ラムが採択され、2022 年９月から交
流が開始。（再掲） 

・2022 年３月にジョイント・ディグリ
ーの改正法令の公布にあわせ、ガイド
ラインを改定し、制度の周知を実施。
（再掲） 

・2022 年８月にジョイント・ディグリ
ーの改正関係法令を施行。各種説明会
等での周知を実施。（再掲） 

・2022 年３月以降、国内外の新型コロ
ナウイルス感染症の水際対策の順次
緩和などを受けて、留学生交流数は少
しずつ回復に向かっている状況。ま
た、円安の急速な進行が日本人の海外
留学の中断・断念等につながらないよ

更なる国際化を促進。（再掲）【文】 
・引き続き、戦略的創造研究推進事業等

の公募型研究事業において、共同公募
等の国際共同研究に係るファンディ
ング手法の導入を推進。（再掲）【文】 

・世界トップレベル研究拠点（ＷＰＩ）
においてＷＰＩプログラム委員会で
決定された３つのミッションの下、
2023 年度に整備する新規拠点も含め
た国際頭脳循環のハブ拠点形成の計
画的・継続的な推進等により、魅力あ
る研究拠点の形成や、学生・研究者等
の国際研究ネットワークを構築する。
【文】 

・スーパーグローバル大学創成支援事
業により培われた成果の継続的推進
やそれ以外の大学等への取組の普及
展開により国際化をより一層推進す
るとともに、更なる徹底した国際化や
グローバル人材育成に大学が継続的
に取り組むような環境整備を行う。19
プロジェクトの更なる推進、会員数の
拡大、シンポジウム等の開催による情
報発信の強化。【文】 

・研究活動の国際化を促進するよう、研
究インテグリティの確保等にも留意
しつつ、研究資金配分機関の運営の国
際化を推進。（再掲）【科技、文】 

・戦略的に留学生交流を推進すべき国・
地域との大学間連携・学生交流を推進
するため、「大学の世界展開力強化事
業」の 2023 年度の新規公募として、
米国等の大学との質保証を伴った教
育交流プログラムを実施。（再掲）【文】 

・政府の方針等を踏まえ、ジョイント・
ディグリーの更なる推進を図るため、
制度等の不断の改善や好事例の横展
開に繋がる取組を行う。（再掲）【文】 

・留学生交流については、教育研究力の
高いＧ７をはじめとする重点地域を
中心としてモビリティを強化し、大学
の国際的な教育研究ネットワークへ
の我が国大学の参画を促進。（再掲）
【文】 

・引き続き年１回ＲＤ20 会合を開催す
るとともに、通年の活動として共同研
究（タスクフォース）やワークショッ
プを行う。（再掲）【経】 

・「エネルギー・環境分野の中長期的課
題解決に資する新技術先導研究プロ
グラム」に統合して実施。（再掲）【経】 

・ＩＣＴ分野における研究開発成果の
国際標準化や実用化を加速し、イノベ
ーションの創出や国際競争力の強化
に資するため、戦略的パートナーであ
る国・地域との国際共同研究を着実に
実施。（再掲）【総】 
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う 2022 年度補正において必要な支援
を措置。（再掲） 

・2022 年 10 月にＧ20 のクリーンエネ
ルギー技術分野のトップ研究機関の
リーダーが参加する国際会合（ＲＤ
20）の第４回会合を開催。 

・クリーンエネルギー分野における革
新的技術の国際共同研究開発事業を
実施。（再掲） 

・ＩＣＴ分野における研究開発成果の
国際標準化や実用化を加速し、イノベ
ーションの創出や国際競争力の強化
に資するため、米国及びドイツと連携
した国際共同研究に関しては、2022
年度に新規課題を採択し、研究開発を
実施中。ＥＵと連携した国際共同研究
に関しては、研究開発を継続実施中。
（再掲） 

 
⑥ 研究時間の確保 

基本計画における具体的な取組 実施状況・現状分析 今後の取組方針 
〇ＵＲＡ等のマネジメント人材、エンジ

ニア（大学等におけるあらゆる分野の
研究をサポートする技術職員を含む）
といった高度な専門職人材等が一体
となったチーム型研究体制を構築す
べく、これらが魅力的な職となるよ
う、専門職としての質の担保と処遇の
改善に関する取組を 2021 年度中に実
施する。これにより、博士人材を含め
て、専門職人材の流動性、キャリアパ
スの充実を実現し、あわせて育成・確
保を行う。（再掲）【文】 

・ＵＲＡ等のマネジメント人材に必要
とされる知識の体系的な専門研修受
講の機会提供や、実務能力を踏まえた
客観的な質保証（認定）を行う認定機
関の運営支援を着実に実施。 

・雇用財源に外部資金（競争的研究費、
共同研究費、寄附金等）を活用するこ
とで捻出された学内財源を若手ポス
ト増設や研究支援体制の整備等に充
てる取組の優良事例を盛り込んだ、国
立大学法人等人事給与マネジメント
改革に関するガイドライン（追補版）
を作成し、2021 年 12 月 21 日に公表。
同ガイドライン（追補版）では、研究
支援体制の整備の観点からＵＲＡと
いった研究支援人材の確保や処遇の
改善に関する優良事例を公表。 

・コアファシリティ構築支援プログラ
ムにおいて、技術職員の育成や活躍促
進に係る先行事例の創出を推進。（再
掲） 

・研究設備・機器の共用促進に向けたガ
イドラインにおいて、技術職員の処遇
の改善や活躍促進の重要性を明記す
るとともに、先行事例を盛り込み、ア
ウトリーチ活動を通じた展開を推進。
（再掲） 

・研究者が一層自由に最先端の研究に
打ち込める研究環境のうち研究に専
念する時間の観点から、研究設備・機
器の共用、研究データの管理・利活用
の推進、ＵＲＡやＰＭ等研究マネジメ
ント人材、支援職員の活用促進等など
を盛り込んだ「研究時間の質・量の向
上に関するガイドライン」を作成し
「地域中核・特色ある研究大学総合振
興パッケージ」や創発的研究支援事業

・ＵＲＡ等の質保証事業を行う認定機
関の運営支援を着実に実施するとと
もに、研究マネジメント人材の育成・
確保に向け、関連事業との連携も含
め、事業の定着に向けた体制整備等を
実施。【文】 

・2021 年 12 月 21 日に公表した国立大
学法人等人事給与マネジメント改革
に関するガイドライン（追補版）の周
知を通じて、研究支援体制の整備の観
点からＵＲＡといった研究支援人材
の確保や処遇の改善に関する優良事
例についての情報発信を実施したこ
とで対応済み。【文】 

・コアファシリティ構築支援プログラ
ムの取組や成果に基づき、先行事例の
展開や機関間連携の促進等を通じて、
全国の大学等における技術職員の育
成や活躍促進を推進。（再掲）【文】 

・研究設備・機器の共用促進に向けたガ
イドラインの活用状況のフォローア
ップを通じて、技術職員の実態把握を
進めるとともに、研究設備・機器の共
用に関する貢献の可視化を推進。【文】
（再掲） 

・創発的研究支援事業において、研究機
関による創発研究者への研究環境改
善の取組を評価し、追加的支援を実施
するとともに好事例を横展開するこ
とで、大学等の行動変容を促進。【文】  
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と連動。 
〇大学のスマートラボラトリ化や、研究

時間の確保に資する民間事業者のサ
ービスの普及、大学運営業務の効率化
に関する好事例の横展開、国立大学に
おける事務処理の簡素化、デジタル化
等を 2021 年度より促進する。【文】 

・研究時間の確保に資する民間事業者
のサービスについて、認定制度を通し
て、その普及を促進すべく、利活用促
進のための調査を実施。また 2022 年
度に、2019 年度に認定したサービス
の認定更新を実施。 

・引き続き、研究時間の確保に資する民
間事業者のサービスについて、認定制
度を通してその普及を促進するため、
2023 年度に公募を実施。【文】 

〇競争的研究費について、現場の意見を
踏まえつつ、各種事務手続に係るルー
ルの一本化、簡素化・デジタル化・迅
速化を図り、2021 年度から実施する。
 【科技、文、関係府省】 

・「研究力強化・若手研究者支援総合パ
ッケージ」のフォローアップの一環と
して、研究者等が研究に専念できる時
間の確保の観点から、競争的研究費の
申請・評価等に係る事務作業の負担を
把握するために行うアンケート調査
に向けた検討を進めている。 

・「研究力強化・若手研究者支援総合パ
ッケージ」のフォローアップの一環と
して、研究者等が研究に専念できる時
間の確保の観点から、競争的研究費の
申請・評価等に係る事務作業の負担を
把握するために、研究現場へのアンケ
ートを行い、その結果を取りまとめ
る。【科技、文、関係府省】 

 
⑦ 人文・社会科学の振興と総合知の創出 

基本計画における具体的な取組 実施状況・現状分析 今後の取組方針 
○人文・社会科学分野の学術研究を支え

る大学の枠を超えた共同利用・共同研
究体制の強化・充実を図るとともに、
科研費等による内在的動機に基づく
人文・社会科学研究の推進により、多
層的・多角的な知の蓄積を図る。【文】 

・「地域中核・特色ある研究大学総合振
興パッケージ」の一環として、共同利
用・共同研究拠点形成事業費補助金を
拡充し、新たに「学際領域展開ハブ形
成プログラム」を創設。 

・第４期中期目標・中期計画に基づき各
法人では、法人の枠を超えた連携のた
めの教育研究組織の新設を含め、研究
力の向上及び共同利用・共同研究活動
の充実等に向けた取組を推進。 

・大学共同利用機関法人及び総合研究
大学院大学により共同で運営する「大
学共同利用研究教育アライアンス」で
は法人の枠組みを超えた研究力の強
化及び人材育成の充実等を推進。 

・人文・社会科学から自然科学まで全て
の分野にわたる「学術研究」に対して、
科研費による支援を着実に実施。 

・「学際領域展開ハブ形成プログラム」
の公募・採択を行い、共同利用・共同
研究拠点等がハブとなって行う、従来
にない研究機関間の連携・ネットワー
ク化を促進することにより、学術の発
展や研究の多様化に応じた柔軟な組
織編成を通じた、異分野融合や新分野
の創成、社会課題の解決等に資する活
動を推進し、大学全体の研究力強化を
一層加速。【文】 

・第４期中期目標・中期計画に基づく各
法人の研究力の向上及び共同利用・共
同研究活動の充実等に向けた取組を
推進するとともに、「学際領域展開ハ
ブ形成プログラム」による大学の共同
利用・共同研究拠点等との連携も通じ
て、異分野融合や新分野を創成。【文】 

・大学共同利用機関法人及び総合研究
大学院大学により共同で運営する「大
学共同利用研究教育アライアンス」に
おける、法人の枠組みを超えた研究力
の強化及び人材育成の充実等を推進。
【文】 

・科研費については、引き続き人文・社
会科学を含む全ての分野にわたる「学
術研究」を支援。【文】 

〇未来社会が直面するであろう諸問題
に関し、人文・社会科学系研究者が中
心となって研究課題に取り組む研究
支援の仕組みを 2021 年度中に創設し
推進する。その際、若手研究者の活躍
が促進されるような措置をあわせて
検討する。【文】 

・「課題設定による先導的人文学・社会
科学研究推進事業」において、2021 年
度から、未来社会が直面するであろう
諸問題に関し、人文・社会科学系研究
者が中心となって研究課題に取り組
む学術知共創プログラムを実施し、人
文・社会科学の知見及び総合知の創出
に貢献。なお、公募要領において、研
究実施体制が年齢等に関して多様性
を持っているとともに、世代間の協働
等にも配慮して構築されているかも
審査の観点として記載。 

・新たな研究テーマを採択する等、引き
続き、未来社会が直面するであろう諸
問題に関し、人文・社会科学系研究者
が中心となって研究課題に取り組む
学術知共創プログラムを推進。【文】 

〇人文・社会科学の研究データの共有・
利活用を促進するデータプラットフ

・人文・社会科学に関する５拠点の有す
るデータのメタデータの収集や一括

・人文・社会科学分野における総合デー
タカタログの運用等を引き続き推進
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ォームについて、2022 年度までに我
が国における人文・社会科学分野の研
究データを一元的に検索できるシス
テム等の基盤を整備するとともに、そ
れらの進捗等を踏まえた 2023 年度以
降の方向性を定め、その方針に基づき
人文・社会科学のデータプラットフォ
ームの更なる強化に取り組む。また、
研究データの管理・利活用機能など、
図書館のデジタル転換等を通じた支
援機能の強化を行うために、2022 年
度までに、その方向性を定める。【文】 

検索機能を備えた総合データカタロ
グを運用。 

・オンライン分析ツールの運用を開始。 
・科学技術・学術審議会情報委員会下に

設置した「オープンサイエンス時代に
おける大学図書館の在り方検討部会」
において、大学図書館機能のデジタル
化を前提とした「デジタル・ライブラ
リー」の実現に向け、それぞれの大学
図書館が検討すべき取組の方向性を
示した審議のまとめを策定。 

するとともに、データの充実等によ
り、人社データインフラを強化。また、
新たに中核機関及び拠点機関を選定
する予定。【文】 

・審議のまとめで示された方向性を踏
まえ、「デジタル・ライブラリー」の実
現に向けて、大学図書館が今後行うべ
き具体的な取組について検討する会
議体を設立。2030 年度を目途とし、
その実現に向けたロードマップを作
成。【文】 

〇「総合知」の創出・活用を促進するた
め、公募型の戦略研究の事業において
は、2021 年度から、人文・社会科学を
含めた「総合知」の活用を主眼とした
目標設定を積極的に検討し、研究を推
進する。また、「総合知」の創出の積極
的な推進に向けて、世界最先端の国際
的研究拠点において、高次の分野融合
による「総合知」の創出も構想の対象
に含むこととする。【科技、文】 

  

・戦略的創造研究推進事業において、人
文・社会科学分野を含め積極的な異分
野連携による「総合知」の活用につな
がる戦略目標、研究領域を設定し、
2022 年度に公募を実施。 

・未来社会創造事業において、経済・社
会的にインパクトのある出口を見据
えて、技術的にチャレンジングな目標
を設定し、テーマに応じて人文・社会
系の研究者を巻き込みつつ、ＰＯＣを
目指した研究開発を実施。 

・引き続き、戦略的創造研究推進事業に
おいて、人文・社会科学を含めた積極
的な異分野連携により「総合知」を効
果的に成果創出に繋げられるよう基
礎研究を戦略的に推進。【文】 

・引き続き、未来社会創造事業におい
て、テーマに応じて人文・社会系の研
究者を巻き込みつつ「総合知」を効果
的に活用した研究プログラムを推進。
【文】 

〇関係省庁の政策課題を踏まえ、人文・
社会科学分野の研究者と行政官が政
策研究・分析を協働して行う取組を
2021 年度から更に強化する。また、
未来社会を見据え、人文・社会科学系
の研究者が、社会の様々なステークホ
ルダーとともに、総合知により取り組
むべき課題を共創する取組を支援す
る。こうした取組を通じて、社会の諸
問題解決に挑戦する人的ネットワー
クを強化する。【文】 

・人文・社会科学分野の研究者と行政官
が協同するプログラムを 2021 年度か
ら引き続き実施。 

・2020 年度から、未来社会を見据え、人
文・社会科学系の研究者が社会の様々
なステークホルダーとともに総合知
により取り組むべき課題を共創する
事業を実施。社会課題等のテーマを設
定したワークショップ等を開催し、複
数の研究チームを創出。 

・人文・社会科学分野の研究者と行政官
が協同するプログラムを 2023 年度も
継続。【文】 

・これまでの取組を検証し、今後の人
文・社会科学の推進方策に反映。【文】 

〇人文・社会科学の知と自然科学の知の
融合による人間や社会の総合的理解
と課題解決に貢献する「総合知」に関
して、基本的な考え方や、戦略的に推
進する方策について 2021 年度中に取
りまとめる。あわせて、人文・社会科
学や総合知に関連する指標について
2022 年度までに検討を行い、2023 年
度以降モニタリングを実施する。【科
技、文】 

・総合知を活用する「場」の構築を推進
するため、各地の大学や業界団体等と
協力し、ウェビナー、ワークショップ
等（総合知キャラバン）を開催すると
ともに、「総合知ポータルサイト」を
開設して「総合知」の基本的考え方や
「総合知」に関わる取組、活用事例を
社会に発信。「総合知」に関連する指
標について検討し、有識者会合で報告
し了承。（再掲） 

・2021 年度から科学技術・学術審議会
学術分科会の下に設置した人文学・社
会科学特別委員会で、人文・社会科学
に関する指標の検討を行い、「人文学・
社会科学の研究成果のモニタリング
指標について（とりまとめ）」を公表。 

・第 6 期科学技術・イノベーション基本
計画期間中に実施するＮＩＳＴＥＰ
定点調査の初回調査であるＮＩＳＴ
ＥＰ定点調査 2021(2022 年 8 月公表)
において、異分野の協働の側面から
「総合知」の活用状況についての調査
を実施。 

・「総合知」の基本的考え方や「総合知」
に関わる取組、活用事例をワークショ
ップやシンポジウム、「総合知ポータ
ルサイト」やＳＮＳ等で社会に発信
し、総合知を活用する「場」の構築を
推進。また、2022 年度に検討した指
標によるモニタリングを実施すると
ともに、引き続き「総合知」に関連す
る指標についてさらに検討。（再掲）
【科技】 

・人文学・社会科学の研究成果のモニタ
リング指標について（とりまとめ）に
基づき、人文・社会学分野における研
究成果に係る指標のモニタリングを
実施するとともに、モニタリングの手
法及び指標の扱いについて、引き続
き、改善・充実。【文】 

・第 6 期科学技術・イノベーション基本
計画期間中に実施するＮＩＳＴＥＰ
定点調査で、異分野の協働の側面から
「総合知」の活用状況について継続的
に調査を実施予定。【文】 

〇上述の「総合知」に関する方策も踏ま
え、社会のニーズに沿ったキャリアパ
スの開拓を進めつつ、大学院教育改革

・中央教育審議会大学分科会大学院部
会において、2022 年８月に「人文科
学・社会科学系における 大学院教育

・中央教育審議会大学分科会大学院部
会において、人文・社会科学系の学部
学生に対する進路に関する意向調査
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を通じた人文・社会科学系の人材育成
の促進策を検討し、2022 年度までに、
その方向性を定める。【科技、文】 

改革の方向性」（中間とりまとめ）が
取りまとめられ、人文科学・社会科学
系大学院の課題と改革の方向性が提
言された。 

・本中間まとめを踏まえ、2023 年度予
算（案）において「人文・社会科学系
ネットワーク型大学院構築事業」を新
たに計上。 

や人文科学・社会科学系大学院の好事
例及び産業界等からのヒアリングを
実施するなどし、最終とりまとめに向
けて議論。【科技、文】 

・「人文・社会科学系ネットワーク型大
学院構築事業」の着実な実施等によ
り、人文科学・社会科学系大学院にお
ける大学院教育改革を推進。【科技、
文】 

 
⑧ 競争的研究費制度の一体的改革 

基本計画における具体的な取組 実施状況・現状分析 今後の取組方針 
○プロジェクト評価結果の共有、人的交

流、情報共有の場の設定等によるコミ
ュニケーションの活発化、研究者や研
究成果を推薦する仕組みの構築等の
研究資金配分機関間の連携強化に向
けた取組を 2021 年度より加速する。
【科技、文、経、関係府省】 

・2022 年度は、ＪＳＴのＡ－ＳＴＥＰ事
後評価会にＮＥＤＯ職員がオブザー
バー参加。また、前年度のＡ－ＳＴＥ
Ｐ事後評価会で報告された内容から
着想を得る形で、ＮＥＤＯにおいて予
備的調査をＮＥＤＯ-ＴＳＣ調査テー
マとして着手。 

・Ａ－ＳＴＥＰ等のＪＳＴ産連事業から
ＮＥＤＯ事業への応募促進の一環で、
ＪＳＴ主催でＮＥＤＯが参加する形
で、ＪＳＴ研究者向けにＮＥＤＯ先導
研究プログラムに係る情報提供依頼
（ＲＦＩ）に関する説明会を実施。 

・経済産業省、文部科学省、ＮＥＤＯ及
びＪＳＴの実務担当者による情報共
有や連携方針を検討する会合を 2 回実
施。 

・ＪＳＴにおいては、2021 年度 10 月以
降、引き続きＪＳＰＳとの相互出向に
よる人事交流を継続。 

・ＪＳＴとＪＳＰＳの間でプロジェクト
評価結果の共有による連携を引き続
き実施。 

・ＪＳＴの要請に基づき、ＪＳＰＳを通
じて科研費の研究代表者を対象とし
た有望な研究に係るアンケートを実
施。戦略的創造研究推進事業（ＥＲＡ
ＴＯ研究総括）に相応しい研究者を推
薦する仕組みを構築。 

・ＪＳＴの新規領域の検討の中で実施す
る有識者ワークショップや戦略目標
に基づいて行う研究領域の調査等に
おいて、科研費の審査・評価システム
に関し助言等を行うＪＳＰＳ学術シ
ステム研究センターの研究員から意
見を聞くなど、事業の公募・選考前の
段階からＪＳＰＳと連携した取組を
強化。 

・引き続き、ＮＥＤＯ・ＪＳＴ間の事業
間連携強化に向けた取組を実施する
とともに、実務者会合等で JST の成果
のＮＥＤＯ事業へのつなぎを促進す
るための方策等を検討。【文、経】 

・引き続き、ＪＳＰＳの科研費とＪＳＴ
の戦略的創造研究推進事業について、
法人間の交流の仕組みを推進し、優れ
た基礎研究への支援を着実に実施。
【文】 

〇競争的研究費について、現場の意見を
踏まえつつ、各種事務手続に係るルー
ルの一本化、簡素化・デジタル化・迅
速化を図り、2021 年度から実施する。
（再掲）【科技、文、関係府省】 

・「研究力強化・若手研究者支援総合パッ
ケージ」のフォローアップの一環とし
て、研究者等が研究に専念できる時間
の確保の観点から、競争的研究費の申
請・評価等に係る事務作業の負担を把
握するために行うアンケート調査に
向けた検討を進めている。（再掲） 

・「研究力強化・若手研究者支援総合パッ
ケージ」のフォローアップの一環とし
て、研究者等が研究に専念できる時間
の確保の観点から、競争的研究費の申
請・評価等に係る事務作業の負担を把
握するために、研究現場へのアンケー
トを行い、その結果を取りまとめる。
【科技、文、関係府省】 
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〇競争的研究費における間接経費の扱
いについて、直接経費に対する割合等
を含めたルールの一本化、使途報告、
証拠書類の簡素化について検討を行
い、2022 年度から実施する。【科技、
文、関係省庁】   

・競争的研究費における間接経費の扱い
について、直接経費に対する割合等を
含めたルールの一本化、使途報告、証
拠書類の簡素化を図るための取組を
関係府省申合せに基づき 2022 年度か
ら実施。 

・競争的研究費における間接経費の扱い
について、直接経費に対する割合等を
含めたルールの一本化、使途報告、証
拠書類の簡素化を図るための取組を
関係府省申合せに基づき、引き続き実
施。【科技、文、関係府省】 

〇基礎研究力の強化に向けた、研究に対
する切れ目ない支援を実現するため
の取組を、具体的な実行プランに基づ
き、2021 年度より加速する。科研費や
戦略的創造研究推進事業に関しては、
若手支援充実に加え、実力ある中堅以
上の研究者が安定的かつ十分に研究
費を確保できるための取組（配分や審
査の見直し等）の強化、新興・融合研
究の促進等を図る。基礎研究の成果を
産業界へつなぐ事業に関しては、学術
的価値を評価する体制及び産業界と
のマッチング支援をはじめ研究フェ
ーズに応じた柔軟な支援体制の強化
を図る。【文】 

・科研費と戦略的創造研究推進事業につ
いて連携方策を検討し、法人間の人事
交流や成果情報の共有を推進。 

・戦略的創造研究推進事業において、優
れた基礎研究成果をスムーズにトッ
プイノベーションにつなげられるよ
う、延長支援を実施するべく、2023 年
度予算において必要経費を確保。 

・ 戦 略 的 創 造研 究 推 進 事業に お け る
2023 年度の戦略目標の策定において、
精緻なエビデンスベースの分析を活
用しつつ、特定の研究分野のみなら
ず、俯瞰的な視点を持つ有識者の意見
を取り入れることにより、効果的な策
定プロセスの改善に努めた。（再掲） 

・科研費「国際先導研究」について、2021
年度補正予算による第１回公募で１
５件の研究課題を採択。2022 年度第２
次補正予算により、2023 年１月から第
２回公募を実施。（再掲） 

・引き続き、科研費と戦略的創造研究推
進事業について、法人間の交流の仕組
みを推進し、優れた基礎研究への支援
を着実に実施。【文】 

・引き続き、戦略的創造研究推進事業に
おいて新興・融合領域や国際的な活動
への支援を強化し、創出された成果を
トップイノベーションにつなげるよ
う延長支援を充実させる。【文】 

・引き続き、優れた成果につながる基礎
研究を推進すべく、これまで対象とし
てきた分野にとらわれない、分野横断
的な戦略目標の大くくり化を推進。
（再掲）【文】 

・若手を含む幅広い研究者に対して、研
究の進捗に応じた研究費の柔軟な使
用により研究の質を抜本的に高める
科研費の基金化などの制度改革を推
進。（再掲）【文】 

〇e-CSTI を活用した研究開発成果の見
える化・分析に加え、社会課題の解決
に向けた次の重点領域の特定・研究実
施という新たな政策サイクルの構築
に取り組む等、2021 年度中に重点領域
の設定を試行する。また、世界的な研
究開発の動向の変化も踏まえた検討
を可能とするため、定期的なフォロー
アップが可能な仕組みとして構築す
る。【科技、文、関係府省】 

・e-CSTI を活用した情報セキュリティ
分野に関する試行的な分析を実施し、
ＣＳＴＩの有識者議員懇談会等で説
明するとともに、関係機関に共有。（再
掲） 

・Top10％論文を対象とした分析ツール
をＣＳＴＩ事務局内で共有し、各種施
策への活用を開始。（再掲） 

・全論文を対象とした分析ツールや、論
文以外の研究成果である特許のデー
タを利用した分析ツールを試作し、ツ
ールの活用可能性や改善の方向性を
検討。（再掲） 

・国内外の論文や特許、企業情報も含め
て研究開発の動向を把握できるツー
ルを開発し、複数分野における試行的
な分析及びツールの評価を行う。（再
掲）【科技】 
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（２）新たな研究システムの構築（オープンサイエンスとデータ駆動型研究等の推進） 
【あるべき姿とその実現に向けた方向性】 

社会全体のデジタル化や世界的なオープンサイエンスの潮流を捉えた研究そのもののＤＸを通じて、よ
り付加価値の高い研究成果を創出し、我が国が存在感を発揮することを目指す。特に新型コロナウイルス感
染症の研究においても、論文のオープンアクセス化やプレプリントの活用が更に拡大する中、研究プロセス
全般で生まれるデータについて、戦略性を持って適切な共有と利活用を図るとともに、それによりインパク
トの高い研究成果を創出していくための研究基盤の実現が求められる。 

このため、まず、データの共有・利活用については、研究の現場において、高品質な研究データが取得さ
れ、これら研究データの横断的検索を可能にするプラットフォームの下で、自由な研究と多様性を尊重しつ
つ、オープン・アンド・クローズ戦略に基づいた研究データの管理・利活用を進める環境を整備する。特に
データの信頼性が確保される仕組みが不可欠となる。また、これらに基づく、最先端のデータ駆動型研究、
ＡＩ駆動型研究の実施を促進するとともに、これらの新たな研究手法を支える情報科学技術の研究を進め
る。 

同時に、ネットワーク、データインフラや計算資源について、世界最高水準の研究基盤の形成・維持を図
り、産学を問わず広く利活用を進める。また、大型研究施設や大学、国立研究開発法人等の共用施設・設備
について、遠隔から活用するリモート研究や、実験の自動化等を実現するスマートラボの普及を推進する。
これにより、時間や距離の制約を超えて、研究を遂行できるようになることから、研究者の負担を大きく低
減することが期待される。また、これらの研究インフラについて、データ利活用の仕組みの整備を含め、全
ての研究者に開かれた研究設備・機器等の活用を実現し、研究者が一層自由に最先端の研究に打ち込める環
境が実現する。 

以上の質の高い研究データの適切な管理・利活用や、ＡＩを含めた積極的なデータサイエンスの活用、そ
して先進的なインフラ環境の整備は、単に研究プロセスの効率化だけではなく、研究の探索範囲の劇的な拡
大、新たな仮説の発見や提示といった研究者の知的活動そのものにも踏み込んだプロセスを変革し、従前、
個人の勘や経験に頼っていた活動の一部が代替されていくことになる。これにより、データを用いたインパ
クトの高い研究成果の創出につなげるほか、研究者の貴重な時間を、研究ビジョンの構想や仮説の設定な
ど、より付加価値の高い知的活動へと充当させていく。同時に、グローバルな視点からも、オープンサイエ
ンスの発展に貢献する。 

さらに、このような研究活動の変革や我が国全体の雇用慣行の変化によって、研究者の在り方も変わる面
があり、既に世界各地では見られる、シチズンサイエンスとしての市民の研究参加や研究者のフリーランス
化など、多様な主体が研究活動に参画し活躍できる環境が我が国でも実現し、研究者とそれ以外の者が、信
頼感を醸成しながら、知の共有と融合を進め、新たな形での価値創造を実現する環境整備を図っていく。 
 
【目標】 
・ オープン・アンド・クローズ戦略に基づく研究データの管理・利活用、世界最高水準のネットワーク・

計算資源の整備、設備・機器の共用・スマート化等により、研究者が必要な知識や研究資源に効果的に
アクセスすることが可能となり、データ駆動型研究等の高付加価値な研究が加速されるとともに、市民
等の多様な主体が参画した研究活動が行われる。 
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【科学技術・イノベーション政策において目指す主要な数値目標】（主要指標） 
・ 機関リポジトリを有する全ての大学・大学共同利用機関法人・国立研究開発法人において、2025 年ま

でに、データポリシーの策定率が 100％になる 144。公募型の研究資金 145の新規公募分において、2023
年度までに、データマネジメントプラン（ＤＭＰ）及びこれと連動したメタデータの付与を行う仕組み
の導入率が 100％になる 146。 

 
【現状データ】（参考指標） 
・ 国立研究開発法人における研究データポリシーの策定法人数：24法人・機関（2020年度）…全法人策定済 
・ 競争的研究費制度におけるデータマネジメントプラン（ＤＭＰ）の導入済み府省・機関数：11省・機関

（2022年度） 
・ 国内における機関リポジトリの構築数：844個（2022年度）147 
・ 研究データ公開の経験のある研究者割合：44.7%（2020年度）148 
・ プレプリント公開の経験のある研究者割合：29.5%（2022年度）149 
・ ＨＰＣＩ提供可能資源量：年間32.3ペタflops（2022年度）150 
・ 研究設備・機器の共用化の割合：産学連携に取り組む国立大学70機関のうち、データに過不足無く経年比

較可能な57機関において、共用化対象の資産件数は全体の約15％151。（2021年度） 
 
① 信頼性のある研究データの適切な管理・利活用促進のための環境整備 

基本計画における具体的な取組 実施状況・現状分析 今後の取組方針 
〇研究データの管理・利活用のための我

が国の中核的なプラットフォームと
して 2020 年度に本格運用を開始した
研 究 デ ー タ 基 盤 シ ス テ ム （ NII 
Research Data Cloud）の普及・広報と
必要な改良を引き続き進める。また、
公的資金により得られた研究データ
について、産学官における幅広い利活
用を図るため、2023 年度までに体系
的なメタデータ 152の付与を進め、同年
度以降、研究データ基盤システム上で

・「ＡＩ等の活用を推進する研究データ
エコシステム構築事業」を 2022 年度
に開始し、各分野・機関の研究データ
をつなぐ全国的な研究データ基盤の
高度化を推進し、大学等研究機関・研
究者に対する研究データ基盤の利活
用に向けた普及・広報活動を精力的に
実施。 

・研究データ基盤の中長期的な視点で
の持続的・安定的運用体制の確保に向
けて、将来構想を見据えた受益者負担

・引き続き、全国的な研究データ基盤
（NII Research Data Cloud）の構築・
高度化・実装と、ＡＩ解析等の研究デ
ータ基盤の構築・活用に資する環境の
整備を行う研究ＤＸの中核機関群を
支援するとともに、2023 年度から大
学における研究データマネジメント
にかかる体制・ルール整備の支援を実
施。【科技、文、関係府省】 

・研究データ基盤の利用機関による利
用状況の分析を実施し、関係機関間と

                                                      
144 国立大学：16 機関、大学共同利用機関法人：3 法人・機関、国立研究開発法人：24 法人・機関（2022 年度）。国立大学におけるデータポ

リシーに関しては、学術情報基盤実態調査において、2021 年度では「研究データの管理と利活用について、組織として策定した方針」と定
義していたが、2022 年度では「「公的資金による研究データの管理・利活用に関する基本的な考え 方 」の「4-1．データポリシーの 策
定」で言う「データポリシー」」として、より厳密な定義を設定した。 

145 「府省共通研究開発管理システム（e-Rad）について」（https://www.e-rad.go.jp/dl_file/particulars_e-rad.pdf）において、システムの対象
として規定される公募型の研究資金。 

146DMP 及びこれと連動したメタデータ付与を行う仕組みを導入した制度は 66%（2022 年度末時点での競争的研究費制度 134 件のうち 88 制
度（一部導入済み 58 制度を含む））。 

147 国立情報学研究所「機関リポジトリ公開数とコンテンツ数の推移」（https://www.nii.ac.jp/irp/archive/statistic/）。 
148 文部科学省科学技術・学術政策研究所「研究データ公開と論文のオープンアクセスに関する実態調査 2020」（2021 年 11 月） 
149 文部科学省科学技術・学術政策研究所「論文のオープンアクセスとプレプリントに関する実態調査 2022：オープンサイエンスにおける日

本の現状」（2023 年４月） 
150 一般社団法人高度情報科学技術研究機構による調査。 
151 資産件数が大幅に増加した（昨年比 2 倍以上）機関を除くと 18％。 
152 体系的なメタデータとは、統一した様式により研究データの概要を示したデータであり、研究データの名称や説明、管理者、保管場所、共

有・公開の有無等の情報を含む。「公的資金による研究データの管理・利活用に関する基本的な考え方」において、メタデータの共通項目
を定めている。 



120 
 

これらのメタデータを検索可能な体
制を構築する。さらに、メタデータを
ＥＢＰＭに活用するため、e-Rad の改
修に合わせて、相互運用性を確保す
る。研究データ基盤システムについ
て、持続的な運営体制の確保に向け
2022 年度までに方策を検討する。【科
技、文、関係府省】 

モデルの在り方について検討を開始。 
・メタデータをＥＢＰＭに活用するた

め、e-Rad での実績報告時にメタデー
タの件数を登録する等の改修の検討
を実施。 

・「公的資金による研究データの管理・
利活用に関する基本的な考え方」にお
ける取組の具体化・周知のため、概要
説明や事例等を記載した資料「研究デ
ータ 2022」を策定し、関係府省への
周知や事例の共有等を実施。 

の対話を通じた丁寧な議論により、受
益者負担モデルの在り方を定め、適切
な利用料金及び徴収時期等の設定検
討を推進。【科技、文、関係府省】 

・e-Rad の改修に合わせ、e-Rad での実
績報告時にメタデータの件数を登録
する等の機能改修に着手。【科技】 

・研究データの管理・利活用に関する事
例の収集を引き続き実施し、「研究デ
ータ 2022」の更新を行う等により、
関係府省での取組の具体化や周知を
推進。【科技】 

〇公的資金により得られた研究データ
の機関における管理・利活用を図るた
め、大学、大学共同利用機関法人、国
立研究開発法人等の研究開発を行う
機関は、データポリシーの策定を行う
とともに、機関リポジトリへの研究デ
ータの収載を進める。あわせて、研究
データ基盤システム上で検索可能と
するため、研究データへのメタデータ
の付与を進める。【科技、文、関係府
省】    

・大学等の研究開発を行う機関におけ
る研究データポリシーの策定及び策
定に向けた機関内での検討が各地で
加速。 

・研究データへのメタデータ付与を加
速・簡略化するため、データマネジメ
ントプランと連動した研究データ基
盤におけるガバナンス機能の開発が
進展。 

・研究者が一層自由に最先端の研究に
打ち込める研究環境のうち研究に専
念する時間の観点から、研究設備・機
器の共用、研究データの管理・利活用
の推進、ＵＲＡや支援職員の活用促進
等などを盛り込んだ「研究時間の質・
量の向上に関するガイドライン」を作
成するとともに、これを「地域中核・
特色ある研究大学総合振興パッケー
ジ」と連動した。 

・大学等の研究開発を行う機関におい
て、引き続き研究データポリシーの策
定を推進するとともに、実効力のある
研究データの利活用に向けた環境整
備等を推進。【科技、文、関係府省】 

・「研究時間の質・量の向上に関するガ
イドライン」等をもとに、大学に対す
る支援施策等と連動し、大学における
研究データの管理・利活用に係る支援
体制の整備を引き続き推進。【科技、
文】 

〇公募型の研究資金の全ての新規公募
分について、研究データの管理・利活
用を図るため、データマネジメントプ
ラン（ＤＭＰ）及びこれと連動したメ
タデータの付与を行う仕組みを 2023
年度までに導入する。次期ＳＩＰにお
いても同様に、ＤＭＰの策定とメタデ
ータの付与を実施することとする。
【科技、文、関係府省】 

・ムーンショット型研究開発制度にお
ける先進的データマネジメントのフ
ォローアップを実施し、メタデータの
付与等における課題を確認するとと
もに、今後の推進に向けた整理を実
施。 

・ＳＩＰ第３期における先進的なデー
タマネジメントの導入を検討。 

・健康・医療データ利活用基盤協議会に
てＡＭＥＤのデータ利活用プラット
フォームを用いたデータ連携、同意の
在り方を整理。 

・健康医療データ利活用プラットフォ
ームの一部の機能について限定した
ユーザーによる試験的運用を開始。 

・公募型の研究資金を所管する関係府
省において、ＤＭＰ及びこれと連動し
たメタデータの付与を行う仕組みの
導入を推進。 

・ムーンショット型研究開発制度にお
ける先進的データマネジメントを引
き続き実施し、メタデータを検索可能
な体制の構築を加速するため、実施状
況の検証を行うとともに、自己評価及
び外部評価に反映させる。【科技】 

・ＳＩＰ第３期における先進的データ
マネジメントの導入について、メタデ
ータの管理方法やシステムの連携方
法等の具体化を引き続き実施。【科技】 

・ＡＭＥＤが支援した研究開発によっ
て得られたデータを産学官の研究開
発で活用するため、複数のデータベー
ス等を連携し、ゲノム情報等から抽出
されるメタデータを用いた横断検索
機能を有するとともに、産業界も含め
た研究開発にデータを扱う場(データ
を持ち込み扱えるセキュリティが担
保された Visiting 利用環境)を広く提
供するＡＭＥＤのデータ利活用プラ
ットフォームを、2023 年度に整備。
【健康医療、文、厚、経】 

・公募型の研究資金におけるＤＭＰ及
びこれと連動したメタデータの付与
を行う仕組みを 2023 年度中に導入。
なお、この際にはムーンショット型研
究開発制度における先進的データマ
ネジメントから得られた知見を横展
開する。【科技、文、関係府省】 
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〇研究データ基盤システムと内閣府が
実施する研究開発課題（ＳＩＰ等）で
構築する分野ごとデータ連携基盤と
の間で、相互にデータの利活用を図る
ための仕組みを 2023 年度中に構築す
る。【科技、文】 

・研究データ基盤システムと分野間デ
ータ連携基盤におけるカタログサイ
トとの連携によるメタデータの流通
を実現。 

・「ＡＩ等の活用を推進する研究データ
エコシステム構築事業」を 2022 年度
に開始し、各分野・機関の研究データ
をつなぐ全国的な研究データ基盤及
び当該基盤の活用に係る環境の整備
を推進。 

・研究データ基盤システムと分野間デ
ータ連携基盤におけるカタログサイ
トとの連携によるメタデータの流通
環境を活用して、分野間の連携活動を
推進。【科技】 

・「ＡＩ等の活用を推進する研究データ
エコシステム構築事業」において、各
分野・機関の研究データをつなぐ全国
的な研究データ基盤及び当該基盤の
活用に係る更なる環境の整備を推進
する。【文】 

〇研究者の研究データ管理・利活用を促
進するため、例えば、データ・キュレ
ーター、図書館職員、ＵＲＡ、研究の
第一線から退いたシニア人材、企業等
において研究関連業務に携わってき
た人材、自らの研究活動に資する場合
にはポスドク等の参画や、図書館のデ
ジタル転換等の取組について、2022
年度までにその方向性を定める。【科
技、文、関係府省】 

・科学技術・学術審議会情報委員会下に
設置した「オープンサイエンス時代に
おける大学図書館の在り方検討部会」
において、大学図書館機能のデジタル
化を前提とした「デジタル・ライブラ
リー」の実現に向け、それぞれの大学
図書館が検討すべき取組の方向性を
示した審議のまとめを策定。 

・「研究時間の質・量の向上に関するガ
イドライン」において、研究データの
管理・利活用について行動変容を促す
ための観点を検討。 

・「オープンサイエンス時代における大
学図書館の在り方検討部会」における
審議のまとめで示された方向性を踏
まえ、「デジタル・ライブラリー」の実
現に向けて、大学図書館が今後行うべ
き具体的な取組について検討する会
議体を設立。2030 年度を目途とし、
その実現に向けたロードマップを作
成。【科技、文、関係府省】 

・大学等に対する支援策との連携等を
通じ、研究データの管理・利活用を促
進するための支援体制の整備を推進。
【科技、文、関係府省】 

〇自由で開かれた研究活動を尊重し、我
が国と価値観を共有する国・地域・国
際機関等（ＥＵ、Ｇ７、ＯＥＣＤ等）
との間で、研究データの管理・利活用
に関する連携を進める。我が国の研究
データ基盤システムとこれに相当す
る取組との国際連携を図り、研究デー
タの管理・利活用に関する国際的な相
互運用性を高めることにより、本計画
期間中に、グローバルプラットフォー
ムの構築を目指す。【科技、文】 

・我が国がＧ７議長国を務める 2023 年
のＧ７科学技術大臣会合に向け、Ｇ７
各国における基盤システムとの相互
運用性の検討をはじめ、オープンサイ
エンス推進のためのアセスメント・評
価・インセンティブの在り方の検討を
実施。 

・ Ｅ Ｕ の Ｅ Ｏ Ｓ Ｃ （ European Open 
Science Cloud）と我が国の研究データ
基盤システム間での相互運用性の実
現に向けて、パイロットプロジェクト
におけるシステム連携の検討を実施
し、2023 年５月にデモンストレーシ
ョンを実施。 

・Ｇ７科学技術大臣会合を踏まえ、Ｇ７
各国におけるオープンサイエンス推
進に向けた検討を引き続き推進。【科
技、文】 

・ＥＯＳＣと研究データ基盤システム
間での相互運用性の推進を引き続き
検討するとともに、米国等、他国との
連携の実現可能性を検討。【科技、文】 

〇研究データの管理・利活用に関する取
組を更に促す観点から、2022 年まで
に、これらの取組の状況を、研究者、
プログラム、機関等の評価体系に導入
する。【科技、関係府省】 

・研究データの管理・利活用に関する取
組の状況を評価体系へ導入するため
の指針として、「研究データの管理・
利活用に関する取組状況の評価体系
への導入について」を 2022 年 11 月
に策定。 

・関係府省にて研究者、プログラム、機
関等の評価体系への導入を検討。【科
技、関係府省】 

 
② 研究ＤＸを支えるインフラ整備と高付加価値な研究の加速 

基本計画における具体的な取組 実施状況・現状分析 今後の取組方針 
〇2022 年度に、我が国の大学、研究機

関等の学術情報基盤として、全国をつ
なぐ超高速・大容量ネットワーク（Ｓ
ＩＮＥＴ）を増強し、これを研究デー
タ基盤システムと一体的に運用する
ことで、最先端の研究教育環境を提供
する。また、引き続きこれらの学術情
報基盤を支える技術の研究開発を推
進する。さらに、2021 年度までに、学
術情報基盤としての役割のみならず、
大学等の知を生かせる我が国の社会

・次世代学術研究プラットフォームと
してＳＩＮＥＴと研究データ基盤の
一体的整備・運用を 2022 年４月から
開始。 

・社会基盤インフラとしての利用方策
について、国立情報学研究所にてＳＩ
ＮＥＴ民間トライアル利用の募集を
開始。 

・次世代学術研究プラットフォームと
して、より安定した最先端の研究・教
育環境を提供するとともに、引き続き
その高度化や必要な技術の研究開発
を推進。【文】 

・社会基盤インフラとしての利用方策
について、引き続き、ＮＩＩ等の関係
機関と検討を実施。【科技、文】 
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基盤インフラとして、民間と連携しつ
つ利活用できる環境整備の方策を検
討する。 

【科技、文】 
〇スパコン計算資源については、2021

年よりスーパーコンピュータ「富岳」
の本格的な共用を進めるとともに、国
内の大学、国立研究開発法人等のスパ
コン計算資源について、全国の研究者
の多様なニーズに応える安定的な計
算基盤として増強する。加えて、次世
代の計算資源について、我が国が強み
を有する技術に留意しつつ、産学官で
検討を行い、2021 年度までに、その
方向性を定める。この検討の結果を踏
まえ、必要な取組を実施する。【文、関
係府省】 

・スーパーコンピュータ「富岳」を効率
的かつ着実に運用しつつ、学術界・産
業界における幅広い活用を促進。特
に、ＡＩ・データ科学の進展を踏まえ
た新しい機軸での成果創出のための
課題採択を行うとともに、政策的に重
要又は緊急な課題についての利用を
促進。 

・2022 年８月から、「次世代計算基盤に
係る調査研究」事業を開始し、ポスト
「富岳」を見据えた次世代計算基盤を
国として戦略的に整備するため、具体
的な性能・機能等の検討や、必要な要
素技術に関する調査研究を実施。技術
動向の不透明さや、検討すべき要素技
術等の多様化・複雑化を踏まえ、本調
査研究を 2024 年度まで継続して実
施。 

・スーパーコンピュータ「富岳」を効率
的かつ着実に運用し、学術界のみなら
ず、産業利用や政策的に重要又は緊急
な課題における利用など、我が国が直
面する社会的・科学的課題の解決に資
する多様な分野における成果創出を
促進。あわせて、利用環境に対する多
様なニーズをふまえた制度改善等を
検討。【文、関係府省】 

・ポスト「富岳」を見据えた次世代計算
基盤に関する要素技術研究等を産学
連携で 2023 年度中に深化。2024 年度
以降の次期フラッグシップのシステ
ム構成の決定に向けて、我が国として
独自に開発・維持するべき技術の特定
を含めて検討を推進。【文】 

〇研究設備・機器については、2021 年
度までに、国が研究設備・機器の共用
化のためのガイドライン等を策定す
る。なお、汎用性があり、一定規模以
上の研究設備・機器については原則共
用とする。また、2022 年度から、大学
等が、研究設備・機器の組織内外への
共用方針を策定・公表する。また、研
究機関は、各研究費の申請に際し、組
織全体の最適なマネジメントの観点
から非効率な研究設備・機器の整備が
行われていないか精査する。これらに
より、組織的な研究設備の導入・更新・
活用の仕組み（コアファシリティ化）
を確立する。既に整備済みの国内有数
の研究施設・設備については、施設・
設備間の連携を促進するとともに、
2021 年度中に、全国各地からの利用
ニーズや問合せにワンストップで対
応する体制の構築に着手し、2025 年
度までに完了する。さらに、現在、官
民共同の仕組みで建設が進められて
いる次世代放射光施設の着実な整備
や活用を推進するとともに、大型研究
施設や大学、国立研究開発法人等の共
用施設・設備について、リモート化・
スマート化を含めた計画的整備を行
う。【科技、文、関係府省】 

・研究設備・機器の共用推進に向けたガ
イドラインのフォローアップ調査に
併せて、国立大学法人向けに「研究設
備・機器に関する政策検討に向けた調
査」を実施。 

・「研究設備・機器の共用推進に向けた
ガイドライン」について、大学等へ通
知するとともに、関係会議等でのアウ
トリーチ活動を展開。 

・共用化の取組や設備の運用状況等の
把握に向けて、「研究設備・機器の共
用推進に向けたガイドライン」の活用
状況等に関するフォローアップ調査
を開始。 

・先端研究設備プラットフォームプロ
グラムにおいて、遠隔化・自動化によ
る利用環境の提供と合わせ、データの
扱いに係るノウハウを蓄積。 

・コアファシリティ構築支援プログラ
ムの実施により、組織的な研究設備の
導入・更新・活用に関する先行事例の
創出を推進。 

・研究設備・機器の共用推進に向けたガ
イドラインに先行事例を含め、アウト
リーチ活動を通じた全国的な展開を
推進。 

・先端研究設備プラットフォームプロ
グラムにおいて、国内有数の先端的な
研究設備のプラットフォームを形成
し、遠隔化・自動化を図りつつ、ワン
ストップサービスにより利用者の利
便性を向上。 

・次世代放射光施設 NanoTerasu につい
て、基本建屋の整備は完了（進捗率
100％）。（再掲） 

・2021 年 12 月から搬入を開始した加速
器についても設置は完了（ 進捗率
100％）し、2023 年度中の稼働に向け

・「研究設備・機器に関する政策検討に
向けた調査」の結果に基づき、国立大
学における研究設備・機器の更新時
期・ニーズ、共用等による財源確保等
の状況を分析し、国による支援の在り
方について検討を行う。【科技、文】 

・「研究設備・機器の共用推進に向けた
ガイドライン」の活用状況のフォロー
アップを通して、大学等における共用
化の取組状況を把握し、先行事例や課
題の抽出等を通じて、共用化の取組を
推進。【科技、文】 

・先端研究設備プラットフォームプロ
グラムの取組や成果に基づき、遠隔
化・自動化による利用を拡大しつつ、
基盤技術の高度化やデータの利活用
の取組を推進。【科技、文】 

・コアファシリティ構築支援プログラ
ムの取組や成果に基づき、先行事例の
展開や機関間連携の促進等を通じて、
全国の大学等におけるコアファシリ
ティ化を推進。【文】 

・先端研究設備プラットフォームプロ
グラムにおいて、引き続き、遠隔化・
自動化やワンストップサービスを活
用した利用者の拡大を推進。【文】 

・次世代放射光施設 NanoTerasu におい
ては、2023 年度で整備期が終了し、
2024 年度からの運用期に向けて、
2023 年２月 28 日に「特定先端大型研
究施設の共用の促進に関する法律の
一部を改正する法律案」を閣議決定。
「NanoTerasu（次世代放射光施設）の
利活用の在り方に関する有識者会議」
が取りまとめた報告書（2023 年２月
14 日）を踏まえ、NanoTerasu の共用
ビームラインの増設や利用環境のＤ
Ｘ化などの具体化を含めた運用に向
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て加速器調整等を開始。 
・SPring-8・ＳＡＣＬＡ・J-PARC をは

じめとする量子ビーム施設について、
2022 年度２次補正等を通じて、着実
な共用を進めるとともに、リモート
化・スマート化に向けた取組を推進。 

・SPring-8 データセンターは、データイ
ンフラの整備、データ共有に向けた取
組を実施。 

・J-PARC においてもデータセンターや
ネットワーク基盤の整備を推進。 

けた取組を推進。【文】 
・SPring-8・ＳＡＣＬＡ・J-PARC をは

じめとする量子ビーム施設について、
共用開始から長期間が経過している
ことを踏まえ、安定的・安全な運転を
維持しつつ、国際競争力の低下を避け
るため、省エネ性能やＧＸ（グリーン
トランスフォーメーション）にも配慮
した上で装置等の更新や、必要な調査
を実施。【文】 

・SPring-8・ＳＡＣＬＡ・J-PARC につ
いて物価高騰等の影響が懸念される
中でも、産学官の研究者の幅広い利用
を可能とするため、研究活動等の継続
的な実施に資する取組を実施。【文】 

・SPring-8・ＳＡＣＬＡ・J-PARC にお
いて、施設の安定的な運転管理を進め
るために要監視機器にデータ送信器
を取り付け、データの自動収集と解析
を行う仕組みを構築することにより、
監視員が 24 時間体制で行っていた施
設管理から、ＡＩと少数の監視員によ
る施設全体のリアルタイム管理を目
指す。（再掲）【文】 

・SPring-8 や J-PARC のビームライン
から生み出される膨大なデータの取
得・圧縮・伝送技術を開発するととも
に、リアルタイムに処理、解析し、さ
らにＮＩＩや「富岳」等と連携するこ
とでユーザーの利便性を高めかつ迅
速解析が可能なデータ基盤の構築に
向けた取組を実施。（再掲）【文】 

〇データ駆動型の研究を進めるため、
2023 年度までに、マテリアル分野に
おいて、良質なデータが創出・共用化
されるプラットフォームを整備し、試
験運用を開始する。また同様に、ライ
フサイエンス分野においても、データ
駆動型研究の基盤となるゲノム・デー
タをはじめとした情報基盤や生物遺
伝資源等の戦略的・体系的な整備を推
進する。さらに、環境・エネルギー分
野、海洋・防災分野等についてもデー
タ駆動型研究の振興に向けた環境整
備を図る。加えて、プレプリントを含
む文献など、研究成果に係る情報を広
く利用できる環境の整備を推進する
とともに、これらを支える基盤分野
（ＯＳ、プログラミング、セキュリテ
ィ、データベース等）を含めた数理・
情報科学技術に係る研究を加速する。
【文、経】 

        

・全国的なデータ共有・利活用に向けて
は、「ＡＩ等の活用を推進する研究デ
ータエコシステム構築事業」を 2022
年度に開始し、各分野・機関の研究デ
ータをつなぐ全国的な研究データ基
盤及び当該基盤の活用に係る環境の
整備を進めており、当該基盤を活用す
るために各大学が行う体制・ルール整
備に係る支援を 2023 年度から実施。
加えて、理研が保有する多様かつ良質
なデータの蓄積・統合や、量子・スパ
コンのハイブリッドコンピューティ
ングの導入、ＡＩ・数理の融合を推進
するプラットフォーム構築に係る取
組を 2022 年度から開始。 

・研究デジタルインフラ等の効果的な
活用に向けては、2022 年第２次補正
予算において、「富岳」を中核とした
革新的ハイパフォーマンス・コンピュ
ーティング・インフラ（ＨＰＣＩ）に
お け る ス ト レ ー ジ の 高 度 化 や 、 J-
PARC のデータセンターやネットワ
ーク基盤の整備を進めており、理研が
開発した世界最高性能のＸ線検出器
のビームラインへの導入に向け、更な
る開発・調整等を実施しているほか、
2023 年 度 内 に 次 世 代 放 射 光 施 設
（NanoTerasu）の整備を完了予定。 

・各分野における研究データの戦略的
な創出・統合・利活用に向けて、先導
事例となるマテリアル分野における
取組をライフサイエンス、気候変動・
レジリエンス、人文社会等の各分野に
横展開を実施。【文】 

・量子古典ハイブリッドコンピューテ
ィングに係る研究開発の取組を拡大・
発展させ、産学のニーズを踏まえた、
量子古典ハイブリッドコンピューテ
ィングを含む次世代の計算資源を提
供するための研究推進や利用環境整
備を実施。【文】 

・SPring-8 や J-PARC のビームライン
から生み出される膨大なデータの取
得・圧縮・伝送技術等を開発するとと
もに、リアルタイムに処理、解析し、
さらにＮＩＩや「富岳」等と連携する
ことでユーザーの利便性を高めかつ
迅速解析が可能なデータ基盤の構築
に向けた取組を実施。（再掲）【文】 

・SPring-8・ＳＡＣＬＡ・J-PARC にお
いて、施設の安定的な運転管理を進め
るために機器にデータ送信器を取り
付け、データの自動収集と解析を行う
仕組みを構築することにより、監視員
が 24 時間体制で行っていた施設管理
から、ＡＩと少数の監視員による施設
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＜研究データ利活用のエコシステム構
築＞ 

・「ＡＩ等の活用を推進する研究データ
エコシステム構築事業」を 2022 年度
に開始し、各分野・機関の研究データ
をつなぐ全国的な研究データ基盤及
び当該基盤の活用に係る環境の整備
を推進。 

＜マテリアルＤＸプラットフォーム＞ 
・2021 年度から開始した全国の大学等

の先端設備共用ネットワークから創
出されたマテリアルデータの利活用
に必須となるデータ構造化のために
必要な翻訳プログラムやテンプレー
ト作成作業を、2022 年度から本格的
に実施し、データ構造化システムへの
実装等を実施。 

・2022 年度第２次補正予算において、
高品質かつ大量のデータを創出可能
な先端共用設備の整備及びＮＩＭＳ
のデータ中核拠点におけるＡＩ解析
機能の効果を最大化するためデータ
ベースの拡充及びＡＩ解析機能のユ
ーザー支援機能の導入に必要な経費
を計上。 

・全国でデータ駆動型の研究成果創出
を先導する取組を推進するため、2023
年度予算において、ＮＩＭＳのデータ
を基軸とした産学連携等の先導的取
組を拡大するために必要な経費を計
上。 

・2022 年度は次期ＳＩＰ課題候補の１
つとして選定された「マテリアルプロ
セスイノベーション基盤技術の整備」
においてＦＳを実施。 

＜マテリアル製造プロセス＞ 
・ ファインセラミックスおよびフロー

合成のプロセスインフォマティクス
についてそれぞれＮＥＤＯ先導研究
を実施。 

・2022 年度から「先端計算科学等を活
用した新規機能性材料合成・製造プロ
セス開発事業」（22 億円）を開始。マ
テリアル分野の競争力の源泉である
製造プロセスのデータベース構築に
2022 年度から取り組み、機能性化学
品や６Ｇ向け電子機器や高性能半導
体に必要となる超高性能セラミック
ス等の性能向上に資する基盤技術開
発を推進。 

・「マテリアル・プロセスイノベーショ
ンプラットフォーム」の本格運用を開
始。 

・中小・ベンチャーを含む産業界のデー
タ駆動型研究開発を推進し、延べ 84
件の共同研究・技術コンサルティング
を実施。 

＜ライフサイエンス＞ 
・ナショナルバイオリソースプロジェ

クトにより、実験用の動物・植物・微

全体のリアルタイム管理を目指す。
（再掲）【文】 

＜研究データ利活用のエコシステム構
築＞ 

・引き続き全国的な研究データ基盤
（NII Research Data Cloud）の構築・
高度化・実装と、ＡＩ解析等の研究デ
ータ基盤の構築・活用に資する環境の
整備を実施するとともに、研究ＤＸの
中核機関群を支援すると共に、2023
年度から大学における研究データマ
ネジメントにかかる体制・ルール整備
の支援を実施。【文】 

＜マテリアルＤＸプラットフォーム＞ 
・マテリアル分野のデータ駆動型研究

の推進に向け、良質なデータを取得可
能な共用施設・設備の更なる整備を進
めるとともに、2023 年度から全国で
のマテリアルデータ共用及びＡＩ解
析基盤の活用の試行的実施を開始し、
2025 年度の本格実施に向けて準備を
推進。【文】 

・高品質なデータをより多く蓄積し、社
会課題解決につなげるため、様々な国
プロとの連携を強化。【文】 

・ＮＩＭＳのデータを基軸とした産学
連携等の先導的な取組を継続。【文】 

・我が国の大学や国研が所有する多種・
多様なマテリアルデータや評価分析
基盤をネットワーク化することによ
り、革新的事業構築に必要なアプリケ
ーション作成の基盤として活用でき
るプラットフォームを構築。このプラ
ットフォームの活用を通じてベンチ
ャーや革新的事業を次々に創出し成
長させるエコシステム形成を推進。
【科技、文、経】 

＜マテリアル製造プロセス＞ 
・マテリアル分野の競争力の源泉であ

る製造プロセスについて、高信頼性フ
ァインセラミックスや機能性化学品
等のデータ取得基盤技術の開発・整備
に取り組むとともに、プロセスデータ
ベースの構築・活用を推進。【経】 

・「マテリアル・プロセスイノベーショ
ンプラットフォーム」の今後の取組と
して、中小・ベンチャーを含む産業界
の更なるデータ駆動型研究開発の推
進を後押しすべく、製造プロセスのシ
ミュレータ開発を推進。【経】 

＜ライフサイエンス＞ 
・データ駆動型研究を中心とした我が

国のライフサイエンス研究の発展の
ため、引き続き生物遺伝資源等の利活
用促進に向けた付加価値向上や保存
技術等の開発を含めた戦略的・体系的
な整備を推進する。【文】 

＜生物資源データ＞ 
・ＮＩＴＥ生物資源データプラットフ

ォームの一層の充実・強化に向けて、
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生物等の生物遺伝資源（バイオリソー
ス）の収集・保存・提供にかかる体制
整備及び、バイオリソースの所在情報
等の整備を実施 153。 

・中核拠点を対象にゲノム情報等整備
に係る提案、基盤技術整備に係る提案
を募集し、有識者会議である課題評価
委員会を経て、９リソースで付加価値
向上や保存技術等の開発を含めた戦
略的・体系的な整備を実施。 

＜生物資源データ＞ 
・ＮＩＴＥの生物資源データプラット

フォームにおいて、2022 年度から、
保有する約 9 万株の微生物のうち、産
業利用可能性の高い微生物から代謝
情報やゲノム情報をデータベース化
する取組を推進。 

＜ゲノム＞ 
・「全ゲノム解析等実行計画 2022」を、

2022 年９月に策定し、これを踏まえ
たがん・難病に関する全ゲノム解析等
を実施中。また、産官学が幅広く利活
用可能な体制整備を推進。 

＜脱炭素等の観点での材料開発＞ 
・2022 年度よりカーボンニュートラル

や Society 5.0 の実現等に貢献する革
新的機能を有するマテリアルを効率
的に創出するデータ駆動型研究開発
について本格実施を開始。 

＜環境・エネルギー分野＞ 
・気候変動対策のインキュベーション

機能を担うデータプラットフォーム
であるＤＩＡＳのオープンプラット
フォーム化を進めるため、ＤＩＡＳ解
析環境を利用する共同研究（無償）課
題の新規課題の募集を開始。 

・文部科学省及び気象庁にて、地方公共
団体や民間企業等の取組を促進する
ため、我が国の気候変動適応に資する
予測情報として「気候予測データセッ
ト 2022」をＤＩＡＳを通じて公開。 

・気候変動メカニズムの解明や高精度
な気候変動予測情報の創出等を目的
とした「気候変動予測先端研究プログ
ラム」を 2022 年度から開始。 

・気候変動及び影響の予測や気候関連
財務情報開示タスクフォース（ＴＣＦ
Ｄ） 等のコンサルティングサービス
を行っている企業との意見交換・協働
の場である「気候変動リスク産官学連
携ネットワーク」の継続的な活動。 

・気候変動関連データの更なる有効な
提供や利活用等を促進していくため、
データの提供側と利活用側が双方向

現時点でＮＩＴＥが必ずしも十分に
保有できていない微生物 155の探索や
解析などを行う方針。【経】 

＜ゲノム＞ 
・「全ゲノム解析等実行計画 2022」を着

実に推進し、国民へ質の高い医療を届
けるため、がんや難病患者を対象とし
た全ゲノム解析及びマルチオミック
ス解析等を実施することで得られる
全ゲノムデータ、マルチオミックスデ
ータ、臨床情報等を搭載した質の高い
情報基盤を構築し、民間企業やアカデ
ミア等へその利活用を促すことによ
り、診断・創薬や新規治療法等の開発
を目指す。また、解析結果等の速やか
な日常診療への導入や、新たな個別化
医療の実現についても更に推進。さら
に、こうした取組の運用を担う事業実
施組織の設置に向けた検討を推進。
【健康医療、厚】 

＜脱炭素等の観点での材料開発＞ 
・革新的なマテリアルの創出のために

データ駆動型研究を進めるとともに、
そこで得られた先駆的なデータ駆動
型研究の手法の全国展開を図る。【科
技、文、経】 

＜環境・エネルギー分野＞ 
・気候変動下での防災・減災対策に向け

て、気候変動対策のインキュベーショ
ン機能を担うデータプラットフォー
ムであるＤＩＡＳの長期的・安定的な
運用、治水対策、サステナブルファイ
ナンス等に向けた科学的知見（高解像
度、高精度な気候変動予測データ・ハ
ザード予測データ）の創出及びその利
活用までを想定した研究開発を一体
的に実施。【文】 

＜海洋分野＞ 
・深海ターミナルについては、広大な我

が国のＥＥＺの海洋鉱物資源を効率
的に調査することを目的に、深海ター
ミナルの高速データ通信技術等の高
機能化や、ドッキング精度向上による
汎用化、航行型ＡＵＶによるドッキン
グ技術開発を実施。【文】 

・複数ＡＵＶの同時制御については、複
数のＡＵＶ間で通信・測位制御を行う
技術開発を行い、将来的にＡＳＶとＡ
ＵＶ、又はＡＵＶ同士の協調群制御を
可能とする技術を構築。【文】 

・小型無人航空機等によりＡＵＶを運
搬・投入・回収する技術を確立すると
ともに、このような運搬・投入・回収
に適したＡＵＶの性能の確保・向上、

                                                      
153 ナショナルバイオリソースプロジェクトの拠点から提供されたバイオリソースを用いて創出された年度毎の成果論文数は、第一期（2002

年）235 報より毎年増加し続けており、2022 年度には約 2,800 報に迫る見込み。また、2022 年度ナショナルバイオリソースプロジェクトで
は、新たに加齢マウスリソースときのこリソースを加え 33 リソースの整備を実施。 

155 例えば、二酸化炭素を原料としてものづくりを行う微生物を想定。 
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で情報・意見交換を行うことを目的と
した「気候変動リスク・機会の評価等
に向けたシナリオ・データ関係機関懇
談会」の開催。 

＜海洋分野＞ 
・深海ターミナルについては、これまで

に各種機能検証のため浅海域（水深
30ｍ）でＡＵＶが深海ターミナルにド
ッキングし充電・データ伝送すること
に成功。2022 年度は実海域（深海）で
の試験に向け、3,000ｍ圧での高圧試
験を実施し、システムの健全性を確
認。 

・複数ＡＵＶの同時制御については、高
性能音響通信・測位装置を開発し、こ
れを実装した複数・異機種のＡＵＶを
海中に展開して、洋上中継機（ＡＳＶ）
を介した隊列制御を行うことで、より
効率的で高精度な海底調査が出来る
ことを実海域試験により実証。 

・経済安全保障重要技術育成プログラ
ムで支援すべき重要技術を示す「研究
開発ビジョン（第一次）」を受けて、
「無人機技術を用いた効率的かつ機
動的な自律型無人探査機（ＡＵＶ）に
よる海洋観測・調査システムの構築」
に関する研究開発構想（プロジェクト
型）を作成。これを踏まえ、2022 年
12 月にＪＳＴが公募を開始。 

・7,000ｍ以深対応ＡＵＶの詳細設計を
行い、機器調達・製作に着手した。Ｒ
ＯＶについては、ケーブルを用いず大
深度化を実現する方策を検討した。
（再掲） 

・観測装置の開発を進めるとともに、設
置に向け地球深部探査船「ちきゅう」
による海底深部の掘削オペレーショ
ンの立案に着手。 

＜地震・火山等の防災・減災＞ 
・我が国における火山研究の司令塔機 

能の構築等に向けて、国内外における
地震・火山等に係る膨大な観測データ
等を利活用した研究や人材育成等を
推進。 

＜数理科学＞ 
・Society5.0 の実現に向け、数理科学へ

の期待と 5 つの重要課題(学際・異分
野との連携、社会との連携、等)を整理
した「2030 年に向けた数理科学の展
開－数理科学への期待と重要課題－」
を策定。 

＜人文・社会科学分野＞ 
・人文・社会科学に関する５拠点の有す

るデータのメタデータの収集や一括
検索機能を備えた総合データカタロ
グを運用。オンライン分析ツールの運
用を開始。 

＜学術論文等のオープンアクセス化＞ 
・論文・データ等の研究成果がグローバ

ルな学術出版社等（学術プラットフォ

深度化等を検討し、目標海域へ迅速に
アクセスし、広範囲を効率的に調査・
監視できる無人化・省人化されたシス
テムを構築。【文】 

・先端センシング技術を用いた海面か
ら海底に至る空間の観測技術を開発
するとともに、観測データから有用な
情報を抽出・解析し統合処理する技術
を開発することで、海面から海底に至
るまでの海洋全般の経時的な観測及
び分析を行うシステムを構築。【文】 

・ＡＵＶ開発においては、これまでの設
計・要素技術開発の成果を活用し、航
行/観測に必要な機器の整備、音響通
信装置の開発及び機体制御に関する
ソフトウェアを開発し、機体を組み上
げ、我が国の海洋状況の把握に資する
7,000ｍ以深対応ＡＵＶの開発を推進
する。ＲＯＶ開発においては、より効
率的・効果的に船上から超深海の映像
の観察及び試料採取を可能とするこ
とで調査・観測能力を確保することを
目指す。（再掲）【文】 

・海底深部を掘削して観測装置を設置
し、観測データの収集・活用を進める
とともに、掘削作業に必須である地球
深部探査船「ちきゅう」の保守整備・
老朽化対策を行う。加えて、南海トラ
フ地震の想定震源域のうち、まだ観測
網を設置していない高知沖・日向灘の
観測の実施に向け、必要な技術の開
発・整備等の研究開発を推進。【文】 

＜地震・火山等の防災・減災＞ 
・我が国における火山研究の司令塔機

能の構築等に向けて、国内外における
地震・火山等に係る膨大な観測データ
等を利活用した研究や人材育成等を
推進するとともに、その基盤となる南
海トラフ海底地震津波観測網の整備・
運用等を推進し、観測網等から得られ
るデータの共有化を進めるなど、防
災・減災分野における研究ＤＸや発災
時の被害の低減に資する情報プロダ
クツの創出等に向けた環境整備を図
る。【文】 

＜数理科学＞ 
・数理科学イニシアティブワーキング

を立ち上げ、産学官にて 2030 年に向
けた数理科学の目指す姿を共有した
うえで、「2030 年に向けた数理科学の
展開－数理科学への期待と重要課題
－」に取りまとめた施策展開を実施。
【文】 

＜人文・社会科学分野＞ 
・人文・社会科学分野における総合デー

タカタログの運用等を引き続き推進
するとともに、データの充実等によ
り、人社データインフラの強化を図
る。【文】 

＜学術論文等のオープンアクセス化＞ 
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ーマー）の市場支配の下におかれてい
ることを踏まえ、2023 年 5 月のＧ７
科学技術大臣会合を踏まえ、国として
のオープンアクセス 154方針をＣＳＴ
Ｉで審議中。 

・2025 年度新規公募分からの学術論文
等の即時オープンアクセスの実現に
向け、国としての方針を策定【科技、
文、関係府省】 

・学術情報流通の代替的手段としてプ
レプリントサーバーを構築し、新たな
手段で研究成果の交流・拡散・可視化
を推進。【科技、文】 

・論文の著者が自ら論文、研究データ、
プレプリントなどの研究成果をリポ
ジトリに蓄積し公開できるグリーン
ＯＡの実現に向けた環境整備を実施。
【科技、文】 

・国内研究者の学術情報へのアクセス
を確保するため、国の方針のもと学術
プラットフォーマーに対する交渉力
を強化するため、国としての方針に基
づく大学等を主体とする交渉体制の
構築を支援。【科技、文】 

・研究者や研究コミュニティの研究成
果発信力の強化を実施。【科技、文、関
係府省】 

〇2020 年度に実施した試行的取組をベ
ースとして、ＤＸによる研究活動の変
化等に関する新たな分析手法・指標の
開発を行い、2021 年度以降、その高
度化とモニタリングを実施する。【文】 

・オープンアクセスやプレプリントの
利活用に関する調査を引き続き実施
し，レポートとして取りまとめた 156。 

・オープンアクセスと関係の深い、プレ
ダトリージャーナルの実態調査を実
施した 157。 

・プレプリントサーバーの原稿データ
を分析し、論文等研究成果におけるオ
ープンデータの利活用状況に関する
モニタリング指標の検討を行った 158。 

・定点調査として 2023 年度以降も引き
続き調査を継続。【文】 

・引き続きオープンデータの利活用状
況に関するモニタリングについて試
行。【文】 

・研究活動の変化を捉えるため、オープ
ンデータを用いて、特に論文以外の研
究成果物（書籍、予稿など）を中心と
した共著関係の分析を試行。【文】 

 
③ 研究ＤＸが開拓する新しい研究コミュニティ・環境の醸成 

基本計画における具体的な取組 実施状況・現状分析 今後の取組方針 
〇地方公共団体、ＮＰＯやＮＧＯ、中小・

スタートアップ、フリーランス型の研
究者、更には市民参加など、多様な主
体と共創しながら、知の創出・融合と
いった研究活動を促進する。また、例
えば、研究者単独では実現できない、
多くのサンプルの収集や、科学実験の
実施など多くの市民の参画（１万人規
模、2022 年度までの着手を想定）を見
込むシチズンサイエンスの研究プロ
ジェクトの立ち上げなど、産学官の関
係者のボトムアップ型の取組として、
多様な主体の参画を促す環境整備を、
新たな科学技術・イノベーション政策
形成プロセスとして実践する【科技、
文】 

・ＪＳＴにてサイエンスアゴラ 2022（3
年ぶりに実地開催）や全国６か所以上
での連携企画、ＣＨＡＮＣＥ構想「サ
イエンスインパクトラボ 2022」や「学
イン」等を通じ、多様な主体との対話・
協働（共創）の場を創出。知の創出・
融合等を通じた研究活動の推進や社
会における科学技術リテラシーの向
上に寄与。 

・2022 年度「STI for SDGs」アワード
やＳＣＥＮＡＲＩＯ（ウェブサイト）
などを通じた情報発信を通じ、好事例
の可視化や他地域への水平展開を促
進。 

・ＪＳＴサイエンスポータル（独自メデ
ィア）において、年間を通じて定期的
に、共創による課題解決やダイバーシ

・多様な主体の共創の取組を加速し、サ
イエンスアゴラや地域における連携
企画等の場を通じ、知の創出・融合と
いった研究活動や科学技術リテラシ
ーの向上を促進。【科技、文】 

                                                      
154 論文等を広く利活用可能とするための取組。 
156 文部科学省科学技術・学術政策研究所「論文のオープンアクセスと プレプリントに関する実態調査 2022：オープンサイエンスにおける日
本の現状」（2023 年４月） 
157 文部科学省科学技術・学術政策研究所「プレダトリージャーナル判定リストの実態調査」（2023 年 3 月）  
158 文部科学省科学技術・学術政策研究所「研究活動におけるオープンソース・データの利用に関する簡易調査」（2023 年１月） 
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ティ・インクルージョン等ＳＤＧｓに
関連する記事を発信。 
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（３）大学改革の促進と戦略的経営に向けた機能拡張 
【あるべき姿とその実現に向けた方向性】 

不確実性の高い社会を豊かな知識基盤を活用することで乗り切るため、今後、全ての大学が同一のあるべ
き姿を目指すのではなく、個々の強みを伸ばし、各大学にふさわしいミッションを明確化することで、多様
な大学群の形成を目指す。これにより、人々は大学が提供する教育研究の内容や環境などの付加価値そのも
ので大学を選択することが可能となり、大学が、多様な価値観に基づく個人の自己実現を後押しし、人々の
人生や生活を豊かにするとともに、時代の変化や組織・個人のニーズに合わせて人材が自由に流動すること
で、大学発の新たな社会変革を次々と起こしていく。同時に、多様化する大学の中で、世界と伍する研究大
学のより一層の成長が促進され、卓越した研究力の強化の実現を目指す。 

このため、特に国立大学については、その独自性とポテンシャルをより発揮できる環境を実現するため、
運営費交付金を配分する国との関係を中心に置いたガバナンスから、国だけでなく、学生や卒業生、研究
者、産業界、地域をはじめとする多くのステークホルダーに対する説明と結果責任を果たすようなガバナン
スへと大胆に転換し、大学が国のパートナーとして自らの裁量を拡大し、社会と常に対話を行う環境を実現
する。これにより、国や地域の知の基盤としての高度な教育研究のみならず、自らが持つ知的資産を最大限
に活用した新たな価値創造サービスを担うなどの機能の拡張を図る。 

その際、世界と伍する研究大学と地方創生のハブになる大学 159では、そのミッションの違いから、関係
するステークホルダーや財政構造、国との関係や最適な経営システムも必然的に相違している。特に前者で
は、強靱なガバナンス体制を実現するための大胆な大学改革が行われ、世界レベルの研究環境や給与水準を
実現するための民間資金の大幅な拡大、新たに創設する大学ファンドによる支援、大学の自主的な基金の充
実などによって、堅固な財政基盤の形成を図る。 

他方、地方創生のハブを担うべき大学では、地域産業を支える社会人の受入れの拡大、最新の知識・技術
の活用や異分野との人材のマッチングによるイノベーションの創出、地域産業における生産性向上の支援、
若手研究者が経験を積むことができるポストの確保・環境整備といった取組を進め、これにより、地域や企
業から投資を呼び込み、地域と大学の発展につなげるエコシステムの形成を図る。また、複数の国公私立大
学や研究所で連携するような活動を進める。 

国立研究開発法人については、それぞれのミッション・特性に応じてその責務を果たすとともに、外部機
関との積極的な連携・協力により、民間資金や寄附金なども含め多様な財源を確保し、財政基盤を強化しつ
つ、研究開発成果の最大化を着実に実施する。 
 
【目標】 
・ 多様で個性的な大学群が、個人の自己実現を後押しし、人々の人生や生活を豊かにするとともに、卓

越した研究力を含めた知識基盤が、新たな社会変革を牽引する。 
 
【科学技術・イノベーション政策において目指す主要な数値目標】（主要指標） 
・ 大学等及び国立研究開発法人における民間企業からの共同研究の受入額：2025 年度までに、対 2018 年

度比で約 7 割増加（再掲） 
・ 国立大学法人の寄附金収入増加率：2021 年度から 2025 年度までに、年平均５％の増加 

 

                                                      
159 人口減少や雇用創出、デジタル人材の育成など地方の課題解決をリードする大学。 
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【現状データ】（参考指標） 
・ 国立大学法人の2007年～2021年度の寄附金収入増加率の年平均：3.1％ 
・ 大学等及び国立研究開発法人における民間企業からの共同研究の受入額：1,069億円（2021年度） 
・ 主要大学における2005年度～2021年度の経常支出の成長率（病院経費除く）：東京大学（1.5%）、京都

大学（1.8%）、大阪大学（2.1％）、東北大学（1.4％）、参考：スタンフォード大学（5.8%） 
 
① 国立大学法人の真の経営体への転換 

基本計画における具体的な取組 実施状況・現状分析 今後の取組方針 
〇第４期中期目標期間に向けて、規制に

よる事前管理型から、事後チェック型
を基本思想とし、社会変革の駆動力と
して成長し続ける戦略的な組織とし
て真の経営体に転換すべく、中期目標
の在り方の見直しを行う。また、国に
よる法人評価について、毎年度の年度
評価を廃止し、原則として 6 年間を通
じた業務実績を評価するよう制度の
見直しを行う。あわせて、各国立大学
法人が公表する「国立大学法人ガバナ
ンス・コード 160」への適合状況等の報
告について確認を行い、各国立大学法
人が大学経営の状況や意思決定の仕
組みについて透明性を確保し、関係者
への説明責任を果たすようにする。
【文】 

・2022 年２月に有識者会議を開催し、
「国立大学法人ガバナンス・コード」
について、2021 年の法改正を踏まえ
た見直しについて議論し、2022 年 4
月にガバナンスコードを改訂。その
後、改訂内容を踏まえ、各国立大学法
人における適合状況等の確認を実施。 

・引き続き、各国立大学法人における適
合状況等の確認を実施するとともに、
制度改正等に合わせて適宜ガバナン
ス・コードの見直しを図る。【文】 

 
② 戦略的経営を支援する規制緩和 

基本計画における具体的な取組 実施状況・現状分析 今後の取組方針 
〇学長選考会議への学長の関与の排除

や学長選考会議の持つ牽制機能の明
確化を図るとともに、国立大学法人の
学生定員の変更や組織の再編手続の
簡素化、優秀な留学生の確保のための
定員管理や授業料設定の弾力化を、第
４期中期目標期間より実施する。【文】 

・「世界と伍する研究大学の実現に向け
た制度改正等のための検討会議」の制
度改正に向けた論点整理等を踏まえ、
検討しているところ。 

・引き続き、世界と伍する研究大学の実
現に向けた制度改正等のための検討
会議の制度改正に向けた論点整理や
教育未来創造会議における外国人留
学生の受入れ方策に関する議論を踏
まえ、検討を実施。【文】 

〇2025 年度までに、大学への寄附税制
に係る優遇措置を拡大し、大学の自主
財源の拡大を促進する。【科技、文】   

・改正内容の周知・広報によって制度の
適用を促すとともに、改正後の寄附制
度の活用状況を把握。国立大学法人に
おいては、2023 年 1 月時点で、修学
支援事業についてはほぼ全ての法人、
研究等支援事業については約６割の
法人において制度が適用されている。 

・引き続き、改正内容の周知・広報によ
って制度の活用を促すとともに、改正
後の寄附制度の活用状況により改正
の効果を定量的に検証。【科技、文】 

〇第４期中期目標期間に向けて、多様な
ステークホルダーの目線からも理解
しやすいよう国立大学法人会計基準
を見直すとともに、国立大学法人が自
ら獲得した多様な財源を戦略的に積
み立てる仕組みの創設や、次期中期目
標期間に繰り越しができるよう目的
積立金の見直しを行う。【文】 

・大学ファンドに関する国立大学法人
法の改正等に関連して、会計基準改訂
の必要性について検討している。 

・大学ファンドに関する国立大学法人
法の改正等に対応する会計基準の改
訂の検討を引き続き実施。【文】 

                                                      
160 国立大学法人が経営の透明性を高め、教育・研究・社会貢献機能を強化し、社会の変化に応じた役割を果たし続けていくために、自らの経

営を律しつつ、その機能を更なる高みへと進めるための基本原則となる規範。 
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〇第４期中期目標期間に向けて、国立大
学による債券発行の対象事業及び償
還期間の更なる拡大・延長や償還財源
の多様化、公的研究費の間接経費の使
途の柔軟化（中長期積立・設備更新へ
の活用等）に向けた検討を進めるな
ど、安定的な財務運営を可能とする。
【科技、文】 

・「世界と伍する研究大学の実現に向け
た制度改正等のための検討会議」の制
度改正に向けた論点整理等を踏まえ、
検討しているところ。 

・引き続き、世界と伍する研究大学の実
現に向けた制度改正等のための検討
会議の制度改正に向けた論点整理、国
際卓越研究大学の選定プロセスにお
けるアドバイサリーボードでの議論
や大学からの提案を踏まえ、検討を実
施。【文】 

〇大学関係者、産業界及び政府による
「大学支援フォーラムＰＥＡＫＳ」に
おいて、大学における経営課題や解決
策等について具体的に議論し、イノベ
ーションの創出につながる好事例の
水平展開、規制緩和等の検討、大学経
営層の育成を進めるとともに、政府は
現場からの規制緩和等の提案につい
て迅速に検討し、必要な政策を実行す
る。【科技、文、経】 

・「大学支援フォーラムＰＥＡＫＳ」に
おいて、大学の知のアセットの収益化
方策に係る多様な成長モデルの構築
を目指す日本型大学成長モデルの具
体化及びそれを支える大学経営人材
の確保・育成に関わる実証事業を
2022 年度から開始。また、当該実証
事業に関わる外部有識者から構成さ
れる日本型大学成長モデルアドバイ
ザリーワーキング・グループを新たに
設置し、大学における経営課題や解決
策等について具体的に議論するとと
もに、大学経営人材の確保と育成を実
施。 

・日本型大学成長モデルの具体化及び
それを支える大学経営人材の確保・育
成に関わる実証事業を通じて構築し
た日本型大学成長モデルを、ＰＥＡＫ
Ｓ全体会合等を通じて参画大学に共
有し、水平展開を図る。【科技、文、
経】 

 
③ 10兆円規模の大学ファンドの創設 

基本計画における具体的な取組 実施状況・現状分析 今後の取組方針 
〇我が国の大学の国際競争力の低下や

財政基盤の脆弱化といった現状を打
破し、イノベーション・エコシステム
の中核となるべき大学が、社会ニーズ
に合った人材の輩出、世界レベルの研
究成果の創出、社会変革を先導する大
学発スタートアップの創出といった
役割をより一層果たしていくため、こ
れまでにない手法により世界レベル
の研究基盤の構築のための大胆な投
資を実行する。具体的には、10 兆円規
模のファンドを早期に実現し、その運
用益を活用することにより、世界に比
肩するレベルの研究開発を行う大学
の共用施設やデータ連携基盤の整備、
若手人材育成等を長期かつ安定的に
支援することで、我が国のイノベーシ
ョン・エコシステムを構築する 161。本
ファンドへの参画にあたっては、自律
した経営、責任あるガバナンスなど、
大学改革へのコミットやファンドへ
の資金拠出を求めるとともに、関連す
る既存事業の見直しを図る。また、将
来的には参画大学が自らの資金で基
金を運用することを目指す観点から、
外部資金獲得増加や、その一部を基金
へ積み立てる等の仕組みを導入する。
【科技、文】 

・世界と伍する研究大学の在り方につ 
いて、2022 年２月に最終まとめがＣ
ＳＴＩ本会議で決定。「国際卓越研究
大学の研究及び研究成果の活用のた
めの体制の強化に関する法律」が第
208 回国会で成立。国際卓越研究大学
法に基づき、制度の意義・目標・認定
等の基本的な事項を定める基本方針
を 2022 年 11 月に決定し、同年 12 月
から 2023 年 3 月まで、国際卓越研究
大学の公募を行い、10 大学からの申
請を受け付けた。 

・国際卓越研究大学の選定スケジュー
ルを踏まえ、国立大学法人法改正法案
の検討を実施。 

・2022 年 3 月から大学ファンドの運用
を開始し、2023 年 3 月までに運用元
本は 10 兆円規模に到達した。 

・ＪＳＴにおいて長期的な観点から適
切なリスク管理を行いつつ効率的に
大学ファンドを運用している。 

・世界水準の研究環境、若手研究者の活
躍の実現のため、産業界等から大学へ
の資金投入拡大も含めた事業・財務戦
略、マネジメント体制の確立などの大
学の確かな変革が実現されるよう、
2024 年度以降の支援開始に向けて、
段階的に支援対象大学候補を選定す
る。なお、支援対象となる国際卓越研
究大学の選定は、これまでの実績や蓄
積のみで判断するのではなく、世界最
高水準の研究大学の実現に向けた「変
革」への意思（ビジョン）とコミット
メントの提示に基づき実施する。【科
技、文】 

・国際卓越研究大学の選定スケジュー
ルを踏まえ、今後、国立大学法人法改
正法案を速やかに提出する予定。【文】 

・リスク管理を徹底するなど、ＪＳＴに
おいて引き続き適切に大学ファンド
を運用する。【科技、文】 

                                                      
161 世界の主要大学のファンドは、ハーバード大（約 4.5 兆円）、イェール大（約 3.3 兆円）、スタンフォード大（約 3.1 兆円）など米国大学合

計（約 65 兆円）。その他、ケンブリッジ大（約 1.0 兆円）、オックスフォード大（約 8,200 億円）。 
※各大学は 2019 年数値、米国大学合計は 2017 年数値（いずれも最新値） 
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④ 大学の基盤を支える公的資金とガバナンスの多様化 
基本計画における具体的な取組 実施状況・現状分析 今後の取組方針 

〇2021 年度における国立大学法人運営
費交付金の配分について、研究や教育
等の成果指標に基づく配分について
その規模を拡大し、よりメリハリのあ
る配分とする。また、第４期中期目標
期間に向けて、ワールドクラスの研究
大学や地方創生のハブとなる大学と
いった大学ごとのミッションも踏ま
えつつ、共通の成果指標について e-
CSTI 等も活用し更に客観的・定量的
なものとなるよう厳選して見直すな
ど、新たな国立大学法人運営費交付金
の配分ルールを導入して、毎年度評価
しメリハリある配分を実施する。【文】 

・第４期中期目標期間開始にあたり、国
立大学法人運営費交付金「成果を中心
とする実績状況に基づく配分」におい
て評価を行うグループ分けを大学の
規模や組織体制の観点から見直すこ
とにより、より公正な競争環境を整備
するとともに、アウトカム重視の指標
への見直しを実施。 

・第４期中期目標期間において、引き続
き、「成果を中心とする実績状況に基
づく配分」を活用して、毎年度評価し
メリハリある配分を着実に実施。【文】 

〇国立大学について、戦略的経営を実現
する学長の選考方法や執行をチェッ
クする仕組み、非国家公務員型の給与
体系による世界トップクラスの研究
者を招へいできる給与・評価制度の導
入、学生定員や授業料の自律的な管
理・決定、戦略的経営を促す新たな財
務・会計システム、固有の国の管理・
評価の仕組みの導入など、ワールドク
ラスの研究大学を実現するための新
たな法的枠組みを 2021 年度中に検討
し、結論を得る。【科技、文】 

・国際卓越研究大学法に基づき、制度の
意義・目標・認定等の基本的な事項を
定める基本方針を 2022 年 11 月に決
定し、同年 12 月に国際卓越研究大学
の公募を行った。（再掲）・国際卓越研
究大学の選定スケジュールを踏まえ、
国立大学法人法改正法案の検討を実
施。 

・世界水準の研究環境、若手研究者の活
躍の実現のため、産業界等から大学へ
の資金投入拡大も含めた事業・財務戦
略、マネジメント体制の確立などの大
学の確かな変革が実現されるよう、
2024 年度以降の支援開始に向けて、
2023 年度以降、段階的に支援対象大
学候補を選定する。なお、支援対象と
なる国際卓越研究大学の選定は、これ
までの実績や蓄積のみで判断するの
ではなく、世界最高水準の研究大学の
実現に向けた「変革」への意思（ビジ
ョン）とコミットメントの提示に基づ
き実施する。【科技、文】 

・国際卓越研究大学の選定スケジュー
ルを踏まえ、今後、国立大学法人法改
正法案を速やかに提出する予定。【文】 

〇 国立大学法人の戦略的経営を支える
上で欠かせない職員について、高度な
専門スキルや能力に応じた専門職を
配置するなど、公務員準拠や年功序列
によらない給与制度を導入するため、
国は、国立大学法人職員の給与水準の
検証の在り方について検討する。ま
た、国立大学法人は、こうした経営を
支える職員のキャリア形成や専門性
の強化等を進める上で、他大学のみな
らず、国や企業等との対等な人事交流
や大学マネジメントのデジタル化を
積極的に進める。【科技、文】 

・基本計画における「国は、国立大学法
人職員の給与水準の検証の在り方に
ついて検討する」に対しては、2021 年
６月に実施した、各国立大学法人の事
務・技術職員の給与水準（2020 年度）
の妥当性の検証・公表に際して、文部
科学大臣の検証結果の記載の在り方
を従来のものから抜本的に見直した。 

・2022 年度より開始している第４期中
期目標期間の中期目標大綱にデジタ
ル・キャンパスの推進を記載し、全て
の国立大学法人において、デジタル・
キャンパスの推進に関する中期目標
を設定。 

― 

〇国立大学法人等（国立大学法人、大学
共同利用機関法人及び国立高等専門
学校を指す。以下同じ。）の施設につ
いては、キャンパス全体が有機的に連
携し、あらゆる分野、あらゆる場面で、
あらゆるプレーヤーが共創できる拠
点「イノベーション・コモンズ 162」の
実現を目指す。こうした視点も盛り込

・「第５次国立大学法人等施設整備５か
年計画」（2021 年３月 31 日 文部科学
大臣決定）に基づき、2021 年度から、
各国立大学法人等が実施する「イノベ
ーション・コモンズ」の実現に向けた
施設整備を着実に推進中。 

・2021 年 10 月に設置した「国立大学法
人等の施設整備の推進に関する調査

・国立大学法人等が、地域、産業界等多
様なステークホルダーと共に、共創拠
点（イノベーション・コモンズ）化を
推進するため、成長分野への対応、グ
ローバル化への対応等の視点も活か
しつつ、施設・キャンパス整備の企画
段階を含め、教育研究活動等のソフト
と施設整備のハードが一体となった

                                                      
162 イノベーション・コモンズとは、教育、研究、産学連携、地域連携など様々な分野・場面において、学生、研究者、産業界、自治体など

様々なプレーヤーが対面やオンラインを通じ自由に集い、交流し、共創することで、新たな価値を創造できるキャンパスのこと。 
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んで国が国立大学法人等の全体の施
設整備計画を策定し、継続的な支援を
行うとともに、国立大学法人等が自ら
行う戦略的な施設整備や施設マネジ
メント等も通じて、計画的・重点的な
施設整備を進める。【文】 

研究協力者会議」において、共創活動
を支えるキャンパス・施設整備の事例
や、取組のポイント、推進方策等を取
りまとめ、2022 年 10 月に公表した。 

・2022 年 12 月から、同会議において、
成長分野への対応、グローバル化への
対応等について、考え方や取組のポイ
ント、推進方策等を検討中。 

・また、大学等における施設整備の企画
段階への支援事業として、2 件採択し、
2023 年３月まで実施。 

支援を行うとともに、取組による効
果・成果の可視化や情報発信の強化、
大学等への伴走支援等を行う。【文】 

○私立大学については、建学の精神及び
私学の特色を生かした質の高い教育
研究等に取り組むことができるよう、
私学助成等について、国は一層のメリ
ハリのある配分を行う。【文】 

・私立大学等経常費補助金において、ア
ウトカム指標を含む教育の質に係る
客観的指標等を通じたメリハリある
資金配分により、教育の質の向上を促
進。また、人口減少・少子高齢化の進
行や社会経済のグローバル化を背景
に、「Society 5.0」の実現や地方創生の
推進等、我が国が取り組む課題を踏ま
え、自らの特色を活かして改革に取り
組む大学等を重点的に支援（2022 年
度予算）。 

・引き続き、私立大学等経常費補助金に
おいて、アウトカム指標を含む教育の
質に係る客観的指標等を通じたメリ
ハリある資金配分により、教育の質の
向上を促進。また、人口減少・少子高
齢化の進行や社会経済のグローバル
化を背景に、「Society 5.0」の実現や地
方創生の推進等、我が国が取り組む課
題を踏まえ、自らの特色を活かして改
革に取り組む大学等を重点的に支援。
【文】 

〇大学の投資対象としての価値向上や
学内リソースの効果的な配分のため、
大学が持つ研究シーズや人材などの
リ ソ ー ス を 可 視 化 す る 大 学 Ｉ Ｒ
（Institutional Research）システムの
導入を、「大学支援フォーラムＰＥＡ
ＫＳ」等の活動を通じて推進し、企業
のニーズとのマッチングや戦略的な
大学経営基盤の構築を進める。【科技、
文】 

・「大学支援フォーラムＰＥＡＫＳ」に
おいて、大学ＩＲの活用も含めた、大
学の知のアセットの収益化方策に係
る多様な成長モデルの構築を目指す
日本型大学成長モデルの具体化及び
それを支える大学経営人材の確保・育
成に関わる実証事業を 2022 年度から
開始し、戦略的な大学経営基盤の構築
に向けた取組を推進。 

・日本型大学成長モデルの具体化及び
それを支える大学経営人材の確保・育
成に関わる実証事業を通じて構築し
た日本型大学成長モデルを、ＰＥＡＫ
Ｓ全体会合等を通じて参画大学に共
有し、水平展開を図る。【科技】 

○大学の研究力強化を図るため、2021
年度から、文部科学省における組織・
体制の見直し・強化を進め、第６期基
本計画期間中を通じて、国公私立大学
の研究人材、資金、環境等に係る施策
を戦略的かつ総合的に推進する。【文】 

・実力と意欲を持つ多様な大学の機能
を強化するために策定した「地域中
核・特色ある研究大学総合振興パッケ
ージ」について、更なる支援の拡充に
向けた「量的拡大」と、目指すべき大
学像の明確化や各府省の事業間の連
携強化など「質的な拡充」を図るべく、
2023 年２月に改定を実施。 

・2020 年度から開始した「共創の場形
成支援プログラム」において、2022 年
度には、新たに 21 拠点の採択を行う
など、支援を拡充（2021 年度採択：17
拠点、2022 年度採択：21 拠点）。 

・地域中核・特色ある研究大学が、強み
や特色ある研究力を核とした経営戦
略の下、研究活動の国際展開や社会実
装の加速に必要な環境構築の取組を
支援するための基金（「地域中核・特
色ある研究大学強化促進事業」）等を
新たに創設。 

・「地域中核・特色ある研究大学総合振
興パッケージ」の一環として、共同利
用・共同研究拠点形成事業費補助金を
拡充し、新たに「学際領域展開ハブ形
成プログラム」を創設。 

・科学技術・学術審議会の下に置かれた
大学研究力強化委員会を 2022 年度に
計７回開催し、「多様な研究大学群の

・2023 年 2 月に改定された地域中核・
特色ある研究大学総合振興パッケー
ジを着実に推進することで、多様な大
学が、戦略的な経営の展開を通じて自
身の強みや特色を発揮し、研究力向上
や人材育成等により新たな価値を創
出するとともに、社会との協働により
人文・社会科学も含めたあらゆる知見
を総合的に活用し、成長の駆動力とし
てグローバル課題の解決や社会変革
を牽引することを促す。【科技】 

・新たに創設した「地域中核・特色ある
研究大学強化促進事業」等の円滑な実
施を通じ、強みや特色を伸ばす大学の
戦略的経営を後押しする。【文】 

・「共創の場形成支援プログラム」にお
いて、産学官連携拠点の形成や連携推
進、地域の課題解決に貢献する大学へ
の支援を強化する。【文】 

・「学際領域展開ハブ形成プログラム」
の公募・採択を行い、共同利用・共同
研究拠点等がハブとなって行う、従来
にない研究機関間の連携・ネットワー
ク化を促進することにより、学術の発
展や研究の多様化に応じた柔軟な組
織編成を通じた、異分野融合や新分野
の創成、社会課題の解決等に資する活
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形成」に向けて、大学の強みや特色を
伸ばし、研究力や地域の中核としての
機能を強化する上で必要な取組や支
援策等に関する議論を実施。当該会議
では、大学の研究力向上に向けた本質
的な課題に関する問題提起や大学を
中核とした好循環を生み出すための
具体的な好事例の紹介など、活発に議
論が行われるとともに、国際卓越研究
大学法に基づく基本方針の策定や地
域中核・特色ある研究大学総合振興パ
ッケージの拡充に向けて、機動的に検
討を実施。 

動を推進し、大学全体の研究力強化を
一層加速する。【文】 

・ＷＰＩにおいてＷＰＩプログラム委
員会で決定された３つのミッション
の下、2023 年度に整備する新規拠点
も含めた国際頭脳循環のハブ拠点形
成の計画的・継続的な推進等により、
魅力ある研究拠点の形成や、学生・研
究者等の国際研究ネットワークを構
築する。【文】 

・引き続き、大学研究力強化委員会での
議論を、我が国全体の大学の研究力の
強化に活用。【文】 

 
⑤ 国立研究開発法人の機能・財政基盤の強化 

基本計画における具体的な取組 実施状況・現状分析 今後の取組方針 
〇国は、国立研究開発法人がその責務を

果たし、研究開発成果の最大化に向け
て、効果的かつ効率的に業務運営・マ
ネジメントを行えるよう、各法人等の
意見も踏まえつつ、運用事項の改善に
努める。また、国立研究開発法人が、
民間企業との共同研究の推進等、財政
基盤の強化に取り組めるよう必要な
取組を推進する。さらに、特定国立研
究開発法人は、世界最高水準の研究開
発成果を創出し、イノベーションシス
テムを強力に駆動する中核機関とし
ての役割を果たす。【科技、関係府省】 

・大学や企業、研究機関の技術や設備・
人材などのリソースをつなげ、技術を
早期に社会実装していく際にハブと
なる、公的研究機関や資金配分機関に
ついて、組織横断的な業務の一体化
や、共同研究の活性化、人材の流動性
促進のための方策を検討。 

・研究開発成果の最大化に向けて、効果
的かつ効率的に業務運営・マネジメン
トを行えるよう、例えば、特例随意契
約制度の導入を希望している国研に
ついて、ガバナンス強化等のための規
定等の内容の確認を実施。 

・国立研究開発法人のイノベーション
戦略会議を開催し、国立研究開発法人
発のベンチャー創出に向けた課題や
取組についてのディスカッション等
を実施。 

・産総研において、民間資金獲得の推進
に向けて、個々の研究者へのインセン
ティブとしての報奨金に関する規定
を整備した。また、成果活用等支援法
人を 2023 年 4 月に設立した。 

・公的研究機関や資金配分機関のニー
ズを踏まえつつ、組織横断的な業務の
一体化や、共同研究の活性化、人材の
流動性促進のための方策を 2023 年度
内に具体化する。【科技、関係府省】 

・既存の制度における各法人の実績や
意見を踏まえ、特例随意契約制度の対
象法人の拡大など、運用事項の改善、
民間企業との共同研究の推進、財政基
盤の強化について検討。【科技、関係
府省】 

・イノベーション・エコシステムの構築
に向けて、国立研究開発法人が果たす
べき役割等を議論するシンポジウム
を開催。【科技、関係府省】 

・産総研において、民間資金獲得の推進
に向けて、研究者グループへのインセ
ンティブの仕組みを構築する。【経】 
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３．一人ひとりの多様な幸せ（well-being）と課題への挑戦を実現する教育・人材育成 
【あるべき姿とその実現に向けた方向性】 

Society 5.0 時代において重要な、自ら課題を発見し解決手法を模索する、探究的な活動を通じて身につく
能力・資質を磨き高めることにより、多様な幸せを追求し、課題に立ち向かう人材を育成することを目指
す。 

このため、初等中等教育の段階から、児童・生徒の自発的な「なぜ？」「どうして？」を引き出し、好奇
心に基づいた学びを実現する。これは、人類の繁栄を支えてきた科学研究のプロセスそのものであり、こう
した取組こそが、試行錯誤しながら課題に立ち向かう「探究力」を育成する学びそのものである。 

この過程で、地域の人的資源等を活用し、学校教育と社会との連携を進めていく。例えば、最前線の研究
者や起業家の教育現場への参画を促進し、「一流」や「本物」に触れる機会の拡大を通じて、生徒の好奇心
を高める。科学技術・イノベーション政策と教育政策の連携により、その効果をより一層高めることが可能
であり、政策的な連携を戦略的に進める。あわせて、教育分野におけるＤＸやデジタルツールの活用を通じ
て、生徒一人ひとりへの個別最適で協働的な教育機会の提供と、教育現場の教師の過剰な負担の軽減を実現
する。その際、理想論や理念を単純に教育現場に押し付けるべきではなく、業務内容の見直しや地域社会と
の協力など、産業界や家庭を含め、社会全体で学びを支える。 

また、高等教育段階においては、多様で個性的な知識基盤としての大学群の整備とともに、高等専門学校
の教育の高度化によって、個人の多様なニーズに応じた学びを提供し、人々の人生や生活を豊かなものにし
ていく。特にイノベーションの創出の観点から、今後の予測不可能な時代においては、いわゆる文系や理系
という区分を超え、複眼的に物事を捉え、課題解決をしていくスキルが重要となり、これを身に付ける教育
課程、教育手法を積極的に取り入れた学びをより一層活発化する。 

さらに、社会人の学び直しの機会の拡充や個人の兼業、副業、転職等の後押しにより、意欲と能力を持っ
た人材の流動性を高め、社会全体としての「知」の循環を促進し、新たな価値の創造につなげる。社会人と
なってからも、個人の能力が最大限発揮されるよう、複線型のキャリアパスの中で、希望する者が、多様で
質の高いリカレント教育を受けることが可能な環境を実現する。 
 
【目標】 
・ 社会の多様な主体の参画の下、好奇心に基づいた学びにより、探究力が強化される。 
・ 個人が「やりたいこと」を見出し、それに向かって能力・資質を絶えず磨いていく。 
 
【科学技術・イノベーション政策において目指す主要な数値目標】（主要指標） 
・ 小中学校段階における算数・数学・理科が「楽しい」と思う児童・生徒の割合につき、2025 年度まで

に、国際的に遜色のない水準 163を視野にその割合の増を目指す。 
・ 2022 年度までに、大学・専門学校等でのリカレント教育の社会人受講者数を 100 万人とする。 

 
 
 

                                                      
163 文部科学省「国際数学・理科教育動向調査（ＴＩＭＳＳ2019）のポイント」によれば、算数・数学・理科が「楽しい」と思う児童・生徒の

割合の国際平均は、小学校算数 84％、中学校数学 70％、小学校理科 86％、中学校理科 81％であり、日本は小学校理科のみ国際平均以上
に達している。 
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【現状データ】（参考指標） 
・ 算数・数学・理科が「楽しい」と思う児童・生徒の割合：算数（小学校）77％、数学（中学校）56％、理

科（小学校）92％、理科（中学校）70％（いずれも2019年）164 
・ 社会のために役立つことをしたいと思う若者の割合：85.2％（2022年度）165 
・ 時間外勤務時間が80時間を超える教職員の割合：小学校6.4％、中学校16.8％、高校11.1％（いずれも2022

年６月）166 
・ 学校におけるＩＣＴ環境整備の状況：普通教室の大型掲示装置整備率86.3％、統合型校務支援システム整

備率81.0％、学習者用デジタル教科書整備率81.4％（いずれも2022年３月）167 
・ 教育訓練休暇制度の導入割合：9.7％（2021年度）168 
・ キャリアコンサルタントの数：65,879人（2023年３月末）169 
 
① ＳＴＥＡＭ教育の推進による探究力の育成強化 

基本計画における具体的な取組 実施状況・現状分析 今後の取組方針 

〇ＳＴＥＡＭ教育を推進するため、2022
年度から年次進行で全面実施される
高等学校新学習指導要領に基づき、
「理数探究」や「総合的な探究の時間」
等における問題発見・課題解決的な学
習活動の充実を図る。また、スーパー
サイエンスハイスクール（ＳＳＨ）に
おいて、科学技術人材育成システム改
革を先導するような卓越した研究開
発を進めるとともに、ＳＳＨのこれま
での研究開発の成果の普及・展開に向
けて、2022 年度を目途に一定の実績
を有する高校等を認定する制度を新
たに創設し、その普及を図ることなど
により、ＳＴＥＡＭ教育を通じた生徒
の探究力の育成に資する取組を充実・
強化する。【文】 

・高等学校各教科等指導主事連絡協議
会等の関係会議において、高等学校学
習指導要領の周知を実施。 

・卓越した取組を行う実績ある指定校
をはじめＳＳＨ指定校への支援を充
実させるとともに、ＳＳＨ指定校と域
内の学校や大学、企業等との連携が円
滑になるよう、教育委員会等における
コーディネーターの配置を 2023 年度
から支援。 

・2022 年度に、ＳＳＨ事業において一
定の実績を有する高校等を認定する
制度である「認定枠」を設け、2023 年
度までに８校を指定し、ＳＳＨのこれ
までの研究開発の成果の普及・展開を
進め、ＳＴＥＡＭ教育を通じた生徒の
探究力の育成に資する取組を推進。 

・特色・魅力ある教科等横断的な学び
を、国内外の関係機関等との連携を通
して実現することを推進するため、
「新時代に対応した高等学校改革推
進事業」において、「普通科改革」を実
施し、2022 年度に新しい学科を設置
する予定の高等学校を、20 校指定。 

・2023 年度予算において、専門性の高
い教科指導を通じて教育の更なる質
の向上を図るとともに、学校における
働き方改革を実現するため、小学校高
学年における教科担任制を推進する
ための経費を計上。 

・ＳＴＥＡＭ教育を推進するため、2022
年度から年次進行で実施されている
高等学校学習指導要領に基づき、「理
数探究」や「総合的な探究の時間」等
における問題発見・課題解決的な学習
活動の充実を図る。【文】 

・卓越した取組を行う実績ある指定校
をはじめＳＳＨ指定校への支援を充
実させるとともに、ＳＳＨ指定校と域
内の学校や大学等との連携を促進す
るコーディネーター・専門人材の配置
を支援し、その成果の普及を促進。
【文】 

・引き続き「認定枠」を活用し、ＳＳＨ
のこれまでの研究開発の成果の普及・
展開を進め、ＳＴＥＡＭ教育を通じた
生徒の探究力の育成に資する取組を
推進。【文】 

・「新時代に対応した高等学校改革推進
事業」として、普通科改革や探究・Ｓ
ＴＥＡＭ教育について、国内外の機関
と連携し充実させるためのコーディ
ネート人材の配置を含めた支援を引
き続き実施。また、コーディネート人
材を育成するための情報共有等を行
うことができる場の構築を引き続き
実施。【文】 

・引き続き、小学校高学年の専科指導の
充実のために必要な定数改善を推進。
【文】 

                                                      
164 文部科学省「国際数学・理科教育動向調査（ＴＩＭＳＳ2019）のポイント」 
165 内閣府「子供・若者の意識に関する調査（2019年度）」 
166 文部科学省「2021年度教育委員会における学校の働き方改革のための取組状況調査」。数値は回答した教育委員会における各時間帯の人数

割合をそれぞれ算出し、それを足しあげた上で、回答教育委員会数で割ったもの。集計方法や対象とする時間・職員等は各教育委員会によ
って異なり、調査年度に詳細な勤務実態を把握できていた教育委員会のみのデータであるため、あくまでも参考値。 

167 文部科学省「2020年度学校における教育の情報化の実態等に関する調査」 
168 厚生労働省「2021年度能力開発基本調査（企業調査）」 
169 厚生労働省「2022年３月末都道府県別登録者数」 
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・2023 年３月に小学校高学年における
教科担任制に関する好事例をまとめ
た事例集を公表。 

・デジタル・グリーン等の成長分野をけ
ん引する高度専門人材の育成に向け
て、意欲ある大学・高等専門学校が成
長分野への学部再編等の改革に予見
可能性をもって踏み切れるよう、2022
年度第２次補正予算において、3,002
億円が措置され、新たな基金を創設。  

 

・小学校高学年における教科担任制に
関する事例集を活用し、地方公共団体
や学校へ好事例を横展開。【文】 

・引き続き、専門性の高い教科指導を通
じて教育の質がより向上するよう、
2022 年 12 月の中央教育審議会答申
を踏まえ速やかに対応を実施。【文】 

・意欲ある大学・高等専門学校に対する
支援を開始し、デジタル・グリーン等
の成長分野をけん引する高度専門人
材の育成を推進。【文】 

〇広く我が国の初等中等教育で利活用
可能なＳＴＥＡＭライブラリー の整
備を加速する。あわせて、初等中等教
育段階で利活用可能な教育コンテン
ツについて、モデルプランの提示や全
国への周知を進める。また、初等中等
教育機関のみならず、社会全体でＳＴ
ＥＡＭ教育を推進できるよう、2021
年度に、ＣＯＣＮ が構築するプラッ
トフォームと連携し、全国に分散する
人材や知見、コンテンツの横展開や連
携を促進する。加えて、最先端の研究
内容を題材とした初等中等教育の教
育コンテンツ作成を図るため、公的資
金により実施している研究の中で、児
童・生徒の知的好奇心を刺激し、題材
として適切な研究内容について、その
教材化の方策を 2021 年度までに検討
し、結論を得る。【科技、文、経】 

・ＣＳＴＩの下に教育・人材育成ＷＧを
設置し、ＳＴＥＡＭ教育の推進に向け
た具体策について議論を重ね、2022
年４月に「Society 5.0 の実現に向けた
教育・人材育成に関する政策パッケー
ジ」を策定。 

・ＳＴＥＡＭ学習コンテンツを、2020 年
度中に 63 テーマ、2021 年度中に 70
テーマ開発。コンテンツをオンライン
で掲載するＳＴＥＡＭライブラリー
を 2021 年３月に無償で公開。その後、
機能の拡充等を行った上で 2022 年３
月にサイトリニューアルを実施。 

・「探究・ＳＴＥＡＭ教育に関する情報
に誰でも容易にアクセスできるオン
ラインプラットフォームの構築（ＪＳ
ＴサイエンスポータルのＳＴＥＡＭ
特設サイトを構築）」の予算を 2022 年
度第 2 次補正予算及び 2023 年度予算
で確保し、制作の検討を開始。現在の
ＪＳＴサイエンスポータルにおいて、
ＳＴＥＡＭ教育に資する動画や記事
を配信。またＪＳＴサイエンスポータ
ルとＳＴＥＡＭライブラリーとの連
携について検討。 

・2022 年度第２次補正予算において、
拠点都市の大学・高等専門学校等に対
し、高校生等を対象に様々なアントレ
プレナーシップ教育プログラムの開
発・試行を行うための支援を通じ、オ
ンデマンドコンテンツの整備や、自治
体、民間企業、高校等、起業家等も巻
き込んだ推進体制の構築を実施。 

・文部科学省の学習指導要領コードと
国立国会図書館や経済産業省のＳＴ
ＥＡＭライブラリー等のコンテンツ
（書籍、画像、動画）との紐づけ作業
や、コンテンツを検索できるＡＰＩの
プロトタイプ等の整備を推進。 

・ＳＴＥＡＭライブラリーのプラット
フォームの運用について検討すると
ともに、外部コンテンツとの連携を推
進。 

・ＳＴＥＡＭ ライブラリーの活用事例
を創出する実証事業の効果等を踏ま
え、コンテンツの活用事例の創出・普
及を推進。 

・Society 5.0 時代に求められる主体性・
自律性を高める学びを実現するため、

・ＪＳＴサイエンスポータルのコンテ
ンツ拡充を含むＳＴＥＡＭ機能強化
とともに、各府省等が所有するＳＴＥ
ＡＭコンテンツやイベント情報等を
掲載したデータベースを一覧できる
プラットフォーム（STEAM 特設サイ
ト）について手法を含め検討し、企業
や大学、研究機関等と学校・子供をつ
なぐ探究・ＳＴＥＡＭ教育のためのプ
ラットフォームを構築(2024 年度当
初の運用開始予定)。文部科学省が科
学技術週間に合わせて毎年作成する
学習資料「一家に１枚」及びオンライ
ンコンテンツ等とも連携。【科技、 
文、経】 

・2023 年度末までに、大学だけでなく、
民間等のリソースを最大限に活用し
ながら、高校生等を対象に様々な教育
プログラムを開発・試行し、高校生等
にとって効果的なプログラムの検証
及び特定を行うことで、2024 年度以
降は、これらの成果を活用し、教育機
会の拡大及びプログラムの継続的な
実施により、2027 年度までに年間 1
万人の小中高生がアントレプレナー
シップ教育を受講できる環境整備を
実施。【文】 

・整備したデジタルコンテンツの検索
ＡＰＩ等の利活用を促す取組を推進。
【科技、デジ、文、経】 

・引き続き、ＳＴＥＡＭライブラリーの
外部コンテンツとの連携を推進する
とともに、活用事例を創出する実証事
業の効果等を踏まえ、活用事例の普及
を推進。【科技、文、経】 

・民間事業者と学校が協働して実施す
る教育コンテンツに係る実証・支援を
継続的に行うとともに、それらを自立
的に実施するために必要な環境整備
等を行う。【経】 

・研究者の負担増にならないように配
慮しつつ、競争的研究費を獲得した研
究者や研究機関が研究活動の成果を
デジタルも活用しながら、子供たちに
アウトリーチ活動をするインセンテ
ィブを付与していくための取組を
2023 年度から順次適用。（再掲）【科
技、文、関係府省】 

・全国の科学館や「対話・協働の場」等
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教育産業をはじめとした産業界・研究
機関・学校等の連携により、 1 人 1 台
端末環境下で EdTech を活用した「学
びの個別最適化」（個に応じた自律調
整型の学び）と「学びのＳＴＥＡＭ化」
（学際的な探究学習の機会）を重視し
た人材育成モデル事例を創出・効果検
証し、各事例の普及・横展開を図った。 

・研究者の負担増にならないように配
慮しつつ、競争的研究費を獲得した研
究者や研究機関が研究活動の成果を
デジタルも活用しながら、子供たちに
アウトリーチ活動をするインセンテ
ィブを付与していくための取組を促
進する競争的研究費制度の関係府省
申合せを策定し、周知を実施。（再掲） 

・全国の科学館や「対話・協働の場」等
におけるサイエンスに触れる場（リア
ル・オンライン）の提供の中で、ＳＴ
ＥＡＭ教育の地域展開等として、日本
科学未来館では、サイエンスコミュニ
ケーターによる既存コンテンツを活
用したオンライン遠隔授業、全国科学
館ネットワークを活用した探究学習
に資するＳＤＧｓ関連ワークショッ
プ、展示パネル及び展示物の巡回、科
学コミュニケーション手法・実践事例
の学会発表等を実施。 

・日本科学未来館におけるＳＴＥＡＭ
教育に資する新規常設展示（３展示）
の予算を 2022 年度第 2 次補正予算
で確保し、オンラインを活用した地
域展開も含む、新規常設展示制作（3
展示：日本科学未来館の４つの重点
分野の内、 「①Life（健康・医療）」
「➁Society（ＡＩ・ロボティクス等）」 
「③Earth（地球環境）の 3 分野）に
着手。 

・対話・協働の場であるサイエンスアゴ
ラ 2022 においてＳＴＥＡＭ教育を
考えるセッションを実施するととも
に、ＳＴＥＡＭ教育をテーマとした
サイエンスアゴラ in 大阪を開催。 

・国立高等専門学校において、教育委員
会等と連携し、高等専門学校生を講
師として小中学校に派遣したり、オ
ンラインで地域の子ども達へのＳＴ
ＥＡＭ教育・情報教育を実施。 

におけるサイエンスに触れる場（リア
ル・オンライン）の提供として、日本
科学未来館等の常設展示の更なる強
化に加え、リアル/オンラインが融合
した展示体験の提供等、対話協働の場
のＤＸ化を通じたＳＴＥＡＭ教育の
地域展開に取り組む。【文】 

・国立高等専門学校において、小中学生
に対し、オンラインを活用した学びや
近隣高等専門学校でのリアルな学び
等を提供する拠点を整備・充実して、
早期ＳＴＥＡＭ教育の実践を推進。
【文】 

 

〇突出した意欲・能力を有する児童・生
徒の能力を大きく伸ばし、「出る杭」
を伸ばすため、大学・民間団体等が実
施する合同合宿・研究発表会など学校
外での学びの機会や、国際科学コンテ
ストの支援など国内外の生徒が切磋
琢磨し能力を伸長する機会の充実等
を図る。【文】 

 

・ＣＳＴＩの下に教育・人材育成ＷＧを
設置し、特異な才能のある子供に対す
る教育環境の充実について議論を重
ね、2022 年４月に、「Society 5.0 の実
現に向けた教育・人材育成に関する政
策パッケージ」を策定。 

・2022 年中に取りまとめられた特定分
野に特異な才能を有する児童生徒に
対する学校における指導・支援の在り
方等に関する有識者会議の審議のま
とめに基づき、特異な才能のある児童
生徒の理解のための周知・研修や特異

・特異な才能のある児童生徒の理解の
ための周知・研修に係る取組、特異な
才能のある子供に対する支援に関す
る実証研究による実践事例の蓄積及
び共有を進める。【文、経】 

・引き続き、突出した意欲・能力のある
者の能力を伸ばしていくため、初等中
等教育段階の児童・生徒等を対象に、
探究・ＳＴＥＡＭ・アントレプレナー
シップを含む特別な教育プログラム
等を実施する大学等を支援。【文】 

・引き続き、小学校段階から高校段階ま
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な才能のある子供に対する支援に関
する実証研究に係る所要額を、2023
年度政府予算に計上。 

・突出した意欲・能力のある者の能力を
伸ばしていくため、初等中等教育段階
の児童・生徒等を対象に、探究・ＳＴ
ＥＡＭ・アントレプレナーシップを含
む特別な教育プログラム等を実施す
る大学等を支援。 

・2023 度から小学校段階から高校段階
まで一体的に育成するプログラムを
新たに創設し希望者のアクセス機会
を増加。 

・国内外の生徒が切磋琢磨し能力を伸
長する機会の充実のため、国際科学コ
ンテストの支援等を実施。 

・大学や民間団体等による幅広い年齢
層を対象とした科学技術コンテスト
や研究発表会の実施を支援。 

・民間企業の寄付を通じて意欲ある学
生の留学促進を行う「トビタテ！留学
ＪＡＰＡＮ」を発展的に推進し、これ
までの事業の成果を踏まえ、2023 年
度から 2027 年度において「トビタテ!
留学ＪＡＰＡＮ」第２ステージを実施
することを 2022 年 8 月に決定。 

で一体的に育成するプログラムの実
施機関数を拡充させるとともに、教育
委員会等の関係者と連携し、希望者の
アクセス機会を確保。【科技、文】 

・引き続き、国内外の生徒が切磋琢磨し
能力を伸長する機会の充実を図る。
【文】 

・大学や民間団体等による幅広い年齢
層を対象とした科学技術コンテスト
や研究発表会の実施を支援。【科技、
文、経】 

・2023 年度から「トビタテ!留学ＪＡＰ
ＡＮ」第２ステージとして、これまで
の事業の成果を踏まえた事業を開始
し、学生・生徒の海外留学を促進する。
【文】 

〇社会に開かれた教育の観点から、最新
のテクノロジーの動向も踏まえつつ、
Society 5.0 の実現に向けた取組の加
速に向け、ＳＴＥＡＭ教育を通じた児
童・生徒・学生の探究力の育成や、そ
の重要性に関する社会全体の理解の
促進等について、ＣＳＴＩに検討の場
を設置し、中央教育審議会の委員の参
画を得つつ、2021 年度から調査・検
討を行うとともに、その検討結果につ
いて科学技術・イノベーション政策や
教育政策へのフィードバックを行う。
【科技、文】 

・中央教育審議会に加え産業構造審議
会の委員の参画も得て、ＣＳＴＩの下
に設置された教育・人材育成ＷＧにお
ける議論を踏まえ、2022 年６月に策
定された「Society 5.0 の実現に向けた
教育・人材育成に関する政策パッケー
ジ」に基づき、各省庁において各施策
を実施中。 

・学校施設環境について、多様な学習内
容・方法や教科横断の学び等に柔軟に
対応できる空間に転換するなど、新し
い時代の学びを実現するため、国庫補
助等による支援を通じて、教育環境向
上と老朽化対策を一体的に推進し、施
設の計画的・効率的整備を促進。 

・学校環境が子供たちや学びの多様化
等に必ずしも対応できていない状況
等を踏まえ、新しい時代の学びを実現
するための学校施設の在り方につい
て有識者会議において検討し、「新し
い時代の学びを実現する学校施設の
在り方について（最終報告）」（2022 年
3 月）を取りまとめ。これらを踏まえ、
2022 年 6 月に各学校種の学校施設整
備指針を改訂するとともに、11 月に、
好事例の収集・発信や専門家による相
談体制等の機能を備えたプラットフ
ォームを設置。 

・長寿命化改修等に係る国庫補助等に
よる支援を行うとともに、解説書の策
定・周知や、各学校設置者の担当者等
を対象とした講習会の開催等を通じ
て、地方公共団体における部局横断的
な取組を支援。 

・「Society 5.0 の実現に向けた教育・人
材育成に関する政策パッケージ」のロ
ードマップの実施状況について、フォ
ローアップを実施。【科技、文、経】 

・引き続き学校環境について、ＩＣＴの
整備と合わせ、2023 年１月に新たに
設置した「学校施設の質的改善・向上
に関するワーキンググループ」での議
論も踏まえながら、多様な学習内容・
方法や教科横断の学び等に柔軟に対
応できる空間に転換するなど、新しい
時代の学びを実現する教育環境向上
と老朽化対策を一体的に推進。【文】 

・2023 年以降に取りまとめられた報告
書・ガイドライン等の成果物を、好事
例の収集・発信や専門家による相談体
制等の機能を備えたプラットフォー
ム事業等と連携させることで、引き続
き広く普及啓発を図るとともに、ワー
クショップ等を通じて更に好事例の
収集・発信を行い、プラットフォーム
の内容の充実化を図る。【文】 

・引き続き、長寿命化改修等への支援を
講ずるとともに、教育委員会と首長部
局との横断的な検討・実行体制の構築
に向けた取組を実施。【文】 
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② 外部人材・資源の学びへの参画・活用 
基本計画における具体的な取組 実施状況・現状分析 今後の取組方針 

〇地域の大学や技術系ベンチャー企業
等と連携を図りながら、高校生が研究
活動に実際に触れる機会を創出する
など、地方創生に資する教育・人材育
成エコシステムの事例を 2021 年内に
取りまとめ、全国に普及展開すること
により、取組の促進を図る。【文】 

・「地域との協働による高等学校教育改
革推進事業」において、関係機関等と
連携・協働した教育活動に関する先行
事例の創出を実施。2020 年度指定 14
校については、全国サミットで発表
し、事例の横展開を実施。 

・「地域との協働による高等学校教育改
革推進事業」において創出した事例の
横展開を引き続き実施。【文】 

 

〇社会に開かれた多様な学校教育を実
現していくため、例えば、博士号取得
者や優れた知識経験等を有する民間
企業経験者等を迎え入れることがで
きるよう、2020 年度中に改訂する特
別免許状の授与に係る教育職員検定
等に関する指針について、2021 年度
以降、地方公共団体等に周知を図るこ
となどを通じて、特別非常勤講師制度
や特別免許状の活用等を更に促進す
る。【文】 

・2021 年５月に「特別免許状の授与に
係る教育職員検定等に関する指針」を
改訂し、地方公共団体等に周知。 

・2022 年３月に当該指針の改定を踏ま
えた積極的な取組について再周知。 

・2022 年４月に各都道府県・指定都市
教育委員会に対して教師不足への対
応のための特別免許状等の積極的な
活用について周知。 

・2022 年 12 月の中央教育審議会答申を
踏まえ、特別免許状の活用等を推進。 

・引き続き、特別免許状の活用等を推進
するため、2022 年 12 月の中央教育審
議会答申を踏まえ速やかに対応を実
施。【文】 

 

〇2021 年度に、大学の入学者選抜や企
業の就職採用試験の際に、探究的な活
動を通じて身につく能力・資質等 の
評価を適切に活用しているグッドプ
ラクティスを調査し、積極的に横展開
を進める。また、2022 年度より、こう
した取組を実施している大学や企業
の件数（又は割合）等について集計し、
公表する。【科技、文、経】 

・大学の入学者選抜や企業の就職採用
試験の際に、探究的な活動を通じて身
につく能力・資質等の評価を適切に活
用しているグッドプラクティスを調
査し策定した事例集を 2022 年４月に
公表し、各大学等へ周知。 

・こうした取組を実施している大学の
件数（又は割合）について調査中。 

・こうした取組を実施している大学の
件数（又は割合）について集計し、2023
年度内に公表。【科技、文】 

 
③ 教育分野におけるＤＸの推進 

基本計画における具体的な取組 実施状況・現状分析 今後の取組方針 

〇「ＧＩＧＡスクール構想」に基づく１
人１台端末の実現に合わせて、教育現
場におけるＩＣＴ人材の配置を促進
する。【文】 

 

・学校における１人１台端末の運用支
援を発展させ、組織的な支援体制を整
備するため、「ＧＩＧＡスクール運営
支援センター」の整備に係る経費の申
請（１つの自治体が複数の自治体を代
表して申請している場合もあり）に対
して、合計 773 の交付決定を実施。
（2023 年３月）。 

・柔軟に追加募集を行いながら、現在、
全国の約４割の自治体をＧＩＧＡス
クール運営支援センターでカバー
（2023 年３月）。 

・各教育委員会等からの個別の問合せ
や、有識者（ＩＣＴ活用教育アドバイ
ザー）の派遣や講演依頼対応等計
5,360 件の対応・支援を実施（2023 年
３月）。 

・ＩＣＴ支援員については、全国で
5,620 人を配置（2022 年 3 月）。 

・都道府県を中心とした広域連携を進
めるとともに、自治体の状況に応じた
「ＧＩＧＡスクール運営支援センタ
ー」の支援メニューを一層強化し、学
校ＩＣＴ運用支援を推進。【文】 

・各教育委員会・学校等からの依頼に対
し、有識者による自治体への助言・支
援を強化するとともに、課題を抱える
自治体・学校に特に集中的に支援を行
うなど、地域間・学校間の格差解消に
向けた取組を実施。【文】 

・ＩＣＴ支援員については、自治体ごと
の配置状況の公表等を通じて、配置の
更なる促進を図る。【文】 

〇日々の学習等によって生じる教育デ
ータを用いて、個々の児童・生徒が自
らの学習の振り返り等を行ったり、教
員が個別最適な学習指導や生徒指導
を行ったり、教授法・学習法などの新

・2021 年 12 月に、これまでの制度に基
づき学校において普遍的に活用され
てきた主体情報を中心に定義し、「教
育データ標準」（第２版）として公表。 

・2022 年 12 月に、「主体情報」の改訂

・2023 年度に「教育データ標準 4.0」を
公表するなど、随時更新。【文】 
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たな知見の創出や国・自治体における
政策の企画立案に反映したりするこ
とができるよう、「教育データ標準」
（第２版）を 2021 年度内に公表する。
【文】 

を行うとともに「活動情報」の一部を
「教育データ標準 3.0」 として公表。 

〇2022 年度までに、教員の業務負担の
軽減を可能とする統合型校務支援シ
ステムの導入を完了する。【文】 

・2018 年度から地方財政措置が講じら
れており、全ての自治体で統合型校務
支援システムの導入が可能となるよ
う、国として措置。 

・全国の公立学校における統合型校務
支援システムの導入状況は、2017 年
度は 52.5％、2021 年度は 81.0％であ
り、2022 年度には更に向上する見込
み。 

・2021 年 12 月から「ＧＩＧＡスクー
ル構想の下での校務の情報化の在り
方に関する専門家会議」での検討を始
め、2022 年度末に同会議の提言を公
表。また、2022 年度第２次補正予算
及び 2023 年度予算に「次世代の校務
デジタル化推進実証事業」を計上。 

・校務支援システムの導入等により校
務ＤＸを推進する自治体の割合を
2025 年度までに 100%にする。【文】 

・「ＧＩＧＡスクール構想の下での校務
の情報化の在り方に関する専門家会
議」の提言も踏まえながら、次世代の
校務デジタル化推進実証事業」を推
進。【文】 

 

 
④ 人材流動性の促進とキャリアチェンジやキャリアアップに向けた学びの強化 

基本計画における具体的な取組 実施状況・現状分析 今後の取組方針 

〇高校生が、地域課題やグローバルな社
会課題の解決に向けて、産業界や大
学、国際機関等と連携・協働した学び
を実現する機会を拡充し、自分の将来
に向けて積極的な行動を起こせるよ
う、地域の産業界や国内外の大学、国
際機関との連携・協働システムを
2023 年度までに全国に整備する。
【文】     

・関係機関等と連携・協働したネットワ
ーク等を創出する事業を実施し、「地
域との協働による高等学校教育改革
推進事業」においてはコンソーシアム
を 65 拠点、「ＷＷＬコンソーシアム構
築支援事業」においてはＡＬネットワ
ークを 30 拠点、「マイスター・ハイス
クール事業」においては産業界等と専
門高校が一体となった事業推進体制
を 15 拠点創出。 

・産業界や大学等の関係機関や、他の学
校とのネットワークを構築するため
の事業を実施し、全国的なフォーラム
の開催等を通して学校間での連携を
促進するとともに、取組の横展開を実
施。 

・「ＷＷＬコンソーシアム構築支援事
業」「マイスター・ハイスクール事業」
において関係機関等と連携・協働した
教育活動に関する先行事例の創出を
引き続き実施。【文】 

 

〇2019 年度から運用を開始した職業情
報提供サイト（「日本版 O-NET」）と、
大学等における社会人向けプログラ
ムを紹介するサイト（「マナパス」）と
の機能面での連携に 2021 年度内に着
手する。あわせて、2022 年度までに、
これら二つのサイトの機能強化を行
う。また、キャリアコンサルタントの
専門性の向上と更なる普及を図る。こ
れらの取組を通じ、個人がキャリアア
ップやキャリアチェンジに踏み出し
やすい環境を整備する。【文、厚】 

 

・2022 年度中に 2019 年度から運用を開
始した職業情報提供サイト（「日本版
O-NET」）と、大学等における社会人
向けプログラムを紹介するサイト
（「マナパス」）との機能面での連携を
実施。これにより、「日本版 O-NET」
の職業情報から「マナパス」の講座情
報を検索することが可能となった。 

・「日本版 O-NET」について、2021 年
度に引き続き、2022 年度においても
ハローワークインターネットサービ
スとの連携強化を実施。 

・「育児・介護等と仕事との両立を支援
するキャリアコンサルタント向け研
修」を開発し、2023 年１月から提供
開始。 

・「日本版 O-NET」について、求職者や
企業のニーズを踏まえて利便性の向
上を図る。【厚】 

・オンライン研修の更なる充実のため、
企業支援、多様な働き方で働く者の支
援に関するキャリアコンサルタント
向け研修を新たに開発。またキャリア
コンサルタントに対して、熟練した指
導者による指導を受ける機会を提供。
【厚】 

 
 

〇技術士制度について、関係府省が連携
し、産業界等での活用促進・普及拡大

・技術士登録簿の登録事項に、技術士の
資質向上の取組状況を追加するため

・若手技術者や修習技術者に対して、資
質能力開発支援をするため、ＩＰＤ
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に取り組むとともに、国際的通用性の
確保、若手人材の参入促進、技術士の
資質・能力の向上に向けて、必要な制
度の見直しを行う。【文、関係府省】 

の省令改正を実施。 
・日豪間におけるエンジニア資格の相

互承認枠組み文書の更新・延長。 
・ＩＥＡ国際エンジニアリング連合）が

技術者資格として定めているグロー
バル基準の改定を踏まえ、「技術士に
求められる資質能力（コンピテンシ
ー）」（2014 年 3 月 7 日、科学技術・
学術審議会技術士分科会決定）を改
訂。 

・ワシントン協定加盟団体が認定した
プログラム修了者について、技術士第
一次試験が免除される教育課程を修
了したものとみなす技術士等の資格
に関する特例を適用。 

（初期専門能力開発）制度の整備・充
実に向けた検討。【文】 

 
 

〇イノベーションの創出に関わるマネ
ジメント人材をはじめとした多様な
イノベーション人材の層の厚みを増
すとともに、人材流動性を高めること
で質の向上を図るため、イノベーショ
ン人材の育成と活躍の場を創出する。
そのため、これまでの人材育成に関す
る議論の蓄積も踏まえ、2023 年度ま
でにイノベーション人材育成環境の
整備に関する実態調査やベストプラ
クティスの周知等に取り組む。（再掲）
【経】 

・「産業界における博士人材の処遇向上
に関する調査」において、国内外の産
業界における博士人材の処遇に係る
好事例等の調査を行う。（再掲） 

・2023 年度に研究開発税制を改正し、
オープンイノベーション型において、
高度研究人材の活用を促す類型を創
設した。（再掲） 

・2022 年度においては、「官民による若
手研究者発掘支援事業」で 131 件の新
規採択をするとともに、既存採択の研
究者を継続支援。（再掲） 

・加えて、スタートアップ課題解決支援
型として若手研究者とスタートアッ
プとの共同研究を支援すべく公募を
開始。（再掲） 

・博士人材の産業界への入職経路多様
化に向けて、引き続き調査等を行う。
（再掲）【経】 

・ＨＰを通じて研究開発税制における
改正内容の周知を実施。（再掲）【経】 

・引き続き、若手研究者の研究シーズの
社会実装と高度人材の創出に向け、
「官民による若手研究者発掘支援事
業」を実施するとともに、若手研究者
とスタートアップとのマッチングや
共同研究を通じた事業化を拡充。（再
掲）【経】 

〇大学等と企業の間で研究人材の流動
性の向上に向け、それぞれの機関にお
けるクロスアポイントメント制度や
兼業等の活用、利益相反等のリスクマ
ネジメントの実施、組織ルールの緩和
等の促進に向けて産学官連携ガイド
ラインの周知を図る。【文、経】     

・産学官連携ガイドラインに関する各
種説明会等においてクロスアポイン
トメント制度の概要等を説明するな
ど周知活動を実施。 

・引き続き、産学官連携ガイドラインに
関する各種説明会等においてクロス
アポイントメント制度の概要等を説
明するなど周知活動を実施。【文、経】 

 
⑤ 学び続けることを社会や企業が促進する環境・文化の醸成 

基本計画における具体的な取組 実施状況・現状分析 今後の取組方針 

〇2023 年度までに、リカレント教育の
社会人受講者数のほか、その教育効果
や社会への影響を評価できる指標を
開発する。【科技、文 、厚、経】 

・リカレント教育に係る委託事業の取
組内容や成果を踏まえるとともに、教
育界、産業界等の意見を踏まえ関係府
省と連携して検討し、リカレント教育
の教育効果や社会への影響を評価で
きる指標を開発するため、2022 年度
第２次補正予算にて「リカレント教育
の社会実装に向けた調査研究・普及啓
発パッケージ事業」を計上。 

・「リカレント教育の社会実装に向けた
調査研究・普及啓発パッケージ事業」
において、2023 年度中にリカレント
教育の教育効果や社会への影響を評
価できる指標を開発。【科技、文、厚、
経】 

〇いくつになっても学び直しを行うこ
とで、個人が能力を最大限発揮できる
環境を整備する観点から、雇用がジョ
ブ型に移行する動きも踏まえながら、
働き方改革の後押しも得た個人の学
びの継続に資するよう、教育訓練休暇
制度の活用促進や、企業における従業
員のリカレント教育の導入を促進す

・リカレント教育を総合的かつ効果的
に推進するため、内閣府、文部科学省、
厚生労働省、経済産業省による関係省
庁連絡会議（課長級会合）を５回開催
し、関係府省が行うリカレント教育関
係施策について取りまとめ。 

・教育未来創造会議第一次提言（2022 年
５月 10 日）も踏まえつつ、今後も関
係府省で連携し各施策を着実に実施。
【科技、文、厚、経】 
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るため、2021 年度から関係府省庁が
合同で具体的な取組について検討し、
その結果を取りまとめる。【科技、文、
厚、経】 

○社員の学び直しに対し、サバティカル
休暇の付与や経済的支援等を行う企
業について、人材育成のリーディング
カンパニーとして評価し、企業イメー
ジの向上等につなげる方策を導入す
る。【経】 

・2021 年度に「｢イノベーション創出」
のためのリカレント教育に関する調
査」において、産業界へのアンケート
調査、産業界及び大学へのヒアリング
等を実施し、リカレント教育に積極的
に取り組む企業及び大学の事例集を
作成するとともに、課題の所在や今後
の方策等を取りまとめ。 

・社員の学び直しに取り組む企業に対
するインセンティブとして、自社が必
要とする専門性を有する人材の育成
を図るために高等教育機関に共同講
座を設置する企業等に対して、その費
用の一部を補助する「高等教育機関に
おける共同講座創造支援事業費補助
金」を実施。23 件の企業等を支援。 

・引き続き「高等教育機関における共同
講座創造支援事業費補助金」により、
企業等における高度な専門性を有す
る人材の育成を支援。【経】 

○博士人材の産業界へのキャリアパス
の拡大と、企業人材の学び直しの双方
に寄与するような企業と大学の共同
研究・共同教育を加速させる取組を行
う。【経】 

・「産業界における博士人材の処遇向上
に関する調査」において、国内外の産
業界における博士人材の処遇に係る
好事例等の調査を実施。（再掲） 

・自社が必要とする専門性を有する人
材の育成を図るため、高等教育機関に
共同講座を設置する企業等に対して、
その費用の一部を補助する「高等教育
機関における共同講座創造支援事業
費補助金」を実施。23 件の企業等を支
援。 

・博士人材の産業界への入職経路多様
化に向けて、引き続き調査等を行う。
（再掲）【経】 

・引き続き「高等教育機関における共同
講座創造支援事業費補助金」により、
企業等における高度な専門性を有す
る人材の育成を支援。【経】 

 
⑥ 大学・高等専門学校における多様なカリキュラム、プログラムの提供 

基本計画における具体的な取組 実施状況・現状分析 今後の取組方針 

〇様々な価値観に基づく個人の自己実
現を後押しする個性豊かな大学群を
整備する。具体的には、高等教育にお
いて、その享受者として最も重要なス
テークホルダー、大学の構成員である
学生を、大学の発展に長期的に利害を
共有する者と位置づけ、国立大学法人
に対しては、ガバナンス・コードにお
いて学生がどのような教育成果を享
受することができたのかを示す情報
の公表を求めるとともに、各大学は、
学生の満足度や卒業後、学生の能力が
社会でどのように評価されているか
などの長期的な視点も含めて調査・分
析・検証し、その結果を教育課程や入
学者選抜につなげるのみならず、学生
が適切な大学選択を行えるよう、比較
可能な形で情報公開を充実させるこ
とで、学生や学生になり得る国民への
教育に関する説明と結果責任を果た
す。【科技、文】 

・ガバナンス・コードへの適合状況等の
報告について確認を行い、各法人によ
る学生が享受した教育成果を示す情
報の公表を促進。 

・引き続き、ガバナンス・コードへの適
合状況等の報告について確認を行い、
各法人による学生が享受した教育成
果を示す情報の公表を促進。【文】 

 

〇学部・研究科などの枠を超えて教育課
程を設置できる学位プログラム制度
や、ダブルメジャー等の学位取得が可

・2020 年度に「知識集約型社会を支え
る人材育成事業」において採択した６
件の取組に対し、フォローアップの一

・「知識集約型社会を支える人材育成事
業」に採択された大学の取組につい
て、中間評価の結果も踏まえ、フォロ
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能な制度について積極的な活用を促
す。あわせて、大学教育における文理
を横断したリベラルアーツ教育の幅
広い実現を図るため、当該制度を活用
して全学的な共通教育から大学院教
育までを通じて広さと深さを両立す
る新しいタイプの教育プログラム（レ
イトスペシャライゼーションプログ
ラム等）を複数構築する。【文】 

環として 2021 年度に委員現地視察を
実施。 

・フォローアップの一環として採択し
た６件の取組に対し、中間評価を実
施。 

ーアップ等を引き続き実施。【文】 

〇2022 年度からの国立大学法人の第 4
期中期目標期間に合わせ、地域課題や
大学の強みなどに基づくリカレント
教育を経営の柱とする大学を、積極的
に評価する。あわせて、地域の産業界
のニーズ情報が集積している、産学連
携本部、地域連携本部等の組織の窓口
機能と、地域の産業界等のニーズに対
応したリカレント教育、人材育成プロ
グラムとの連携についても、積極的に
促進するとともに、プログラムの設計
や広報等、コーディネーターとしての
役割を担う専門人材を確保する。【文、
経】 

・引き続き、国立大学法人運営費交付金
「成果を中心とする実績状況に基づ
く配分」において、評価項目の一つと
して、社会人学生比率の評価を実施。 

・2021 年度に「イノベーション創出」の
ためのリカレント教育に関する調査」
を実施し、産業界や大学等へのアンケ
ート調査及びヒアリング調査等によ
り、リカレント教育に係る専門人材を
確保するために必要な取組について
検討し、2022 年度には、自社が必要
とする専門性を有する人材の育成を
図るため、高等教育機関に共同講座を
設置する企業等に対して、その費用の
一部を補助する「高等教育機関におけ
る共同講座創造支援事業費補助金」を
実施。23 件の企業等を支援。 

・引き続き、国立大学法人運営費交付金
「成果を中心とする実績状況に基づ
く配分」において、評価項目の一つと
して、社会人学生比率の評価を実施。
【文】 

・引き続き、「高等教育機関における共
同講座創造支援事業費補助金」によ
り、企業等における高度な専門性を有
する人材の育成を支援。【経】 

〇リカレント教育・人材育成の機能を、
各大学が外部機関と連携して戦略的
に実施することを促進するため、全て
の国立大学法人が研修・講習等を実施
する事業者への出資を行うことを可
能とする等の環境整備を行う。【文】 

・指定国立大学法人のみに限定してい
たコンサルティング、研修又は講習等
を行う研究成果活用事業者への出資
について、2021 年に国立大学法人法
を改正し、全ての国立大学法人等にお
いて可能とした。これを踏まえ、当該
制度改正の内容を周知し、各国立大学
法人における制度の活用を促進。 

・引き続き、各国立大学法人における制
度の活用を促進。【文】 

〇ＭＯＯＣを含めた多様なデジタルコ
ンテンツを活用し、社会人等を対象に
したリカレント教育のプログラムを
拡充する。このため、特に社会人のリ
カレント教育に有効と考えられる講
座の認定や体系化等、大学等へのイン
センティブ設計を行う。また、対面と
オンラインのハイブリッド化など、多
様な学修者が学び合うことができる、
ニューノーマルにおける大学教育を
実現するための仕組みの構築等につ
いて、大学設置基準の弾力化も含め検
討を行い、2021 年度末を目途に一定
の結論を出す。【文、経】 

・中央教育審議会大学分科会質保証シ
ステム部会において、大学設置基準を
はじめとした大学の質保証システム
の在り方について議論をし、2021 年
に取りまとめ。これを踏まえ、2022 年
に大学設置基準等を改正し、オンライ
ン授業の 60 単位上限等を対象とする
教育課程等に係る特例制度を創設。 

・リカレント教育プログラムの拡充に
関して、デジタル・グリーン等の成長
分野をはじめとした、社会人向けのリ
カレント教育プログラムを開発する
大学等を支援する「成長分野における
即戦力人材輩出に向けたリカレント
教育推進事業」を 2022 年度第２次補
正予算に計上。 

・オンラインの活用を含めた、社会人が
受講しやすい環境整備を行う大学等
の専門的・実践的プログラムを認定す
る「職業実践力育成プログラム認定制
度」において、394 課程（2023 年４月
時点）を認定。 

・大学等に対する、社会人のリカレント
教育へのインセンティブとして、「高
等教育機関における共同講座創造支

・「成長分野における即戦力人材輩出に
向けたリカレント教育推進事業」にお
いて採択された大学等においてプロ
グラム開発を実施し、その成果を横展
開する。【文】 

・引き続き、「職業実践力育成プログラ
ム認定制度」による認定を実施し、認
定講座の周知を図る。【文】 

・引き続き「高等教育機関における共同
講座創造支援事業費補助金」により、
高等教育機関が企業等と共同講座を
設置・運営する取組を支援。【経】 
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援事業費補助金」により、高等教育機
関が企業等と共同講座を設置する際
の費用の一部を企業等を通して補助。
23 件を支援。 

○高等専門学校について、実践的技術者
育成に向けた教育の高度化を図るた
め、企業の第一線で活躍する者が教員
として教育へ参画することを促進す
るとともに、2021 年度から介護・医
工、マテリアルに加え、防災・減災・
防疫など、幅広い知識・技術が求めら
れる社会課題に対し、ＡＩと他分野を
融合して課題解決につなげる人材育
成体制を構築する。【文】 

・2021 年度は介護・医工、マテリアルに
加え、防災・減災・防疫について幅広
い知識・技術が求められる社会課題に
対し、ＡＩと他分野を融合して課題解
決につなげる人材育成の取組を開始。 

・2022 年度は高等専門学校において、
産業構造の変化に対応した、デジタ
ル、ＡＩ、半導体といった社会的要請
が高い分野の人材育成やイノベーシ
ョン創出によって、社会課題の解決に
貢献する人材育成を実施。 

・高等専門学校において、これまでの取
組を継続しつつ、デジタル、ＡＩ、半
導体といった社会的要請が高い分野
における人材育成機能を強化し、社会
課題の解決に貢献する人材育成を推
進。【文】 

 
⑦ 市民参画など多様な主体の参画による知の共創と科学技術コミュニケーションの強化 

基本計画における具体的な取組 実施状況・現状分析 今後の取組方針 

〇2021 年度より、新型コロナウイルス
感染症による社会事象や社会変革等
を踏まえた科学技術リテラシーやリ
スクリテラシーの取組、科学館や博物
館等における一般社会の意見収集や
市民による政策過程への参画の取組、
ＩｏＴやＡＩなど Society 5.0 の実現
に不可欠な最先端技術も活用した年
齢、性別、身体能力、価値観等の違い
を乗り越える対話・協働活動の取組な
ど、多層的な科学技術コミュニケーシ
ョンを強化する。【科技、文】 

・日本科学未来館において、ＩｏＴやＡ
Ｉ等の最先端技術も活用した年齢、性
別、身体能力、価値観等の違いを乗り
越える対話・協働活動のための展示手
法開発として、ＡＩスーツケース（視
覚障害者を指定した地点へ自律的に
誘導するロボット）を始めとしたアク
セシビリティの開発を実施。2022 年
４月から「未来館アクセシビリティラ
ボ」を本格運用。特に、館内でＡＩス
ーツケース体験イベントを開催する
とともに、東京都等と連携して臨海副
都心エリアの次世代モビリティの実
証テストの一環として、2023 年当初
に未来館近くで屋外走行の実証実験
を実施。 

・Society 5.0 の具体像を体感できる科学
コミュニケーション基盤として、Ｉｏ
ＴやＡＩ等の最先端技術も活用した
年齢、性別、身体能力、価値観等の違
いを乗り越える対話・協働活動のため
の展示手法開発を継続し、多層的な科
学技術コミュニケーションを強化（Ａ
Ｉスーツケースをはじめとしたアク
セシビリティ活動の推進や常設展示
のアクセシビリティ対応等を含む）。
【科技、文】 

〇科学技術リテラシーやリスクリテラ
シーの取組、共創による研究活動を促
進するためには、多様な主体をつなぐ
役割を担う人材として、科学技術コミ
ュニケーターによる能動的な活動が
不可欠であり、国は、こうした取組に
対して支援を行う。【文】  

・ＪＳＴサイエンスポータル（独自メデ
ィア）において、年間を通じて定期的
に、科学技術リテラシーやリスクリテ
ラシーの向上に資する取組記事を
200 件以上発信（2023 年 3 月現在
YouTube 登録者数約 58.6 万人）。 

・日本科学未来館において、COVID-19
をテーマにした参加型パネルの制作・
展示やＳＮＳによる市民の声の収集、
共創による研究活動の促進に貢献す
る科学コミュニケーターの育成、常設
展示等を活用した市民による政策形
成、研究機関や自治体等と連携した共
創による研究活動の促進に貢献。 

・科学技術リテラシーやリスクリテラ
シーの取組や、共創による研究活動
（来館者等の市民参画による、企業や
自治体、研究機関等と連携した実証実
験等含む）の促進に貢献する、多様な
主体をつなぐ科学コミュニケーター
の育成を継続。【文】 

○地方公共団体、ＮＰＯやＮＧＯ、中小・
スタートアップ、フリーランス型の研
究者、更には市民参加など、多様な主
体と共創しながら、知の創出・融合と
いった研究活動を促進する。また、例
えば、研究者単独では実現できない、
多くのサンプルの収集や、科学実験の
実施など多くの市民の参画（１万人規
模、2022 年度までの着手を想定）を
見込むシチズンサイエンスの研究プ

・ＪＳＴではサイエンスアゴラ 2022（3
年ぶりに実地開催）や全国 6 か所以上
での連携企画、ＣＨＡＮＣＥ構想（サ
イエンスインパクトラボ 2022 や「学
イン」等を通じ、多様な主体との対話・
協働（共創）の場を創出。知の創出・
融合等を通じた研究活動の推進や社
会における科学技術リテラシーの向
上に寄与。（再掲） 

・2022 年度「STI for SDGs」アワード

・多様な主体の共創の取組を加速し、サ
イエンスアゴラや地域における連携
企画等の場を通じ、知の創出・融合と
いった研究活動や科学技術リテラシ
ーの向上を促進。（再掲）【科技、文】 
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ロジェクトの立ち上げなど、産学官の
関係者のボトムアップ型の取組とし
て、多様な主体の参画を促す環境整備
を、新たな科学技術・イノベーション
政策形成プロセスとして実践する。
（再掲）【科技、文】 

やＳＣＥＮＡＲＩＯ（ウェブサイト）
などを通じた情報発信を通じ、好事例
の可視化や他地域への水平展開を促
進。（再掲） 

・ＪＳＴサイエンスポータル（独自メデ
ィア）において、年間を通じて定期的
に、共創による課題解決やダイバーシ
ティ・インクルージョン等に関連する
記事を発信。 
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４．官民連携による分野別戦略の推進 
これまでに、基盤技術分野として、ＡＩ技術、バイオテクノロジー、量子技術、マテリアル、フュージョン

エネルギー、また、応用分野として環境エネルギー、安全・安心、健康・医療、宇宙、海洋、食料・農林水産
業についての分野別戦略を策定してきた。これらの戦略に基づき、第６期基本計画期間中、以下の点に留意す
るとともに、ＳＩＰやムーンショット型研究開発制度など関係事業と連携しつつ、社会実装や研究開発を着実
に実施する。また、分野別戦略は、定量分析や専門家の知見（エキスパートジャッジ）等を踏まえ、機動的に
策定、見直し等を行う。 

なお、環境エネルギー分野については第２章１．（２）に、安全・安心分野については第２章１．（３）に既
述されているので、当該部分を参照のこと。 
 
（戦略的に取り組むべき基盤技術） 
（１） ＡＩ技術 

基本計画における具体的な取組 実施状況・現状分析 今後の取組方針 
人工知能（ＡＩ）の利活用が広く社会

の中で進展してきており、米国、中国を
はじめとした諸外国ではＡＩに関する
国家戦略を策定し、世界をリードすべく
しのぎを削っている。こうした中、ＡＩ
が社会に多大なる便益をもたらす一方
で、その影響力が大きいことを踏まえ、
適切な開発と社会実装を推進していく
ことが必要である。 

このため、第６期基本計画期間中は、
「ＡＩ戦略 2019」に掲げた教育改革、
研究体制の再構築、社会実装、データ関
連基盤整備、倫理等に関する具体目標を
実現すべく、関係府省庁等での各取組を
進めていく。また、深層学習の原理解明
による次世代の機械学習アルゴリズム、
同時通訳等の高度な自然言語処理、医療
やものづくり分野等への適用に重要な
信頼性の高いＡＩ等の諸外国に伍する
先端的な研究開発や人材・研究環境・デ
ータの確保・強化など、戦略の進捗状況
やＡＩの社会実装の進展等を踏まえた
不断の見直しを行い、国民一人ひとりが
ＡＩの具体的な便益を実感できるよう、
戦略を推進していく。 

・「ＡＩ戦略 2022」に基づき、各施策を
推進中。主な成果は下記。 

（差し迫った危機への対処） 
- 数理モデルとデータ駆動の融合によ

る高効率なシミュレーションや高精
度な解析技術の開発、ＡＩ技術を活用
した積乱雲群の早期検知技術の研究、
地震観測データ分析とシミュレーシ
ョンの融合による地震動の予測研究
を実施。 

- ＡＩ等を活用して生物多様性の重要
性や保全活動の効果を「見える化」す
る手法の検討を新たに開始。 

- ＡＩの判断過程の透明化等や実社会
で人と協調するＡＩに関する研究開
発、「機械学習品質マネジメントガイ
ドライン」の改訂などを実施 

- 一部の装備品等の研究開発において、
業務の効率化・加速化を目指して、デ
ジタルツイン、デジタルスレッド等の
導入に係る取組を推進中 

- セキュリティインシデント等に関し
て、大規模 Web 情報分析システム
（WISDOM X）を活用して効率的に
情報を収集する手法（自動質問生成
等）を開発 

（社会実装の推進） 
- 経営者に求められる企業価値向上に

向け実践すべき事柄を取りまとめた
「デジタルガバナンス・コード」にお
いて、チーフ・デジタル・オフィサー
やチーフ・データ・オフィサー等、デ
ジタル技術を活用する戦略の推進に
必要な体制構築を推進。 

- 医療や金融分野において、実証検証を
通じて秘匿化分散処理技術の性能評
価を実施 

- 日本語関連データセット（350ＧＢの
Web テキスト）を用いて事前学習し
た自然言語処理用の言語モデルＢＥ

・大規模言語モデル等による急速なＡ
Ｉの進歩・普及および「ＡＩ戦略
2022」を踏まえ、各施策を推進。主な
取組は下記。 

（差し迫った危機への対処） 
- 気象や地震動など、社会課題解決や科

学研究の加速に資する、革新的なＡＩ
基盤技術の研究開発の実施【文】 

- 地球環境データ統合・解析プラットフ
ォーム事業において、気候変動、防災
等の地球規模課題の解決に貢献する
ため、ＤＩＡＳを整備・運用するとと
もに、プラットフォームを利活用した
研究開発を推進【文】 

- 気象、地震動、洪水・土砂災害の予測
システム等の構築など、オールハザー
ドを対象とした研究開発の推進【文】 

- セキュリティインシデント等に関し 
 て、大規模 Web 情報分析システム

（WISDOM X）を活用して効率的に
情報を収集する手法（自動質問生成
等）の改良、収集した情報を簡潔に提
示する技術の開発【総】 

（社会実装の推進） 
- 大規模言語モデル等のＡＩ活用・研究

等に資する日本語データベースの整
備に向けた検討【科技、総】  

- ＤＸ銘柄・ＤＸ認定等の普及を通じ、
「デジタルガバナンス・コード」の遵
守を促進【経】 

- 人と共に進化する説明可能なＡＩシ
ステムの実用化、画像及びロボティク
ス等の基盤モデル構築に向けた更な
る研究開発の実施【経】 

- 高品質な日本語関連データセットの
整備の継続、言語モデルを活用したア
プリケーションの開発【総】 

- 実空間に存在する多様なデータを安
全に連携させることを可能とする分
散型機械学習技術の研究開発を実施
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ＲＴが日本語言語理解ベンチマーク
（ＪＧＬＵＥ）での評価において、５
つ中３つのデータセットにおいて人
間による評価値を上回ったことを確
認 

- 実空間に存在する多様なデータを安
全に連携させ分野横断的な課題解決
を可能とする分散型機械学習技術を
確立するための研究開発を開始 

- 脳情報を活用した、究極のコミュニケ
ーションの実現に向けたＡＩ等の研
究開発を推進 

- ＡＩ分野を含む高度研究人材育成事
業の制度立ち上げに向け、制度設計を
実施 

-ＰＲＩＳＭ事業も活用しつつ、患者の
ゲノムデータや診療情報等からＡＩ
が創薬ターゲット探索を行う「創薬タ
ーゲット探索プラットフォーム」を構
築 

- 自衛隊が使用する装備品等の能力強
化を図るため、探知・識別をはじめと
する各種分野へのＡＩ技術の適用に
関する研究を推進 

（教育改革） 
-「数理・データサイエンス・ＡＩ教育プ

ログラム認定制度」へ賛同・協力する
企業数が 66 社から 158 社に拡大
（2021 年度末→2022 年末） 

-「数理・データサイエンス・ＡＩ教育プ
ログラム認定制度」のリテラシーレベ
ルの認定件数が 78→217 件へと拡大
（2021 年度末→2022 年度末）、新た
に応用基礎レベルの認定を開始し、68
件のプログラムを認定。 

（研究開発) 
-「量子コンピュータ・スーパーコンピュ

ータの組合せによる研究ＤＸ基盤の
高度化（ＴＲＩＰ）」を 2022 年度に開
始し、良質なデータを蓄積・統合する
とともに、量子・スパコンのハイブリ
ッドコンピューティングの導入、ＡＩ
×数理科学の融合を推進。 

（その他） 
-ＳＢＩＲ制度の支援対象に新たに先端

技術分野の実証フェーズを追加し、ス
タートアップ等による先端技術分野
の社会実装を推進 

【総】 
- 脳情報を活用し知覚情報を推定する

ＡＩ技術の研究開発に加え、ニューロ
フィードバックに代表される、脳情報
を活用したコミュニケーションの高
度化に係る研究開発を推進【総】 

- ＡＩを活用した救急隊運用最適化に
よる現場到着時間の短縮を図るシス
テム構築を推進。【総】 

-ＡＩを活用した医療機器の開発・研究
における患者データ利用の環境整備
【厚】 

-「全ゲノム解析等実行計画 2022」にお
いて整備された情報基盤等を利活用
した創薬ターゲットを探索するＡＩ
創薬の試行【厚】 

- 警察活動の高度化・効率化のためのＡ
Ｉの試験的導入及び実導入に向けた
検討【警】 

- ＡＩ技術を適用した各種装備品等の
早期実用化及び能力向上【防】 

- ものづくり現場の暗黙知の伝承・効率
的活用を支え、生産性を向上させるＡ
Ｉ技術の開発【経】 

- 関係省庁連携による秘匿化された情
報を取り扱う技術に関する取組の実
施【NISC、科技、総、経】 

（教育改革） 
-「数理・データサイエンス・ＡＩ教育プ

ログラム認定制度」による認定教育プ
ログラムの普及促進【科技、文、経】 

-（第２章１．（１）⑤参照） 
（研究開発） 
- 基盤モデルの基礎的な開発能力の構

築・強化に向け、AIJapan（人工知能研
究開発ネットワーク）の枠組みも活用
した、官民連携による研究開発等の方
針を検討【科技、総、文、経】 

- 基盤モデルの基礎的な開発能力の構
築・強化に向け、日本語の大規模言語
モデルの構築に係る研究開発に向け
た検討【科技、総、文、経】 

- 現在の深層学習では不可能な難題解
決 に 向 け 、 創 発 性 の 原 理 解 明 、
transformerの高度化、ライフ・マテリ
アル、ロボット等への展開可能性の検
討を実施。【文、経】 

- 世界トップレベルのＡＩ研究拠点化
に向けた計算機設備等の増強【総、文、
経】 

- 研究ＤＸの高度化に向けて、ＴＲＩＰ
の取組を加速し、特定分野において複
数の用途に利用可能な科学基盤モデ
ルの構築、科学基盤モデルの高度化に
向けた先進機械学習アルゴリズムに
係る取組、ＡＩ技術の発展を見据えた
革新的な計算資源の開拓に係るハー
ド・ソフト一体となった取組及び人材
育成を実施。【文】  

-（第２章１．（１）④参照） 
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（２）バイオテクノロジー 
基本計画における具体的な取組 実施状況・現状分析 今後の取組方針 

バイオエコノミーの推進は、新型コロ
ナウイルス感染症収束に向けた対応、食
料、医薬品等の戦略的なサプライチェー
ンの構築、環境負荷の低減等に貢献する
とともに、我が国経済の迅速な回復にも
資するものであり、その重要性は一層高
まっている。 

こうした認識の下、第６期基本計画期
間中は、「バイオ戦略 2019」を具体化・
更新した「バイオ戦略 2020（基盤的施
策）170」及び「バイオ戦略 2020（市場領
域施策確定版）171」に基づき、高機能バ
イオ素材、持続的一次生産システム、バ
イオ医薬品・再生医療等関連産業等の９
つの市場領域について、2030 年時点の
市場規模目標を設定した市場領域ロー
ドマップに盛り込まれた取組を着実に
実施していく。具体的には、各分野に応
じて、バイオデータ連携・利活用ガイド
ラインの策定及びガイドラインに基づ
く取組の推進、グローバルバイオコミュ
ニティ・地域バイオコミュニティの形成
と投資促進、グローバルバイオコミュニ
ティにおけるバイオ製造実証・人材育成
拠点機能の整備等を進めていく。      

・2021 年に造成された２兆円規模のグ
リーンイノベーション基金において、
「バイオものづくり技術によるＣＯ₂
を直接原料としたカーボンリサイク
ルの推進」プロジェクトを開始。同プ
ロジェクトにおいて、微生物等設計プ
ラットフォーム技術の高度化、微生物
等の開発・改良、微生物等による製造
技術の開発・実証等を実施中。 

・多様なバイオ製品の生産を支援し、経
済成長と資源自律化などの社会課題
解決との両立を目指すため、バイオも
のづくり革命推進事業を開始。 

・カーボンニュートラル実現等のため、
バイオものづくり等における革新的
イノベーションをもたらし得る革新
的ＧＸ技術を創出するため、革新的Ｇ
Ｘ技術創出事業（ＧｔｅＸ）及び
ALCA-Next（先端的カーボンニュー
トラル技術開発）を開始。 

・2021 年 12 月に策定された「航空の脱
炭素化に係る工程表」に基づき、2022
年 4 月に国土交通省と資源エネルギ
ー庁が共同で、航空会社や石油元売
り、さらに原料確保の重要性を踏ま
え、関係省庁として農林水産省と環境
省が参画する「持続可能な航空燃料
（ＳＡＦ）の導入促進に向けた官民協
議会」を立ち上げ、2030 年時点での
本邦航空会社による燃料使用量の
10%をＳＡＦに置き換えるという目
標の達成に向けた議論を開始。  

・ＳＩＰ第２期「スマートバイオ産業・
農業基盤技術」において、スマートフ
ードチェーンプラットフォーム、食に
関わる「開発」、「生産」、「加工・流通」、
「販売・消費」、「資源循環」の各ステ
ージを最適化することを目指した研
究開発を完了（2022 年度末）。 

・「みどりの食料システム戦略」の目標
達成に資する品種育成とその迅速化
を図るスマート育種基盤の構築に向
けて、手順や到達目標、方向性を示し
た「みどりの品種育成方針」を 2022
年 12 月に策定。 

・健康・医療データの利活用の促進に向
けて、2022 年 6 月、11 月、2023 年 3
月に健康・医療データ利活用基盤協議
会を開催し、プラットフォームの整備
状況、データ連携の進め方等について
議論。 

・2022 年９月に策定された「全ゲノム
解析等実行計画 2022」を踏まえ、が

・バイオものづくりについては、産業構
造等を整理したうえで、研究開発・事
業化を支援するとともに、あわせて、
初期需要の創出・市場拡大や製品コス
ト低減、消費者の行動変容に向けた制
度的措置を一体的に検討・実施。また、
バイオものづくりに係る国際連携の
推進や、サプライチェーン全体を考慮
した環境影響等の評価システムの構
築も含め、グローバル展開を検討する
製品やプロセスなどの標準化等に企
業とも連携して取り組む。【科技、文、
経】 

・2023 年度から開始されたＧｔｅＸ及
び ALCA-Next を強力に推進し、バイ
オものづくりを含む、大学等における
カーボンニュートラル社会の実現に
貢献する革新的技術に係る基礎研究
や人材育成を強化する。【文、経】 

・ＳＡＦについては、2030 年時点での
本邦航空会社による燃料使用量 10%
を SAF に置き換えるという目標の達
成に向け、官民協議会の議論も踏まえ
つつ、国際競争力のある国産ＳＡＦの
製造・供給、将来的なサプライチェー
ン構築に向けた取組を推進する。【経、
国】 

・2023 年度から開始されるＳＩＰ第３
期「豊かな食が提供される持続可能な
フードチェーンの構築」の取組を通
じ、食料の調達、生産、加工・流通、
消費の各段階を通じて、豊かさを確保
しつつ、生産性向上と環境負荷低減を
両立したフードチェーンの構築に取
り組む。【科技、農】 

・「みどりの食料システム戦略」の実現
に向け、「みどりの品種育成方針」に
基づき、ゲノム情報等を利用して高収
量・高品質等の画期的な特性を持つ新
品種を迅速に育成できるスマート育
種基盤の拡充・強化を推進する。【農】 

・欧米の大学等の基本特許に抵触しな
い日本独自のゲノム編集ツールの開
発と農作物品種育成に向けた技術基
盤の整備、植物やカイコ等の生物機能
を活用した医薬品原料等の高機能バ
イオ素材の創出、ゲノム編集技術と新
たな豚由来細胞株を活用したアフリ
カ豚熱ワクチン等の革新的動物ワク
チンの開発、改質リグニンの利用拡大
に向けた製造技術の高度化・用途開発
等を推進する。【農、関係府省】 

・国立研究開発法人日本医療研究開発

                                                      
170 2020 年６月 26 日統合イノベーション戦略推進会議決定 
171 2021 年 1 月 19 日統合イノベーション戦略推進会議決定 
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ん・難病に関する全ゲノム解析等を実
施中。また、産官学が幅広く利活用可
能な体制整備を推進。 

・2021 年 6 月に策定された「ワクチン
開発・生産体制強化戦略」に基づき、
関係省庁が一体となって今後のパン
デミックに備えたワクチンを研究・開
発するための組織として、2022 年 3
月、日本医療研究開発機構（ＡＭＥＤ）
に先進的研究開発戦略センター（ＳＣ
ＡＲＤＡ）設置。 

・子どもの健康と環境に関する全国調
査（エコチル調査）については、化学
物質が子どもの健康に与える影響等
の解明のために必要な遺伝子解析に
2022 年度に着手。また 13 歳以降の調
査実施に向けた基本計画等を取りま
とめた。 

・2022 年 4 月、バイオ分野で世界をリ
ードするグローバルバイオコミュニ
ティとして、東京圏と関西圏を認定。
地域の特性を活かした特色ある取組
を展開してエコシステムを構築する
地域バイオコミュニティとして、2021
年 6 月に４地域、2022 年 12 月に地域
バイオコミュニティとして新たに２
地域（広島・沖縄）を認定。 

・バイオコミュニティ間の連携と活動
を後押しするため、関係者が一堂に会
する「官民連携プラットフォーム」会
合を開催するとともに、「バイオコミ
ュニティ成長支援施策パッケージ」を
策定。 

・散在するバイオデータの有効な利活
用を促すため、「バイオデータ連携・
利活用に関するガイドライン中間ま
とめ」の増補改訂版となる「バイオデ
ータ連携・利活用に関するガイドブッ
ク」を公表。 

機構（ＡＭＥＤ）が支援した研究開発
のデータの利活用の更なる推進に向
け、健康・医療データ利活用基盤協議
会において、国際的なルールとの整合
性も確認しつつ、健康・医療に関する
先端的研究開発及び国際的新産業創
出に資するオールジャパンでのデー
タ利活用基盤の整備に向けた検討を
行い、結論が得られた部分については
順次適用を進める。【健康医療、文、
厚、経】 

・「全ゲノム解析等実行計画 2022」
（2022 年 9 月策定）を着実に推進し、
国民に質の高い医療を届けるため、が
んや難病患者を対象とした全ゲノム
解析に加え、マルチオミックス解析
や、精細な臨床情報等を搭載した質の
高い情報基盤を構築し、民間企業やア
カデミア等へその利活用を促すこと
により、診断・創薬や新規治療法等の
開発を目指す。同時に、解析結果等の
速やかな日常診療への導入や新たな
個別化医療の実現についても更に推
進する。さらに、こうした取組の運用
を担う事業実施組織の設置に向けた
検討を進める。また、これまでに整備
された情報基盤とゲノムデータ等を
活用したＡＩ創薬の試行的な実施に
取り組む。【厚】 

・ＳＣＡＲＤＡを通じた重点感染症に
対するワクチンの開発および新規モ
ダリティの育成、ワクチンへの応用研
究を継続的に支援。また、世界トップ
レベルの研究開発拠点の形成に向け
た取組を進めるほか、先端的アプロー
チによる平時からのワクチン・感染症
等の研究を推進する。【健康医療、文、
厚、経】 

・我が国の３大バイオバンクである東
北メディカル・メガバンク（ＴＭＭ）
計画、バイオバンク・ジャパン（ＢＢ
Ｊ）、ナショナルセンター・バイオバ
ンクネットワーク（ＮＣＢＮ）が有す
る資源や成果を活用した先進的な創
薬医療研究等を推進する。【健康医療、
文、厚】 

・エコチル調査については、2022 年度
から着手した遺伝子解析を 2023 年度
も着実に進める。【環】 

・バイオエコノミーの拡大に向け、バイ
オコミュニティの成長を促すため、官
民連携プラットフォームの開催を継
続するとともに、海外からの投資の呼
び込みに向けたバイオコミュニティ
の発信力強化、認知度向上等に取り組
む。【科技】 
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（３）量子技術 
基本計画における具体的な取組 実施状況・現状分析 今後の取組方針 

量子技術は、我が国及び世界の社会、
経済、産業、安全保障に大きな変革をも
たらす可能性を秘めた革新的な技術で
ある。近年、欧米や中国をはじめとする
諸外国では、各国が巨額の投資と大型の
研究開発に取り組むなど、将来の覇権を
かけた国家間・企業間競争が激化してお
り、我が国においても量子技術の研究開
発や社会実装に向けた戦略的な取組が
求められている。 

このため、第６期基本計画期間中は、
「量子技術イノベーション戦略」に基づ
き、量子コンピュータ、量子計測・セン
シング、量子通信・暗号等をはじめとす
る主要技術に関する研究開発の抜本的
強化、量子技術イノベ―ション拠点の形
成、国際協力の促進、戦略的な知的財産
マネジメントと国際標準化、優秀な人材
の育成に加え、既存技術と組み合わせる
ことによる短中期での実用化も含めた、
量子技術の産業・社会での利活用の促進
等、基礎基盤的な研究開発から社会実装
に至る幅広い取組を、我が国の産学官の
総力を結集して強力に推進する。   

・2020 年１月に「量子技術イノベーシ
ョン戦略」を策定した。同戦略に基づ
き、2021 年２月に基礎研究から社会
実装まで産学官連携により一気通貫
で実施する「量子技術イノベーション
拠点」が発足した。2021 年９月には、
国内主要企業が主体となり、「量子技
術による新産業創出協議会」が設立さ
れた。さらに、戦略策定以降の量子技
術を取り巻く環境変化に対応し、2022
年４月策定した量子未来社会ビジョ
ンを踏まえ、下記に取り組んだ。 

＜量子コンピュータ＞ 
・2023 年３月に理化学研究所が国産初

の超伝導式ゲート型量子コンピュー
タを稼働。 

・量子技術の産業利用を加速化するた
め、古典コンピュータに国内外の量子
コンピューティングを繋ぎ、量子アプ
リケーションを開発する環境や、量子
コンピュータとそのデバイス・部素材
等の研究開発・性能評価設備を備えた
グローバル産業化拠点を産業技術総
合研究所に創設することとし、整備開
始。 

・2022 年度「高効率・高速処理を可能と
する ＡＩチップ・次世代コンピュー
ティングの技術開発事業」において、
共通ソフトウェア基盤プラットフォ
ームのプロトタイプ化及び超伝導量
子アニーリングマシン基本ユニット
動作実証に成功。 

＜量子セキュリティ・ネットワーク＞ 
・グローバル量子暗号通信網の構築及

び要素技術の研究開発を推進し、テス
トベッドの拡充を実施。 

・地上系及び衛星系ネットワークを統
合したグローバル規模の量子暗号通
信網構築に向けた研究開発を引き続
き実施。 

・高秘匿な衛星通信に資する衛星量子
暗号通信基盤技術の研究開発を実施。 

・2023 年度開始予定の「量子インター
ネット実現のための要素技術の研究
開発」の基本計画を策定。 

＜量子計測・センシング/量子マテリア
ル＞ 

・ＥＶバッテリー搭載用センサの開発
等、社会実装を見据えた量子計測・セ
ンシング研究開発を推進。 

＜イノベーション基盤＞ 
・量子技術イノベーション拠点につい

て、新たに沖縄科学技術大学院大学
(ＯＩＳＴ)と東北大学を追加。理化学
研究所、産業技術総合研究所、量子科
学技術研究開発機構の拠点機能を強
化整備し、産業化支援の体制を構築。 

量子未来産業創出戦略（2023 年 4 月策
定）を踏まえ下記に取り組む。 

＜量子コンピュータ＞ 
・有用な事例の検証のため、スタートア

ップ企業等も含む幅広い産業界や研
究機関が活用できる充分な量子コン
ピューティング資源を国の研究機関
に設置・整備し、量子コンピュータ等
を活用する産業分野（例、素材開発、
製造、物流・交通等）における産業利
用を想定したユースケースの実証事
業の拡充による社会実装の加速や喫
緊の社会課題（例、環境、食糧、水、
エネルギー、防衛等）における適用事
例等の積極的な創出を強化。海外展開
を見据え、海外（欧米・アジア等）で
の実証を推進。【科技、文、経、防】 

・古典コンピュータと国産のみならず
同志国が保有する最高レベルの量子
コンピューティングシステムを繋ぎ、
量子・古典ハイブリッドコンピューテ
ィングを実証する実験環境を整備し
つつ、実用化・産業化のための大規模
化に対応するための技術開発を強化。
【科技、文、経】 

・量子・古典ハイブリッドコンピューテ
ィングを実現する基盤ソフトウェア、
及び実験環境の整備。【科技、文、経】 

・2023 年３月に国産初号機が運用開始
したことを踏まえ、ハードウェアの深
い層まで制御可能な国産機の特性を
生かしたハードからソフトまでの関
連技術・産業の育成・高度化を推進す
るとともに、運用結果等をハード・ソ
フト開発にフィードバックする仕組
みを構築。【科技、文、経】 

・2023 年度から、社会実装に向けて共
通ソフトウェア基盤プラットフォー
ムのクラウド基盤構築及び超伝導量
子アニーリングマシンの集積化技術
開発を実施。【経】 

＜量子セキュリティ・ネットワーク＞ 
・衛星等の宇宙アセットも活用した都

市間を結ぶ量子暗号通信ネットワー
クの整備等セキュアネットワークの
実験環境を構築。【総】 

・グローバル規模での量子暗号通信網
の実現に向けた技術開発や将来を見
据えた量子インターネット等の次世
代量子通信の要素技術開発を強化・加
速。【総】 

・量子暗号通信機器の国内認証基盤の
構築を検討。【総】 

＜量子計測・センシング/量子マテリア
ル＞ 

・量子計測・センシングについて、セン
シングユーザなど幅広い企業が利用
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・量子技術イノベーション拠点と連携
して、量子技術を触媒材料探索に適用
させるために、各種データベースやソ
フトウェアの基盤整備を行い、試験運
用実施。 

・産業界が設立した Q-STAR が一般社
団法人化され(2022 年 5 月)、参画企
業等が 62 社と拡大し(2022 年 12 月)、
更に同志国の民間３団体と基本合意
書を締結する(2023 年 1 月に)など、
民間の開発体制が強化。 

・米国ＯＳＴＰの呼びかけに応じ 2022
年 5 月に日本を含め 12 か国の会合に
参加し各国の量子技術戦略を共有、同
志国間の人材交流の枠組みを構築。持
ち回りで 2022 年 11 月、2023 年 3 月
に追加会合を開催。 

・オンライン講座や実践的プログラム
の実施等、多様な人材育成事業を推
進。 

・量子コンピュータに係る標準化を推
進する国内体制の構築と活動支援を
行うために、ＩＥＥＥにおけるフォー
ラム標準等の標準化動向調査（委託）
を実施。 

・量子暗号通信等の知財・標準化の推進
について、ＳＩＰ第 2 期「光・量子を
活用した Society5.0 実現化技術」に
て、量子暗号通信の国際標準化と、量
子暗号装置に求められる要件の標準
化を推進。 

試験・評価できる環境を構築。【科技、
文、経】 

＜イノベーション基盤＞ 
・量子技術の産業化に関するグローバ

ルな開発拠点の創設、最先端のフラグ
シップとなる量子・古典ハイブリッド
計算環境等を提供する量子コンピュ
ーテーション開拓拠点の整備、光科学
技術も駆使した量子技術基盤の研究
開発・産業支援を行う拠点の整備。【科
技、文、経】 

・引き続き、量子技術イノベーション拠
点と連携して、量子技術の適用による
触媒探索の加速化に向けた検討を進
める。【文、環】 

・産業競争力を強化するため、拠点機能
拡張・追加、Q-STAR 等業界団体との
連携強化等を実施。【科技、総、文、
経】 

・金融機関や起業家等とのマッチング
支援を通じたスタートアップ企業創
出、コンテスト等のビジネスアイデア
を創出する仕組み構築、既存企業との
連携やベンチャー企業同士の連携な
どエコシステム形成、事業活動の国内
外への情報発信や海外展開支援など、
ベンチャー企業等を支援する総合的
なイノベーション基盤を形成。【科技、
総、文、経】 

・ユーザ分野・関連産業人材や経営・知
財・法律等のビジネス人材の育成・確
保を推進するとともに、各層の必要な
スキルの明確化・教育プログラム提
供・検定制度の検討・科学館展示等も
活用した若年層向け教育など、総合的
な人材育成の取組を充実・強化。【科
技、総、文、経】 

・量子コンピュータ、量子デバイスや部
素材等の研究開発、システム化に向け
たサプライチェーンの強靱化、標準化
等を実施。【知財、科技、総、文、経】 

・将来の計算機・通信システムを見据え
て、量子コンピュータ、量子暗号通信
の知財・標準化を推進するとともに、
官民が一体となった体制の整備や民
間の標準化活動の支援も含めた国際
的なルールづくりを主導していく体
制や仕組みを構築。【知財、科技、総、
経】 

 
（４）マテリアル 

基本計画における具体的な取組 実施状況・現状分析 今後の取組方針 
マテリアルは、我が国の科学技術・イ

ノベーションを支える基盤技術である
とともに、リチウムイオン電池や青色発
光ダイオードなど、これまで数多くのイ
ノベーションを生み出し、世界の経済・
社会を支えてきた。一方、近年、マテリ

・2021 年度から開始した全国の大学等
の先端設備共用ネットワークから創
出されたマテリアルデータの利活用
に必須となるデータ構造化のために
必要な翻訳プログラムやテンプレー
ト作成作業を、2022 年度から本格的

・マテリアル分野のデータ駆動型研究
の推進に向け、良質なデータを取得可
能な共用施設・設備の更なる整備を進
めるとともに、2023 年度から全国で
のマテリアルデータ共用及びＡＩ解
析基盤の活用の試行的実施を開始し、
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アルを巡る国際競争が熾烈になり、従
来、我が国がこの分野で有していた強み
が失われつつある中、残された「強み」
を生かしつつ、戦略的な取組を強化する
必要がある。 

このため、第６期基本計画期間中は、
「マテリアル革新力強化戦略」に基づ
き、国内に多様な研究者や企業が数多く
存在し、世界最高レベルの研究開発基盤
を有している強みを生かし、産学官関係
者の共通ビジョンの下、産学官共創によ
る迅速な社会実装、データ駆動型研究開
発基盤の整備と物事の本質の追求によ
る新たな価値の創出、人材育成等の持続
発展性の確保等、戦略に掲げられた取組
を強力に推進する。 

に実施し、データ構造化システムへの
実装等を実施。 

・2022 年度第２次補正予算において、
高品質かつ大量のデータを創出可能
な先端共用設備の整備及びＮＩＭＳ
のデータ中核拠点におけるＡＩ解析
機能の効果を最大化するためデータ
ベースの拡充及びＡＩ解析機能のユ
ーザー支援機能の導入に必要な経費
を計上。 

・全国でデータ駆動型の研究成果創出
を先導する取組を推進するため、2023
年度予算において、ＮＩＭＳのデータ
を基軸とした産学連携等の先導的取
組を拡大するために必要な経費を計
上。 

・2022 年度は次期ＳＩＰ課題候補の１
つとして選定された「マテリアルプロ
セスイノベーション基盤技術の整備」
においてＦＳを実施。 

・2022 年度からカーボンニュートラル
や Society 5.0 の実現等に貢献する革
新的機能を有するマテリアルを効率
的に創出するデータ駆動型研究開発
について本格実施を開始。 

・「航空機エンジン向け材料開発・評価
システム基盤整備事業（2022 年度 7.9
億円内数）」、「アルミニウム素材高度
資源循環システム構築事業（2022 年
度 3.1 億円）」において、研究開発事
業を継続して実施。 

・グリーンイノベーション基金におい
て蓄電池・モーターについて高性能
化、省資源化等の技術開発を実施。 

・「マテリアル・プロセスイノベーショ
ンプラットフォーム」の本格運用を開
始。 

・中小・ベンチャーを含む産業界のデー
タ駆動型研究開発を推進し、延べ 84
件の共同研究・技術コンサルティング
を実施。 

・ファインセラミックスおよびフロー
合成のプロセスインフォマティクス
についてそれぞれＮＥＤＯ先導研究
を実施。 

・2022 年度から「先端計算科学等を活
用した新規機能性材料合成・製造プロ
セス開発事業」（22 億円）を開始。マ
テリアル分野の競争力の源泉である
製造プロセスのデータベース構築に
2022 年度から取り組み、機能性化学
品や６Ｇ向け電子機器や高性能半導
体に必要となる超高性能セラミック
ス等の性能向上に資する基盤技術開
発を推進。 

・第８回マテリアル戦略有識者会議
（2022 年６月）において、重点テー
マが着実に進められていることを報
告したほか、継続的に重点テーマのフ
ォローアップや取組状況の情報発信

2025 年度の本格実施に向けて準備を
推進。（再掲）【文】 

・高品質なデータをより多く蓄積し、社
会課題解決につなげるため、様々な国
プロとの連携を強化。（再掲）【文】 

・ＮＩＭＳのデータを基軸とした産学
連携等の先導的な取組を継続。（再掲）
【文】 

・我が国の大学や国研が所有する多種・
多様なマテリアルデータや評価分析
基盤をネットワーク化することによ
り、革新的事業構築に必要なアプリケ
ーション作成の基盤として活用でき
るプラットフォームを構築。このプラ
ットフォームの活用を通じてベンチ
ャーや革新的事業を次々に創出し成
長させるエコシステム形成を推進。
（再掲）【科技・文・経】 

・革新的なマテリアルの創出のために
データ駆動型研究を進めるとともに、
そこで得られた先駆的なデータ駆動
型研究の手法の全国展開を図る。（再
掲）【科技・文・経】 

・合金開発の迅速化につながるデータ
駆動型の革新的合金探索手法やアル
ミスクラップを自動車の車体等にも
使用可能な素材へとアップグレード
する基盤技術開発等の研究開発事業
について、継続して支援。【経】 

・グリーンイノベーション基金（次世代
蓄電池・次世代モーターの開発）にお
いて、最大 2030 年度まで技術開発・
実証を支援。【経】 

・「マテリアル・プロセスイノベーショ
ンプラットフォーム」の今後の取組と
して、中小・ベンチャーを含む産業界
の更なるデータ駆動型研究開発の推
進を後押しすべく、製造プロセスのシ
ミュレータ開発を推進。（再掲）【経】 

・マテリアル分野の競争力の源泉であ
る製造プロセスについて、高信頼性フ
ァインセラミックスや機能性化学品
等のデータ取得基盤技術の開発・整備
に取り組むとともに、プロセスデータ
ベースの構築・活用を推進。（再掲）
【経】 

・引き続き、重点テーマについてフォロ
ーアップを実施するとともに、特に重
要なデータ駆動型研究開発の推進に
関しては、我が国研究開発力と産業競
争力強化の観点からデータやＡＩ解
析ツールの活用及びデータマネジメ
ントの知見を府省横断で展開を図る
ための検討体制を構築。【科技、文経】 

・2023 年度に試行的運用を開始するマ
テリアルデータプラットフォームに
収集される量子マテリアルデータの
蓄積やその活用等を通じて量子技術
開発への貢献を強化。【文】 

・量子コンピュータ等を活用する産業
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を 2022 年度に実施。 
・量子技術の研究開発に貢献する量子

マテリアルの創成や研究機関への提
供、量子センシング技術の開発、これ
ら研究から創出されるデータの蓄積
を推進。 

分野（素材開発、製造等）における産
業利用を想定したユースケースの実
証事業の拡充による社会実装を加速。
【経】 

 
（５）フュージョンエネルギー 

基本計画における具体的な取組 実施状況・現状分析 今後の取組方針 
〇ＡＩ、バイオテクノロジー、量子技術、

マテリアルや、宇宙、海洋、環境エネ
ルギー、健康・医療、食料・農林水産
業等の府省横断的に推進すべき分野
について、国家戦略に基づき着実に研
究開発等を推進する。さらに、我が国
が実現すべき未来社会像を見据えつ
つ、エビデンスに基づき、既存戦略の
見直しや、新たな戦略の策定を行い、
明確なターゲット、産学官の役割分
担、国際連携の在り方などを具体的に
盛り込む。特に分野横断的で社会課題
解決に直結するテーマについては、次
期ＳＩＰの課題として推進する。（再
掲）【健康医療、科技、宇宙、海洋、関
係府省】 

・フュージョンエネルギーは次世代の
クリーンエネルギーとしても期待さ
れており、近年、主要国では政府主導
でこの取組を推進し、またベンチャー
に対する投資の拡大などが進んでい
る。これまで日本ではＩＴＥＲ計画等
に参加をしていたが、ここで培われた
技術を活かしつつ、産業化に向けた取
組を加速していくことが必要。 

・これらを踏まえ、フュージョンエネル
ギーの産業化、研究開発の加速、推進
体制の構築など新たな方策を検討す
るため、統合イノベーション戦略推進
会議の下に核融合戦略有識者会議を
設置。2023 年４月 14 日に統合イノベ
ーション戦略推進会議にて、フュージ
ョンエネルギー・イノベーション戦略
を決定。 

・フュージョンエネルギー・イノベーシ
ョン戦略に基づき、以下の取組を推
進。（フュージョンインダストリーの
育成戦略）。 

・フュージョンエネルギーの社会的位
置付けを明確にする。【科技、関係府
省】 

・産業の予見性を高めるため、発電実証
時期を早期に明確化する。【文】 

・技術成熟度も記載したフュージョン
エネルギーに関する技術マップ及び
産業マップを作成し、経済安全保障の
視点も踏まえて取り組む。【科技】 

・フュージョンインダストリーの育成
を目的とした場の設立。【科技、関係
府省】 

・スタートアップを含めた民間企業が
保有する技術シーズと産業ニーズの
ギャップを埋める支援を行う。【科技、
文】 

・安全規制に係る同志国間での議論に
参画する。【外、文】 

・安全確保の基本的な考え方を策定す
る。【科技、関係府省】 

（フュージョンテクノロジーの開発戦
略） 

・ゲームチェンジャーとなりうる小型
化・高度化等をはじめとする独創的な
新興技術の支援策を強化する。【科技、
文】 

・ＩＴＥＲ計画/ＢＡ活動を通じてコア
技術を獲得する。【文】 

・将来の原型炉開発を見据えた研究開
発を加速する。【文】 

・フュージョンエネルギーに関する学
術研究を引き続き推進する。【文】 

・スタートアップを含めた民間企業等
による新技術を取り込むことを念頭
において原型炉開発のアクションプ
ランを推進する。【文】 

（フュージョンエネルギー・イノベーシ
ョン戦略の推進体制等） 

・内閣府が政府の司令塔となり、関係省
庁と一丸となって推進する。【科技、
関係府省】 

・原型炉開発に向けてＱＳＴを中心に、
アカデミアや民間企業を結集して技
術開発を実施する体制、民間企業を育
成する体制を構築する。【文】 
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・ＱＳＴにＩＴＥＲ計画/ＢＡ活動等で
培った技術の伝承・開発や産業化、人
材育成を見据えたフュージョンテク
ノロジー・イノベーション拠点を設立
する。【文】 

・将来のキャリアパスを明確化し、フュ
ージョンエネルギーに携わる人材を
産学官で計画的に育成する。【文】 

・国内大学等における人材育成を強化
するとともに、他分野や他国から優秀
な人材を獲得する取組を行う。【文】 

・国民の理解を得るためのアウトリー
チ活動を実施する。【文】 

 
（戦略的に取り組むべき応用分野） 
（６）健康・医療 

基本計画における具体的な取組 実施状況・現状分析 今後の取組方針 
第４次産業革命 172のただ中、世界的

に医療分野や生命科学分野で研究開発
が進み、こうした分野でのイノベーショ
ンが加速することで、疾患メカニズムの
解明や新たな診断・治療方法の開発、Ａ
Ｉやビッグデータ等の利活用による創
薬等の研究開発、個人の状態に合わせた
個別化医療・精密医療等が進展していく
ことが見込まれている。 

このような状況変化等を背景に、第６
期基本計画期間中は、2020 年度から
2024 年度を対象期間とする第２期の
「健康・医療戦略」及び「医療分野研究
開発推進計画」等に基づき、医療分野の
研究開発の推進として、ＡＭＥＤによる
支援を中核として、他の資金配分機関、
インハウス研究機関、民間企業とも連携
しつつ、医療分野の基礎から実用化まで
一貫した研究開発を一体的に推進する。
特に喫緊の課題として、国産の新型コロ
ナウイルス感染症のワクチン・治療薬等
を早期に実用化できるよう、研究開発へ
の支援を集中的に行う。また、医療分野
の研究開発の環境整備として、橋渡し研
究支援拠点や臨床研究中核病院におけ
る体制や仕組みの整備、生物統計家など
の専門人材及びレギュラトリーサイエ
ンスの専門家の育成・確保、研究開発に
おけるレギュラトリーサイエンスの普
及・充実等を推進する。さらに、新産業
創出及び国際展開として、公的保険外の
ヘルスケア産業の促進等のための健康
経営の推進、地域・職域連携の推進、個
人の健康づくりへの取組促進などを行
うとともに、ユニバーサル・ヘルス・カ
バレッジ（ＵＨＣ）の達成への貢献を視

・第２期医療分野研究開発推進計画に
基づき、モダリティ（技術・手法）等
を軸とした６つの統合プロジェクト
（医薬品、医療機器・ヘルスケア、再
生・細胞医療・遺伝子治療、ゲノム・
データ基盤、疾患基礎研究、シーズ開
発・研究基盤）を推進。 

・６プロジェクトのほか、基金や政府出
資を活用して中長期の研究開発を推
進。 

・2040 年までに、主要な疾患を予防・克
服し、100 歳まで健康不安なく人生を
楽しむためのサステナブルな医療・介
護システムを実現するための挑戦的
な研究開発を推進。 

・日米共同声明を踏まえた「がんムーン
ショット」を含む新規ＰＭを 2022 年
9 月に 4 人採択し、研究開発を開始。 

・「ワクチン開発・生産体制強化戦略」
（2021 年６月１日閣議決定）に基づ
き、関係省庁が一体となって今後のパ
ンデミックに備えたワクチンを研究・
開発するため、日本医療研究開発機構
（ＡＭＥＤ）に先進的研究開発戦略セ
ンター（ＳＣＡＲＤＡ）を 2022 年 3
月に設置。国内外の情報を収集・分析
するとともに、新たな創薬手法による
産学官の出口を見据えた研究開発支
援や、重点感染症に対するワクチン開
発に取り組むほか、世界トップレベル
の研究開発拠点の形成や次の感染症
有事を見据えたデュアルユースのワ
クチン製造拠点の整備を推進した。 

・ＡＭＥＤにおいて、新型コロナウイル
ス感染症を含む重点感染症の候補リ
スト等を対象とした迅速に応用可能

・第２期医療分野研究開発推進計画に
基づき、他の資金配分機関、インハウ
ス研究機関、民間企業とも連携しつ
つ、ＡＭＥＤによる支援を中核とし
て、医療分野の基礎から実用化まで一
貫した研究開発を一体的に推進する。
【健康医療、AMED 室、総、文、厚、
経】 

・基金や政府出資を活用して研究開発
を推進する。【健康医療、AMED 室、
総、文、厚、経】 

・研究開発開始後３年目の外部評価を
実施し、必要に応じてプロジェクトの
方向性を見直す予定。【科技、健康医
療、AMED 室、文、厚、経】 

・最大 10 年間の研究開発期間において、
５年目の外部評価に向けて研究開発
を着実に推進するとともに、社会課題
解決に向けて、ＥＬＳＩや国際連携、
社会実装に向けた取組の強化など、今
後の研究開発に向けた課題と方向性
について整理する。【科技、健康医療、
AMED 室、文、厚、経】 

・我が国は超高齢化の課題先進国であ
るが、日本発・世界初のアルツハイマ
ー病の治療薬やバイオマーカーを開
発している強みを活かし、認知症の各
ステージに対する治療法等の開発を
推進し、認知症の抜本的な発症・進行
抑制を目指す。このため、新たな脳科
学に関する国家プロジェクトを創設
し、産学官の協働により、臨床と基礎
の双方向性トランスレーショナル研
究や国際的なネットワークの体制を
強化することにより、治験にも即応す
るコホートやバイオバンク等を最大

                                                      
172 第 4 次産業革命とは、18 世紀末以降の水力や蒸気機関による工場の機械化である第 1 次産業革命、20 世紀初頭の分業に基づく電力を用い

た大量生産である第 2 次産業革命、1970 年代初頭からの電子工学や情報技術を用いた一層のオートメーション化である第３次産業革命に続
く、ＩｏＴ、ビッグデータやＡＩのようないくつかのコアとなる技術革新 
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野に、アジア健康構想及びアフリカ健康
構想の下、各国の自律的な産業振興と裾
野の広い健康・医療分野への貢献を目指
し、我が国の健康・医療関連産業の国際
展開を推進する。 

なプラットフォーム基盤技術を含め
た治療薬法・診断技術法・感染予防管
理等の研究開発や新たな感染症の発
生を国内外で早期に把握するための
サーベイランス、疫学調査の推進に資
する研究開発を支援した。 

・ＮＣ（国立高度専門医療研究センタ
ー）が世界最高水準の研究開発･医療
を目指して新たなイノベーションを
創出するため、6ＮＣの資源･情報を集
約し､それぞれの専門性を活かしつつ
有機的･機能的連携を行い、我が国全
体の臨床研究力の向上に資すること
を目的として、2020 年 4 月に 6ＮＣ
の横断的研究推進組織として、「国立
高度専門医療研究センター医療研究
連携推進本部（ＪＨ：Japan Health 
Research Promotion Bureau）」を設
置。 
2022 年度においては、目的の達成に
向けて、主に次の取組を実施した。 

 ア データ集積のための基盤強化 
 ・ＪＨ運用のための情報基盤（ＪＨ 

Super Highway：６NC 間の超高速
インターネット）の維持 

 ・６ＮＣ統合電子カルテデータベース
（6NC-EHRs）へのデータ登録 

イ 共同研究の推進 
 ・横断的研究推進事業 2023 年度新

規課題の設定・審査 
・若手研究グラント 2023 年度新規

課題の設定・審査 
 ウ 知財・法務 
 ・知財・法務教育コンテンツ作成 
 エ 広報 
 ・ホームページコンテンツの充実・情

報発信 
 ・ＪＨ広報用パンフレット作製・配布 

オ 人材育成 
 ・６ＮＣ共通教育用プラットフォーム

を構築し、疾患領域横断的な人材育
成のためのコンテンツ配信 

 ・研究支援人材の育成支援（生物統計
家、研究倫理相談・教育） 

・レギュラトリーサイエンス推進のた
め、医薬品等の品質、有効性、安全性
に関する研究支援を行う「医薬品等規
制調和・評価研究事業」において、人
材育成の推進を図ることを目的に研
究公募の際に目的に適う若手人材の
登用を行うとともに、公開シンポジウ
ムを開催するなど、新しい技術の適正
かつ早期実用化に向けたレギュラト
リーサイエンス研究について広く周
知・討論を行った。 

・生物統計家育成については、2016 年
度からＡＭＥＤの「臨床研究・治験推
進研究事業」において東京大学大学院
及び京都大学大学院を育成拠点とし
て採択。2018 年度から受講生を受け

限活用して、新たな診断・治療法等の
開発を活性化する。また、非アルツハ
イマー型も含めた認知症に対して、未
知の機序や病態メカニズム等にも着
目した創薬ターゲットの探索を推進
する。その基盤となるハブを整備し、
革新的計測・イメージング技術や、ゲ
ノム・分子・細胞・神経回路・行動と
いった多次元・多階層のデータを統合
する数理科学的な研究手法の構築を
推進する。【健康医療、文、厚、経】 

・現時点では有効な診断・治療法がな
い、難治性がん・希少がん、難病、脳
神経疾患、自己免疫疾患等について、
これまでの基礎的な研究の基盤があ
る中、精緻な臨床データを有する我が
国の強みを活かした勝ち筋を拡充し
つつ、ゲノム創薬をはじめとした次世
代創薬の推進により革新的医薬品を
国内外に迅速に届ける。このため、ゲ
ノムデータ基盤やバイオバンクにお
いて、試料、ゲノム、マルチオミック
スの情報や臨床情報等を戦略的に収
集、ＡＩ等の最新の解析手法を導入し
て利活用することにより、創薬プロセ
ス等を格段に加速させる。また新たな
モダリティに関する技術開発と疾患
に応じた最適化により、高機能バイ
オ・中分子等の次世代創薬を創出す
る。これらの推進にあたり、国際的ネ
ットワークも視野に入れたゲノムデ
ータ基盤やバイオバンク主導の産学
プラットフォームや、多業種・多分野
の産学リソースを糾合した新たな共
同研究の開発推進体制等を構築し、革
新的創薬など出口を見据えた研究開
発を推進するとともに、新規モダリテ
ィの評価・測定等バイオ創薬研究の共
用基盤、電子カルテデータ等の創薬へ
の活用に向けた取組を進める。【健康
医療、文、厚、経】 

・次の感染症有事に備え、自律したワク
チン開発体制を強化し研究開発を推
進しているところ、国による国内開発
ワクチンの有事に備えた買上、備蓄等
方策について検討を行う。また、新興・
再興感染症に対する治療薬等に関す
る研究開発を支援するとともに、感染
症に関する治験・臨床研究ネットワー
クの構築を検討する。また、アジア・
アフリカ等の感染症流行地における
研究拠点ネットワークを強化し、新
興・再興感染症の最新の発生状況や病
原体の感染力等に関する世界的なサ
ーベイランス体制を強化する。【健康
医療、文、厚】 

・ＳＣＡＲＤＡを通じて重点感染症に
対するワクチンの開発および新規モ
ダリティの育成、ワクチンへの応用研
究を継続的に支援。また、世界トップ
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入れ、質の高い臨床研究に寄与するた
めの人材育成に取り組んだ。現在の修
了者数、在籍者数は一期生：21 名
（2020 年３月修了）、二期生：18 名、
三期生：18 名、四期生：11 名であり
修了者の 7 割以上がアカデミアに就
職した。 

・臨床研究法においては、法附則第 2 条
第 2 項に基づき、法律の施行の状況、
臨床研究を取り巻く状況の変化等を
勘案し、施行後 5 年までに検討し、そ
の結果に基づき所要の措置を講じる
こととされており、臨床研究部会にお
いて、臨床研究法や運用の見直しを実
施。2022 年６月３日「臨床研究法施
行５年後の見直しに係る検討のとり
まとめ」を公表。 

・ＰＭＤＡにおいて、ＲＳ総合相談を
110 件、ＲＳ戦略相談を 366 件実施。
また、先駆け総合評価相談実施中（継
続）の製品数は、医薬品３製品、医療
機器２製品及び再生医療等製品３製
品。（2022 年度（12 月末時点）） 

・2019 年４月からカルタヘナ法関連相
談を新設し、これまでに 31 件の相談
を実施した。（2022 年 12 月末時点） 

・2019 年 10 月からは、新型コロナウイ
ルスワクチン戦略相談を新設し、これ
までに 377 件の相談を実施した。
（2022 年９月末時点） 

・2021 年４月からは、医療機器プログ
ラムに関して厚生労働省とＰＭＤＡ
がそれぞれ実施している医療機器該
当性、薬事開発、医療保険に関する相
談を一元的に受け付ける窓口を設置
し、159 件の相談を実施した。(2022
年度（12 月末時点)） 

・レギュラトリーサイエンス推進のた
め、医薬品等の品質、有効性、安全性
に関する研究支援を行うＡＭＥＤ研
究「医薬品等規制調和・評価研究事業」
において、国際的な規制調和を前提と
した研究課題を複数公募・採択してお
り、研究成果を国内規制のみならず、
国際的な議論のために活用。 

・健康・医療データ利活用基盤協議会に
てＰＭＤＡのデータ利活用プラット
フォームを用いたデータ連携、同意の
在り方を整理した。 

・健康医療データ利活用プラットフォ
ームの一部の機能について限定した
ユーザーによる試験的運用を開始。 

・公的保険外のヘルスケア産業の促進
等のため、健康経営の推進、地域・職
域連携の推進、個人の健康づくりへの
取組促進等を引き続き実施。また、適
正なヘルスケアサービス提供のため
の環境整備として、ヘルスケアサービ
スの品質評価の取組、医療ＤＸの推
進、公的保険サービスと公的保険外サ

レベルの研究開発拠点の形成に向け
た取組を進めるほか、先端的アプロー
チによる平時からのワクチン・感染症
等の研究を推進する。【健康医療、文、
厚、経】 

・感染症有事の抜本的強化として、ＡＭ
ＥＤにおいて、今後の感染症危機に備
え重点感染症の候補リスト等を対象
とした治療薬等の必須対抗手段の基
盤に関する研究及び臨床研究体制構
築に関する研究を引き続き支援。【厚】 

・医療系スタートアップは、革新的なイ
ノベーションの担い手として期待さ
れる一方、長い開発期間や規制対応が
必要となる等、飛躍のためには、他分
野にはないハードルを越えた医療系
独自の手厚い支援が必要。このため、
医療分野の実用化支援に実績のある
大学等の拠点で、アーリーフェーズ向
けに、新たにアントレプレナー育成、
シードマネー供給等をはじめとする
伴走支援をパッケージで行う。さら
に、大阪・関西万博の機会を活用した
ビジネスコンテスト・加速プログラム
や公的な支援窓口による伴走支援の
強化を実施する。また、スタートアッ
プの参入や市場拡大が期待されるプ
ログラム医療機器の実用化を加速す
るため、その源泉となる独創的な医療
機器のシーズの創出を図りつつ、 二
段階薬事承認による保険償還を適用
する方向で検討を行い、2023 年度に
結論を得る。さらに、ＰＭＤＡでのプ
ログラム医療機器に関する相談業務
と審査業務のニーズが増加している
状況を踏まえ、ＰＭＤＡの相談・審査
体制を強化する。【健康医療、文、厚、
経】 

・再生・細胞医療・遺伝子治療分野にお
いては、新たな根本治療法を創出する
とともに実用化を推進するため、異分
野融合による独創的な治療技術研究
や、製造基盤技術開発等の更なる革新
的な研究開発を行う。また、産業化に
向けた課題を克服するため、ＰＭＤＡ
による出張相談を開始するとともに、
治験・上市済の製品・技術に関する有
効性証明や対象拡大、生産工程改善を
支援する。さらに、大阪・関西万博で
の国内外への情報発信を実施する。
【健康医療、文、厚、経】 

・「国立高度専門医療研究センター 医
療研究連携推進本部」の状況や効果、
課題の検証を行いながら、ＮＣ組織の
在り方について検討を進める。【厚】 

・引き続き、レギュラトリーサイエンス
の専門家の育成・確保等を推進する、
研究者に対してレギュラトリーサイ
エンスに必要な取組を推進。【厚】 

・生物統計家については引き続き、東京
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ービスの連携等に今後とも取り組む。 
・官民ファンド等による資金支援や、ワ

ンストップ窓口による情報発信、コン
サル支援や支援機関とのネットワー
ク支援、ビジネスコンテストの開催等
の取組を推進し、健康・医療分野の新
産業創出に向けたイノベーション・エ
コシステムを強化。 

・アジア健康構想及びアフリカ健康構
想の下、我が国の事業者が提供するヘ
ルスケア分野の優れたサービスや製
品をアジアやアフリカ向けにＰＲす
るためのオンラインセミナー等を開
催するとともに、現地での活用を目指
した実証事業への支援等を実施。 

・「全ゲノム解析等実行計画 2022」を令
和４年９月に策定。これを踏まえ、が
ん・難病に関する全ゲノム解析等を実
施中であり、また、産官学が幅広く利
活用可能な体制整備を進めている。 

大学及び京都大学において修士課程
の学生に対する専門教育（座学・実習・
研究）や卒後教育を実施し、質の高い
臨床研究に寄与するための人材育成
に努める。【厚】 

・臨床研究法について、取りまとめに沿
って、制度改正等を推進。【厚】 

・引き続き、レギュラトリーサイエンス
戦略相談制度等を適切に運用する。
【厚】 

・引き続き、国際的な規制調和を前提と
した医薬品等の品質、有効性及び安全
性に関する研究の支援、審査ガイドラ
インの整備、審査員に対する専門的知
識の向上等を通じて、研究開発におけ
るレギュラトリーサイエンスを普及・
充実。【厚】 

・ＡＭＥＤが支援した研究開発によっ
て得られたデータを産学官の研究開
発で活用するため、複数のデータベー
ス等を連携し、ゲノム情報等から抽出
されるメタデータを用いた横断検索
機能を有するとともに、産業界も含め
た研究開発にデータを扱う場(データ
を持ち込み扱えるセキュリティが担
保された Visiting 利用環境)を広く提
供するＡＭＥＤのデータ利活用プラ
ットフォームを、2023 年度に整備。
【健康医療、文、厚、経】 

・公的保険外のヘルスケア産業の促進
等のため、健康経営の推進、地域・職
域連携の推進、個人の健康づくりへの
取組促進等を引き続き実施。また、適
正なヘルスケアサービス提供のため
の環境整備として、ヘルスケアサービ
スの品質評価の取組、医療ＤＸの推
進、公的保険サービスと公的保険外サ
ービスの連携等に今後とも取り組む。
【経、厚】 

・官民ファンド等による資金支援や、ワ
ンストップ窓口による情報発信、コン
サル支援や支援機関とのネットワー
ク支援、ビジネスコンテストの開催等
の取組を引き続き推進し、健康・医療
分野の新産業創出に向けたイノベー
ション・エコシステムを強化する。
【REVIC 室、文、厚、経】 

・ＵＨＣの達成への貢献を視野に、アジ
ア健康構想及びアフリカ健康構想の
下、各国の自律的な産業振興と裾野の
広い健康・医療分野への貢献を目指
し、我が国の健康・医療関連産業の国
際展開を推進。対象分野については、
医療・介護のみならず、裾野の広いヘ
ルスケアサービスを含む全体をパッ
ケージとして展開。【健康医療、総、
法、外、財、文、厚、農、経、国】 

・「全ゲノム解析等実行計画 2022」 （令
和４年９月策定）を着実に推進し、国
民へ質の高い医療を届けるため、がん
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や難病患者を対象とした全ゲノム解
析及びマルチオミックス解析等を実
施することで得られる全ゲノムデー
タ、マルチオミックスデータ、臨床情
報等を搭載した質の高い情報基盤を
構築し、民間企業やアカデミア等へそ
の利活用を促すことにより、診断・創
薬や新規治療法等の開発を目指す。ま
た、解析結果等の速やかな日常診療へ
の導入や、新たな個別化医療の実現に
ついても更に推進する。さらに、こう
した取組の運用を担う事業実施組織
の設置に向けた検討を進める。【厚】 

・マイナンバーカードを活用した救急
業務の迅速化・円滑化について、2022
年度の実証実験結果を踏まえ、2024
年度末までを目途に全国展開を目指
す。【総】 

 
（７）宇宙 

基本計画における具体的な取組 実施状況・現状分析 今後の取組方針 
今日、測位・通信・観測等の宇宙シス

テムは、我が国の安全保障や経済・社会
活動を支えるとともに、Society 5.0の実
現に向けた基盤としても、重要性が高ま
っている。こうした中、宇宙活動は官民
共創の時代を迎え、広範な分野で宇宙利
用による産業の活性化が図られてきて
いる。また、宇宙探査の進展により、人
類の活動領域が地球軌道を越えて月面、
深宇宙へと拡大しつつある中、「はやぶ
さ２」による小惑星からのサンプル回収
の成功は、我が国の科学技術の水準の高
さを世界に示し、その力に対する国民の
期待を高めた。宇宙は科学技術のフロン
ティア及び経済成長の推進力として、更
にその重要性を増しており、我が国にお
けるイノベーションの創出の面でも大
きな推進力になり得る。 

こうした認識の下、第６期基本計画期
間中は、「宇宙基本計画」に基づき、産学
官の連携の下、準天頂衛星システムや情
報収集衛星等の開発・整備、災害対策・
国土強靱化や地球規模課題の解決に貢
献する衛星開発、アルテミス計画による
月面探査に向けた研究開発、宇宙科学・
探査の推進、基幹ロケットの開発・高度
化、将来宇宙輸送システムの検討、各省
連携による戦略的な衛星開発・実証の推
進、衛星データ利用の拡大・高度化、ス
ペースデブリ対策や宇宙交通管理を含
む将来の宇宙活動のルール形成、宇宙活
動を支える人材基盤の強化等を推進し
ていく。 

以下を含む施策を通じて、宇宙開発利用
を推進。 

(１) 宇宙安全保障の確保 
(a) 宇宙安全保障のための宇宙システム

利用の抜本的拡大 
・衛星コンステレーションの構築や情報

収集衛星の機能強化、民間衛星、同盟
国・同志国との連携強化等で隙のない
情報収集体制を構築 

・情報収集衛星機能の強化(10 機体制が
目指す能力早期達成) 

・安全保障用通信衛星網の多層化(耐傍
受性・耐妨害性のある防衛用通信衛星
の確保等） 

・衛星コンステに必要な共通技術の確立 
・衛星測位機能の強化 
・ミサイル防衛用宇宙システムに必要な

技術の確立（ＨＧＶの対処能力の向上
のための技術実証等） 

・海洋状況把握等 
(b) 宇宙空間の安全かつ安定的な利用の

確保 
・宇宙システム全体の機能保証強化 
・宇宙領域把握（ＳＤＡ）体制の構築 
・軌道上サービスを活用した衛星のライ

フサイクル管理 
(c) 安全保障と宇宙産業の発展の好循環

の実現 
・政府の研究開発・実装能力の向上 
(２) 国土強靱化・地球規模課題への対応

とイノベーションの実現 
(a) 次世代通信サービス 
・Beyond5G 等次世代通信技術開発・実

証 
・フルデジタル化通信衛星実装へ開発・

実証(2025 年度 ETS-9 打上げ) 
衛星量子暗号通信の早期実現へ開発・

以下を含む取組を実施する。 
(１) 宇宙安全保障の確保 
・衛星コンステレーションの構築や、民

間衛星、同盟国・同志国との連携強化
等で隙のない情報収集体制するとと
もに、必要な共通技術の実証を進め
る。【宇宙、関係府省】 

・情報収集衛星の 10 機体制が目指す能
力早期達成に向けた機能強化を進め
るとともに、耐傍受性・耐妨害性のあ
る防衛用通信衛星の確保等、安全保障
用通信衛星網の多層化を進める。【宇
宙、関係府省】 

・極超音速滑空弾（ＨＧＶ）等に対する
ミサイル防衛用宇宙システム能力向
上のための技術実証を行う。【宇宙、関
係府省】 

・宇宙状況把握システムの実運用に加
え、宇宙領域把握衛星を 2026 年度ま
でに打ち上げるなど、宇宙領域把握の
体制の構築を進める。【宇宙、関係府
省】 

・政府の研究開発・実装能力の向上に向
け、民間技術の活用及び府省横断的な
連携の下で、防衛省・自衛隊のニーズ
を踏まえ、政府関係機関の先端技術の
研究開発を防衛目的に活用する。【宇
宙、関係府省】 

(２) 国土強靱化・地球規模課題への対応
とイノベーションの実現 

・Beyond5G 時代を見据え、非地上系ネ
ットワーク（ＮＴＮ）、衛星光通信技術
の開発実証を進めるとともに、衛星量
子暗号通信の早期実現へ向けた開発・
実証を推進する。【宇宙、関係府省】 

・フルデジタル化通信衛星実装に向け
2025 年度に技術試験衛星 9 号機（ETS-
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実証 
(b) リモートセンシング 
・国土強靱化・地球規模課題への衛星開

発・運用とデータ利活用促進(2029 年
度ひまわり 10 号運用開始、2024 年度
GOSAT-GW 打上げ、ALOS-3 喪失に
対して再開発の要否を含め検討、降水
レーダ衛星開発等） 

・衛星関連先端技術の開発・実証支援
（2025 年ＳＡＲ衛星コンステ構築へ
実証等） 

(c) 準天頂衛星システム 
・7 機体制の着実な構築と 11 機体制に

向けた検討・開発着手（準天頂衛星シ
ステムの開発・整備・運用、利活用推
進） 

(d) 衛星開発・利用基盤の拡充 
衛星データ利用拡大とサービス調達
推進 

・衛星開発・実証プラットフォームにお
けるプロジェクトの戦略的推進 

・宇宙機器・ソリューション海外展開強
化 

・異業種・スタートアップ企業の参入促
進 

・衛星データ及び地理空間データプラッ
トフォームの充実・強化 

・宇宙天気予報の高度化・利用拡大（ひ
まわり 10 号への宇宙環境計測センサ
搭載） 

・宇宙太陽光発電の研究開発 
(３) 宇宙科学・探査における新たな知と

産業の創造 
(a) 宇宙科学・探査 
・大型の海外計画参画と独創的・先鋭的

技術によるユニークなミッションの
創出（2024 年度ＭＭＸ打上げ） 

・火星本星・小天体探査計画の検討と「月
面における科学」の具体化 

・獲得すべき重要技術の特定と強みであ
る技術の高度化、強みとなる最先端技
術の開発・蓄積、フロントローディン
グの推進 

(b) 月面における持続的な有人活動 
・アルテミス計画の下、国際パートナー・

民間事業者と連携した持続的な月面
活動推進(環境制御・生命維持技術、補
給機、有人与圧ローバー、測位通信技
術、月輸送技術等) 

・月面開発工程の具体化に向けた構想策
定と官民プラットフォームの構築 

・将来市場形成に向けた規範・ルールの
形成 

(c) 地球低軌道活動 
【ＩＳＳ延長期間】 
・ＩＳＳの利用促進、ニーズ拡大策の推

進 
アルテミス計画等に必要な技術の実証 
【ポストＩＳＳを見据えた取組】 
・ポストＩＳＳの在り方の検討と、その

9）を打上げるなど開発・実証を進め
る。【宇宙、関係府省】 

・2024 年度打上げを目指す温室効果ガ
ス・水循環観測技術衛星（GOSAT-
GW）、2029 年度運用開始を目指すひ
まわり 10 号等により、防災・減災、国
土強靱化、地球規模課題への衛星開
発・運用とデータの利活用を促進す
る。【宇宙、関係府省】 

・準天頂衛星システム 7 機体制の着実な
構築と 11 機体制に向けた検討・開発
に着手する。【宇宙、関係府省】 

・「衛星リモートセンシング利用タスク
フォース」による衛星データ利用の拡
大、革新的衛星ミッション共創プログ
ラムといった衛星開発・実証プラット
フォームにおけるプロジェクトの戦
略的推進、宇宙機器・ソリューション
の海外展開強化、異業種や中小・スタ
ートアップをを含めた民間事業者と
のパートナーシップ構築等を通じて、
衛星開発・利用基盤の拡充を図る。【宇
宙、関係府省】 

・我が国上空の宇宙環境を観測するセン
サの開発やひまわり 10 号への搭載等
を通じた観測・分析能力の充実・強化
を図るとともに、警報の対象やユーザ
ーへの影響を分かりやすく示した新
たな警報基準を策定する等、宇宙天気
予報の高度化・利用拡大を一層進めて
いく。【宇宙、関係府省】 

(３) 宇宙科学・探査における新たな知の
創造 

・大型の海外計画参画と独創的・先鋭的
技術によるユニークなミッションを
創出（2024 年度火星衛星探査計画（Ｍ
ＭＸ）探査機打上げ等）するとともに、
火星本星・小天体探査計画の検討と
「月面における科学」の具体化を図
る。また、獲得すべき重要技術の特定
と強みである技術の高度化、強みとな
る最先端技術の開発・蓄積、フロント
ローディングを推進する。【宇宙、関係
府省】 

・アルテミス計画の下、国際パートナー・
民間事業者と連携した持続的な月面
活動を推進する（環境制御・生命維持
技術、補給機、有人与圧ローバー、測
位通信技術、資源探査、月輸送技術
等）。【宇宙、関係府省】 

・月面開発工程の具体化に向けた官民プ
ラットフォームを構築するとともに、
将来市場形成に向けた規範・ルールの
形成を推進する。【宇宙、関係府省】 

・ＩＳＳ延長期間においては、関係各国
との協議や、民間の創意工夫を最大限
活用してＩＳＳ利用を促進する方策
の検討や、利用ニーズの掘り起こしを
行うなどして、日本実験棟「きぼう」
の運用と利用拡大、成果の創出・最大
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在り方に応じた必要な技術の研究開
発 

・国際的・国内的な法的枠組みの検討 
(４) 宇宙活動を支える総合的基盤の強

化 
(a) 宇宙輸送 
・基幹ロケットの継続的な運用と強化 
・民間ロケットの開発・事業支援 
・新たな宇宙輸送システムの構築 
・宇宙輸送に関わる制度環境の整備 
(b) 宇宙交通管理及びスペースデブリ対

策 
・商業デブリ除去技術の実証 
・軌道上サービス技術の開発・支援 
・国際的な規範・ルール形成への参画 
(c) 技術・産業・人材基盤の強化 
・宇宙技術戦略の策定・ローリング 
・先端・基盤技術開発の強化（ＪＡＸＡ

能力強化、資金供給機能強化） 
・商業化に向けた支援の強化（定期的宇

宙実証、放射線試験機会提供、開発プ
ロセスのＤＸ支援等） 

・異業種やスタートアップ企業の宇宙産
業への参入促進及び事業化支援（ＪＡ
ＸＡ出資・資金供給機能、ＳＢＩＲ制
度等） 

・契約制度の見直し 
・ＪＡＸＡの人的資源の拡充・強化 
・人材基盤の強化 
・国際宇宙協力の強化 
・国際的な規範・ルール作りの推進 
・国民理解の増進 

化に取り組む。また、ポストＩＳＳの
地球低軌道活動を見据えた取組（必要
な技術の研究開発、国際的・国内的な
法的枠組み等についての検討等）を行
う。【宇宙、関係府省】 

(４) 宇宙活動を支える総合的基盤の強   
化 

・Ｈ３ロケット試験機１号機の打上げ失
敗の原因究明とその対策に透明性を
持って取り組む。【宇宙、関係府省】 

・基幹ロケットの継続的な運用と強化を
行うとともに、ＳＢＩＲ制度や技術提
供・設備供与、政府による活用等を通
じて、民間ロケットの開発・事業支援
を行う。また、新たな宇宙輸送システ
ムの構築（次期基幹ロケットや有人輸
送等に関する研究開発）を行う。さら
に、宇宙輸送に関わる制度環境の整備
（次世代技術の実証に必要となる実
験場の整備等）を行う。 

・宇宙空間の安定的かつ持続的な利用を
確保するため、宇宙交通管理及びスペ
ースデブリ対策に関する国際的な規
範・ルール作りに参画する。【宇宙、関
係府省】 

・ＪＡＸＡは民間事業者とも協力し、商
業デブリ除去技術実証のＣＲＤ２に
おいて 2023 年度に実施する軌道上で
の関連技術実証や、2026 年度以降のデ
ブリ除去技術実証に向けた開発を着
実に進める。また、運用を終了した衛
星等の軌道離脱、軌道上サービス技術
等の開発・支援、政府衛星へのデブリ
低減に資する技術を導入する。【宇宙、
関係府省】 

・宇宙技術戦略の策定・ローリング、先
端・基盤技術開発や商業化支援、異業
種や中小・スタートアップ企業の支
援、契約制度の見直し、人材基盤維持
発展のプログラムの充実等を通じ、技
術・産業・人材基盤の強化を実施する。
【宇宙、関係府省】 

・経済安全保障重要技術育成プログラム
において、低軌道衛星間光通信の基盤
等、宇宙領域における先端技術の研究
開発を、経済安全保障推進法に基づく
指定基金協議会を通じた官民の伴走
支援の実施を含め着実に推進する。
【内閣官房、経済安保、科技、文、経】 
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（８）海洋 
基本計画における具体的な取組 実施状況・現状分析 今後の取組方針 

四方を海に囲まれ、世界有数の広大な
管轄海域 173を有する我が国には、領土・
領海の保全と国民の安全を確保すべく
海を守り、経済社会の存立・成長の基盤
として海を生かし、貴重な人類の存立基
盤として海を子孫に継承していくこと
が求められている。また、海洋の生物資
源や生態系の保全、エネルギー・鉱物資
源確保、地球温暖化や海洋プラスチック
ごみなどの地球規模課題への対応、地
震・津波・火山等の脅威への対策、北極
域の持続的な利活用、海洋産業の競争力
強化等において、海洋に関する科学的知
見の収集・活用は不可欠である。2021 年
からの「国連持続可能な開発のための海
洋科学の 10 年」では、我が国の強みで
ある科学技術の力をもって世界に貢献
していくことが求められている。 

このため、第６期基本計画期間中は、
「海洋基本計画」に基づき、海洋に関す
る施策を総合的かつ計画的に推進する。
特に海洋観測は海洋科学技術の最重要
基盤であり、ＭＤＡの能力強化や、カー
ボンニュートラル実現に向けた広大な
海洋環境の把握能力を高めるため、氷海
域、深海部、海底下を含む海洋の調査・
観測技術の向上を目指し、研究船の他、
ＲＯＶ174やＡＵＶ、海底光ファイバケー
ブル、無人観測艇等の観測技術の開発を
進めていく。さらに、データや情報の処
理・共用・利活用の高度化を進めるため、
データ・計算共用基盤の構築・強化によ
る観測データの徹底的な活用を図ると
と も に 、 海 洋 観 測 の Internet of 
Laboratory175の実現により、海洋分野に
おけるデータ駆動型研究を推進するこ
とを通じて、人類全体の財産である海洋
の価値創出を目指す。 

これらを進めるために、産学官連携を
強力に推進し、海洋分野のイノベーショ
ンの創出を目指す。      

・「海洋基本計画」に基づき、海洋に関す
る施策を総合的かつ計画的に推進。 

・経済安全保障重要技術育成プログラ
ムにおいて、自律型無人探査機（ＡＵ
Ｖ）、船舶向け通信衛星システム（衛
星ＶＤＥＳ）、先端センシング技術、
高精度航法技術等、海洋領域における
先端技術の研究開発について公募等
の作業を進めている。 

・海洋に関わる社会課題の解決に向け
て、海洋分野の市民参加型研究による
総合知創出を図る事業を 2023 年度か
ら開始することを目指し、有識者会議
等で議論を重ねつつ、事業の制度設計
等を行った。 

・地球規模課題への対応としては、例え
ば海洋プラスチックごみ対策につい
ては、世界各地で行われている海洋表
層水中のマイクロプラスチックのモ
ニタリングのデータを収集・一元化す
るためのデータベースシステムの設
計・開発を開始。また、海洋プラスチ
ックごみによる生物・生態系影響や海
洋プラスチックごみの発生源・発生
量・流出経路等の実態把握に向けた調
査・検討、及び研究支援を実施。さら
に、海洋流出が懸念されるマイクロビ
ーズ等の、再生可能資源等を由来とす
る海洋生分解性素材等への転換・社会
実装化の支援を実施。 

・海域地震・火山の対策に向けて、観測
データの取得や発生メカニズムの研
究等を実施。南海トラフにおいて、「プ
レート間の固着状況」を把握するた
め、GNSS-A 方式による海底地殻変動
観測を実施するとともに、「ゆっくり
滑り（スロースリップ）」をはじめと
する海底地殻変動をリアルタイムに
観測するため、観測装置の開発を進
め、設置に向け地球深部探査船「ちき
ゅう」による海底深部の掘削オペレー
ションの立案に着手した。 

・海洋観測・監視、海洋資源探査、洋上
風力発電の設置・保守管理、海洋イン
フラ管理、海洋生態系のモニタリング
等への活用が期待されるＡＵＶの社
会実装を推進するため、産学官の枠組
みを構築し、将来ビジョン、ロードマ
ップ、人材育成を含む戦略の策定に向
けた検討を開始した。 

・経済安全保障重要技術育成プログラ
ムにおいて、自律型無人探査機（ＡＵ
Ｖ）、船舶向け通信衛星システム（衛
星ＶＤＥＳ）、先端センシング技術、
高精度航法技術等、海洋領域における
先端技術の研究開発を、経済安全保障
推進法に基づく指定基金協議会を通
じた官民の伴走支援の実施を含め着
実に推進する。【内閣官房、経済安保、
科技、文、経】 

・「市民参加による海洋総合知創出手法
構築プロジェクト」を 2023 年度中に
開始し、海洋分野の市民参加型研究を
実施するとともに、海洋に関わる課題
解決に貢献する総合知を創出する。さ
らに、その実施過程に関する知見等を
纏めることにより、汎用性の高い総合
知創出手法の構築を目指す。【文】 

・世界各地で行われている海洋表層水
中のマイクロプラスチックのモニタ
リングのデータを収集・一元化するた
めのデータベースシステムの設計・開
発、運用開始。また、海洋プラスチッ
クごみの有害性・リスク評価手法等の
検討を実施。引き続き、海洋プラスチ
ックごみによる生物・生態系影響や海
洋プラスチックごみの発生源・発生
量・流出経路等の実態把握に向けた調
査・検討、及び研究支援を行い、科学
的知見の集積を推進。「脱炭素型循環
経済システム構築促進事業」により、
海洋流出が懸念されるマイクロビー
ズ等の、再生可能資源等を由来とする
海洋生分解性素材等への転換・社会実
装化を支援。「プラスチック有効利用
高度化事業」により、海洋生分解性プ
ラスチック開発・導入普及に向けて、
将来的に求められる用途や需要に応
えるための新たな技術・素材の開発及
び海洋生分解性プラスチックの国際
標準化提案に向けた研究開発を推進。
【文、経、環】 

・南海トラフにおいて、「プレート間の
固着状況」を把握するため、GNSS-A
方式による海底地殻変動観測を実施
する。さらに、「ゆっくり滑り（スロー
スリップ）」をはじめとする海底地殻
変動をリアルタイムに観測するため、
海底深部を掘削して観測装置を設置
し、観測データの収集・活用を進める

                                                      
173 我が国の領海（内水を含む。）及び排他的経済水域の面積は世界第６位、各国の海外領土の持つ海域も当該国のものとすると世界第８位と

される。 
174 ＲＯＶ：Remotely Operated Vehicle。遠隔操作型無人探査機。 
175 種々の機器やデータ等が大容量のデータ通信を可能とするネットワークインフラでリアルタイムにつながり、場所を問わずシームレスに研

究活動を行える仕組みのこと。 
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・ＭＤＡの能力を強化し、我が国の広大
な排他的経済水域を最大限利用する
ために不可欠な海洋観測技術の高度
化・効率化に向けて、有人観測に加え、
無人観測技術の高度化について、7, 
000ｍ以深対応ＡＵＶの詳細設計を行
い、機器調達・製作に着手した。また、
ＲＯＶについては、ケーブルを用いず
大深度化を実現する方策を検討した。 

・ＳＩＰ第２期の「革新的深海資源調査
技術」 においては、海洋資源調査技
術の開発・実証の取組としてレアアー
ス泥回収技術の開発を進めた。また、
深海域での異機種ＡＵＶ4 機による隊
列制御の技術実証とシミュレーショ
ンによるＡＵＶ10 機運用技術の確立
に成功し、ＡＵＶ等の一層の高機能化
を推進した。 

・海洋状況表示システム（海しる）の更
なる活用を見据え、掲載情報の充実、
機能の拡充を行った。また、政府機関・
地方公共団体・民間・外国等が保有す
るシステムとの連携を進めるため、ニ
ーズ調査や備えるべき機能等に関す
る有識者による検討、官民フォーラム
の開催を実施した。さらに、データの
流通と利活用を促進するため、ＡＰＩ
連携の拡充に向けたシステム改修を
行った。 

・ＤＩＡＳやスーパーコンピュータ等
による海洋ビッグデータの解析・利活
用を推進するため、気候・気象予測や
海洋生態系等に関するモデルの高精
度化に改良に取り組んだ。 

・北極域研究船を確実に建造するため、
詳細設計及び搭載する主要機器の選
定・発注を進めた。また、北極域研究
船の国際研究プラットフォームとし
ての利活用に向けた取組として、国際
会合・イベントにおいて北極域研究船
の取組を紹介するとともに、関係国と
の会合を開催。さらに、国内外の若手
研究者を対象に観測研究提案公募を
実施・選定した。 

・洋上風力発電の導入促進に向け、海洋
再生可能エネルギー発電設備の整備
に係る海域の利用の促進に関する法
律（平成 30 年法律第 89 号。以下「再
エネ海域利用法」という。）に基づき、
2021 年９月には新たに３海域を促進
区域に指定し、2022 年 12 月末には、
それらの３海域と、既に促進区域に指
定済であった秋田県八峰町・能代市沖
と合わせた４海域についての公募を
開始した。 

・浮体式洋上風力発電施設のコスト低
減に向けて、浮体式洋上風力発電施設
の浮体構造や係留索の遠隔検査及び
モニタリング手法等の検討を実施。 

・海洋エネルギーの一つである潮流発

とともに、掘削作業に必須である地球
深部探査船「ちきゅう」の保守整備・
老朽化対策を行う。加えて、想定震源
域のうち、まだ観測網を設置していな
い高知県沖～日向灘の観測の実施に
向け、必要な技術の開発・整備等の研
究開発を進める。【文、国】 

・ＡＵＶの社会実装に向けた戦略を策
定し、共通技術の開発に向けた関係機
関と産学官の連携及び科学技術の多
義性を踏まえた公的利用の推進を含
めて戦略を着実に実施する。【科技、
海洋、文、経、国、環、防】 

・広大な海域における無人観測技術の
高度化に向け、ＡＵＶ開発において
は、これまでの設計・要素技術開発の
成果を活用し、航行/観測に必要な機
器の整備、音響通信装置の開発及び機
体制御に関するソフトウェアを開発
し、機体を組み上げ、我が国の海洋状
況の把握に資する 7,000ｍ以深対応Ａ
ＵＶの開発を推進する。ＲＯＶ開発に
おいては、より効率的・効果的に船上
から超深海の映像の観察及び試料採
取を可能とすることで調査・観測能力
を確保することを目指す。さらに、海
及び空の無人機の連携や、海底光ファ
イバケーブル等も活用することによ
り、次世代の観測体制システムを構
築。【文】 

・ＳＩＰ第 3 期の「海洋安全保障プラッ
トフォームの構築」において、レアア
ース生産技術の開発、及びＡＵＶ協調
群制御技術や広域モニタリングシス
テムの研究開発等を含む海洋ロボテ
ィクス調査技術の開発を進める。あわ
せて、海洋環境影響評価技術の開発や
海洋玄武岩ＣＣＳ基礎調査研究を実
施する。【科技】 

・今後も海洋基本計画を踏まえて各利
活用分野のユーザーニーズを踏まえ
た情報の集約・共有を進めていく。特
に、ＥＥＺ洋上風力発電の適地選定に
向けたデータの整備、海洋状況表示シ
ステム（海しる）における海洋空間利
用の促進に向けた商業利用可能なＡ
ＰＩ等の機能提供を 2023 年度から開
始する。【海洋、文、国】 

・我が国が有する海洋ビッグデータを
活用し、「海洋のデジタルツイン」を
構築するため、ＤＩＡＳ等と連携し
て、地球環境や海洋生態系等の海洋デ
ータの活用やモデルの改良に取り組
み、地球環境の将来予測等の社会ニー
ズに即した付加価値情報を創出する。
【文】 

・北極域研究船について、2024 年度の
進水、2026 年度の就航に向けて、引
き続き着実に建造を進める。また、北
極域研究船の国際研究プラットフォ
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電技術の実用化・普及に向けた発電コ
ストの低コスト化や技術課題検討の
一環として、商用規模実証機の設備設
計を実施した。また潮流発電技術の実
証が進む欧州等にヒアリングを行い、
ビジネスモデル検討のための情報収
集等を行った。 

・グリーンイノベーション基金「次世代
船舶の開発」プロジェクトにおいて、
水素燃料船、アンモニア燃料船等に係
るエンジンの基本設計等を行い、ステ
ージゲート審査を通過するなど予定
通り開発を進めた。 

・「海事産業集約連携促進技術開発支援
事業」においては、船舶の低・脱炭素
化、デジタルトランスフォーメーショ
ン、内航海運の労働環境改善等の海事
産業の喫緊の課題への対応に向けて、
「ゼロエミッション船」、「自動運航
船」及び「内航近代化」のテーマで技
術開発を進めているところ。「ゼロエ
ミッション船」としては、水素燃料推
進プラントの技術開発を実施してお
り、2022 年度は、水素燃料の燃焼試
験、燃料供給装置の試作等を実施し
た。また、「自動運航船」としては、自
動運航システムの要素技術開発等を
実施しており、2022 年度は、システ
ムによる認知・判断・対応機能の改良
等を実施した。あわせて、「内航近代
化」としては、データ活用型次世代荷
役システムの開発及び遠隔機関監視
技術の開発を実施しており、2022 年
度は、前者については、システムの仕
様決定及びデータベース構築等を実
施するとともに、後者については、前
年度の設計に基づくシステムの開発
等を実施した。 

・洋上風力発電分野を含む海洋開発分
野の技術開発支援を進めるとともに、
ＡＵＶの技術開発支援を行い、海事産
業における海洋開発分野への市場進
出を推進。 

・「2050 年国際海運カーボンニュートラ
ル」を実現すべく、2021 年 11 月と
2022 年 6 月に米国、英国等と共同で、
この目標をＩＭＯが掲げる世界共通
の目標とすることを提案。2022 年 12
月には、新造船におけるゼロエミッシ
ョン船の加速度的な普及などを最大
限に進めることにより達成できる
2040 年の中間目標として、「2008 年
比 50％削減」をＩＭＯに提案。また
2022 年 6 月に、具体的なＧＨＧ削減
対策（経済的手法）として、化石燃料
船に対して課金し、ゼロエミッション
船に対して還付を行う feebate 制度を
ＩＭＯに提案。 

・補助事業により省エネ船の普及や、Ｌ
ＮＧ燃料システム等の導入実証等に

ームとしての利活用に向けて、多国
間・二国間における連携強化に向けた
国際会合の開催など各種取組を推進
し、北極域研究船就航後早期の国際連
携観測の実現に向けた議論を加速す
るともに、引き続き国内外の若手研究
者等のキャリア形成・人材育成に取り
組んでいく。【文】 

・引き続き、再エネ海域利用法に基づき
区域指定や公募審査等を行い、国内の
着実な案件形成を推進。【経、国】 

・引き続き、浮体式洋上風力発電施設の
浮体構造や係留索の遠隔検査及びモ
ニタリング手法等を検討。【国】 

・引き続き、潮流発電の実用化・普及に
向けて、技術課題の対策検討や実証試
験の実施とともに、ビジネスモデル検
討を推進。（再掲）【環】 

・引き続き、グリーンイノベーション基
金を活用し、水素焚き中速４ストロー
クエンジンの設計を完了させるなど、
水素燃料船、アンモニア燃料船等に係
る技術開発・実証を着実に実施し、ア
ンモニア燃料船を 2026 年より実証運
航開始、2028 年までのできるだけ早
期に商業運航実現、水素燃料船を
2027 年より実証運航開始、2030 年以
降に商業運航実現を目指す。【国】 

・引き続き、船舶の低・脱炭素化、デジ
タルトランスフォーメーション、内航
海運の労働環境改善等の海事産業の
喫緊の課題への対応に向けて、各テー
マにおける技術開発を推進する。【国】 

・浮体式洋上風力発電施設の浮体構造
や係留索の遠隔検査及びモニタリン
グ手法等を検討する。【国】 

・2023 年 7 月にＩＭＯＧＨＧ削減戦略
の改定が予定されているところ、戦略
改定にあたり野心的な温室効果ガス
削減目標が設定されるよう、引き続
き、ＩＭＯでの議論を主導する。また、
ＧＨＧ削減戦略の目標を達成する手
段 と し て 我 が 国 が 提 案 し て い る
feebate 制度を含めた中期的なＧＨＧ
削減対策について、その円滑な導入に
向け、引き続き、国際ルール作りを主
導する。さらに、ゼロエミッション船
の普及に向けた環境整備として、アン
モニアバンカリングガイドラインの
策定に向けた調査を行う。【国】 

・取りまとめた連携型省エネ船のコン
セプトを周知するとともに、引き続
き、補助事業による連携型省エネ船を
含めた省エネ船の導入を支援し、普及
を促す。また、船舶の省エネ性能の見
える化に向けた取組の推進、バイオ燃
料の更なる実証試験等を通じたガイ
ドラインの充実、ＬＮＧ燃料システム
導入支援等によるカーボンニュート
ラル推進を目指す。【国】 
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向けた支援、船舶の省エネ性能の見え
る化のための内航船省エネルギー格
付制度の取組等を実施。2022 年度か
らは、荷主等とも連携しつつ、省エネ・
省ＣＯ2 を更に高度化した連携型省エ
ネ船のコンセプトの取りまとめ及び
「船舶におけるバイオ燃料取り扱い
ガイドライン」の策定を実施。 

・港湾において、脱炭素化に配慮した港
湾機能の高度化や水素等の受入環境
の整備等を図るカーボンニュートラ
ルポート（ＣＮＰ）の形成を推進。2022
年 12 月に施行された「港湾法の一部
を改正する法律（令和４年法律第 87
号）」により、港湾管理者が、多岐に亘
る関係者が参加する港湾脱炭素化推
進協議会における検討を踏まえて、港
湾脱炭素化推進計画を作成するなど、
ＣＮＰの形成をより一層推進する体
制を構築。また、港湾管理者による同
計画の作成を支援するため、同計画の
作成の参考となるマニュアルを公表
するとともに、同計画の作成に対する
補助、助言等を実施。また、ＬＮＧバ
ンカリング拠点の整備、停泊中船舶に
陸上電力を供給する設備の導入の検
討、低炭素型荷役機械の導入、水素を
動力源とする荷役機械等の導入の検
討等を推進。加えて、港湾のターミナ
ルにおける脱炭素化の取組を促進す
るため、コンテナターミナルにおける
脱炭素化の取組状況を客観的に評価
するＣＮＰ認証（コンテナターミナ
ル）について、国際展開も視野に入れ
た制度案を取りまとめた。 

・2021 年９月に開催された日米豪印首
脳会談合において、「2030 年までに 2
～3 つの低・ゼロ排出のグリーン海運
回廊を設置することを目指す」ことが
合意。当該目標達成に向け、ＱＵＡＤ
海運タスクフォースが設置された。ま
た、2022 年５月に開催された日米豪
印首脳会談合で合意された「日米豪印
気候変動適応・緩和パッケージ（Q-
CHAMP）」において、2025 年から
2030 年までに「グリーン海運回廊」
の確立を促進するための共通の枠組
みを議論することとされた。 

・港湾分野における脱炭素化促進事業
（国土交通省連携事業）を開始した。 

・2022 年度は 21 件のＪブルークレジッ
トⓇが認証、発行された。また、2022
年末に「命を育むみなとのブルーイン
フラ拡大プロジェクト」を公表した。
さらに、2022 年度から我が国の沿岸
域におけるブルーカーボンによるＣ
Ｏ₂吸収量を把握・集計するシステム
開発を開始した。 

・三大湾などの船舶交通のふくそうす
る海域には、海上交通センターを整備

・2022 年 12 月施行の改正港湾法に基づ
く港湾脱炭素化推進計画について、計
画の作成に対する補助、助言等によっ
て港湾管理者による作成を支援する。
また、水素を動力源とする荷役機械等
に関する現地実証や、水素・燃料アン
モニア等の港湾における受入環境の
整備が可能となるよう、技術基準の見
直しに向けた検討を行うとともに、引
き続き、ＬＮＧバンカリング拠点の整
備、停泊中船舶に陸上電力を供給する
設備の整備等を推進する。加えて、港
湾のターミナルにおける脱炭素化の
取組を促進するため、コンテナターミ
ナルにおける脱炭素化の取組状況を
客観的に評価するＣＮＰ認証（コンテ
ナターミナル）について、試行を実施
する。【国】 

・コンテナターミナルの脱炭素化を推
進し、ＱＵＡＤ海運タスクフォースが
目指す、グリーン海運回廊の実現に向
けた取り組みを進める。【国】 

・低炭素型の荷役機械の導入の促進を
図る。【国】 

・ブルーカーボン生態系を活用するた
めのＪブルークレジットⓇ制度の活
用促進を図る。引き続き、ブルーイン
フラ拡大に向けた先導的な取組の推
進等を行う。また、沿岸域におけるブ
ルーカーボンによるＣＯ₂吸収量を把
握・集計するシステムの完成に向けて
2024 年度目途に検討を進める。【国】 

・海上交通の安全確保及び運航効率の
向上のため、船舶の動静情報等を収集
するとともに、これらのビッグデータ
を解析することにより将来の船舶動
静を予測するシステムの開発を行う。
【国】 

・新たな海上デジタルデータ通信（ＶＤ
ＥＳ）に関する国際基準の策定に主導
的に参画するとともに、船舶への情報
提供の実用化に向けて産学官で連携
し 2023 年度から検討を開始する。
【国】 
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し、平時有事を問わず、レーダーやＡ
ＩＳ等による船舶動静把握、無線通信
等による情報提供業務を行い、船舶交
通の安全確保を図っている。これら船
舶交通のふくそうする海域において、
ＡＩを活用し、船舶動静の把握などに
資するシステムを構築することによ
り、更なる船舶交通の安全確保を図
り、安定した人流及び物流を確保す
る。 

・グラフィカルな情報を含むデジタル
データの送受信を可能とし次世代Ａ
ＩＳ（船舶自動識別装置）とも称され
るＶＨＦデータ交換システム（ＶＤＥ
Ｓ）については、ＳＯＬＡＳ条約改正
によりＡＩＳと同等の航海計器とし
ての位置付けを与えるべく国際機関
での検討が進められている。国際機関
や舶用機器メーカー、船会社、大学等
の関係者とも連携しつつ、ＶＤＥＳの
具体的な活用やシステム構築に向け
た検討を進め、ＶＤＥＳに期待される
機能を早期に実用化し、船舶交通の安
全確保及び効率性向上に取り組む。 

 

（９）食料・農林水産業 
基本計画における具体的な取組 実施状況・現状分析 今後の取組方針 

今日、科学技術の力の活用により、我
が国の豊かな食と環境を守り発展させ
るとともに、拡大する海外需要の獲得に
よる輸出拡大等に向け、農林水産業の国
際競争力の強化を図ることが求められ
ている。特に、農業従事者の多様なニー
ズへの対応を図るため、担い手がデータ
をフル活用し、スマート農業技術を導入
した革新的農業を実践することで、生産
性を飛躍的に向上させ、所得向上に貢献
することが必要である。 

このため、第６期基本計画期間中は、
「食料・農業・農村基本計画 176」に基づ
き、農林水産省において「農林水産研究
イノベーション戦略」を毎年度策定し、
農林水産業以外の多様な分野との連携
により、スマート農林水産業政策、環境
政策、バイオ政策等を推進する。その中
で、我が国発のスマート農業技術・シス
テムを生かした生産拠点をアジア太平
洋地域等に展開することで、我が国の農
業のブランド力向上、食品ロス削減等に
貢献する。また、林業・水産業において
も、現場へのＩＣＴ、ＡＩ、ロボット技
術等の新技術実装を着実に進める。さら
に、「農林水産業・地域の活力創造プラ

・「みどりの食料システム戦略」の実現
に向け、2022 年度補正予算及び 2023
年度予算では、「みどりの食料システ
ム戦略推進総合対策」「みどりの食料
システム戦略実現技術開発・実証事
業」等の各種取組を後押しするための
予算を確保。 

・2022 年６月のみどりの食料システム
戦略本部において、「みどりの食料シ
ステム戦略」に掲げる 2050 年の目指
す姿の実現に向けて、中間目標とし
て、新たにＫＰＩ2030 年目標を決定。 

・農林漁業者や食品事業者、消費者等の
関係者で戦略の基本理念を共有し、関
係者が一体となって環境負荷低減に
向けた取組を推進するための「環境と
調和のとれた食料システムの確立の
ための環境負荷低減事業活動の促進
等に関する法律」（みどりの食料シス
テム法）が 2022 年４月に成立、同年
７月に施行。同年９月には、同法に基
づき、環境負荷低減事業活動の促進及
びその基盤の確立に関する基本的な
方針（基本方針）を公表し、制度の運
用を開始した。2023 年 4 月までに、
化学肥料・化学農薬の使用低減に寄与

・「みどりの食料システム戦略」に基づ
き、調達、生産、加工・流通、消費の
各段階の環境負荷低減の取組を、みど
りの食料システム法に基づく税制特
例や融資制度等により推進し、持続可
能な食料システムの構築を目指す。
【農、関係府省】 

・我が国を取り巻く社会・経済や政策の
情勢、研究開発の動向を踏まえ、「農
林 水 産 研 究 イ ノ ベ ー シ ョ ン 戦 略
2023」に基づき、取組を強化する。【農、
関係府省】 

・「みどりの食料システム戦略」の実現、
「食料安全保障強化政策大綱」に基づ
く各種施策の実行、「食料・農業・農村
基本法」改正の検討方向を踏まえた対
応を着実に進めるため、多様な分野と
の連携により研究開発力を一層強化
し、イノベーションを創出する。政府
全体で強力に取り組むことにより、農
林水産業がより高度で魅力的な産業
に変革することを目指す。【農、関係
府省】 
具体的には、(1) 生産力向上と持続性
の両立を目指した「みどりの食料シス
テム戦略」の実現に向けた研究開発の

                                                      
176 2020 年 3 月 31 日閣議決定 
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ン 177」に基づき、2021 年５月までに策
定する「みどりの食料システム戦略」に
おいて、2050 年に目指す姿を示した上
で、食料・農林水産業の生産力向上と持
続性の両立をイノベーションで実現す
る。     

する機械・資材の拡大を図る事業計画
（基盤確立事業実施計画）を 41 計画
認定している。また、国の基本方針を
受けて、2022 年度内に全都道府県で
環境負荷低減事業活動の促進に関す
る基本計画が作成されたところであ
り、生産者の認定も全国で開始。 

・「みどりの食料システム戦略」に科学
技術の観点から貢献するため、2022
年５月に「農林水産研究イノベーショ
ン戦略 2022」を策定し、スマート農
林水産業の早期実装、2050 年カーボ
ンニュートラル達成への貢献と資源
循環の追求、持続可能で健康な食の実
現の各種政策を推進。 

・具体的には以下の施策を推進。 
（１）スマート農林水産業の早期実装 
・官民連携して、農機の遠隔監視型自動

走行システムを開発し、ほ場間移動を
含む実証を通じた課題の抽出を進め、
実用化に向けた最終的な検証を実施。 

・出荷量に合わせた中間貯蔵等の調整
を可能とするため、露地野菜の生育情
報を用いて、収穫の数週間前に出荷量
を予測する収穫予測技術を開発。 

・生産から加工・流通・消費・輸出まで
の情報を共有・活用し、フードチェー
ン全体の最適化を可能とする「スマー
トフードチェーンプラットフォーム」
については、官民連携して、生産から
消費までのデータ連携実証を通じて
活用メリットを検証の上、2023 年度
中のサービス開始に向けてシステム
を構築。 

・「スマート農業」を実証し、社会実装を
加速させていく「スマート農業実証プ
ロジェクト」を 2019 年度から開始し、
これまで、全国 217 地区において実証
している。 

・スマート農業の加速化に向けた施策
の方向性を示した「スマート農業推進
総合パッケージ」を 2022 年６月に改
訂し、スマート農業技術の実証・分析、
農業支援サービス事業の育成・普及、
更なる技術の開発・改良、技術対応力・
人材創出の強化、実践環境の整備、ス
マート農業技術の海外展開などの施
策を推進。 

・スマート農業推進総合パッケージ関
係予算において、スマート農機のシェ
アリング等を支援する農業支援サー
ビス事業体の育成・普及等を推進。 

・新技術の開発から普及に至る取組を
効果的に進め、林業現場への導入を加
速化することを目的とした「林業イノ
ベーション現場実装推進プログラム」
に基づき取組を進めている。 

加速、(2)労働力人口減少に対応する
スマート農林水産業の加速化、(3)「持
続可能で豊かな食」の実現、(4)国内
外で急速に拡大するバイオ産業市場
獲得に貢献する研究開発を重点的に
加速、（５）研究開発環境の整備、（６）
環境負荷低減の「見える化」の推進、
（７）Ｊ―クレジットを含む自然系ク
レジットを推進する。 

（１）「みどりの食料システム戦略」の
実現に向けた研究開発の加速 

・①家畜由来メタンの産生量削減技術、
ＣＬＴ（直交集成板）の利活用技術、
高水温に強い藻場（ブルーカーボン）
の造成技術等の農林水産業のＣＯ₂ゼ
ロエミッション達成に貢献する研究
開発、②害虫の飛翔位置を予測し、レ
ーザーで駆除する技術等の化学農薬
の使用量低減に貢献する研究開発、③
下水汚泥資源等から肥料原料を効率
的に回収・利用する技術等の化学肥料
の使用量低減と過度な輸入依存から
の脱却に貢献する研究開発、④麦・大
豆・飼料作物の国内生産力強化に資す
る品種や栽培技術の開発、⑤自動化、
省エネ等を追求した植物工場等の生
産力強化に関する研究開発を推進す
る。【農、関係府省】 

（２）労働力人口減少に対応するスマー
ト農林水産業の加速化 

・農業分野では、労働力人口の減少を見
据えたスマート農業の技術開発や農
業ＩＣＴサービスのオープンＡＰＩ
の推進、誰もが低コストでスマート農
業を利活用できるよう農業支援サー
ビス事業体の育成・普及や技術対応
力、人材創出の強化を図るスマートサ
ポートチームによる実地指導等を実
施する。また、林業分野では、効率的
な林道網の設計手法や荷役作業の自
動化技術、北欧型機械化林業技術等の
研究開発を推進する。さらに、水産業
分野では、昆虫タンパク質飼料等の魚
粉代替原料の開発等を推進する。【農、
関係府省】 

（３）「持続可能で豊かな食」の実現 
・2023 年度から開始するＳＩＰ第３期

「豊かな食が提供される持続可能な
フードチェーンの構築」課題におい
て、グローバルフードチェーンの脆弱
性に対応すべく、以下５つのテーマの
研究開発に取り組む。【科技、農、関係
府省】 

Ａ) 植物性タンパク質（大豆）の育種基
盤構築と栽培技術確立 

Ｂ) 肥料の国内循環利用システム構築 
Ｃ) 動物性タンパク質（水産物）の次世

                                                      
177 2013 年 12 月 10 日農林水産業・地域の活力創造本部（本部長：内閣総理大臣）決定（2020 年 12 月 15 日改訂） 
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・ 漁業者や企業、研究機関、行政などの
関係者が、共通認識を持って連携しな
がら、水産現場への新技術の実装を加
速化することを目的とした「水産新技
術の現場実装推進プログラム」に基づ
き取組を進めている。 

（２）2050 年カーボンニュートラル達
成への貢献と資源循環の追求 

・「みどりの食料システム戦略」に基づ
き、生産者の脱炭素の努力を「見える
化」する温室効果ガス簡易算定ツール
を作成。このツールを活用し、温室効
果ガスの削減割合に応じて星の数で
等級表示した農産物の実証を行い、消
費者の意識や行動の変化への影響を
検証。 

・温室効果ガスの排出削減量や吸収量
をクレジットとして認証するＪ－ク
レジット制度の利活用を通じ、省エネ
ルギー設備の導入や水稲栽培におけ
る中干し期間の延長を含む農地等の
適切な管理等による排出削減対策及
び適切な森林管理等による吸収源対
策を引き続き積極的に推進。 

・化学農薬・化学肥料の使用量低減や有
機農業の取組面積拡大に向け、有機農
業推進のための省力的な雑草抑制技
術や持続的な作物生産の実現に向け
た栽培技術、省力的なＩＰＭを実現す
る病害虫予報技術等の開発を推進。 

・バイオ炭投入による農地土壌の炭素
貯留を増大させる資材を開発すると
ともに、ブルーカーボンの評価技術の
開発を推進。また、森林への炭素固定
を促進するため、成長に優れた早生樹
やエリートツリーの品種等の開発・普
及等を推進。 

・気候変動緩和と持続的農業の実現に
資する技術の実装を促進するため、ア
ジアモンスーン地域で共有できる技
術の発信や、国立研究開発法人の国際
的ネットワークを活用した各地での
技術を応用するための共同研究を推
進。 

・育種ビッグデータを活用し、民間企
業、公設試等の品種開発を支援する
「データ駆動型育種プラットフォー
ム」を開発、2023 年から商用サービ
スとして提供開始。 

・「みどりの食料システム戦略」の目標
達成に資する品種育成とその迅速化
を図るスマート育種基盤の構築に向
けて、手順や到達目標、方向性を示し
た「みどりの品種育成方針」を 2022
年 12 月に策定。（再掲） 

（３）持続可能で豊かな食の実現 
・2023 年度から開始されるＳＩＰ第 3

期「豊かな食が提供される持続可能な
フードチェーンの構築」課題の「社会
実装に向けた戦略及び研究開発計画」

代養殖システム構築 
Ｄ）国産大豆等を利用した豊かな食設計

システムの開発 
Ｅ） 行動科学のアプローチを用いた質

の高い食生活の実現に向けた研究開
発 

（４）バイオ市場獲得に貢献する研究開
発 

・欧米の大学等の基本特許に抵触しな
い日本独自のゲノム編集ツールの開
発と農作物の品種育成に向けた技術
基盤の整備、植物やカイコ等の生物機
能を活用した医薬品原料等の高機能
バイオ素材の創出、ゲノム編集技術と
新たな豚由来細胞株を活用したアフ
リカ豚熱ワクチン等の革新的動物ワ
クチンの開発、改質リグニンの利用拡
大に向けた製造技術の高度化・用途開
発等を推進する。（再掲）【農、関係府
省】 

（５）研究開発環境の整備 
・産学官共同連携拠点の整備やスター

トアップ支援と他事業との連携の強
化、知的財産マネジメントと国際標準
化の強化、国際連携等による研究の加
速と成果の普及、異分野を含めた人材
確保、農研機構の機能強化等、研究開
発と成果の普及を効果的に行うこと
ができる環境を整備する。【農、関係
府省】 

（６）環境負荷低減の「見える化」の推
進 

・農産物については、実証を踏まえ、普
及のための環境を整備。畜産物等につ
いても「見える化」のための温室効果
ガス簡易算定ツールの作成を進める。
また、コメについて、生物多様性保全
の指標を追加。【農】 

（７）自然系クレジットの推進 
・自然系クレジットを推進するためＪ

―クレジット制度において、農地や家
畜由来の温室効果ガスの排出削減等
を目的としたプロジェクト形成を推
進するとともに、温室効果ガス削減を
推進する民間主体の自発的なスキー
ムを検討する。【農】 
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を策定。 
・「食・マイクロバイオーム・健康情報統

合データベース」の構築に向けて、調
査研究を実施し、集積した健常者の
食・マイクロバイオーム・健康情報を
整備。 

・大規模な観察研究のデータを活用し、
軽度不調評価システム等を開発。 
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５．知と価値の創出のための資金循環の活性化 
【あるべき姿とその実現に向けた方向性】 

Society 5.0 の実現に向け、サイバー空間とフィジカル空間を融合し、新たな価値を創出することが可能と
なるよう、質の高い多種多様なデータによるデジタルツインをサイバー空間に構築し、それを基にＡＩを積
極的に用いながらフィジカル空間を変化させ、その結果をサイバー空間へ再現するという、常に変化し続け
るダイナミックな好循環を生み出す社会へと変革することを目指す。 

Society 5.0 を実現するための知の創出と経済的・社会的な価値の創出に向けた活動に対する投資（経団連
等の試算 178では、2030 年までの 15 年間で必要な累積投資総額は 844 兆円。）とともに、それによるビジネ
スの拡大に向けて、多用な財源を活用しながら、官民による投資を大幅に拡充することを目指す。 

このため、政府の科学技術関係予算の着実な確保、産学共同研究の推進、そして、世界と伍するファンド
の創設などを通じて、基礎研究への十分な投資を確保するとともに、官民が連携・協力して、国家的重要課
題への対応を強化する。 

政府は、これらに加え、研究開発税制、ＳＢＩＲ制度、政府事業等のイノベーション化、研究成果の公共
調達の促進等の政策ツールを総動員して、民間投資を誘発する環境を整備するとともに、持続可能性をビジ
ネスの根幹に据えるイノベーション経営を推進する。 
 
【目標】 
・ 諸外国がポストコロナ時代を見据えて大規模な研究開発投資を計画する中、我が国として、諸外国との

熾烈な国家間競争を勝ち抜くため、大胆な規模の政府研究開発投資を確保する。 
・ また、民間の研究開発投資の誘発に努める。 
 
【科学技術・イノベーション政策において目指す主要な数値目標】（主要指標） 
・ 2021 年度より 2025 年度までの、政府研究開発投資 179の総額の規模：約 30 兆円 
・ 2021 年度より 2025 年度までの、官民合わせた研究開発投資の総額：約 120 兆円（政府投資が呼び水

となり民間投資が促進される相乗効果や我が国の政府負担研究費割合の水準等を勘案） 
 
・ 【現状データ】（参考指標） 
・ 官民の研究開発費総額：対ＧＤＰ比４％の目標に対して3.59％（2021年度）180 
・ 第５期基本計画期間中における「科学技術関係予算」：約26.1兆円（グリーンイノベーション基金事業及

び10兆円規模の大学ファンドを含む場合：28.6兆円）（2022年２月時点）181 
・ 国立大学法人、研究開発法人、大学共同利用機関法人における研究費の予算執行額の合計：約6,000億円

（2020年度）182 

                                                      
178 経団連・東京大学・ＧＰＩＦの共同報告書「ＥＳＧ投資の進化、Society 5.0 の実現、そしてＳＤＧｓの達成へ」（2020 年３月 26 日） 
179 大学ファンドの創設をはじめ、科学技術・イノベーション政策への投資財源の多様化が進んでいることを勘案し、ＯＥＣＤフラスカティマ

ニュアルの動向等を注視しながら、第６期基本計画期間中の研究開発投資の適切な把握方法について適宜検討を行う。 
180 総務省「2022年科学技術研究調査結果」（2022年12月） 
181 経済・財政再生計画との整合性を確保しつつ、対ＧＤＰ比１％との目標を置き、期間中のＧＤＰ名目成長率を平均3.3％という前提で試算

した場合に約26兆円を目指すとしている。 
182 e-CSTIにおいて把握した全119機関から収集した26歳～70歳の研究者の予算執行額合計は5,600億円（2020年度）。 
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・ 企業の能力開発投資を含む日本の無形資産投資（名目額）：51.4兆円（2018年）183 
・ ＥＳＧ投資：日本の投資残高 約494兆円（2022年度）184 
・ インパクト投資：日本の投資残高 約1兆3,204億円（2020年度）185 
 
① 官民投資の拡充 

基本計画における具体的な取組 実施状況・現状分析 今後の取組方針 
〇科学技術・イノベーション政策の恒常

的な質の向上及び財政の持続可能性
に十分に留意しつつ、第６期基本計画
の期間中、政府科学技術関係予算を拡
充する。【科技、関係府省】 

 

・諸外国においては科学技術・イノベー
ションに対する投資が大きく伸びて
いる中、我が国が、諸外国との熾烈な
国家間競争を勝ち抜くため、大胆な規
模の政府研究開発投資を確保するこ
とが政権の重要課題に設定。 

・一方で、研究の生産性や科学技術・イ
ノベーション政策の質の向上に取り
組むことも重要。 

・2023 年度予算までを合算すると、約
21.9 兆円となっており、第６期基本計
画期間中の３年目として必要な予算
を確保。 

・内閣府と関係府省が連携し、e-CSTI 等
を活用することで科学技術・イノベー
ション政策の質の向上を図りつつ、財
政の持続可能性に十分に留意しなが
ら、政府の科学技術関係予算の拡充に
努める。【科技、関係府省】 

〇世界に比肩するレベルの研究開発を
行う大学の、共用施設やデータ連携基
盤の整備、若手人材育成等を推進する
ため、10 兆円規模のファンドを早期
に実現し、その運用益を活用すること
により、世界レベルの研究基盤を構築
する。【科技、文】       

・世界と伍する研究大学の在り方につ
いて、2022 年２月に最終まとめがＣ
ＳＴＩ本会議で決定。「国際卓越研究
大学の研究及び研究成果の活用のた
めの体制の強化に関する法律」が第
208 回国会で成立。  

・国際卓越研究大学法に基づき、制度の
意義・目標・認定等の基本的な事項を
定める基本方針を 2022 年 11 月に決
定し、同年 12 月から 2023 年 3 月ま
で、国際卓越研究大学の公募を行い、
10 大学からの申請を受け付けた。 

・国際卓越研究大学の選定スケジュー
ルを踏まえ、国立大学法人法改正法案
の検討を実施。 

・世界水準の研究環境、若手研究者の活
躍の実現のため、産業界等から大学へ
の資金投入拡大も含めた事業・財務戦
略、マネジメント体制の確立などの大
学の確かな変革が実現されるよう、
2024 年度以降の支援開始に向けて、
段階的に支援対象大学候補を選定す
る。なお、支援対象となる国際卓越研
究大学の選定は、これまでの実績や蓄
積のみで判断するのではなく、世界最
高水準の研究大学の実現に向けた「変
革」への意思（ビジョン）とコミット
メントの提示に基づき実施する。【科
技・文】 

・国際卓越研究大学の選定スケジュー
ルを踏まえ、今後、国立大学法人法改
正法案を速やかに提出する予定。【文】 

〇我が国の基礎研究力強化の観点から、
国公私立大学、大学共同利用機関等の
研究費の傾向を分析し、モニタリング
を実施する。【文】 

 

・各種統計を用いて研究費の動向のモ
ニタリングを実施。 

・「研究力の分析に資するデータ標準化
の推進に関するガイドライン」に基づ
いたデータ収集を実施。 

・e-CSTI を活用し、研究費と論文アウ
トプットとの関係について、財源の種
類や若手研究者・女性研究者に着目し
た分析を実施。 

・引き続き、各種統計を用いて研究費の
動向のモニタリングを実施。【文】 

・「研究力の分析に資するデータ標準化
の推進に関するガイドライン」に基づ
いたデータ収集を継続。【科技】 

・e-CSTI において研究費と論文アウト
プットとの関係を詳細に分析するた
め、2018 年度から 2021 年度までの研
究費の執行データを活用した分析を
行うとともに、被引用数以外の指標等
を活用した分析を行う。【科技】 

  

                                                      
183 独立行政法人経済産業研究所「ＪＩＰデータベース2021」。日本の無形資産投資対ＧＤＰ比は他国と比べて低く、特に経済的競争力投資は

低水準で推移。 
184 ＮＰＯ法人日本サステナブル投資フォーラム「サステナブル投資残高調査2022 結果」（2023年4月） 
185 ＧＳＧ国内諮問委員会「日本におけるインパクト投資の現状と課題」 
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② 民間投資環境の整備 
基本計画における具体的な取組 実施状況・現状分析 今後の取組方針 

〇民間企業の中長期・革新的な研究開発
等を促し、研究開発投資の維持・拡大
と、それによる知や価値の創出、イノ
ベーションの創出を図るため、研究開
発税制を拡充する。【経、関係府省】 

・2023 年度に研究開発税制を改正。控
除上限や控除率、対象となる試験研究
費の範囲等を見直すとともに、オープ
ンイノベーション型において、対象と
なる研究開発型スタートアップの範
囲の拡大や、高度研究人材の活用を促
す類型の創設を行った。 

・ＨＰを通じて研究開発税制における
改正内容の周知・広報によって制度の
活用を促す。【経】 

 

〇知や価値を絶え間なく創出していく
ため、ブランドの構築、経営組織の改
善、教育訓練による人材の質の向上、
ソフトウェアやデータベースといっ
た無形資産に対する投資を促す環境
整備に努める。【経】 

・民間企業の無形資産投資を促すため
に、研究開発投資から生み出される無
形資産の価値の可視化に関する研究
会を立ち上げ、研究開発型スタートア
ップの価値の評価や連携のための手
引きを作成した。 

・研究開発型スタートアップの価値の
評価や連携のための手引きの周知を
進めるとともに、必要に応じて、スタ
ートアップとの連携実態について調
査する。【経】 

・知的財産の創出等を促し我が国のイ
ノベーション拠点としての立地競争
力を強化する観点から、民間企業によ
る知的財産の創出等に向けた研究開
発投資を促すための税制を含めた施
策の在り方について、引き続き検討を
進める。【経】 

〇ＥＳＧ金融や、その発展形としてのイ
ンパクトファイナンスなどの推進に
より、社会・経済・環境にポジティブ
なインパクトを追求する金融の主流
化に取り組む。特にインパクトファイ
ナンスについて、全ての機関投資家・
金融機関等が全てのアセットクラス
においてインパクトファイナンスを
実践することを目指し、2021 年度中
に大手金融・機関投資家が取り組むた
めの促進体制を整備した上で、その次
の段階として、地域金融機関や中小・
個人投資家への取組への波及を促す。
【金融、経、環】 

・グリーンファイナンスモデル事例創
出事業を通じて、「インパクトファイ
ナンスの基本的考え方」、「グリーンか
ら始めるインパクト評価ガイド」及び
国際的な各原則等に適合し、かつ、特
に環境面において先進的かつ市場に
波及効果をもたらし得る等のモデル
性を有すると考えられるモデル事例
を大手金融機関、地方自治体、企業の
幅広い対象から選定。 

・個別投融資におけるインパクト投融
資の実践について、2022 年 10 月、「イ
ンパクト投資等に関する検討会」を設
置。 

・引き続き多様な主体によるインパク
トファイナンスのモデル事例創出や
情報発信に取り組み、国内への普及を
図る。【環】 

・個別投融資におけるインパクト投融
資の推進のため、インパクト投資の要
件等を基本的指針として策定する。 
また、インパクト投資の事例や評価方
法を共有するため、機関投資家、スタ
ートアップ等幅広い関係者が参画す
るコンソーシアムを設ける。 
さらに、インパクト評価の専門部署の
設置等日本政策投資銀行でのインパ
クト投資の体制強化を促す。【金融】 

〇Society 5.0 実現に向けた投資の状況
を把握するための指標を 2022 年度中
に開発する。【科技】 

・Society5.0 実現に向けた投資に向けた
投資の状況を把握するための指標と
して、研究開発投資、無形資産投資、
金融投資（ＥＳＧ投資、インパクト投
資）、ＶＣ投資額をはじめとする各種
投資に関連するデータ群を設定し、主
体や分野、国別のデータを収集すべく
調査を実施。 

・引き続き、Society 5.0 実現に向けた投
資の状況を把握するため、継続的にモ
ニター可能な関連する投資等のデー
タ収集に努め、我が国の研究開発投資
の状況分析などに活用していく。【科
技】 
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６．総合科学技術・イノベーション会議の司令塔機能の強化 
 
（１）「総合知」を活用する機能の強化と未来に向けた政策の立案・情報発信 

基本計画における具体的な取組 実施状況・現状分析 今後の取組方針 
社会課題を解決するためには、従来の

延長線上の取組のみならず、新たな価値
観を示し、制度的なアプローチをとるこ
とが求められる。新たな技術を社会で活
用するにあたり生じる制度面や倫理面、
社会における受容などの課題に対応す
るため、人文・社会科学も含めた「総合
知」を活用できる仕組みを構築する。そ
の際、2030 年、更にその先の目指すべ
き社会像を描き、その社会像からのバッ
クキャスト的アプローチで政策の体系
化を図るとともに、現状をしっかりと把
握・分析し、未来に向けた新たな政策を
フォーキャスト的なアプローチで立案
し、これらを総合してフォーサイト 186

を行う。 
また、政策立案にあたっては、社会と

の多層的な科学技術コミュニケーショ
ンや国民をはじめとする多様なセクタ
ーへの情報発信も重要である。トラン
ス・サイエンス 187が重視される時代に
おける「政策のための科学（Science for 
Policy）」の重要性にも鑑み、アカデミア
と政治・行政との間で、課題認識や前提
を共有した上で、科学的知見に基づく独
立かつ的確な助言や提言が行われるこ
とが重要であり、例えば、これらの関係
者間をつなぐ仕組みの構築を検討する。 

・総合知を活用する「場」の構築を推進
するため、各地の大学や業界団体等と
協力し、ウェビナー、ワークショップ
等（総合知キャラバン）を開催すると
ともに、「総合知ポータルサイト」を
開設して「総合知」の基本的考え方や
「総合知」に関わる取組、活用事例を
社会に発信。また、「総合知」に関連す
る指標について検討し、有識者会合で
報告し了承。（再掲） 

・内閣府において、科学技術・イノベー
シ ョ ン 政 策 に 関 す る Ｓ Ｎ Ｓ
（ Facebook ） を 用 い た 情 報 発 信 を 
2022 年４月から 2023 年２月末まで
に 179 件の情報を発信。 

・「総合知」の基本的考え方や「総合知」
に関わる取組、活用事例をワークショ
ップやシンポジウム、「総合知ポータ
ルサイト」やＳＮＳ等で社会に発信
し、総合知を活用する「場」の構築を
推進。また、2022 年度に検討した指
標によるモニタリングを実施すると
ともに、引き続き「総合知」に関連す
る指標についてさらに検討。（再掲）
【科技】 

・ＳＮＳをはじめとする多様なメディ
アを通じた情報発信を継続。【科技】 

 
（２） エビデンスシステム（e-CSTI）の活用による政策立案機能強化と政策の実効性の確保 

基本計画における具体的な取組 実施状況・現状分析 今後の取組方針 
科学技術・イノベーション行政におい

て、客観的な証拠に基づく政策立案を行
うＥＢＰＭを徹底し、2023 年度までに
全ての関係府省においてエビデンスに
基づく政策立案等を行う。その際、エビ
デンスシステム（e-CSTI）を活用し、民
間投資の呼び水となるような政府研究
開発投資のマネジメント、国立大学・研
究開発法人における高度な法人運営
（EBMgt188）をはじめとする各施策、国
家戦略の企画立案等のパフォーマンス
の向上を図る。      

・分野ごとの予算の執行状況と論文パ
フォーマンス、若手研究者や女性研究
者の活躍状況を分析し、ＣＳＴＩの有
識者議員懇談会で説明。 

・国立大学の外部資金獲得状況を分析
し、ＣＳＴＩの有識者議員懇談会等で
説明。 

・国立大学の研究設備・機器の共用に関
するデータを取得・分析し、結果が財
政制度等審議会や科学技術・学術審議
会の部会で使用されるなど、内閣府外
の政策検討においても活用。 

・予算執行額、論文数といった研究力に
関連する様々なインプット、アウトプ
ットを、国立大学や研究開発法人の機
関単位で比較・分析できるツールを開
発し、関係府省・研究機関に共有し、
ＥＢＰＭ・EBMgt を推進する。【科
技】 

・第６期基本計画における「具体的な取
組」や「分野別戦略」と科学技術関係
予算の対応付けを行い、第６期基本計
画の中目標の達成に寄与する事業を
整理するとともに、関連する指標の状
況を可視化する。【科技】 

・研究機関における研究設備・機器の共
用状況や技術職員のデータを収集し、
研究環境に関する調査・分析を実施す
る。【科技】 

                                                      
186 変化が激しく、複雑で、不確実な未来に対して様々な情報を組み合わせて考察する活動。 
187 科学に問うことはできるが、科学だけでは答えることができない問題。 
188 エビデンスに基づくマネジメント。 
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（３） 第６期基本計画に連動した政策評価の実施と統合戦略の策定 
基本計画における具体的な取組 実施状況・現状分析 今後の取組方針 

第６期基本計画において示された中
長期的な政策の方向性を踏まえ、2013
年度からは年次戦略として統合戦略を
策定し、毎年の状況変化を踏まえその年
度に特に重点を置くべき施策について
定めてきた。 

第６期基本計画期間中においても、毎
年度、特に重点を置くべき施策につい
て、第６期基本計画との関連性を明確に
して年次戦略で示していく。その際、第
６期基本計画について、指標を用いなが
ら進捗状況の把握、評価を評価専門調査
会において継続的に実施し、その結果を
年次戦略や次期基本計画の策定に活用
するとともに、必要に応じて第６期基本
計画の見直しを行うなど、社会情勢等の
変化に対した柔軟な科学技術・イノベー
ション政策を推進していく。このため、
e-CSTI を継続的に機能拡張し、モニタ
リング指標の収集の自動化や府省横断
的に評価を行う基盤を 2023 年度中に稼
働させるとともに、分析手法の開発等Ｅ
ＢＰＭ高度化のための調査研究を行い、
継続的に指標の改良・見直しをする。   

・第６期基本計画を推進するための年
次計画として、統合イノベーション戦
略 2021、2022、2023（予定）を策定。 

・第６期基本計画の進捗をモニタリン
グするための指標を設定し、2021 年
度から統合イノベーション戦略にお
いてモニタリングを実施中。 

・モニタリング指標の収集に関して、
2021 年度は e-CSTI の活用を検討。
2022 年度は、科学技術関係予算と第
６期基本計画の対応付けを行った上
で、これらのデータをモニタリング指
標とともに e-CSTI に掲載すること
で、基本計画の進捗を可視化できるよ
う準備を進めた。 

・2021 年度は、評価専門調査会におい
て、第６期基本計画の評価・分析・モ
ニタリングを実施する上での視点等
について整理し、第 6 期基本計画に記
載したテーマのうち、「研究環境の再
構築」について、調査・検討を試行的
に実施。2022 年度は、前年度の事績
を踏まえ第６期基本計画に記載した
11 テーマのうち 2 テーマ、「研究環境
の再構築」「オープンサイエンスとデ
ータ駆動型研究等の推進」について政
策パッケージと連動させた深堀分析
を実施し評価専門調査会としての見
解を取りまとめ。 

・引き続き、毎年度の進捗状況等を踏ま
え、特に重点を置くべき施策を示した
年次戦略（統合イノベーション戦略）
を策定。【科技】 

・第 6 期基本計画の指標について、長期
的な傾向分析が可能となるよう評価
専門調査会における議論や統合イノ
ベーション戦略の策定につながる継
続的なモニタリングを実施。【科技】 

・指標のモニタリングを実施するとと
もに、基本計画と対応した科学技術関
係予算の状況を e-CSTI 上に掲載し、
基本計画の進捗状況を可視化すると
ともに、誰も（特に政策立案を行う府
省等）が政策分析を行えるよう、引き
続き検討を進める。【科技】 

・2023 年度に関しては、評価専門調査
会で第 6 期基本計画の評価・分析・モ
ニタリングに関して、基本計画のレビ
ューへの活用を含めどう評価を実施
していくか検討を行い、3 回程度評価
専門調査会を実施予定。【科技】 

・第６期基本計画のレビューに向けた
準備を検討。【科技】 

 
（４） 司令塔機能の実効性確保 

基本計画における具体的な取組 実施状況・現状分析 今後の取組方針 
科学技術・イノベーション政策に関連

が深いＣＳＴＩ、高度情報通信ネットワ
ーク社会推進戦略本部、知的財産戦略本
部、健康・医療戦略推進本部、宇宙開発
戦略本部、総合海洋政策本部等の司令塔
会議が進める政策を横断的に調整する
司令塔機能を強化することが求められ
ている。このため、内閣府設置法の改正
により、内閣府に「科学技術・イノベー
ション推進事務局」等を 2021 年４月に
設置することとされた。 

関係司令塔会議や関係府省庁が進め
る科学技術・イノベーション関連政策に
ついて、政策の重複を排し、連携を促進
するなどの調整機能を同事務局が効果
的に働かせる仕組みを早急に構築する。 

また、ＣＳＴＩは、Society 5.0 の実現
に向け、上述の司令塔会議や日本学術会
議との更なる連携を深めるとともに、関
係府省庁の各審議会等との政策検討の
協力関係を強化する。また、日本学術会
議に関する我が国の科学者の代表機関
としてより良い役割を発揮するための

・2021 年４月、内閣府に科学技術・イノ
ベーション推進事務局を設置。 

・統合イノベーション戦略推進会議を
通じて関係司令塔会議や関係府省と
の連携体制を強化。 

・関係司令塔会議の事務局や関係府省
との情報共有・連携強化を図るため、
定期的に会議を開催。 

・2022 年 12 月、健康・医療分野の司令
塔組織との連携を深めるため、総合科
学技術・イノベーション会議有識者議
員及び健康・医療戦略推進に係る有識
者による合同意見交換会を設置。 

・2022 年１月に取りまとめた「日本学
術会議の在り方に関する政策討議取
りまとめ」等を踏まえ、日本学術会議
が国民から理解され信頼される存在
であり続けるためにはどのような役
割・機能が発揮されるべきかという観
点から検討を進め、2022 年 12 月に
「日本学術会議の在り方についての
方針」等を取りまとめ公表。 

・司令塔機能の実効性の確保のため、引
き続き、統合イノベーション戦略推進
会議等を通じた関係司令塔会議や関
係府省との連携を促進。【科技】 

・科学技術・イノベーション推進事務局
による司令塔機能の強化の状況につ
いて検討を加え、必要に応じて、司令
塔機能やその体制について見直しを
図る。【科技】 

・日本学術会議の見直しについては、こ
れまでの経緯を踏まえ、国から独立し
た法人とする案等を俎上に載せて議
論し、早期に結論を得る。【内】 
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今後の具体的な改革の進捗を踏まえた
上で、日本学術会議に求められる役割等
に応じた新たな連携関係を構築する。      
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略称一覧 

略称 正式名称 

ＡＩ 人工知能（Artificial Intelligence） 

AI-OCR 人工知能技術を用いた光学文字認識機能 

ＡＬ Advanced Learning 

ＡＭＥＤ 
国立研究開発法人日本医療研究開発機構 

（Japan Agency for Medical Research and Development） 

ＡＮＲ フランス国立研究機構 

ＡＰＣ 
オープンアクセス掲載公開料 

（Article Processing Charge） 

ＡＰＩ Application Programming Interface 

ＡＲＩＡ 英国高等研究発明局（Advanced Research and Invention Agency） 

ＡＳＣＮ ＡＳＥＡＮスマートシティ・ネットワーク 

ＡＳＥＡＮ 東南アジア諸国連合（Association of Southeast Asian Nations） 

ＡＵＶ 自律型無人探査機（Autonomous Underwater Vehicle） 

A-STEP 
研究成果最適展開支援プログラム(Adaptable and Seamless TEchnology 

Transfer Program through Target-driven R&D) 

ＢＡ活動 幅広いアプローチ（Broader Approach：BA）活動 

ＢＢＪ ゲノム研究バイオバンク事業「バイオバンク・ジャパン」 

ＢＥＭＳ Building and Energy Management System 

ＢＩＭ／ＣＩＭ Building / Construction Information Modeling, Management 

BI-Tech 
行動科学の知見と先端技術の融合 

（Behavioral Insights x Technology） 

ＢＲＩＤＧＥ 

研究開発とSociety 5.0との橋渡しプログラム 

（programs for Bridging the gap between R&d and the IDeal society 

(society 5.0) and Generating Economic and social value） 

ＣＣＳ 二酸化炭素回収・貯留（Carbon dioxide Capture and Storage） 

ＣＣＵ 二酸化炭素回収・利用（Carbon dioxide Capture and Utilization） 

ＣＣＵＳ 
二酸化炭素回収・利用・貯留 

（Carbon dioxide Capture, Utilization and Storage） 

ＣＥ サーキュラーエコノミー（Circular Economy） 

ＣＨＡＮＣＥ 
未来社会デザインオープンプラットフォーム 

（CHAllenge-driveN Convergence Engine） 

ＣＮＰ カーボンニュートラルポート 

ＣＯＣＮ 産業競争力懇談会（Council on Competitiveness-Nippon） 

ＣＯＩ－ＮＥＸＴ 共創の場形成支援プログラム 

ＣＯＰ15 生物多様性条約第15回締約国会議 
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（The 15th meeting of the Conference of the Parties to the 

Convention on Biological Diversity） 

ＣＯＰ26 

国連気候変動枠組条約第26回締約国会議 

（The 26th session of the Conference of the Parties to the United 

Nations Framework Convention on Climate Change） 

ＣＯＰ27 

国連気候変動枠組条約第27回締約国会議 

（The 27th session of the Conference of the Parties to the United 

Nations Framework Convention on Climate Change） 

COVID-19 新型コロナウイルス感染症 

ＣＰＳ４Ｄ 
防災版サイバーフィジカルシステム 

（Cyber‑Physical Synthesis for Disaster Resilience） 

ＣＰＳＦ サイバー・フィジカル・セキュリティ対策フレームワーク 

ＣＳＴＩ 
総合科学技術・イノベーション会議 

（Council for Science, Technology and Innovation） 

ＣＹＮＥＸ 
サイバーセキュリティ統合知的・人材育成基盤 

（Cybersecurity Nexus） 

ＤＡＲＰＡ 
米国国防高等研究計画局 

（Defense Advanced Research Projects Agency） 

ＤＣ 日本学術振興会 特別研究員 

ＤＦＦＴ Data Free Flow with Trust 

ＤＩＡＳ 
データ統合・解析システム 

（Data Integration and Analysis System） 

ＤＭＰ データマネジメントプラン 

ＤＯＥ 米国エネルギー省（United States Department of Energy） 

ＤＳＡ 一般社団法人データ社会推進協議会（Data Society Alliance） 

ＤＸ デジタル・トランスフォーメーション（Digital Transformation） 

EBMgt 証拠に基づく法人運営（Evidence-based Management） 

ＥＢＰＭ 証拠に基づく政策立案（Evidence-based Policy Making） 

Ｅｃｏ－ＤＲＲ 
生態系を活用した防災・減災 

（Ecosystem-based Disaster Risk Reduction） 

ＥＬＳＩ Ethical, Legal and Social Implications 

ＥＭＳ 環境マネジメントシステム（Environmental Management System） 

ＥＯＣ 
国立感染症研究所緊急時対応センター 

（Emergency operations center） 

ＥＯＳＣ European Open Science Cloud 

ＥＳＧ Environment, Social, Governance 

ＥＵ 欧州連合（European Union） 

ＥＶ 電気自動車（Electric Vehicle） 
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e-CSTI 
内閣府エビデンスシステム(Evidence data platform constructed by 

Council for Science, Technology and Innovation) 

e-Rad 
府省共通研究開発管理システム（The Cross-Ministerial Research and 

Development Management System） 

ＦＡ 資金配分機関（Funding Agency） 

ＦＡＯ 
国連食糧農業機関 

(Food and Agriculture Organization) 
ＦＣＶ 燃料電池自動車（Fuel Cell Vehicle） 

ＦＩＲＳＴ 
最先端研究開発支援プログラム（Funding Program for World-Leading 

Innovative R&D on Science and Technology） 

ＦＭＳＴＡＮ 
外務省科学技術顧問ネットワーク 

（Foreign Ministries Science and Technology Advisors Network） 

ＦＳ フィージビリティスタディ（Feasibility Study） 

ＧＤＰ 国内総生産（Gross Domestic Product） 

ＧＥＯ 地球観測に関する政府間会合（Group on Earth Observations） 

ＧＨＧ 温室効果ガス（Greenhouse Gas） 

GOSAT-GW 
温室効果ガス・水循環観測技術衛星（Global Observing SATellite for 

Greenhouse gases and Water cycle） 

ＧＰＡＩ （Global Partnership on AI 

ＧＰＩＦ 
年金積立金管理運用独立行政法人 

（Government Pension Investment Fund） 

ＧＳＣＡ グローバル・スマートシティ・アライアンス 

ＧＳＧ The Global Steering Group for Impact Investment 

ＧＳＵＣ グローバル・スタートアップ・キャンパス 

ＧｔｅＸ 革新的GX技術創出事業 

ＧＸ 
グリーン・トランスフォーメーション 

（Green transformation) 

Ｇ空間（情報） 地理空間情報（Geotechnology） 

Ｇ７ 先進７か国首脳会議（Group of Seven） 

ＨＥＭＳ Home Energy Management System 

ＨＧＶ 極超音速滑空弾（Hypersonic boost-Glide Vehicle） 

ＨＰ ホームページ（homepage） 

ＨＰＣＩ High Performance Computing Infrastructure 

ＨＴＴＲ 高温工学試験研究炉（High Temperature engineering Test Reactor） 

ＩＣＴ 情報通信技術（Information and Communications Technology） 

ＩＤ 識別子（Identifier） 

ＩＤＲ４Ｍ 
市町村災害対応統合システム 

（Integrated-System of Disaster Reduction for Municipalities） 

ＩＧＦ Internet Governance Forum 
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ＩＭＤ International Institute for Management Development 

ＩＭＯ 国際海事機関（International Maritime Organization） 

ＩｍＰＡＣＴ 
革新的研究開発推進プログラム（Impulsing PAradigm Change through 

disruptive Technologies Program） 

ＩＥＴＣ 
ＵＮＥＰ国際環境技術センター 

（UNEP International Environmental Technology Centre） 

ＩｏＴ Internet of Things 

ＩＰＡ 
独立行政法人情報処理推進機構 

（Information-technology Promotion Agency, Japan） 

ＩＰＤ 初期専門能力開発（Initial Professional Development） 

ＩＲ Institutional Research 

ＩＳＯ 
国際標準化機構 

（International Organization for Standardization） 

ＩＳＳ 国際宇宙ステーション（International Space Station） 

ＩＴ 情報技術（Information Technology） 

ＩＴＥＲ 
国際熱核融合実験炉 

（International Thermonuclear Experimental Reactor） 

ＪＡＥＡ 
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

（Japan Atomic Energy Agency） 

ＪＡＳＣＡ 
日ＡＳＥＡＮスマートシティ・ネットワーク官民協議会 

（Japan Association for Smart Cities in ASEAN） 

ＪＩＰ 日本産業生産性（Japan Industrial Productivity） 

ＪＳＰＳ 
独立行政法人日本学術振興会 

（Japan Society for the Promotion of Science） 

ＪＳＴ 
国立研究開発法人科学技術振興機構 

（Japan Science and Technology Agency） 

J-PARC 
大強度陽子加速器施設 

（Japan Proton Accelerator Research Complex） 

ＫＰＩ 重要達成度指標（Key Performance Indicator） 

K Program 

経済安全保障重要技術育成プログラム 

（Key and Advanced Technology R&D through Cross Community 

   Collaboration Program） 

ＬＥＤ 発光ダイオード（Light-Emitting Diode） 

ＬＮＧ 液化天然ガス（Liquefied Natural Gas） 

ＬＰＳ 
投資事業有限責任組合 

（Limited Partnership） 

ＭＤＡ 海洋状況把握（Maritime Domain Awareness） 

ＭＭＸ 火星衛星探査計画（Martian Moons eXploration） 

ＭＯＯＣ 大規模公開オンライン講座（Massive Open Online Courses） 
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ＭＳ 
ムーンショット型研究開発制度 

(MOONSHOT Research & Development Program) 

ＮｂＳ 自然を活用した解決策（Nature-based Solutions） 

ＮＣＢＮ ナショナルセンター・バイオバンクネットワーク 

ＮＥＤＯ 
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（New Energy and 

Industrial Technology Development Organization） 

ＮＧＯ 非政府組織（Nongovernmental Organization） 

ＮＩＣＴ 
国立研究開発法人情報通信研究機構（National Institute of 

Information and Communications Technology） 

ＮＩＩ 
大学共同利用機関法人情報・システム研究機構国立情報学研究所

（National Institute of Informatics） 

ＮＩＭＳ 
国立研究開発法人物質・材料研究機構 

（National Institute for Materials Science） 

ＮＩＳＴＥＰ 
文部科学省科学技術・学術政策研究所 

（National Institute of Science and Technology Policy） 

ＮＩＴＥ 
独立行政法人製品評価技術基盤機構 

（National Institute of Technology and Evaluation） 

ＮＰＯ 特定非営利活動法人（Nonprofit Organization） 

ＯＥＣＤ 
経済協力開発機構 

（Organisation for Economic Co-operation and Development） 

ＯＥＣＭ 
保護地域以外で生物多様性保全に資する地域（Other Effective area-

based Conservation Measures） 

ＯＤＡ 政府開発援助（Official Development Assistance） 

ＯＳ Operating System 

ＯＳＳ オープンソース ソフトウェア（Open Source Software） 

O-NET 職業情報ネットワーク（Occupational Information Network） 

ＰＢＬ 問題解決型授業（Problem Based Learning） 

ＰＤ Program Director 

ＰＥＡＫＳ 
大学支援フォーラムＰＥＡＫＳ（Leaders’ Forum on Promoting the 

Evolution of Academia for Knowledge Society） 

ＰＨＥＶ Plug-in Hybrid Electric Vehicle 

ＰＬＡＴＥＡＵ 3D都市モデルの整備・活用・オープンデータ化プロジェクト 

Ｐｌｕｓ 
スタートアップ支援機関連携協定 

（Platform for unified support for startups） 

ＰＭ Program Manager 

ＰＭＤＡ 
独立行政法人医薬品医療機器総合機構 

（Pharmaceuticals and Medical Devices Agency） 

ＰＯＣ 概念実証（Proof of Concept） 

ＰＰＡ 電力購入契約（Power Purchase Agreement） 
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ＰＲＩＳＭ 
官民研究開発投資拡大プログラム 

（Public/Private R&D Investment Strategic Expansion PrograM） 

ＱＳＴ 
国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構 

（National Institutes for Quantum Science and Technology） 

ＲＡ リサーチ・アシスタント（Research Assistant） 

ＲＤ20 Research and Development 20 for Clean Energy Technologies 

ＲＦＩ 情報提供依頼（Request for Information） 

ＲＯＶ 遠隔操作型無人探査機（Remotely Operated Vehicle） 

Ｒ＆Ｄ 研究開発（Research and Development） 

ＳＡＣＬＡ 
X線自由電子レーザー施設 

（SPring-8 Angstrom Compact Free Electron Laser） 

ＳＡＦ 持続可能な航空燃料（Sustainable Aviation Fuel） 

ＳＡＲ（衛星） 合成開口レーダー（Synthetic Aperture Radar） 

ＳＡＴＲＥＰＳ 
地球規模課題対応国際科学技術協力プログラム（Science and Technology 

Research Partnership for Sustainable Development） 

ＳＢＩＲ Small/Startup Business Innovation Research 

ＳＣＡＲＤＡ 

先進的研究開発戦略センター 

（Strategic Center of Biomedical Advanced Vaccine Research and 

Development for Preparedness and Response） 

ＳＤＧｓ 持続可能な開発目標（Sustainable Development Goals） 

ＳＩＣＯＲＰ 
戦略的国際共同研究プログラム（Strategic International 

Collaborative Research Program） 

ＳＩＮＥＴ 学術情報ネットワーク（Science Information NETwork） 

ＳＩＰ 
戦略的イノベーション創造プログラム 

（Cross-ministerial Strategic Innovation Promotion Program） 

ＳＩＰ４Ｄ 
基盤的防災情報流通ネットワーク 

（Shared Information Platform for Disaster Management） 

ＳＮＳ Social Networking Service 

SPring-8 大型放射光施設(Super Photon ring-8 GeV) 

ＳＳＡ 

 

高度専門産業支援人材育成プログラム 

（Technology Startup Supporters Academy） 

ＳＳＨ スーパーサイエンスハイスクール 

ＳＴＡＲＴ 
大学発新産業創出プログラム（Program for Creating STart-ups from 

Advanced Research and Technology） 

ＳＴＥＡＭ Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics 

ＳＴＥＭ Science, Technology, Engineering and Mathematics 

ＳＴＩ 科学技術・イノベーション（Science, Technology and Innovation） 

ＴＩＭＳＳ 国際数学・理科教育調査 
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（Trends in International Mathematics and Science Study） 

ＴＭＭ 東北メディカル・メガバンク（計画） 

ＵＮＥＰ 国連環境計画（United Nations Environment Programme） 

ＵＨＣ ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ 

ＵＲＡ 
リサーチ・アドミニストレーター 

（University Research Administrator） 

ＶＣ Venture Capital 

ＶＤＥＳ VHF データ交換システム（VHF Data Exchange System） 

Ｖ２Ｈ Vehicle to Home 

ＷＧ Working Group 

ＷＰＩ 
世界トップレベル研究拠点プログラム 

（World Premier International Research Center Initiative） 

ＷＷＬ ワールド・ワイド・ラーニング（コンソーシアム構築支援事業） 

ＸＲＬ 成熟度レベル（X Readiness Level） 

ＺＥＢ Net Zero Energy Building 

ＺＥＨ Net Zero Energy House 

３Ｄ ３次元（three dimensions） 

５Ｇ 
第５世代移動通信システム 

（5th Generation Mobile Communication System） 

６Ｇ 
第６世代移動通信システム 

（6th Generation Mobile Communication System） 
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※【 】中において用いられる府省の略称は、以下のとおり。 

略称 府省名 

ＮＩＳＣ 

内閣官房 

内閣サイバーセキュリティセンター 

内閣人事局 内閣人事局 

ＩＴ 情報通信技術（ＩＴ）総合戦略室【廃止】 

経協インフラ 内閣官房副長官補付（経協インフラ担当） 

地理空間 地理空間情報活用推進室 

デジタル市場 デジタル市場競争本部事務局 

万博 国際博覧会推進本部事務局 

ＧＸ 内閣官房ＧＸ実行推進室 

人 人事院 

内 

内閣府 

大臣官房 

社シス 政策統括官（経済社会システム担当） 

防災 政策統括官（防災担当） 

経済安保 政策統括官（経済安全保障担当） 

ＲＥＶＩＣ室 地域経済活性化支援機構担当室 

男女 男女共同参画局 

規制 規制改革推進室 

地創 地方創生推進事務局 

知財 知的財産戦略推進事務局 

科技 科学技術・イノベーション推進事務局 

健康医療 健康・医療戦略推進事務局 

宇宙 宇宙開発戦略推進事務局 

子子 子ども・子育て本部 

海洋 総合海洋政策推進事務局 

ＡＭＥＤ室 日本医療研究開発機構担当室 

公取 公正取引委員会 

警 国家公安委員会 警察庁 

個人 個人情報保護委員会 
金融 金融庁 

デジ デジタル庁 

復 復興庁 

総 総務省 公害等調整委員会 消防庁 

法 法務省 出入国在留管理庁 公安審査委員会 公安調査庁 

外 外務省 

財 財務省 

文 文部科学省 スポーツ庁 文化庁 

厚 厚生労働省 中央労働委員会 

農 農林水産省 林野庁 水産庁 
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経 経済産業省 資源エネルギー庁 特許庁 中小企業庁 

国 国土交通省 観光庁 気象庁 運輸安全委員会 海上保安庁 

環 環境省 原子力規制委員会 

防 防衛省 防衛装備庁 
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